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一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
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次
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三
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法
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法
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行
法
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民
法
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行
法
（
明
治
三
十
一
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法
律
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十
一
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・
・
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第
五
節

非
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事
件
手
続
法
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一
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改
正

一

非
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事
件
手
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法
（
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治
三
十
一
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法
律
第
十
四
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第
二
章

内
閣
府
関
係

第
一
節

本
府
関
係

一

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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二

総
合
研
究
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
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・
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・
・
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・
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・
・
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・
・
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・
・
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・
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三

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
31

四

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
・
・
・
・
・
・
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・
32

五

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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六

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
45

七

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
48

八

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
49

第
二
節

国
家
公
安
委
員
会
関
係

一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
51

二

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
53

三

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
56

四

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
57

第
三
節

金
融
庁
関
係

一

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
・
・
・
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・
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二

公
認
会
計
士
法
（
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十
三
年
法
律
第
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三
号
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・
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・
・
・
・
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三

損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
65

四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
82

五

船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
86

六

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
88

七

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
90

八

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
94

九

金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
99

十

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
101

十
一

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
103

十
二

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
104

十
三

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
106

十
四

前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
109

十
五

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
112

十
六

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
119

十
七

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
121

十
八

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
124

十
九

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
129



- 4 -

第
三
章

総
務
省
関
係

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
130

二

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
146

三

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
147

四

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
148

五

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
150

六

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
152

七

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
154

八

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
157

九

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
158

十

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
164

十
一

公
営
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
165

十
二

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
166

十
三

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
168

十
四

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
169

十
五

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
170

十
六

飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
百
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
176
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十
七

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
177

十
八

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
199

十
九

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
201

二
十

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
216

二
十
一

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
217

二
十
二

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
218

二
十
三

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
222

二
十
四

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
223
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第
四
章

法
務
省
関
係

一

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
229

二

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
230

三

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
239

四

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
246

五

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
253

六

民
法
及
び
民
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
263

七

民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
264

八

更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
265

九

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
274

十

電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
276

十
一

外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
277

十
二

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
278

十
三

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
279

十
四

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
282

十
五

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
283

十
六

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
287
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第
五
章

外
務
省
関
係

一

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
289
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第
六
章

財
務
省
関
係

一

閉
鎖
機
関
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
290

二

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
291

三

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
292

四

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
301

五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
318

六

た
ば
こ
耕
作
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
319

七

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
328

八

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
・
329

九

塩
事
業
法
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
330

十

日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
331

十
一

国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
332

十
二

日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
333



- 9 -

第
七
章

文
部
科
学
省
関
係

一

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
334

二

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
335

三

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
344

四

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
345

五

民
間
学
術
研
究
機
関
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
358

六

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
359

七

財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
361

八

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
362

九

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
363

十

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
364

十
一

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
365

十
二

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
366

十
三

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
369

十
四

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
370

十
五

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
371

十
六

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
372
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第
八
章

厚
生
労
働
省
関
係

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
373

二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
375

三

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
376

四

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
377

五

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
378

六

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
379

七

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
380

八

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
381

九

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
382

十

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
383

十
一

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
384

十
二

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
385

十
三

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
386

十
四

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
387

十
五

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
388

十
六

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
390

十
七

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
391
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十
八

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
391

十
九

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
392

二
十

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
407

二
十
一

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
419

二
十
二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
426

二
十
三

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
427

二
十
四

日
本
赤
十
字
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
436

二
十
五

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
438

二
十
六

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
441

二
十
七

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
444

二
十
八

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
446

二
十
九

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
454

三
十

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
458

三
十
一

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
460

三
十
二

労
働
災
害
防
止
団
体
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
464

三
十
三

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
473

三
十
四

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
474

三
十
五

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
475



- 12 -

三
十
六

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
481

三
十
七

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
498

三
十
八

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
499

三
十
九

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
501

四
十

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
506

四
十
一

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
509

四
十
二

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
512

四
十
三

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
513

四
十
四

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
514

四
十
五

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
515

四
十
六

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安

定
等
に
関
す
る
法
律
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
516

四
十
七

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
517

四
十
八

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七

号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
518

四
十
九

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
519

五
十

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
520

五
十
一

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
521
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五
十
二

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
522

五
十
三

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
523

五
十
四

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
526

五
十
五

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
527

五
十
六

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
528
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第
九
章

農
林
水
産
省
関
係

一

農
業
倉
庫
業
法
（
大
正
六
年
法
律
第
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
530

二

農
村
負
債
整
理
組
合
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
531

三

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
537

四

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
556

五

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
571

六

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
572

七

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
587

八

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
595

九

食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
596

十

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
597

十
一

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
605

十
二

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
606

十
三

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
607

十
四

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
625

十
五

農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
634

十
六

輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
635

十
七

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
639
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十
八

日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
640

十
九

分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
641

二
十

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
642

二
十
一

農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
643

二
十
二

農
業
信
用
保
証
保
険
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
644

二
十
三

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
654

二
十
四

野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
664

二
十
五

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
665

二
十
六

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
666

二
十
七

漁
業
協
同
組
合
合
併
促
進
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
七
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
667

二
十
八

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
668

二
十
九

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
669

三
十

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
670

三
十
一

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
671

三
十
二

森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
673

三
十
三

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
688

三
十
四

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
690

三
十
五

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
691
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三
十
六

緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
692

三
十
七

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
693

三
十
八

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
694

三
十
九

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
695
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第
十
章

経
済
産
業
省
関
係

一

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
699

二

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
706

三

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
709

四

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
722

五

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
723

六

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
724

七

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
725

八

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
726

九

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
727

十

金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
728

十
一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
729

十
二

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
730

十
三

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
733

十
四

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
748

十
五

輸
出
入
取
引
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
749

十
六

中
小
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
755

十
七

商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
756
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十
八

信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
762

十
九

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
771

二
十

航
空
機
工
業
振
興
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
777

二
十
一

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
778

二
十
二

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
780

二
十
三

鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
786

二
十
四

商
店
街
振
興
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
791

二
十
五

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
795

二
十
六

日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
797

二
十
七

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
798

二
十
八

下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
799

二
十
九

中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
800

三
十

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
802

三
十
一

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
805

三
十
二

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
810

三
十
三

ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
811

三
十
四

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
五
年
法
律
第
十
八
号
）
・
・
・
812

三
十
五

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
813
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三
十
六

特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
814

三
十
七

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
815

三
十
八

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
821

三
十
九

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
826

四
十

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
828

四
十
一

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
834

四
十
二

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
835

四
十
三

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
837
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第
十
一
章

国
土
交
通
省
関
係

一

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
843

二

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
844

三

水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
845

四

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
846

五

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
847

六

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
848

七

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
849

八

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
851

九

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
857

十

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
858

十
一

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
859

十
二

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
860

十
三

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
861

十
四

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
865

十
五

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
866

十
六

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
867

十
七

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
873
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十
八

内
航
海
運
組
合
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
874

十
九

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
876

二
十

日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
882

二
十
一

船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
883

二
十
二

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
891

二
十
三

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
892

二
十
四

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
898

二
十
五

地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
900

二
十
六

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
905

二
十
七

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
906

二
十
八

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
907

二
十
九

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
908

三
十

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
909

三
十
一

農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
910

三
十
二

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
919

三
十
三

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
925

三
十
四

特
定
都
市
鉄
道
整
備
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
926

三
十
五

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
927
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三
十
六

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
928

三
十
七

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
929

三
十
八

地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
931

三
十
九

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
（
平
成
四
年
法
律
第
百
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
932

四
十

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
933

四
十
一

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
934

四
十
二

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
935

四
十
三

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
936

四
十
四

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
947

四
十
五

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
948

四
十
六

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
950

四
十
七

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
952

四
十
八

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
954

四
十
九

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
955

五
十

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
961

五
十
一

都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
962

五
十
二

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
964
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第
十
二
章

環
境
省
関
係

一

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
965

二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
966

三

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
967

四

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
968

五

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
969

六

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
970

七

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
971

八

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
972
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○

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
編

総
則

第
一
編

総
則

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
同
上
）

第
三
章

法
人
（
第
三
十
三
条
―
第
八
十
四
条
）

第
三
章

法
人

（
削
る
）

第
一
節

法
人
の
設
立
（
第
三
十
三
条
―
第
五
十
一
条
）

（
削
る
）

第
二
節

法
人
の
管
理
（
第
五
十
二
条
―
第
六
十
七
条
）

（
削
る
）

第
三
節

法
人
の
解
散
（
第
六
十
八
条
―
第
八
十
三
条
）

（
削
る
）

第
四
節

補
則
（
第
八
十
四
条
・
第
八
十
四
条
の
二
）

（
削
る
）

第
五
節

罰
則
（
第
八
十
四
条
の
三
）

第
四
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
四
章
〜
第
七
章

（
同
上
）

第
二
編
〜
第
五
編

（
略
）

第
二
編
〜
第
五
編

（
同
上
）

（
削
る
）

第
一
節

法
人
の
設
立

（
法
人
の
成
立
等
）

（
法
人
の
成
立
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
同
上
）

２

学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
法
人
、
営
利
事

（
新
設
）

し

業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
、
組
織
、
運
営
及
び
管
理

に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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（
法
人
の
能
力
）

（
公
益
法
人
の
設
立
）

第
三
十
四
条

法
人
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
で
定
め
ら
れ

第
三
十
四
条

学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
に
関
す
る
社
団
又
は

し

た
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

財
団
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
は
、
主
務
官
庁
の
許
可
を
得
て
、
法
人

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
法
人
）

（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
三
十
五
条

外
国
法
人
は
、
国
、
国
の
行
政
区
画
及
び
外
国
会
社
を
除
き
、
そ
の
成
立

第
三
十
五
条

社
団
法
人
又
は
財
団
法
人
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
社
団
法
人
若
し

を
認
許
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は

く
は
財
団
法
人
と
い
う
文
字
又
は
こ
れ
ら
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
字
を
用
い

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
日
本
に
お
い
て
成
立
す
る
同
種
の

法
人
と
同
一
の
私
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
が
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
権

利
及
び
法
律
又
は
条
約
中
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
登
記
）

（
外
国
法
人
）

第
三
十
六
条

法
人
及
び
外
国
法
人
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
三
十
六
条

外
国
法
人
は
、
国
、
国
の
行
政
区
画
及
び
商
事
会
社
を
除
き
、
そ
の
成
立

よ
り
、
登
記
を
す
る
も
の
と
す
る
。

を
認
許
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
日
本
に
お
い
て
成
立
す
る
同
種
の

法
人
と
同
一
の
私
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
が
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
権

利
及
び
法
律
又
は
条
約
中
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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（
外
国
法
人
の
登
記
）

（
定
款
）

第
三
十
七
条

外
国
法
人
（
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人
に
限

第
三
十
七
条

社
団
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
定
款
を
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
三
週
間

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
内
に
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば

一

目
的

な
ら
な
い
。

二

名
称

一

外
国
法
人
の
設
立
の
準
拠
法

三

事
務
所
の
所
在
地

二

目
的

四

資
産
に
関
す
る
規
定

三

名
称

五

理
事
の
任
免
に
関
す
る
規
定

四

事
務
所
の
所
在
場
所

六

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
規
定

五

存
続
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
定
め

六

代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
変
更
の
登

記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
前
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変

更
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

代
表
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す

る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後

段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
が
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
と
き
は
、
登
記

の
期
間
は
、
そ
の
通
知
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。

５

外
国
法
人
が
初
め
て
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に

お
い
て
登
記
す
る
ま
で
は
、
第
三
者
は
、
そ
の
法
人
の
成
立
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。

６

外
国
法
人
が
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に

移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転

を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

８

外
国
法
人
の
代
表
者
が
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
登
記
を
怠
っ
た
と
き
は
、
五
十
万
円

以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
定
款
の
変
更
）

第
三
十
八
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で

削
除

第
三
十
八
条

定
款
は
、
総
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２

定
款
の
変
更
は
、
主
務
官
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
寄
附
行
為
）

第
三
十
九
条

財
団
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
設
立
を
目
的
と
す
る
寄
附

行
為
で
、
第
三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
名
称
等
の
定
め
）

第
四
十
条

財
団
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
又

は
理
事
の
任
免
の
方
法
を
定
め
な
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
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又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
贈
与
又
は
遺
贈
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
一
条

生
前
の
処
分
で
寄
附
行
為
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り

、
贈
与
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

２

遺
言
で
寄
附
行
為
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
遺
贈
に
関
す
る

規
定
を
準
用
す
る
。

（
寄
附
財
産
の
帰
属
時
期
）

第
四
十
二
条

生
前
の
処
分
で
寄
附
行
為
を
し
た
と
き
は
、
寄
附
財
産
は
、
法
人
の
設
立

の
許
可
が
あ
っ
た
時
か
ら
法
人
に
帰
属
す
る
。

２

遺
言
で
寄
附
行
為
を
し
た
と
き
は
、
寄
附
財
産
は
、
遺
言
が
効
力
を
生
じ
た
時
か
ら

法
人
に
帰
属
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
人
の
能
力
）

第
四
十
三
条

法
人
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め
ら
れ
た
目

的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）

第
四
十
四
条

法
人
は
、
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
他
人
に

加
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

２

法
人
の
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
に
よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
そ

の
行
為
に
係
る
事
項
の
決
議
に
賛
成
し
た
社
員
及
び
理
事
並
び
に
そ
の
決
議
を
履
行
し
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た
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
は
、
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
法
人
の
設
立
の
登
記
等
）

第
四
十
五
条

法
人
は
、
そ
の
設
立
の
日
か
ら
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は

二
週
間
以
内
に
、
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
登
記
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
人
の
設
立
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

法
人
の
設
立
後
に
新
た
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お

い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
立
の
登
記
の
登
記
事
項
及
び
変
更
の
登
記
等
）

第
四
十
六
条

法
人
の
設
立
の
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

目
的

二

名
称

三

事
務
所
の
所
在
場
所

四

設
立
の
許
可
の
年
月
日

五

存
立
時
期
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
時
期

六

資
産
の
総
額

七

出
資
の
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
方
法

八

理
事
の
氏
名
及
び
住
所

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
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お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に

、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
登
記
前

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る

仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た

と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
そ
の
登
記
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
登
記
の
期
間
）

第
四
十
七
条

第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
の
う
ち

官
庁
の
許
可
を
要
す
る
も
の
の
登
記
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
許
可
書
が
到
達
し
た

日
か
ら
起
算
す
る
。

（
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
四
十
八
条

法
人
が
主
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在

地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
人
が
主
た
る
事
務
所
以
外
の
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て

は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
第
四
十

六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転

を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。
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（
外
国
法
人
の
登
記
）

第
四
十
九
条

第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
外
国
法
人
が

日
本
に
事
務
所
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
に
お
い
て
生
じ

た
事
項
の
登
記
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
知
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。

２

外
国
法
人
が
初
め
て
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に

お
い
て
登
記
す
る
ま
で
は
、
第
三
者
は
、
そ
の
法
人
の
成
立
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
法
人
の
住
所
）

第
五
十
条

法
人
の
住
所
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
目
録
及
び
社
員
名
簿
）

第
五
十
一
条

法
人
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
財
産
目
録
を

作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
事
業
年
度
の
終
了
の
時
に

財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
団
法
人
は
、
社
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
社
員
の
変
更
が
あ
る
ご
と
に
必
要
な
変
更

を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
二
節

法
人
の
管
理

（
理
事
）

第
五
十
二
条

法
人
に
は
、
一
人
又
は
数
人
の
理
事
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

理
事
が
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と

き
は
、
法
人
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

（
法
人
の
代
表
）

第
五
十
三
条

理
事
は
、
法
人
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
法
人
を
代
表
す
る
。
た
だ

し
、
定
款
の
規
定
又
は
寄
附
行
為
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
社
団
法

人
に
あ
っ
て
は
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）

第
五
十
四
条

理
事
の
代
理
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
五
十
五
条

理
事
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
五
十
六
条

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
五
十
七
条

法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
は
、
代
理
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権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の

請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
）

第
五
十
八
条

法
人
に
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議
で
、
一
人
又
は
数
人
の

監
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）

第
五
十
九
条

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に

違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
又
は
主
務
官

庁
に
報
告
を
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

（
通
常
総
会
）

第
六
十
条

社
団
法
人
の
理
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
社
員
の
通
常
総
会
を
開
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
総
会
）

第
六
十
一
条

社
団
法
人
の
理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
臨
時

総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

総
社
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
社
員
の

五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
六
十
二
条

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
会
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、
そ
の
会
議

の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
社
団
法
人
の
事
務
の
執
行
）

第
六
十
三
条

社
団
法
人
の
事
務
は
、
定
款
で
理
事
そ
の
他
の
役
員
に
委
任
し
た
も
の
を

除
き
、
す
べ
て
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
行
う
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
六
十
四
条

総
会
に
お
い
て
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し

た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
社
員
の
表
決
権
）

第
六
十
五
条

各
社
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

２

総
会
に
出
席
し
な
い
社
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
表
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
表
決
権
の
な
い
場
合
）

第
六
十
六
条

社
団
法
人
と
特
定
の
社
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
社
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

（
法
人
の
業
務
の
監
督
）

第
六
十
七
条

法
人
の
業
務
は
、
主
務
官
庁
の
監
督
に
属
す
る
。

２

主
務
官
庁
は
、
法
人
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

主
務
官
庁
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
検
査
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

第
三
節

法
人
の
解
散

（
法
人
の
解
散
事
由
）

第
六
十
八
条

法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生

二

法
人
の
目
的
で
あ
る
事
業
の
成
功
又
は
そ
の
成
功
の
不
能

三

破
産
手
続
開
始
の
決
定

四

設
立
の
許
可
の
取
消
し

２

社
団
法
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解

散
す
る
。

一

総
会
の
決
議
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二

社
員
が
欠
け
た
こ
と
。

（
法
人
の
解
散
の
決
議
）

第
六
十
九
条

社
団
法
人
は
、
総
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
解
散
の

決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
七
十
条

法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
っ
て
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権

で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
人
の
設
立
の
許
可
の
取
消
し
）

第
七
十
一
条

法
人
が
そ
の
目
的
以
外
の
事
業
を
し
、
又
は
設
立
の
許
可
を
得
た
条
件
若

し
く
は
主
務
官
庁
の
監
督
上
の
命
令
に
違
反
し
、
そ
の
他
公
益
を
害
す
べ
き
行
為
を
し

た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
方
法
に
よ
り
監
督
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
主
務
官
庁
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
正
当
な
事
由
な
く
引
き

続
き
三
年
以
上
事
業
を
し
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
七
十
二
条

解
散
し
た
法
人
の
財
産
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
指
定
し
た
者
に
帰
属
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す
る
。

２

定
款
又
は
寄
附
行
為
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定

す
る
方
法
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
主
務
官
庁
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
法

人
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
清
算
法
人
）

第
七
十
三
条

解
散
し
た
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算
の
結

了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
七
十
四
条

法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合

を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
七
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が
欠

け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く

は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）
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第
七
十
六
条

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察

官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
及
び
解
散
の
登
記
及
び
届
出
）

第
七
十
七
条

清
算
人
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
設
立
の
許
可
の
取
消
し
の
場
合

を
除
き
、
解
散
後
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
他
の

事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
解
散
の

原
因
及
び
年
月
日
の
登
記
を
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
主
務
官
庁
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
就
職
後
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二

週
間
以
内
に
、
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
そ
の
氏
名

及
び
住
所
の
登
記
を
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
主
務
官
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
設
立
の
許
可
の
取
消
し
に
よ
る
解
散
の
際
に
就
職
し
た
清
算
人
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
七
十
八
条

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
七
十
九
条

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の

公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨

の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
債
権

は
清
算
か
ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人

は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
八
十
条

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
法
人
の
債
務
が

完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て

の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
八
十
一
条

清
算
中
に
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ

の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
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破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の
と
す

る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又

は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
八
十
二
条

法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
八
十
三
条

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
主
務
官
庁
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
四
節

補
則

（
主
務
官
庁
の
権
限
の
委
任
）

第
八
十
四
条

こ
の
章
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
よ
る
主
務
官
庁
の
事
務
の
処
理
）
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（
削
る
）

第
八
十
四
条
の
二

こ
の
章
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
都
道
府
県

の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
官
庁
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
人
に

対
す
る
監
督
上
の
命
令
又
は
設
立
の
許
可
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
執
行
機

関
に
対
し
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
官
庁
は
、
都
道
府
県
の
執
行
機
関
が
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
に
当
た
っ
て
よ
る
べ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

主
務
官
庁
が
前
項
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
削
る
）

第
五
節

罰
則

（
削
る
）

第
八
十
四
条
の
三

法
人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

こ
の
章
に
規
定
す
る
登
記
を
怠
っ
た
と
き
。

二

第
五
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
財
産
目
録
若
し
く
は
社
員
名
簿
に
不
正
の

記
載
を
し
た
と
き
。

三

第
六
十
七
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
官
庁
、
そ
の

権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
若
し
く
は
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務

を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
又
は
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

四

第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
官
庁
又
は
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
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国
に
所
属
す
る
行
政
庁
若
し
く
は
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県

の
執
行
機
関
の
監
督
上
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五

官
庁
、
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
又

は
総
会
に
対
し
、
不
実
の
申
立
て
を
し
、
又
は
事
実
を
隠
ぺ
い
し
た
と
き
。

六

第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申

立
て
を
怠
っ
た
と
き
。

七

第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公

告
を
し
た
と
き
。

２

第
三
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
並
び
に
残
余
財
産
の
分
割
方
法
）

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
並
び
に
残
余
財
産
の
分
割
方
法
）

第
六
百
八
十
八
条

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
百
八
十
八
条

第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
準
用

一

現
務
の
結
了

す
る
。

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
る
。

３

残
余
財
産
は
、
各
組
合
員
の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
分
割
す
る
。

２

残
余
財
産
は
、
各
組
合
員
の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
分
割
す
る
。

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
公
告
及
び
催
告
）

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
公
告
及
び
催
告
）

第
九
百
二
十
七
条

（
略
）

第
九
百
二
十
七
条

（
同
上
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出

２

第
七
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

を
し
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

る
。
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だ
し
、
限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３

限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出

（
新
設
）

の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
新
設
）

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
）

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
）

第
九
百
五
十
七
条

（
略
）

第
九
百
五
十
七
条

（
同
上
）

２

第
九
百
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
九
百
二
十
八
条
か
ら
第
九
百
三

２

第
七
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
九
百
二
十
八
条
か
ら
第
九
百
三
十
五

十
五
条
ま
で
（
第
九
百
三
十
二
条
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に

条
ま
で
（
第
九
百
三
十
二
条
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。
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○

民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）

改

正

案

現

行

第
十
九
条
乃
至
第
二
十
八
条

削
除

第
十
九
条

民
法
施
行
前
ヨ
リ
独
立
ノ
財
産
ヲ
有
ス
ル
社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
民
法
第
三

十
四
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
目
的
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス

②
前
項
ノ
法
人
ノ
代
表
者
ハ
民
法
第
三
十
七
条
又
ハ
第
三
十
九
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
其
他

社
員
又
ハ
寄
附
者
カ
定
メ
タ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
作
リ
民
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ

三
个
月
内
ニ
之
ヲ
主
務
官
庁
ニ
差
出
タ
シ
其
認
可
ヲ
請
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
此
場
合
ニ
於
テ

主
務
官
庁
ハ
其
書
面
カ
民
法
其
他
ノ
法
令
ニ
反
ス
ル
ト
キ
又
ハ
公
益
ノ
為
メ
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
其
変
更
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

③
前
項
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
テ
認
可
ヲ
得
タ
ル
書
面
ハ
定
款
又
ハ
寄
附
行
為
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ

有
ス

第
二
十
条

法
人
ノ
代
表
者
カ
前
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
得
タ
ル

ト
キ
ハ
二
週
間
内
ニ
各
事
務
所
ノ
所
在
地
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

民
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
及
ヒ
第
五
号
乃
至
第
八
号
ニ
掲
ケ

タ
ル
事
項

二

主
務
官
庁
ノ
認
可
ノ
年
月
日

②
前
項
ノ
期
間
ハ
主
務
官
庁
ノ
認
可
書
ノ
到
達
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス

③
第
一
項
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
テ
為
シ
タ
ル
登
記
ハ
民
法
第
四
十
六
条
第
一
項
ニ
定
メ
タ
ル
登

記
ト
同
一
ノ
モ
ノ
ト
看
做
ス
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第
二
十
一
条

第
十
九
条
第
一
項
ノ
法
人
カ
財
産
目
録
又
ハ
社
員
名
簿
ヲ
備
ヘ
サ
ル
ト
キ

ハ
民
法
施
行
ノ
後
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
十
二
条

法
人
ノ
代
表
者
カ
前
三
条
ノ
規
定
ニ
反
シ
認
可
ヲ
受
ケ
、
登
記
ヲ
為
シ
又

ハ
財
産
目
録
若
ク
ハ
社
員
名
簿
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
五
円
以
上
二
百
円
以

下
ノ
過
料
ニ
処
セ
ラ
ル

第
二
十
三
条

第
十
九
条
第
一
項
ノ
法
人
カ
其
目
的
以
外
ノ
事
業
ヲ
為
シ
又
ハ
認
可
ノ
条

件
若
ク
ハ
主
務
官
庁
若
ク
ハ
其
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政
庁
若
ク

ハ
其
権
限
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府
県
ノ
執
行
機
関
ノ
監
督
上
ノ
命
令
ニ
違

反
シ
其
他
公
益
ヲ
害
ス
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
監
督
ノ

目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
主
務
官
庁
ハ
其
解
散
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
正
当

ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
引
続
キ
三
年
以
上
事
業
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

②
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
解
散
ノ
命
令
ハ
民
法
第
七
十
七
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
設
立

許
可
ノ
取
消
ト
看
做
ス

③
第
一
項
ニ
定
メ
タ
ル
主
務
官
庁
ノ
解
散
ノ
命
令
ノ
権
限
及
ビ
前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
民

法
第
七
十
七
条
第
三
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
条
第
二
項
ニ
定
メ
タ
ル
主
務
官
庁
ノ
届
出

ノ
受
理
ノ
権
限
ハ
政
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政

庁
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

④
前
項
ニ
定
メ
タ
ル
主
務
官
庁
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
務
ハ
政
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
都
道

府
県
ノ
知
事
其
他
ノ
執
行
機
関
ニ
於
テ
其
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ト
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
主
務
官
庁
ハ
政
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
解
散
ノ
命
令
ニ
付
キ

其
執
行
機
関
ニ
対
シ
指
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
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第
二
十
四
条

削
除

第
二
十
五
条

民
法
第
七
十
一
条
又
ハ
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
処
分
ヲ
為
ス
ベ
キ
場

合
ニ
於
テ
理
事
ノ
欠
ケ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
所
在
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
主
務
官

庁
（
其
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政
庁
及
ビ
其
権
限
ニ
属
ス
ル
事
務

ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府
県
ノ
執
行
機
関
ヲ
含
ム
次
条
ニ
於
テ
之
ニ
同
ジ
）
ハ
其
処
分
ノ
告

知
ニ
代
ヘ
テ
其
要
旨
ヲ
官
報
ニ
掲
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
同
項
ノ
処
分
ハ
官
報
ノ
掲
載
ヲ
為
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
二
十
日
ヲ
経

過
シ
タ
ル
時
ニ
其
効
力
ヲ
生
ズ

第
二
十
五
条
ノ
二

前
条
第
一
項
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
主
務
官
庁
ハ
法
人
ノ
各
事

務
所
ノ
所
在
地
ノ
登
記
所
ニ
解
散
ノ
原
因
及
ビ
年
月
日
ノ
登
記
ノ
嘱
託
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
七
条

剥
奪
公
権
者
及
ヒ
停
止
公
権
者
ハ
法
人
ノ
理
事
、
監
事
又
ハ
清
算
人
タ
ル

コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
八
条

削
除
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○

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
編

総
則
（
第
一
条
―
第
七
十
一
条
）

第
一
編

総
則
（
第
一
条
―
第
三
十
三
条
ノ
三
）

第
二
編

民
事
非
訟
事
件

第
二
編

民
事
非
訟
事
件

（
削
る
）

第
一
章

法
人
ニ
関
ス
ル
事
件
（
第
三
十
四
条
―
第
七
十
一
条
）

第
一
章

裁
判
上
ノ
代
位
ニ
関
ス
ル
事
件
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
九
条
）

第
二
章

裁
判
上
ノ
代
位
ニ
関
ス
ル
事
件
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
九
条
）

第
二
章

保
存
、
供
託
、
保
管
及
ビ
鑑
定
ニ
関
ス
ル
事
件
（
第
八
十
条
―
第
百
十
六

第
三
章

保
存
、
供
託
、
保
管
及
ビ
鑑
定
ニ
関
ス
ル
事
件
（
第
八
十
条
―
第
百
十
六

条
）

条
）

第
三
章

外
国
法
人
及
ビ
夫
婦
財
産
契
約
ノ
登
記
（
第
百
十
七
条
―
第
百
四
十
条
）

第
四
章

法
人
及
ビ
夫
婦
財
産
契
約
ノ
登
記
（
第
百
十
七
条
―
第
百
四
十
条
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
同
上
）

（
削
る
）

第
二
編

民
事
非
訟
事
件

（
削
る
）

第
一
章

法
人
ニ
関
ス
ル
事
件

第
三
十
四
条
乃
至
第
七
十
一
条

削
除

第
三
十
四
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
条
ニ
定
メ
タ
ル
事
件

ハ
法
人
ノ
設
立
者
カ
死
亡
ノ
時
ニ
有
シ
タ
ル
住
所
地
ノ
地
方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

②
法
人
ノ
設
立
者
カ
日
本
ニ
住
所
ヲ
有
セ
サ
リ
シ
ト
キ
又
ハ
其
住
所
カ
知
レ
サ
ル
ト
キ
ハ

其
死
亡
ノ
時
ノ
居
所
地
又
ハ
法
人
設
立
地
ノ
地
方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

第
三
十
五
条

仮
理
事
又
ハ
特
別
代
理
人
ノ
選
任
ハ
法
人
ノ
主
タ
ル
事
務
所
所
在
地
ノ
地
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方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

②
法
人
ノ
解
散
及
ヒ
清
算
ノ
監
督
ハ
其
主
タ
ル
事
務
所
所
在
地
ノ
地
方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト

ス
第
三
十
六
条

法
人
ノ
清
算
人
ニ
関
ス
ル
事
件
ハ
法
人
ノ
主
タ
ル
事
務
所
所
在
地
ノ
地
方

裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

第
三
十
七
条

法
人
ノ
清
算
人
ノ
選
任
ノ
裁
判
ニ
対
シ
テ
ハ
不
服
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得

ズ
第
三
十
八
条

民
法
第
七
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
裁
判
所
ガ
法
人
ノ
清
算
人
ヲ
選
任
シ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
ヲ
シ
テ
之
ニ
報
酬
ヲ
与
ヘ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
其
額
ハ
清
算
人
及

ビ
監
事
ノ
陳
述
ヲ
聴
キ
裁
判
所
之
ヲ
定
ム

第
三
十
九
条

法
人
ノ
清
算
人
ノ
解
任
ニ
付
テ
ノ
裁
判
及
ビ
前
条
ノ
裁
判
ニ
対
シ
テ
ハ
即

時
抗
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
条

裁
判
所
ハ
特
ニ
選
任
シ
タ
ル
者
ヲ
シ
テ
法
人
ノ
解
散
及
ビ
清
算
ノ
監
督
ニ
必

要
ナ
ル
検
査
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

②
前
三
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
裁
判
所
ガ
検
査
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ヲ
選
任
シ
タ
ル

場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
一
条
乃
至
第
七
十
一
条

削
除
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第
二
編

民
事
非
訟
事
件

（
新
設
）

第
一
章

裁
判
上
ノ
代
位
ニ
関
ス
ル
事
件

第
二
章

裁
判
上
ノ
代
位
ニ
関
ス
ル
事
件

第
二
章

保
存
、
供
託
、
保
管
及
ヒ
鑑
定
ニ
関
ス
ル
事
件

第
三
章

保
存
、
供
託
、
保
管
及
ヒ
鑑
定
ニ
関
ス
ル
事
件

第
八
十
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
百
六
十
二
条
第
三
項
ノ
証

第
八
十
条

民
法
第
二
百
六
十
二
条
第
三
項
ノ
証
書
保
存
者
ノ
指
定
ハ
共
有
物
ノ
分
割
ア

書
保
存
者
ノ
指
定
ハ
共
有
物
ノ
分
割
ア
リ
タ
ル
地
ノ
地
方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

リ
タ
ル
地
ノ
地
方
裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

②
、
③

（
略
）

②
、
③

（
同
上
）

第
三
章

外
国
法
人
及
ヒ
夫
婦
財
産
契
約
ノ
登
記

第
四
章

法
人
及
ヒ
夫
婦
財
産
契
約
ノ
登
記

第
百
十
七
条

日
本
ニ
事
務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
外
国
法
人
ノ
登
記
ニ
付
テ
ハ
其
事
務
所
所
在

第
百
十
七
条

法
人
ノ
登
記
ニ
付
テ
ハ
法
人
ノ
事
務
所
所
在
地
ノ
法
務
局
若
ク
ハ
地
方
法

地
ノ
法
務
局
若
ク
ハ
地
方
法
務
局
若
ク
ハ
此
等
ノ
支
局
又
ハ
此
等
ノ
出
張
所
カ
管
轄
登

務
局
若
ク
ハ
此
等
ノ
支
局
又
ハ
此
等
ノ
出
張
所
カ
管
轄
登
記
所
ト
シ
テ
之
ヲ
掌
ル

記
所
ト
シ
テ
之
ヲ
掌
ル

（
削
る
）

②
前
項
ノ
規
定
ハ
日
本
ニ
事
務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
外
国
法
人
ノ
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
百
十
九
条

各
登
記
所
ニ
外
国
法
人
登
記
簿
及
ヒ
夫
婦
財
産
契
約
登
記
簿
ヲ
備
フ

第
百
十
九
条

各
登
記
所
ニ
法
人
登
記
簿
及
ヒ
夫
婦
財
産
契
約
登
記
簿
ヲ
備
フ

第
百
二
十
条

夫
婦
財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ハ
契
約
者
双
方
ノ
申
請
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
為

第
百
二
十
条

法
人
設
立
ノ
登
記
ノ
申
請
書
ニ
ハ
定
款
、
理
事
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
及

ス

ヒ
主
務
官
庁
（
其
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政
庁
及
ビ
其
権
限
ニ
属

②
前
項
ノ
登
記
ノ
申
請
ヲ
ス
ル
ニ
ハ
其
申
請
情
報
ト
併
セ
テ
夫
婦
財
産
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル

ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府
県
ノ
執
行
機
関
ヲ
含
ム
次
条
ニ
於
テ
之
ニ
同
ジ
）
ノ
許
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コ
ト
ヲ
証
ス
ル
情
報
又
ハ
管
理
者
ノ
変
更
若
ク
ハ
共
有
財
産
ノ
分
割
ニ
関
ス
ル
審
判
ガ

可
書
又
ハ
其
認
証
ア
ル
謄
本
ヲ
添
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ア
リ
タ
ル
コ
ト
若
ク
ハ
之
ニ
関
ス
ル
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
情
報
ヲ
提
供
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
一
条

事
務
所
ノ
新
設
又
ハ
事
務
所
ノ
移
転
其
他
登
記
事
項
ノ
変
更
ノ
登
記
ノ

申
請
書
ニ
ハ
事
務
所
ノ
新
設
又
ハ
登
記
事
項
ノ
変
更
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
シ
且
主
務

第
百
二
十
一
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
乃
至
第

官
庁
ノ
許
可
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
其
許
可
書
又
ハ
其
認
証
ア
ル
謄
本
ヲ
添
附
ス
ル

五
条
、
第
七
条
乃
至
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
乃
至
第
二

コ
ト
ヲ
要
ス

十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
ビ
第
十
六
号
ヲ
除
ク
）
、
第
二
十
六
条

、
第
二
十
七
条
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
第
一
項
及
ビ
第
三

第
百
二
十
二
条

法
人
ノ
解
散
ノ
登
記
ノ
申
請
書
ニ
ハ
解
散
ノ
事
由
ヲ
証
ス
ル
書
面
及
ヒ

項
並
ニ
第
百
三
十
二
条
乃
至
第
百
四
十
八
条
ノ
規
定
ハ
日
本
ニ
事
務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
外

理
事
カ
清
算
人
タ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
清
算
人
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル

国
法
人
ノ
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
二
条

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
乃
至
第

第
百
二
十
二
条
ノ
二

法
人
ノ
設
立
許
可
ノ
取
消
又
ハ
解
散
ノ
命
令
ニ
因
ル
解
散
ノ
際
ニ

十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条

就
職
シ
タ
ル
清
算
人
ノ
登
記
ノ
申
請
書
ニ
ハ
理
事
ガ
清
算
人
タ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

第
一
号
乃
至
第
九
号
及
ビ
第
十
二
号
、
第
六
十
七
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
、
第
七
十
一

清
算
人
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
及
ビ
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
乃
至
第
百

五
十
六
条
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
並
ニ
第
百
五
十
八
条
ノ
規
定
ハ
夫
婦

第
百
二
十
三
条

夫
婦
財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ハ
契
約
者
双
方
ノ
申
請
ニ
因
リ
テ
之
ヲ

財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス

為
ス

②
申
請
情
報
ノ
内
容
其
他
夫
婦
財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
法
務

②
前
項
ノ
登
記
ノ
申
請
ヲ
ス
ル
ニ
ハ
其
申
請
情
報
ト
併
セ
テ
夫
婦
財
産
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル

省
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

コ
ト
ヲ
証
ス
ル
情
報
又
ハ
管
理
者
ノ
変
更
若
ク
ハ
共
有
財
産
ノ
分
割
ニ
関
ス
ル
審
判
ガ

ア
リ
タ
ル
コ
ト
若
ク
ハ
之
ニ
関
ス
ル
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
情
報
ヲ
提
供
ス

第
百
二
十
三
条
乃
至
第
百
四
十
条

削
除

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
四
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
乃
至
第
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五
条
、
第
七
条
乃
至
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
乃
至
第
二

十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
ビ
第
十
六
号
ヲ
除
ク
）
、
第
二
十
六
条
、

第
二
十
七
条
及
ビ
第
百
三
十
二
条
乃
至
第
百
四
十
八
条
ノ
規
定
ハ
法
人
及
ビ
日
本
ニ
事

務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
外
国
法
人
ノ
登
記
ニ
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
乃
至

第
五
十
三
条
、
第
九
十
九
条
第
一
項
並
ニ
第
百
条
第
二
項
及
ビ
第
三
項
ノ
規
定
ハ
法
人

ノ
登
記
ニ
同
法
第
百
二
十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
並
ニ
第
百
三
十
条
第
一
項
及
ビ
第
三

項
ノ
規
定
ハ
日
本
ニ
事
務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
外
国
法
人
ノ
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
百
二
十
五
条

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
乃
至
第

十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条

第
一
号
乃
至
第
九
号
及
ビ
第
十
二
号
、
第
六
十
七
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
、
第
七
十
一

条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
及
ビ
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
乃
至
第
百

五
十
六
条
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
並
ニ
第
百
五
十
八
条
ノ
規
定
ハ
夫
婦

財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス

②
申
請
情
報
ノ
内
容
其
他
夫
婦
財
産
契
約
ニ
関
ス
ル
登
記
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
法
務

省
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
二
十
六
条
乃
至
第
百
四
十
条

削
除
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○

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
七
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
債
券
の
発
行
）

（
債
券
の
発
行
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
同
上
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

７
〜
９

（
略
）

７
〜
９

（
同
上
）



- 30 -

○

総
合
研
究
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
九
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為

号
）
第
四
条
（
住
所
）
及
び
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠

能
力
等
）
及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

償
責
任
）
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

（
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
五
条

１
〜
４

（
略
）

第
五
条

１
〜
４

（
同
上
）

５

第
一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か

５

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
十
条
第
二
項
（
他
の
法
律
に
お
い

ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
第
一
項
に
規

、
そ
の
法
人
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
本
文
の
法
人
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
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○

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
同
上
）

第
二
章

特
定
非
営
利
活
動
法
人

第
二
章

特
定
非
営
利
活
動
法
人

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
同
上
）

第
三
節

管
理
（
第
十
四
条
の
二
―
第
三
十
条
）

第
三
節

管
理
（
第
十
五
条
―
第
三
十
条
）

第
四
節

解
散
び
合
併
（
略
）

第
四
節

解
散
及
び
合
併
（
同
上
）

第
五
節
・
第
六
節

（
略
）

第
五
節
・
第
六
節

（
同
上
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
款
）

（
定
款
）

第
十
一
条

１
、
２
（
略
）

第
十
一
条

１
、
２
（
同
上
）

３

第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
中
に
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定

３

第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
中
に
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定

を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
次
に
掲
げ
る
者
の

を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
次
に
掲
げ
る
者
の

う
ち
か
ら
選
定
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
ち
か
ら
選
定
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人

二

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
同
上
）

（
財
産
目
録
の
作
成
及
び
備
置
き
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
四
条

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
成
立
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ

第
十
四
条

民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
法
人
の
設
立
の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
規
定
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
通
常
社
員
総
会
）

第
十
四
条
の
二

理
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
通
常
社
員
総
会
を
開
か
な
け
れ
ば

（
新
設
）

な
ら
な
い
。

（
臨
時
社
員
総
会
）

第
十
四
条
の
三

理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
臨
時
社
員
総
会

（
新
設
）

を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
社
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ

っ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
社
員
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

総
社
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
社
員
総
会
の
招
集
）

第
十
四
条
の
四

社
員
総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
そ
の
社
員
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も

（
新
設
）

五
日
前
に
、
そ
の
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
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っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
員
総
会
の
権
限
）

第
十
四
条
の
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
業
務
は
、
定
款
で
理
事
そ
の
他
の
役
員
に
委

（
新
設
）

任
し
た
も
の
を
除
き
、
す
べ
て
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
行
う
。

（
社
員
総
会
の
決
議
事
項
）

第
十
四
条
の
六

社
員
総
会
に
お
い
て
は
、
第
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め

（
新
設
）

通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
社
員
の
表
決
権
）

第
十
四
条
の
七

各
社
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
表
決
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

社
員
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
に
よ
る
表

決
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ

り
表
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
表
決
権
の
な
い
場
合
）

第
十
四
条
の
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
特
定
の
社
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す

（
新
設
）
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る
場
合
に
は
、
そ
の
社
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

（
理
事
の
代
表
権
）

（
理
事
の
代
表
権
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
同
上
）

２

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
新
設
）

。（
業
務
の
執
行
）

（
業
務
の
決
定
）

第
十
七
条

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
業
務
は
、
定
款
に
特
別
の
定
め
の
な
い
と
き
は
、

第
十
七
条

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
業
務
は
、
定
款
に
特
別
の
定
め
の
な
い
と
き
は
、

理
事
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

理
事
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
十
七
条
の
二

理
事
は
、
定
款
又
は
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い

（
新
設
）

と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
十
七
条
の
三

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
業
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害

（
新
設
）

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
十
七
条
の
四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
理
事
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
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係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
同
上
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
四
項
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
第
十
条
第
一
項
第

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
四
項
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
第
十
条
第
一
項
第

二
号
イ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
直
近
の
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

二
号
イ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
直
近
の
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
報
告
書
等
（
設
立
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
十
四
条
の
財
産
目

事
業
報
告
書
等
（
設
立
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
十
四
条
に
お
い
て

録
、
合
併
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
財
産
目
録

準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
設
立
の
時
の
財
産
目
録
、
合
併
後
当
該
書
類
が

）
を
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
財
産
目
録
）
を
申
請
書
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
事
業
報
告
書
等
の
備
置
き
等
及
び
閲
覧
）

（
事
業
報
告
書
等
の
備
置
き
等
及
び
閲
覧
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
同
上
）

２

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
そ
の
社
員
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
事
業
報
告
書
等

２

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
そ
の
社
員
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
事
業
報
告
書
等

（
設
立
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
十
四
条
の
財
産
目
録
、
合
併
後
当

（
設
立
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法

該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
財
産
目
録
。
次
条
第
二
項

第
五
十
一
条
第
一
項
の
設
立
の
時
の
財
産
目
録
、
合
併
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
役
員
名
簿
等
又
は
定
款
若
し
く
は
そ
の
認
証
若
し
く
は
登
記
に

で
の
間
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
財
産
目
録
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
役

関
す
る
書
類
の
写
し
（
次
条
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う

員
名
簿
等
又
は
定
款
若
し
く
は
そ
の
認
証
若
し
く
は
登
記
に
関
す
る
書
類
の
写
し
（
次

。
）
の
閲
覧
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ

条
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
の
請
求
が
あ

れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
民
法
の
準
用
）
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第
三
十
条

削
除

第
三
十
条

民
法
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
及
び
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
六
条

ま
で
の
規
定
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
管
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検

察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又

は
職
権
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
の
決
議
）

第
三
十
一
条
の
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
総
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
が
な

（
新
設
）

け
れ
ば
、
解
散
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
一
条
の
三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
っ
て
完

（
新
設
）

済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の

申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
能
力
）

第
三
十
一
条
の
四

解
散
し
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お

（
新
設
）

い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）
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第
三
十
一
条
の
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決

（
新
設
）

定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
社
員
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
三
十
一
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
三
十
一
条
の
七

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
八

清
算
中
に
就
任
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
所
轄
庁
に

（
新
設
）

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
三
十
一
条
の
九

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し
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２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
三
十
一
条
の
十

清
算
人
は
、
そ
の
就
任
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
判
明
し
て

い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
三
十
一
条
の
十
一

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
特
定

（
新
設
）

非
営
利
活
動
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ

れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
一
条
の
十
二

清
算
中
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す

（
新
設
）

る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
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開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終

了
し
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
既
に
債
権

者
に
支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破

産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
二
条
の
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属

（
新
設
）

す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
所
轄
庁
に
対
し

、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

所
轄
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
届
け

（
新
設
）

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）
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第
三
十
二
条
の
四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に

（
新
設
）

関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に

属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
三
十
二
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
三
十
二
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
三
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事

の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
三
十
二
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
二
条
の
八

裁
判
所
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必

（
新
設
）

要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
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と
あ
る
の
は
、
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

（
民
法
等
の
準
用
）

第
四
十
条

削
除

第
四
十
条

民
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第

七
十
七
条
第
二
項
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十

三
条
ま
で
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条

第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
七
条
第
二

項
及
び
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
庁
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
所
轄
庁
に
対
し

、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

所
轄
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

（
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
の
適
用
）

る
法
律
の
適
用
）

第
四
十
四
条
の
三

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
備
置
き
、
第
二
十
八
条
第
一
項

第
四
十
四
条
の
三

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
備
置
き
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
並
び
に
第

よ
る
作
成
及
び
備
置
き
、
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
備
置
き
並
び

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
備
置
き
に
つ
い
て
民
間
事
業
者
等
が
行
う

に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
成

書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

及
び
備
置
き
に
つ
い
て
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

律
第
百
四
十
九
号
）
第
九
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
九
条
の
規
定
を

保
存
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
令
（
会
計
検
査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委

適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
保
存
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
令
（
会
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員
会
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
、
公
安
審
査
委
員
会

計
検
査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、

規
則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
及
び
船
員
中
央
労
働
委
員
会
規
則
を
除
く
。
）
を
所
管

公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
、
公
安
審
査
委
員
会
規
則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
及
び
船

す
る
内
閣
府
又
は
各
省
の
内
閣
府
令
又
は
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
閣
府
令
（
特
定

員
中
央
労
働
委
員
会
規
則
を
除
く
。
）
を
所
管
す
る
内
閣
府
又
は
各
省
の
内
閣
府
令
又

非
営
利
活
動
促
進
法
第
九
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
以
外
の
特
定
非
営
利
活

は
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
閣
府
令
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
九
条
第
二
項
の

動
法
人
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
条
例
）
」
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
以
外
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都

道
府
県
の
条
例
）
」
と
す
る
。

第
四
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
非
営
利
活

第
四
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

動
法
人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
こ
れ
に
記
載

二

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

財
産
目
録
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く

は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
同
上
）

六

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

六

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
の
作
成
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に

、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
と
き
。

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

七

第
三
十
一
条
の
十
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

七

第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

、
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

八

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
の
作
成
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に

八

第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
と
き
。

九

第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

九

第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

十

（
略
）

十

（
同
上
）
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○

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一

第
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
民

般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
支
援

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規

業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

定
す
る
業
務
（
以
下
「
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で

、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
（
以
下
「

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
被
災
者
生

支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

活
再
建
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）
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○

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
）

（
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
）

第
十
三
条

１
・
２

（
略
）

第
十
三
条

１
・
２

（
同
上
）

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
を
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
を
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合

し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
こ

る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
民
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

四

そ
の
理
事
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

そ
の
理
事
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

差
止
請
求
関
係
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
機
関
と
し
て
理
事
を
も
っ
て
構
成
す

イ

差
止
請
求
関
係
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
機
関
と
し
て
理
事
を
も
っ
て
構
成
す

る
理
事
会
が
置
か
れ
て
お
り
、
か
つ
、
定
款
で
定
め
る
そ
の
決
定
の
方
法
が
次
に

る
理
事
会
が
置
か
れ
て
お
り
、
か
つ
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め
る
そ
の
決
定

掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

の
方
法
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
１
）
・
（
２
）

（
略
）

（
１
）
・
（
２
）

（
同
上
）

ロ

（
略
）

ロ

（
同
上
）

五
〜
七

（
略
）

五
〜
七

（
同
上
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
同
上
）

（
認
定
の
申
請
）

（
認
定
の
申
請
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
同
上
）
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２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款

一

定
款
又
は
寄
附
行
為

二
〜
十
一

（
略
）

二
〜
十
一

（
同
上
）

（
財
産
上
の
利
益
の
受
領
の
禁
止
等
）

（
財
産
上
の
利
益
の
受
領
の
禁
止
等
）

第
二
十
八
条

１
〜
５

（
略
）

第
二
十
八
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
定
款
に
お
い
て
、
差
止
請
求
関
係
業
務
を
廃
止
し
、
又

６

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
お
い
て
、
差
止
請
求
関
係
業
務

は
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
の
失
効
（
差
止
請
求
関
係
業
務
の
廃
止
に
よ
る
も
の
を
除

を
廃
止
し
、
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
の
失
効
（
差
止
請
求
関
係
業
務
の
廃
止
に

く
。
）
若
し
く
は
取
消
し
に
よ
り
差
止
請
求
関
係
業
務
を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
取
消
し
に
よ
り
差
止
請
求
関
係
業
務
を
終
了
し
た
場

積
立
金
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
金
額
を
い
う
。
）
に
残
余
が
あ
る
と

合
に
お
い
て
、
積
立
金
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
金
額
を
い
う
。
）
に

き
は
、
そ
の
残
余
に
相
当
す
る
金
額
を
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
（
第
三
十
五
条
の
規

残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
に
相
当
す
る
金
額
を
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
（
第

定
に
よ
り
差
止
請
求
権
を
承
継
し
た
適
格
消
費
者
団
体
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
差
止
請
求
権
を
承
継
し
た
適
格
消
費
者
団
体
が
あ
る
場
合
に

該
適
格
消
費
者
団
体
）
が
あ
る
と
き
は
当
該
他
の
適
格
消
費
者
団
体
に
、
こ
れ
が
な
い

あ
っ
て
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
）
が
あ
る
と
き
は
当
該
他
の
適
格
消
費
者
団
体
に

と
き
は
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
消
費
者
団
体
で
あ
っ
て

、
こ
れ
が
な
い
と
き
は
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
消
費
者

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
又
は
国
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

団
体
で
あ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
又
は
国
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
め
て

な
ら
な
い
。

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
範
囲
及
び
区
分
経
理
）

（
業
務
の
範
囲
及
び
区
分
経
理
）

第
二
十
九
条

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
に
支
障
が
な
い
限

第
二
十
九
条

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
に
支
障
が
な
い
限

り
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
差
止
請
求
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
こ
と

り
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
差
止
請
求
関
係
業
務
以
外
の
業

が
で
き
る
。

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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（
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
備
置
き
、
閲
覧
等
及
び
提
出
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
備
置
き
、
閲
覧
等
及
び
提
出
等
）

第
三
十
一
条

１
・
２

（
略
）

第
三
十
一
条

１
・
２

（
同
上
）

３

適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

３

適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款

一

定
款
又
は
寄
附
行
為

二
〜
八

（
略
）

二
〜
八

（
同
上
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
同
上
）
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○

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
調
査
の
委
託
）

（
調
査
の
委
託
）

第
二
十
六
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

第
二
十
六
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
独
立
行
政
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
事
業
者
そ
の
他

き
は
、
独
立
行
政
法
人
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の

の
民
間
の
団
体
、
都
道
府
県
の
試
験
研
究
機
関
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
に
対
し
、

規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
、
事
業
者
そ
の
他
の
民
間
の
団
体
、
都
道
府
県
の
試
験

必
要
な
調
査
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

研
究
機
関
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
調
査
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

１
・
２
（
略
）

第
四
条

１
・
２
（
同
上
）

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
五
十
四
の
二

（
略
）

一
〜
五
十
四
の
二

（
同
上
）

五
十
四
の
三

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五
十
五
〜
六
十
一

（
略
）

五
十
五
〜
六
十
一

（
同
上
）

（
設
置
）

（
設
置
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に

置
か
れ
る
審
議
会
等
で
本
府
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

置
か
れ
る
審
議
会
等
で
本
府
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

情
報
公
開
・
個
人
情

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法

情
報
公
開
・
個
人
情

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
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報
保
護
審
査
会

報
保
護
審
査
会

公
益
認
定
等
委
員
会

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）

附

則

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各

第
二
条

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び

（
新
設
）

公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
例
民
法
法
人
の
監
督
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
及
び
同
法
第

一
章
第
四
節
の
規
定
に
よ
る
特
例
民
法
法
人
の
通
常
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般

財
団
法
人
へ
の
移
行
に
関
す
る
こ
と
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
遊
技
機
の
規
制
及
び
認
定
等
）

（
遊
技
機
の
規
制
及
び
認
定
等
）

第
二
十
条

１
〜
４

（
略
）

第
二
十
条

１
〜
４

（
同
上
）

５

公
安
委
員
会
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
項
の
認

５

公
安
委
員
会
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
項
の
認

定
又
は
前
項
の
検
定
に
必
要
な
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と

定
又
は
前
項
の
検
定
に
必
要
な
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と

い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
当

い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十

該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
国

四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実

家
公
安
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
〜

（
略
）

６
〜

（
同
上
）

11

11

（
都
道
府
県
風
俗
環
境
浄
化
協
会
）

（
都
道
府
県
風
俗
環
境
浄
化
協
会
）

第
三
十
九
条

公
安
委
員
会
は
、
善
良
の
風
俗
の
保
持
及
び
風
俗
環
境
の
浄
化
並
び
に
少

第
三
十
九
条

公
安
委
員
会
は
、
善
良
の
風
俗
の
保
持
及
び
風
俗
環
境
の
浄
化
並
び
に
少

年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で

年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人

あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府
県
風
俗
環
境

ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府
県
風
俗
環

浄
化
協
会
（
以
下
「
都
道
府
県
協
会
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

境
浄
化
協
会
（
以
下
「
都
道
府
県
協
会
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

。

る
。

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
同
上
）
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（
全
国
風
俗
環
境
浄
化
協
会
）

（
全
国
風
俗
環
境
浄
化
協
会
）

第
四
十
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府
県
協
会
の
健
全
な
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、

第
四
十
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府
県
協
会
の
健
全
な
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、

善
良
の
風
俗
の
保
持
及
び
風
俗
環
境
の
浄
化
並
び
に
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と

善
良
の
風
俗
の
保
持
及
び
風
俗
環
境
の
浄
化
並
び
に
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る

業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ

事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に

り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全
国
風
俗
環
境
浄
化
協
会
（
以
下
「
全
国
協
会
」
と
い
う

よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全
国
風
俗
環
境
浄
化
協
会
（
以
下
「
全
国
協
会
」
と
い

。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
）

（
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
）

第
五
十
一
条
の
三

警
察
署
長
は
、
第
五
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
二
十
一

第
五
十
一
条
の
三

警
察
署
長
は
、
第
五
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
二
十
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
車
両
（
積
載
物
を
含
む
。
以

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
車
両
（
積
載
物
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
動
及
び
保
管
に
係
る
事
務
（
警
察
署
長
が
同
条
第

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
動
及
び
保
管
に
係
る
事
務
（
警
察
署
長
が
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
す
べ
き
も
の
と
し
て
指
示
し
た
車
両
の
移
動
及
び
保
管
に
係

五
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
す
べ
き
も
の
と
し
て
指
示
し
た
車
両
の
移
動
及
び
保
管
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
車
両
移
動
保
管
事
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
、

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
車
両
移
動
保
管
事
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
、

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
公
安
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

法
人
で
あ
つ
て
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

る
者
（
以
下
「
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

れ
る
も
の
と
し
て
公
安
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
車
両
移
動

。

保
管
機
関
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜

（
略
）

２
〜

（
同
上
）

12

12

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時

13

13

五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

・

（
略
）

・

（
同
上
）

14

15

14

15

（
指
定
講
習
機
関
）

（
指
定
講
習
機
関
）

第
百
八
条
の
四

１
・
２

（
略
）

第
百
八
条
の
四

１
・
２

（
同
上
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。
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一

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
指
定
自
動
車
教
習
所
と
し
て
指
定

一

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
指
定
自
動
車
教
習
所
と

さ
れ
た
者
以
外
の
者

し
て
指
定
さ
れ
た
者
以
外
の
者

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）

４

（
略
）

４

（
同
上
）

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
百
八
条
の
十
三

国
家
公
安
委
員
会
は
、
交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
に
よ
る
被

第
百
八
条
の
十
三

国
家
公
安
委
員
会
は
、
交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
に
よ
る
被

害
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
道
路
に
お
け
る
交
通
の

害
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
道
路
に
お
け
る
交
通
の

安
全
と
円
滑
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で

安
全
と
円
滑
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人

あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン

ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ

タ
ー
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
分
析
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ

ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
分
析
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る

と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）

（
都
道
府
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
都
道
府
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
百
八
条
の
三
十
一

公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
寄
与
す

第
百
八
条
の
三
十
一

公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規

す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申

定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の

出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（

申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー

以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
同
上
）
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（
全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
百
八
条
の
三
十
二

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
寄

第
百
八
条
の
三
十
二

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項

規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ

に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下

そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以

「
全
国
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
「
全
国
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
都
道
府
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
三
十
一
条

公
安
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と

第
三
十
一
条

公
安
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
っ
て
、
都
道
府
県
暴
力

認
め
ら
れ
る
者
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
っ
て
、
都
道
府
県
暴
力

追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定

追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
救
済
に
寄
与
す

一

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
救
済
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
同
上
）

（
全
国
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
全
国
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
三
十
二
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
こ
れ

第
三
十
二
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
こ
れ

に
よ
る
被
害
の
救
済
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団

に
よ
る
被
害
の
救
済
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条

法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

の
法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
全
国
暴
力
追
放
運

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
全
国
暴
力
追
放

動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
全
国
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
全
国
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

で
き
る
。

が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）

改

正

案

現

行

第
二
十
一
条
ノ
十

（
略
）

第
二
十
一
条
ノ
十

（
同
上
）

④
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号

④
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
管
理
ノ
委
託
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

）
第
七
十
八
条
ノ
規
定
ハ
管
理
ノ
委
託
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス



- 59 -

○

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
三
十
四
条
の
十
の
三

１
〜
４

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
の
三

１
〜
４
（
同
上
）

５

監
査
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り

（
新
設
）

、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二

監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す

（
新
設
）

る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
意

見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
内
閣

（
新
設
）

総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
四

監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、

（
新
設
）

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
五

裁
判
所
は
、
監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要

（
新
設
）

な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
監
査
法
人
が
当
該
検
査
役

に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁

判
所
は
、
当
該
監
査
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

第
三
十
四
条
の
二
十
二

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に

八
年
法
律
第

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
八
条
、
第
六

会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
八
条
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規

百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
監
査
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八

定
は
監
査
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法
第
五
百
八
十
一
条
、
第

十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十

五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五

六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百
一
条
、

百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条

第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（

、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ

第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
監
査
法
人
の
社
員
に

し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
監
査
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同

つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
監
査
法
人
の

法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
監
査
法
人
の
社
員
の
除
名
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社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、

並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名

る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る

称
」
と
、
同
法
第
六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣

の
は
「
内
閣
府
令
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一

府
令
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百

項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計

「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

士
法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

２

民
法
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、

十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て

第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条

一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
」

の
規
定
は
、
監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と

、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
公

あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又

認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三

は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省

項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三

令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六

十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五

十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計

十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
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士
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第

と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第

三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項

二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十

第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一

三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十

項
」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条

」
と
あ
る
の
は
「
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
監
査
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法
第

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
監
査
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法
第

八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分

八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る

に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に

部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及
び

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及
び

第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項
の

第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項
の

申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
監
査
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
監
査
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

用
す
る
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第
一
号

ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記

に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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４

（
略
）

４

（
同
上
）

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
監
査
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
監
査
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九

百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ

て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び

従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

監
査
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
意

見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

７

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

６

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

８

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
監
査
法
人
は
、
合
名
会
社
と
み
な
す
。

、
監
査
法
人
は
、
合
名
会
社
と
み
な
す
。

（
役
員
）

（
役
員
）

第
四
十
六
条
の
四

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
六
条
の
四

１
〜
３

（
同
上
）

４

会
長
は
、
会
則
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特

（
新
設
）

定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
四
十
六
条
の
十
四

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び

第
四
十
六
条
の
十
四

民
法
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
協
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第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

改

正

案

現

行

第
一
章
〜
第
二
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
二
章

（
同
上
）

第
三
章

業
務
（
第
七
条
の
二
―
第
七
条
の
三
）

第
三
章

業
務
（
第
七
条
の
二
・
第
七
条
の
三
）

第
四
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
四
章
〜
第
六
章

（
同
上
）

第
七
章

解
散
（
第
十
四
条
の
二
―
第
十
四
条
の
十
九
）

第
七
章

登
記
等
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
）

第
八
章

登
記
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
五
条
の
四
）

第
九
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
五
条
の
四
）

第
九
章

罰
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
十
章

罰
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

附
則

附
則（

料
率
団
体
の
設
立
）

（
料
率
団
体
の
設
立
）

第
三
条

１
・
２

（
略
）

第
三
条

１
・
２

（
同
上
）

３

前
項
に
規
定
す
る
定
款
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
定
款
に
は
、
参
考
純
率
又
は
基
準
料
率
の
算
出
を
行
う
保
険
の
種

一

目
的

類
及
び
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
七
条
（
定
款
）
に
規
定
す

二

名
称

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

事
務
所
の
所
在
場
所

四

資
産
に
関
す
る
規
定

五

理
事
の
任
免
に
関
す
る
規
定

六

会
員
の
加
入
及
び
脱
退
に
関
す
る
規
定

七

参
考
純
率
又
は
基
準
料
率
の
算
出
を
行
う
保
険
の
種
類
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４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
同
上
）

（
住
所
）

第
四
条
の
二

料
率
団
体
の
住
所
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
あ
る
も
の
と
す

（
新
設
）

る
。

（
定
款
の
変
更
）

(

定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
五
条

定
款
は
、
総
会
員
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
変
更
す
る

第
五
条

料
率
団
体
が
定
款
の
変
更
を
な
す
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

定
款
の
変
更
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な

い
。

（
財
産
目
録
及
び
会
員
名
簿
）

第
六
条
の
二

料
率
団
体
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
財
産
目

（
新
設
）

録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
事
業
年
度
の
終
了
の

時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

料
率
団
体
は
、
会
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
会
員
の
変
更
が
あ
る
ご
と
に
必
要
な
変
更

を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
）

第
七
条
の
二
の
二

料
率
団
体
に
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
理
事
を
置
か
な
け
れ
ば
な

（
新
設
）
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ら
な
い
。

２

理
事
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
料

率
団
体
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

（
料
率
団
体
の
代
表
）

第
七
条
の
二
の
三

理
事
は
、
料
率
団
体
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
料
率
団
体
を
代

（
新
設
）

表
す
る
。
た
だ
し
、
定
款
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）

第
七
条
の
二
の
四

料
率
団
体
は
、
理
事
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
第
三
者
に
加
え

（
新
設
）

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）

第
七
条
の
二
の
五

理
事
の
代
理
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
い
。

（
監
事
）

第
七
条
の
二
の
六

料
率
団
体
に
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
で
、
一
人
又
は
二
人
以
上

（
新
設
）

の
監
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）

第
七
条
の
二
の
七

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）
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一

料
率
団
体
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、
又

は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
又
は
内
閣
総
理
大
臣
に
報

告
を
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

（
通
常
総
会
）

第
七
条
の
二
の
八

料
率
団
体
の
理
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
会
員
の
通
常
総
会

（
新
設
）

を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
総
会
）

第
七
条
の
二
の
九

料
率
団
体
の
理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も

（
新
設
）

臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
会
員
の

五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
七
条
の
二
の
十

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、

（
新
設
）

そ
の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
料
率
団
体
の
事
務
の
執
行
）

第
七
条
の
二
の
十
一

料
率
団
体
の
事
務
は
、
定
款
で
理
事
そ
の
他
の
役
員
に
委
任
し
た

（
新
設
）

も
の
を
除
き
、
す
べ
て
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
行
う
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
七
条
の
二
の
十
二

総
会
に
お
い
て
は
、
第
七
条
の
二
の
十
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ

（
新
設
）

め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
会
員
の
表
決
権
）

第
七
条
の
二
の
十
三

各
会
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
つ
て
表
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
表
決
権
の
な
い
場
合
）

第
七
条
の
二
の
十
四

料
率
団
体
と
特
定
の
会
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合

（
新
設
）

に
は
、
そ
の
会
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

第
七
章

解
散

（
新
設
）

（
料
率
団
体
の
解
散
事
由
）
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第
十
四
条
の
二

料
率
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
つ
て
解
散
す
る
。

（
新
設
）

一

定
款
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生

二

料
率
団
体
の
目
的
で
あ
る
事
業
の
成
功
又
は
そ
の
成
功
の
不
能

三

破
産
手
続
開
始
の
決
定

四

設
立
の
認
可
の
取
消
し

五

総
会
の
決
議

六

会
員
が
欠
け
た
こ
と
。

（
料
率
団
体
の
解
散
の
決
議
）

第
十
四
条
の
三

料
率
団
体
は
、
総
会
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
解
散

（
新
設
）

の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
料
率
団
体
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
十
四
条
の
四

料
率
団
体
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り

又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
料
率
団
体
の
能
力
）

第
十
四
条
の
五

解
散
し
た
料
率
団
体
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清

（
新
設
）

算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
十
四
条
の
六

料
率
団
体
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散

（
新
設
）

の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ

る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
十
四
条
の
七

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が

（
新
設
）

欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し

く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
十
四
条
の
八

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検

（
新
設
）

察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
及
び
解
散
の
届
出
）

第
十
四
条
の
九

清
算
人
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
氏
名
及
び

（
新
設
）

住
所
並
び
に
解
散
の
原
因
及
び
年
月
日
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
四
条
の
十

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
十
四
条
の
十
一

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三

（
新
設
）

回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ

き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇

月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
十
四
条
の
十
二

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
料
率
団

（
新
設
）

体
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
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産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
料
率
団
体
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
十
四
条
の
十
三

清
算
中
に
料
率
団
体
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な

（
新
設
）

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
料
率
団
体
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の

と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
料
率
団
体
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い

、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は

、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
十
四
条
の
十
四

解
散
し
た
料
率
団
体
の
財
産
は
、
定
款
で
指
定
し
た
者
に
帰
属
す

（
新
設
）

る
。

２

定
款
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を
定

め
な
か
つ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
総
会
の
決
議
を
経
、
か
つ
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可

を
得
て
、
そ
の
料
率
団
体
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。
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（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
十
四
条
の
十
五

料
率
団
体
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
十
四
条
の
十
六

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣

（
新
設
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
十
四
条
の
十
七

料
率
団
体
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
そ
の
清
算
人
に
関
す
る

（
新
設
）

事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る

。（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
十
四
条
の
十
八

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
十
四
条
の
十
九

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
る
。

第
八
章

登
記

第
七
章

登
記
等
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（
設
立
の
登
記
）

（
設
立
の
登
記
等
）

第
十
六
条

料
率
団
体
の
設
立
の
登
記
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、

第
十
六
条

料
率
団
体
の
設
立
の
登
記
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内

臣
の
認
可
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
削
る
）

３

料
率
団
体
は
、
設
立
の
登
記
を
し
た
後
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地

に
お
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

４

前
項
の
規
定
は
、
料
率
団
体
の
成
立
後
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
外
に
お
い
て
、
あ
ら
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設

け
た
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
変
更
の
登
記
）

（
変
更
の
登
記
）

第
十
七
条

料
率
団
体
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

第
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
た
事
項
中
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
主

き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
週
間
以
内
に
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
二

理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者

を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決

定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ

の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 76 -

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
清
算
結
了
の
登
記
）

第
十
八
条

料
率
団
体
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し

第
十
八
条

料
率
団
体
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地

て
は
二
週
間
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
清
算
結
了
の

に
お
い
て
は
第
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

（
管
轄
登
記
所
及
び
登
記
簿
）

第
十
九
条

理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選

第
十
九
条

料
率
団
体
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務

任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が

局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
が
管
轄
登

さ
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な

記
所
と
し
て
こ
れ
を
掌
る
。

ら
な
い
。

２

各
登
記
所
に
、
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
解
散
の
登
記
）

（
設
立
登
記
の
申
請
手
続
）

第
二
十
条

第
十
四
条
の
二
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
料
率
団
体
が
解
散
し

第
二
十
条

料
率
団
体
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
左
の
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば

た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

な
ら
な
い
。

て
、
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款

２

解
散
の
登
記
に
お
い
て
は
、
解
散
の
旨
並
び
に
そ
の
事
由
及
び
年
月
日
を
登
記
し
な

二

資
産
の
総
額
を
証
す
る
書
面

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

代
表
権
を
有
す
る
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面

（
清
算
人
の
登
記
）

（
変
更
登
記
の
申
請
手
続
）

第
二
十
一
条

理
事
が
清
算
人
と
な
つ
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
主

第
二
十
一
条

料
率
団
体
の
従
た
る
事
務
所
の
新
設
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

所
の
移
転
そ
の
他
第
十
六
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、

い
。

従
た
る
事
務
所
の
新
設
又
は
登
記
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な

２

清
算
人
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

ら
な
い
。
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い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
結
了
の
登
記
）

第
二
十
二
条

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
結
了
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
主
た

第
二
十
二
条

削
除

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
）

（
民
法
の
準
用
）

第
二
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
各
号
に
規
定
す
る
従
た
る
事
務
所
が
主

第
二
十
三
条

民
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
六
条

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、

ま
で
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
条
ま
で
、
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定
は

一

料
率
団
体
の
設
立
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

主
た
る
事
務
所
の

、
料
率
団
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項

所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
を
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内

中
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
設
立
の
許
可
の
取
消
し
」
と
あ
る
の
は
、
「
破
産
手

二

料
率
団
体
の
成
立
後
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

従
た
る
事
務
所
を
設
け

続
開
始
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

た
日
か
ら
二
週
間
以
内

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の

管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

一

名
称

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

三

従
た
る
事
務
所
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
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に
限
る
。
）
の
所
在
場
所

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
当
該
従
た

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
）

第
二
十
四
条

料
率
団
体
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転

第
二
十
四
条

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二

し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区

項
の
規
定
は
料
率
団
体
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
六
条
、
第

域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所

三
十
七
条
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
は
料
率
団
体
の
清
算
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
二

在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を

十
二
条
の
規
定
は
料
率
団
体
の
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各

場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は

、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

（
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
）

第
二
十
四
条
の
二

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
条
に
規
定
す
る
日
か
ら
三

（
新
設
）

週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
も
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
簿
）

第
二
十
四
条
の
三

各
登
記
所
に
、
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
新
設
）

（
設
立
の
登
記
の
申
請
）
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第
二
十
四
条
の
四

設
立
の
登
記
は
、
料
率
団
体
を
代
表
す
べ
き
者
の
申
請
に
よ
つ
て
す

（
新
設
）

る
。

２

料
率
団
体
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
定
款
、
資
産
の
総
額
を
証
す
る
書
面
及
び
料
率
団
体
を
代
表
す
べ
き
者
の
資
格
を

証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
の
申
請
）

第
二
十
四
条
の
五

第
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に

（
新
設
）

は
、
当
該
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
の
申
請
）

第
二
十
四
条
の
六

料
率
団
体
の
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由
の
発
生
を

（
新
設
）

証
す
る
書
面
及
び
理
事
が
清
算
人
と
な
ら
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
清
算
人
の
資
格
を

証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
の
期
間
）

第
二
十
四
条
の
七

登
記
す
べ
き
事
項
で
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
も
の
は
、
そ

（
新
設
）

の
認
可
書
の
到
達
し
た
日
か
ら
登
記
の
期
間
を
起
算
す
る
。

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
二
十
五
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
一
条
の
三
、
第

第
二
十
五
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五

二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条

条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第

の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、

二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
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第
二
十
七
条
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
及
び
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四

第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
及
び
第
百
三
十
二
条
か
ら

十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

第
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二

」
と
あ
る
の
は
、
「
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
二
項
各

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
二
項

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

各
号
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
新
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
」
と
あ
る

。

の
は
「
新
所
在
地
に
お
い
て
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
る
場
合
に
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
九
章

雑
則

第
八
章

雑
則

第
十
章

罰
則

第
九
章

罰
則

第
二
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

第
二
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
若
し
く
は
会
員
名
簿
を
備
え
置
か

二

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者

し
た
者

三

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

三

第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
若
し
く
は
通
知
を
す
る
こ
と
を

し
た
者

怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
若
し
く
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
者

四

第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
若
し
く
は
通
知
を
す
る
こ
と
を

四

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
資
料
を
閲
覧
さ
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
資
料

怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
若
し
く
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
者

を
閲
覧
さ
せ
た
者

五

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
資
料
を
閲
覧
さ
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
資
料

五

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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を
閲
覧
さ
せ
た
者

六

第
十
条
の
五
第
三
項
、
第
十
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
四
条
の

六

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

七

第
十
条
の
五
第
三
項
、
第
十
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
四
条
の

七

第
十
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
通
知
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
通
知
を

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

し
た
者

八

第
十
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
通
知
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
通
知
を

八

第
十
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
を
備
え
置
か
ず
、
若
し
く
は
こ

し
た
者

れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

九

第
十
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
を
備
え
置
か
ず
、
若
し
く
は
こ

記
載
を
し
た
書
類
を
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
し
た
者

れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

九

こ
の
法
律
に
定
め
る
登
記
を
怠
つ
た
者

記
載
を
し
た
書
類
を
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
し
た
者

十

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産

十

第
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
第
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破

目
録
若
し
く
は
社
員
名
簿
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者

産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
者

十
一

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
第

十
一

第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
者

規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
者

十
二

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

十
二

こ
の
法
律
に
定
め
る
登
記
を
怠
つ
た
者

又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
不

正
の
公
告
を
し
た
者
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○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
役
員
の
資
格
等
）

（
役
員
の
資
格
等
）

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭

の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（

若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（
有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第

有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で

百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証

、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証
券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十

券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第

九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一

一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の

号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三

不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三
項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄

項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か

罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十

ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提

六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手

出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（
詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特

詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特
定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の

定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百

罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等

五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す

の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す

る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百

る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百
五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法

五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第

）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対



- 83 -

二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十

す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告

八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪

の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪

若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助

）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検

百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（

査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（
承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は

、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国

第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国
外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は

外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、

第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、
第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す

第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六

る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明

十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産
開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況

開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋

に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋
に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人

に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く

等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯

は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

者

五

（
略
）

五

（
同
上
）

（
代
表
理
事
）

（
代
表
理
事
）

第
三
十
五
条
の
九

（
略
）

第
三
十
五
条
の
九

（
同
上
）

２

前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

３

代
表
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り

（
新
設
）

、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
の
三
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

２

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
の
三
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
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に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
及
び
会

不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
及
び
第
五
十
五
条
（

社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）

い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み
替

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の

え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

は
「
理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
会
社
法
等
の
準
用
）

（
会
社
法
等
の
準
用
）

第
六
十
三
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
三
十
六
条

第
六
十
三
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
八
条

か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
八
条

の
四
か
ら
第
四
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号

の
四
か
ら
第
四
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号
を
除

を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）

く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）
、
第

、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七

四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七
十
九

十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第
四
百
八
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第
四
百
八
十
一
条

一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算
株
式
会
社

（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算
株
式
会
社
の
代

の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、

表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、
第
四

第
四
百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九
十
二
条
か
ら

百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九
十
二
条
か
ら
第
四

第
四
百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
、
貸
借

百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
、
貸
借
対
照

対
照
表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九
十
六
条
第
一

表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
及

項
及
び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九
十
七
条
か
ら

び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九
十
七
条
か
ら
第
五

第
五
百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸
借
対
照
表
等

百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸
借
対
照
表
等
の
提

の
提
出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に

出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に
係
る

係
る
債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限
、
清
算
か
ら

債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限
、
清
算
か
ら
の
除

の
除
斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
（
非

斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
（
非
訟
事
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訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第

件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（
理
由
の
付
記

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（
理
由
の
付
記
）
、

）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百

第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百
七
十

七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）
、
第

、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十

八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条

六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第

（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十

四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算

四
号
）
第
四
十
条
（
検
査
を
す
べ
き
者
の
選
任
の
裁
判
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
法
第

場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

六
十
二
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と

清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
四
号
」
と

あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
会
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
法
第
六
十
二
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項

す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
会

員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

。
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○

船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
組
合
の
代
表
）

（
組
合
の
代
表
）

第
三
十
五
条
の
三

１
〜
３

（
略
）

第
三
十
五
条
の
三

１
〜
３

（
同
上
）

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
を
代
表
す
る
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制

（
新
設
）

限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
を
代
表
す
る
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の

（
新
設
）

決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
三
十
五
条
第
七
項
の
規
定
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

４

第
三
十
五
条
第
七
項
の
規
定
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十

（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害

四
条
第
一
項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限

賠
償
責
任
）
の
規
定
及
び
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
は

）
及
び
第
五
十
五
条
（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五

、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
長
、
副
組
合

を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副

長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

社
長
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
長
、
副
組
合
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必

。

要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
理
事
の
自
己
契
約
等
）

（
理
事
の
自
己
契
約
等
）

第
三
十
七
条

組
合
が
理
事
と
契
約
す
る
と
き
は
、
他
の
理
事
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け

第
三
十
七
条

組
合
が
理
事
と
契
約
す
る
と
き
は
、
他
の
理
事
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
第
百
八
条
（
自
己
契
約
及
び
双

九
号
）
第
百
八
条
（
自
己
契
約
及
び
双
方
代
理
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

方
代
理
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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２

（
略
）

２

（
同
上
）



- 88 -

○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
執
行
役
員
の
資
格
）

（
執
行
役
員
の
資
格
）

第
九
十
八
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
執
行
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
八
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
執
行
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

こ
の
法
律
、
信
託
法
、
信
託
業
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る

五

こ
の
法
律
、
信
託
法
、
信
託
業
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る

法
律
、
金
融
商
品
取
引
法
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九

法
律
、
金
融
商
品
取
引
法
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九

号
）
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に

号
）
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
、
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関

六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
、
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関

律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平

成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
五
号
）
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平

百
五
号
）
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
会
社
法
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
会
社
法
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法

法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当

律
第
四
十
九
号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、

す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二

又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
、
第

百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第

二
百
五
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
六

二
百
六
十
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認

十
二
条
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
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援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十

律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
若
し
く
は
第
六
十

六
条
、
第
六
十
八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
罪
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

九
条
の
罪
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第
二

七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二

百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七

百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
の
罪
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第

十
四
条
の
罪
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六

四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第

条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十

二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法

七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の

律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

罪
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
十
六
条
、
第
四
十

法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十

七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
条
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当

条
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。

す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り

）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
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○

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
役
員
の
資
格
等
）

（
役
員
の
資
格
等
）

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭

の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（

若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（
有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第

有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で

百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証

、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証
券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十

券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第

九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一

一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の

号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三

不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三
項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄

項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か

罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十

ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提

六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手

出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（
詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特

詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特
定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の

定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百

罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等

五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す

の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す

る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百

る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百
五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法

五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第

）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
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二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十

す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告

八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪

の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪

若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助

）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検

百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（

査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（
承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は

、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国

第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国
外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は

外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、

第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、
第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す

第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六

る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明

十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産
開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況

開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋

に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋
に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人

に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く

等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯

は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

者

五

（
略
）

五

（
同
上
）

（
代
表
理
事
）

（
代
表
理
事
）

第
三
十
五
条
の
九

（
略
）

第
三
十
五
条
の
九

（
同
上
）

２

前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

３

代
表
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り

（
新
設
）

、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
の
三
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

２

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
の
三
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
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に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
及
び
会

不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
及
び
第
五
十
五
条
（

社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）

い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の

替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

は
「
理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
会
社
法
等
の
準
用
）

（
会
社
法
等
の
準
用
）

第
六
十
三
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
三
十
六
条

第
六
十
三
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
八
条

か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
八
条

の
四
か
ら
第
四
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号

の
四
か
ら
第
四
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号
を
除

を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）

く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）
、
第

、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七

四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七
十
九

十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第
四
百
八
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第
四
百
八
十
一
条

一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算
株
式
会
社

（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算
株
式
会
社
の
代

の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、

表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、
第
四

第
四
百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九
十
二
条
か
ら

百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九
十
二
条
か
ら
第
四

第
四
百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
、
貸
借

百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
、
貸
借
対
照

対
照
表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九
十
六
条
第
一

表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
及

項
及
び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九
十
七
条
か
ら

び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九
十
七
条
か
ら
第
五

第
五
百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸
借
対
照
表
等

百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸
借
対
照
表
等
の
提

の
提
出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に

出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に
係
る

係
る
債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限
、
清
算
か
ら

債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限
、
清
算
か
ら
の
除

の
除
斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
（
非

斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
（
非
訟
事
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訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第

件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（
理
由
の
付
記

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（
理
由
の
付
記
）
、

）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百

第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百
七
十

七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）
、
第

、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十

八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条

六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第

（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十

四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算

四
号
）
第
四
十
条
（
検
査
を
す
べ
き
者
の
選
任
の
裁
判
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
法
第

場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

六
十
二
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と

清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
四
号
」
と

あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
会
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
法
第
六
十
二
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項

す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
会

員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

。
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○

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
役
員
の
資
格
等
）

（
役
員
の
資
格
等
）

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

四

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭

の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（

若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（
有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第

有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で

百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証

、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証
券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十

券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第

九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一

一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の

号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三

不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三
項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄

項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か

罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十

ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提

六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手

出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（
詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特

詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特
定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の

定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百

罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等

五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す

の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す

る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百

る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百
五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法

五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第

）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
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二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十

す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告

八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪

の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪

若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助

）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検

百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（

査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（
承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）

承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は

、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国

第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国
外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は

外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、

第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、
第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す

第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六

る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明

十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産
開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況

開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋

に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋
に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人

に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く

等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯

は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

者

五

（
略
）

五

（
同
上
）

（
代
表
理
事
）

（
代
表
理
事
）

第
三
十
七
条
の
七

（
略
）

第
三
十
七
条
の
七

（
同
上
）

２

前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

３

代
表
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り

（
新
設
）

、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

２

代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
不
法
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す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
及
び
会
社
法

行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
及
び
第
五
十
五
条
（
理
事

第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
代
理
行
為
の
委
任
）
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規

、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み
替
え

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
社
長
、
副
社
長
」
と
あ
る
の
は
「

る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

理
事
長
、
副
理
事
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

（
会
社
法
等
の
準
用
）

（
会
社
法
等
の
準
用
）

第
六
十
七
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
四
、
第
三
十
八
条

第
六
十
七
条

金
庫
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
四
、
第
三
十
八
条

か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
か
ら

か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
か
ら

第
五
十
三
条
の
五
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
三
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
四
百
七
十
五

第
五
十
三
条
の
五
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
三
の
規
定
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（

条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会

第
三
号
を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）
、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の

社
の
能
力
）
、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）

能
力
）
、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第

、
第
四
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、

四
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第
四

第
四
百
八
十
一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清

百
八
十
一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算
株

算
株
式
会
社
の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続

式
会
社
の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開

の
開
始
）
、
第
四
百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九

始
）
、
第
四
百
八
十
五
条
（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
、
第
四
百
九
十
二

十
二
条
か
ら
第
四
百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出

条
か
ら
第
四
百
九
十
五
条
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
、
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令

命
令
、
貸
借
対
照
表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九

、
貸
借
対
照
表
等
の
作
成
及
び
保
存
、
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
、
第
四
百
九
十
六

十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
、
第
四
百
九
十
七

十
七
条
か
ら
第
五
百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸

条
か
ら
第
五
百
三
条
ま
で
（
貸
借
対
照
表
等
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
提
出
等
、
貸
借
対

借
対
照
表
等
の
提
出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件

照
表
等
の
提
出
命
令
、
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済
の
制
限
、
条
件
付
債

付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限

権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
、
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限
、
清

、
清
算
か
ら
の
除
斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条

算
か
ら
の
除
斥
）
、
第
五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
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第
一
項
（
非
訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第

項
（
非
訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（

及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
（
理
由

理
由
の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告

の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立

第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の

て
の
制
限
）
、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に

制
限
）
、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八

第
八
百
七
十
六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

百
七
十
六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一

、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
清
算
」
と
あ
る

年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
十
条
（
検
査
を
す
べ
き
者
の
選
任
の
裁
判
）
の
規
定
を
準
用

の
は
「
清
算
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
労

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
中
「
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ

働
金
庫
法
第
六
十
六
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ

ろ
に
よ
り
、
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
百
七
十
一
条

る
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
会
員
」
と
読
み
替

第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
法
第
六
十
六
条
第
二
号
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十

え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

九
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同

意
を
得
た
会
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
全
国
労
働
金
庫
協
会
）

（
全
国
労
働
金
庫
協
会
）

第
八
十
九
条
の
二

そ
の
名
称
中
に
全
国
労
働
金
庫
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
一
般
社

第
八
十
九
条
の
二

金
庫
は
、
金
庫
を
会
員
と
し
て
全
国
を
通
じ
て
一
の
全
国
労
働
金
庫

団
法
人
は
、
全
国
の
金
庫
の
全
部
を
社
員
と
し
、
か
つ
、
労
働
金
庫
の
業
務
の
健
全
か

協
会
と
称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立

つ
適
切
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
社
員
た
る
労
働
金
庫
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

全
国
労
働
金
庫
協
会
は
、
労
働
金
庫
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
資
す
る
た

２

前
項
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
全
国
労
働
金
庫
協
会

め
、
会
員
た
る
労
働
金
庫
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

」
と
い
う
。
）
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
全
国
の
金
庫
の
全
部
を
社
員
と
す
る

る
。

こ
と
に
つ
い
て
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

３

第
一
項
の
法
人
以
外
の
者
は
、
全
国
労
働
金
庫
協
会
と
い
う
名
称
を
用
い
て
は
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。
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３

全
国
労
働
金
庫
協
会
以
外
の
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
全
国
労
働
金
庫
協
会
と
い
う
文

字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
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○

金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
合
併
契
約
の
承
認
）

（
合
併
契
約
の
承
認
）

第
二
十
二
条

１
〜
６

（
略
）

第
二
十
二
条

１
〜
６

（
同
上
）

７

会
社
法
第
三
百
二
十
四
条
第
三
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
種
類
株
主
総
会
の
決
議
）

７

会
社
法
第
三
百
二
十
四
条
第
三
項
（
各
号
を
除
く
。
）
（
種
類
株
主
総
会
の
決
議
）

及
び
第
三
百
二
十
五
条
（
株
主
総
会
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前
項
の
特
定

及
び
第
三
百
二
十
五
条
（
株
主
総
会
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前
項
の
特
定

株
主
を
構
成
員
と
す
る
株
主
総
会
の
決
議
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総

株
主
を
構
成
員
と
す
る
株
主
総
会
の
決
議
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総

会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会

会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会

等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係

等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
）
、
第
八

る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
）
、
第
八

百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等

百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等

の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
並
び

の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
並
び

に
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
前
項
の

に
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
前
項
の

特
定
株
主
を
構
成
員
と
す
る
株
主
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は

特
定
株
主
を
構
成
員
と
す
る
株
主
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は

取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三

取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三

百
二
十
五
条
中
「
あ
る
種
類
の
株
式
の
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
機
関
の
合
併
及
び

百
二
十
五
条
中
「
あ
る
種
類
の
株
式
の
株
主
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
機
関
の
合
併
及
び

転
換
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
の
特
定
株
主
」
と
、
同
法
第
八
百
三
十
一
条

転
換
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
の
特
定
株
主
」
と
、
同
法
第
八
百
三
十
一
条

第
一
項
中
「
株
主
等
（
当
該
各
号
の
株
主
総
会
等
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
で

第
一
項
中
「
株
主
等
（
当
該
各
号
の
株
主
総
会
等
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
主
等
、
設
立
時
株
主
、
設
立
時
取
締
役
又
は
設
立
時
監
査

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
主
等
、
設
立
時
株
主
、
設
立
時
取
締
役
又
は
設
立
時
監
査

役
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六

役
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
特
定
株
主
、
取
締
役
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
（
消
滅
銀

項
に
規
定
す
る
特
定
株
主
、
取
締
役
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
（
消
滅
銀
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行
が
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
株
主
、
取

行
が
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
株
主
、
取

締
役
、
執
行
役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
）
」
と
、
「
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算

締
役
、
執
行
役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
）
」
と
、
「
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算

人
（
当
該
決
議
が
株
主
総
会
又
は
種
類
株
主
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第

人
（
当
該
決
議
が
株
主
総
会
又
は
種
類
株
主
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第

三
百
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
百
七
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

三
百
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
百
七
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者

。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者

を
含
み
、
当
該
決
議
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

を
含
み
、
当
該
決
議
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
設
立
時
取
締
役
又
は
設
立
時
監
査
役
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
取
締
役
、
監
査

は
設
立
時
取
締
役
又
は
設
立
時
監
査
役
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
取
締
役
、
監
査

役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
（
会
社
法
第
三
百
四
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
四
百
七

役
、
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
（
会
社
法
第
三
百
四
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
四
百
七

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
、
監
査

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
、
監
査

役
若
し
く
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
又
は
信
用
金
庫
法
第
三
十
五
条

役
若
し
く
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
又
は
信
用
金
庫
法
第
三
十
五
条

の
三
（
同
法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
三

の
三
（
同
法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
三

十
七
条
（
同
法
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
中
小
企

十
七
条
（
同
法
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
六
条
の
二
（
同
法
第
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
六
条
の
二
（
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
理
事
、
監
事
若
し
く
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
理
事
、
監
事
若
し
く
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務

る
者
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

政
令
で
定
め
る
。

え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
優
先
出
資
者
総
会
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
の
準
用
）

（
優
先
出
資
者
総
会
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
の
準
用
）

第
四
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

会
社
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え

４

会
社
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え

）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四

）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四

条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五

条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五

条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命

条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命

令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判

令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判

決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
並
び
に
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の

決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
並
び
に
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の

損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
優
先
出
資
者
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の

損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
優
先
出
資
者
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の

確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
百

確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
百

三
十
一
条
第
一
項
中
「
株
主
等
（
当
該
各
号
の
株
主
総
会
等
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創

三
十
一
条
第
一
項
中
「
株
主
等
（
当
該
各
号
の
株
主
総
会
等
が
創
立
総
会
又
は
種
類
創

立
総
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
主
等
、
設
立
時
株
主
、
設
立
時
取
締
役
又
は
設

立
総
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
主
等
、
設
立
時
株
主
、
設
立
時
取
締
役
又
は
設

立
時
監
査
役
）
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
出
資
者
、
優
先
出
資
者
、
理
事
、
経
営
管
理
委

立
時
監
査
役
）
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
出
資
者
、
優
先
出
資
者
、
理
事
、
経
営
管
理
委

員
、
監
事
又
は
清
算
人
」
と
、
「
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
（
当
該
決
議
が
株
主

員
、
監
事
又
は
清
算
人
」
と
、
「
取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
（
当
該
決
議
が
株
主

総
会
又
は
種
類
株
主
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
百
四
十
六
条
第
一
項

総
会
又
は
種
類
株
主
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
百
四
十
六
条
第
一
項

（
第
四
百
七
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取

（
第
四
百
七
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取

締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
を
含
み
、
当
該
決
議
が

締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
を
含
み
、
当
該
決
議
が

創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
設
立
時
取
締
役
又
は

創
立
総
会
又
は
種
類
創
立
総
会
の
決
議
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
設
立
時
取
締
役
又
は

設
立
時
監
査
役
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
清

設
立
時
監
査
役
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
清
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算
人
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

算
人
（
農
林
中
央
金
庫
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
六
条
の
二
（
同
法
第
六
十
九

る
場
合
を
含
む
。
）
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
六
条
の
二
（
同
法
第
六
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
信
用
金
庫
法
第
三
十
五
条
の
三
（
同
法
第

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
信
用
金
庫
法
第
三
十
五
条
の
三
（

六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
三
十
七
条
（
同
法

同
法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
三
十
七
条

第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
農
業
協
同
組
合
法
第
三
十
九
条

（
同
法
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
農
業
協
同
組
合
法
第
三

（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
水
産
業
協

十
九
条
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
水

同
組
合
法
第
四
十
二
条
の
二
（
同
法
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び

産
業
協
同
組
合
法
第
四
十
二
条
の
二
（
同
法
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三

第
百
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
理
事
、
経
営
管

項
及
び
第
百
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
理
事
、

理
委
員
、
監
事
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
読
み

経
営
管
理
委
員
、
監
事
又
は
清
算
人
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」

替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
更
生
協
同
組
織
金
融
機
関
の
理
事
等
）

（
更
生
協
同
組
織
金
融
機
関
の
理
事
等
）

第
九
十
四
条

（
略
）

第
九
十
四
条

（
同
上
）

２

更
生
協
同
組
織
金
融
機
関
が
更
生
計
画
認
可
の
決
定
の
時
に
お
い
て
中
小
企
業
等
協

２

更
生
協
同
組
織
金
融
機
関
が
更
生
計
画
認
可
の
決
定
の
時
に
お
い
て
中
小
企
業
等
協

同
組
合
法
第
六
十
九
条
、
信
用
金
庫
法
第
六
十
三
条
又
は
労
働
金
庫
法
第
六
十
七
条
に

同
組
合
法
第
六
十
九
条
第
一
項
、
信
用
金
庫
法
第
六
十
三
条
又
は
労
働
金
庫
法
第
六
十

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
を
す
る
協
同
組
織
金

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
を
す
る
協
同

融
機
関
と
な
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
項
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め

組
織
金
融
機
関
と
な
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
項
に
お
い
て
、
当
該
各
号

る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

３

（
略
）

３

（
同
上
）
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○

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
借
入
金
及
び
預
金
保
険
機
構
債
）

（
借
入
金
及
び
預
金
保
険
機
構
債
）

第
四
十
二
条

１
〜
５

（
略
）

第
四
十
二
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

７
〜
９

（
略
）

７
〜
９

（
同
上
）

（
金
融
管
理
管
財
人
の
選
任
等
）

（
金
融
管
理
管
財
人
の
選
任
等
）

第
七
十
七
条

１
〜
４

（
略
）

第
七
十
七
条

１
〜
４

（
同
上
）

５

会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及

５

会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
五
項
の
規
定
は
金
融
整
理
管
財
人
に
つ
い
て
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

び
第
五
項
の
規
定
は
金
融
整
理
管
財
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定

人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
の
規
定
は
被
管
理
金
融
機
関
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

は
被
管
理
金
融
機
関
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
の
許

更
生
法
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
（

可
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
（
当
該
金
融
整
理
管
財
人
の
管
理
に
係
る
金
融
機

当
該
金
融
整
理
管
財
人
の
管
理
に
係
る
金
融
機
関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会

関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
。
以
下
同
じ
。
）
の

び
厚
生
労
働
大
臣
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
」
と
、
同
法
第
七
十
条
中
「
管
財
人
代
理

承
認
」
と
、
同
法
第
七
十
条
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
整
理
管
財
人
代
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」
と
あ
る
の
は
「
金
融
整
理
管
財
人
代
理
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」

理
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認

と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
裁
判
所

」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の

、
同
条
第
五
項
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
整
理
管
財
人
代
理
」
と
、
民

は
「
金
融
整
理
管
財
人
代
理
」
と
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
整
理
管
財

律
第
七
十
八
条
中
「
代
表
理
事
そ
の
他
の
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
整
理
管
財
人

人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）

○

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章
の
二

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章
の
二

（
同
上
）

第
四
章

貸
金
業
協
会
及
び
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
五

第
四
章

貸
金
業
協
会
及
び
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
五

条
の
二
）

条
）

第
五
章
・
第
六
章

（
略
）

第
五
章
・
第
六
章

（
同
上
）

第
七
章

罰
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
三
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
二
条
）

附
則

附
則

（
貸
金
業
協
会
）

（
貸
金
業
協
会
）

第
二
十
五
条

そ
の
名
称
中
に
貸
金
業
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
公
益
社
団
法
人
（

第
二
十
五
条

貸
金
業
者
は
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
営
業
所
又

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

は
事
務
所
を
有
す
る
貸
金
業
者
を
会
員
と
し
、
貸
金
業
協
会
と
称
す
る
民
法
（
明
治

第

号
）
第
四
条
の
認
定
を
し
た
行
政
庁
が
都
道
府
県
の
知
事
で
あ
る
も
の
に

二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と

限
る
。
）
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
貸
金
業

が
で
き
る
。

者
を
社
員
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
会
員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
旨
の
定
款
の
定

め
が
あ
り
、
か
つ
、
貸
金
業
の
適
正
な
運
営
及
び
不
正
金
融
の
防
止
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

貸
金
業
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
一
個
と
す
る

。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
目

３

協
会
は
、
貸
金
業
の
適
正
な
運
営
及
び
不
正
金
融
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
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的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

(

同
上
）

（
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
）

（
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
）

第
三
十
三
条

そ
の
名
称
中
に
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
一
般

第
三
十
三
条

協
会
は
、
全
国
を
単
位
と
し
て
、
協
会
を
会
員
と
す
る
全
国
貸
金
業
協

社
団
法
人
は
、
す
べ
て
の
協
会
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
割
合
以
上
の
協
会
を
社
員
と

会
連
合
会
と
称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

し
、
か
つ
、
協
会
の
運
営
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

き
る
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
設
立
の
登

２

全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
を
通
じ
て

記
の
申
請
書
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
以
上
の
協
会
を
社
員
と

一
個
と
す
る
。

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
内
閣
総
理
大
臣
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

連
合
会
は
、
成
立
し
た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証

３

連
合
会
は
、
協
会
の
運
営
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
を
目
的

明
書
及
び
定
款
の
写
し
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
命
令
）

第
三
十
五
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
連
合
会
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必

（
新
設
）

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
連
合
会
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
五
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に

（
新
設
）

処
す
る
。

一

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
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者
二

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
同
上
）
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前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
二
号
）

○

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
五
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
五
章

（
同
上
）

第
六
章

前
払
式
証
票
発
行
協
会
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
六
条
の
三
）

第
六
章

前
払
式
証
票
発
行
協
会
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
六
条
）

第
七
章
・
第
八
章

（
略
）

第
七
章
・
第
八
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
前
払
式
証
票
発
行
協
会
）

（
前
払
式
証
票
発
行
協
会
）

第
二
十
三
条

そ
の
名
称
中
に
前
払
式
証
票
発
行
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
公
益
社

第
二
十
三
条

自
家
型
発
行
者
等
は
、
前
払
式
証
票
の
購
入
者
等
の
利
益
の
保
護
を
図

団
法
人
は
、
自
家
型
発
行
者
等
を
社
員
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
会
員
」
と
い
う

る
と
と
も
に
、
前
払
式
証
票
の
発
行
に
係
る
業
務
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を

。
）
と
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
前
払
式
証
票
の
購
入
者
等
の
利
益

目
的
と
し
て
、
そ
の
名
称
中
に
前
払
式
証
票
発
行
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
民
法

の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
前
払
式
証
票
の
発
行
に
係
る
業
務
の
健
全
な
発
展
に
資

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
（
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
「
協
会
」

２

前
項
に
規
定
す
る
法
人
（
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
「
協
会
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
は
、
会
員
の
名
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
は
、
会
員
の
名
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
二
十
三
条
の
二

協
会
は
、
第
二
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
開
始
し
た
と
き
は

（
新
設
）

、
そ
の
旨
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
立
入
検
査
等
）

第
二
十
六
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

（
新
設
）

い
て
、
協
会
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
若

し
く
は
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
当
該
協
会
の
業
務
を
行
う
場
所

に
立
ち
入
り
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は

質
問
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
監
督
命
令
）

第
二
十
六
条
の
三

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

(

新
設
）

い
て
、
協
会
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

第
三
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
同
上
）

九

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず

（
新
設
）

、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し

て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
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処
す
る
。

処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

（
新
設
）

四

第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

（
新
設
）
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○

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
同
上
）

第
二
編

（
略
）

第
二
編

（
同
上
）

第
一
章
〜
第
九
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
九
章

（
同
上
）

第
十
章

（
略
）

第
十
章

（
同
上
）

第
一
節
〜
第
三
節
（
略
）

第
一
節
〜
第
三
節
（
同
上
）

第
四
節

（
略
）

第
四
節

（
同
上
）

第
一
款

（
略
）

第
一
款

（
同
上
）

第
一
目
〜
第
四
目

（
略
）

第
一
目
〜
第
四
目

（
同
上
）

第
五
目

総
会
（
第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
三
ー
第
二
百
六
十
五
条
の
二
十

第
五
目

総
会
（
第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
三
ー
第
二
百
六
十
五
条
の
二
十

七
の
五
）

七
）

第
六
目
〜
第
十
目

（
略
）

第
六
目
〜
第
十
目

（
同
上
）

第
二
款
〜
第
四
款

（
略
）

第
二
款
〜
第
四
款

（
同
上
）

第
五
節

（
略
）

第
五
節

（
同
上
）

第
十
一
章
〜
第
十
三
章

（
略
）

第
十
一
章
〜
第
十
三
章

（
同
上
）

第
三
編
〜
第
五
編

（
略
）

第
三
編
〜
第
五
編

（
同
上
）

附
則

附
則

（
取
締
役
の
資
格
等
）

（
取
締
役
の
資
格
等
）
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第
五
十
三
条
の
二

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
十
三
条
の
二

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

三

こ
の
法
律
、
会
社
法
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
第
百

の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（

ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
（
有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）

有
価
証
券
届
出
書
虚
偽
記
載
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で

、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有

、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
（
有
価
証
券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十

価
証
券
の
無
届
募
集
等
の
罪
）
、
第
百
九
十
九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百

九
条
（
報
告
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一

条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出

号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
（
訂
正
届
出
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三

書
の
不
提
出
等
の
罪
）
、
第
二
百
三
条
第
三
項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る

項
（
証
券
会
社
等
の
役
職
員
に
対
す
る
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か

贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は

ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提

第
十
六
号
（
特
定
募
集
等
の
通
知
書
の
不
提
出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更

出
等
の
罪
）
の
罪
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
五
百
四
十
九
条
（
詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特

条
（
詐
欺
更
生
罪
）
、
第
五
百
五
十
条
（
特
定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与

定
の
債
権
者
等
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百

等
の
罪
）
、
第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒

五
十
五
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す

絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に

る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百

対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
五
百
五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再

五
十
七
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号

生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）

）
第
二
百
五
十
五
条
（
詐
欺
再
生
罪
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対

、
第
二
百
五
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百

す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告

五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び

及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪

財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の

、
監
督
委
員
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪

罪
）
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認

）
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及

百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
（
報
告
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（

び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
）
、
第
六
十
六
条
（
承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
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承
認
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は

罪
）
、
第
六
十
八
条
（
贈
賄
罪
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及

第
六
十
九
条
（
財
産
の
無
許
可
処
分
及
び
国
外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は

び
国
外
へ
の
持
出
し
の
罪
）
の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、

号
）
第
二
百
六
十
五
条
（
詐
欺
破
産
罪
）
、
第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に

第
二
百
六
十
六
条
（
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六

対
す
る
担
保
の
供
与
等
の
罪
）
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（

十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
（
説
明
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産

説
明
及
び
検
査
の
拒
絶
等
の
罪
、
重
要
財
産
開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の

開
示
拒
絶
等
の
罪
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋

状
況
に
関
す
る
物
件
の
隠
滅
等
の
罪
、
審
尋
に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管

に
お
け
る
説
明
拒
絶
等
の
罪
、
破
産
管
財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く

財
人
等
に
対
す
る
職
務
妨
害
の
罪
）
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪

は
第
二
百
七
十
四
条
（
贈
賄
罪
）
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

者
四

（
略
）

四

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
百
二
十
二
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
般
社
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す

第
百
二
十
二
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の

る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に

規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う

者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
同
上
）

（
外
部
関
係
）

（
外
部
関
係
）



- 115 -

第
百
四
十
八
条

１
〜
３

（
略
）

第
百
四
十
八
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為

４

民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
の
規
定
は
、
委
託
会
社
に
つ

に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
委
託
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
」
と
あ
る

合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
代
表
理
事
そ
の
他
の
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
保
険
業
法

の
は
、
「
保
険
業
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
会
社
」
と
読
み
替
え
る

第
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
保
険
管
理
人
の
選
任
等
）

（
保
険
管
理
人
の
選
任
等
）

第
二
百
四
十
二
条

１
〜
５

（
略
）

第
二
百
四
十
二
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及

６

会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
五
項
（
数
人
の
管
財
人
の
職
務
執
行
、
管
財
人
代
理
の
選
任
、
注
意
義
務
並
び
に

び
第
五
項
（
数
人
の
管
財
人
の
職
務
執
行
、
管
財
人
代
理
の
選
任
、
注
意
義
務
並
び
に

費
用
の
前
払
及
び
報
酬
）
の
規
定
は
保
険
管
理
人
に
つ
い
て
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一

費
用
の
前
払
及
び
報
酬
）
の
規
定
は
保
険
管
理
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責

項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
の
規
定
は
被
管
理
会
社
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

任
）
の
規
定
は
被
管
理
会
社
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」

、
会
社
更
生
法
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理

と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
」
と
、
同
法
第
七
十
条
中
「
管
財
人
代
理
」
と

大
臣
の
承
認
」
と
、
同
法
第
七
十
条
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
管
理
人

あ
る
の
は
「
保
険
管
理
人
代
理
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」
と
あ
る
の

代
理
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
所
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
の
承

は
「
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る

認
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」

の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
保
険

と
、
同
条
第
五
項
中
「
管
財
人
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
管
理
人
代
理
」
と
、
一
般

管
理
人
代
理
」
と
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
」
と
あ
る

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
中
「
代
表
理
事
そ
の
他
の

の
は
「
保
険
管
理
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

代
表
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
管
理
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
二
百
六
十
五
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
（
住
所

第
二
百
六
十
五
条

民
法
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
及
び
第
五
十
条
（
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）
及
び
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
機

法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
創
立
総
会
）

（
創
立
総
会
）

第
二
百
六
十
五
条
の
七

１
〜
５

（
略
）

第
二
百
六
十
五
条
の
七

１
〜
５

（
同
上
）

６

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
四
及
び
第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
五
の
規
定
は

６

民
法
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
（
表
決
権
）
の
規
定
は
、
創
立
総
会
の
議
決
に

、
創
立
総
会
の
議
決
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
臨
時
総
会
）

（
総
会
に
関
す
る
民
法
の
準
用
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七

総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七

民
法
第
六
十
一
条
第
二
項
（
臨
時
総
会
招
集
請
求
権
）
、

を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
長
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
六
十
二
条
（
総
会
の
招
集
）
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
（
総
会
の
決

な
い
。
た
だ
し
、
総
会
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る

議
事
項
及
び
表
決
権
）
の
規
定
は
、
機
構
の
総
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
二

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と

（
新
設
）

も
五
日
前
に
、
そ
の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
っ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
三

総
会
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ

（
新
設
）

め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
会
員
の
議
決
権
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
四

各
会
員
の
議
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
議
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
議
決
権
の
な
い
場
合
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二
十
七
の
五

機
構
と
特
定
の
会
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す

（
新
設
）

る
場
合
に
は
、
そ
の
会
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
）

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
）

第
三
百
九
条

保
険
会
社
等
若
し
く
は
外
国
保
険
会
社
等
に
対
し
保
険
契
約
の
申
込
み
を

第
三
百
九
条

保
険
会
社
等
若
し
く
は
外
国
保
険
会
社
等
に
対
し
保
険
契
約
の
申
込
み
を

し
た
者
又
は
保
険
契
約
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
込
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、

し
た
者
又
は
保
険
契
約
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
込
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
書
面
に
よ
り
そ
の
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
書
面
に
よ
り
そ
の
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
込
み
の
撤
回
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
込
み
の
撤
回
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法

三

民
法
第
三
十
四
条

（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人

人
、
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
、
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
代

も
の
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
た
と
き
。

表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
保

険
契
約
の
申
込
み
を
し
た
と
き
。

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
同
上
）
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２
〜

（
略
）

２
〜

（
同
上
）

10

10



- 119 -

○

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

改

正

案

現

行

（
取
締
役
の
資
格
）

（
取
締
役
の
資
格
）

第
七
十
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
十
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

こ
の
法
律
、
金
融
商
品
取
引
法
、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

五

こ
の
法
律
、
金
融
商
品
取
引
法
、
会
社
法
、
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

四
十
九
号
）
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭

百
九
十
八
号
）
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
、

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年

締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
割
賦
販
売
法
（
昭

法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
、

和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
特
定
商

十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（

品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
、

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、

律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
、
金
融
業
者
の
貸
付
業

第
七
十
七
号
）
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律

務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、

（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
信
託
業
法
、
信
託
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相

信
託
業
法
、
信
託
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

、
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
、

二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら

第
二
百
五
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百

第
二
百
六
十
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承

六
十
二
条
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
、
第
六

法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
若
し
く
は
第
六

十
六
条
、
第
六
十
八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
罪
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律

十
九
条
の
罪
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第
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第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第

二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百

二
百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
の
罪
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律

七
十
四
条
の
罪
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百

第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、

六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四

第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る

十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

の
罪
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
十
六
条
、
第
四

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五

十
七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
条
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相

十
条
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む

当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ

。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ

り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

い
者

六
〜
十

（
略
）

六
〜
十

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
同
上
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
同
上
）

第
一
節
〜
第
四
節

（
略
）

第
一
節
〜
第
四
節

（
同
上
）

第
五
節

総
会
（
第
二
十
九
条
ー
第
三
十
三
条
の
五
）

第
五
節

総
会
（
第
二
十
九
条
ー
第
三
十
三
条
）

第
六
節
〜
第
十
一
節

（
略
）

第
六
節
〜
第
十
一
節

（
同
上
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
十
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
創
立
総
会
）

（
創
立
総
会
）

第
十
四
条

１
〜
６

（
略
）

第
十
四
条

１
〜
６

（
同
上
）

７

第
三
十
三
条
の
四
及
び
第
三
十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
創
立
総
会
の
議
事
に
つ
い
て

７

民
法
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
の
規
定
は
、
創
立
総
会
の
議
決
に
つ
い
て
準
用

準
用
す
る
。

す
る
。

（
臨
時
総
会
）

（
総
会
に
関
す
る
民
法
の
準
用
）
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第
三
十
三
条

総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求

第
三
十
三
条

民
法
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十

が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
長
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

六
条
ま
で
の
規
定
は
、
機
構
の
総
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、
総
会
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
三
十
三
条
の
二

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、

（
新
設
）

そ
の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
三
十
三
条
の
三

総
会
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た

（
新
設
）

事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
会
員
の
議
決
権
）

第
三
十
三
条
の
四

各
会
員
の
議
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
議
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
議
決
権
の
な
い
場
合
）

第
三
十
三
条
の
五

機
構
と
特
定
の
会
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合
に
は
、

（
新
設
）
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そ
の
会
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

（
借
入
金
及
び
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
債
）

（
借
入
金
及
び
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
債
）

第
五
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
五
十
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
同
上
）
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○

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

１
・
２

（
略
）

第
二
条

１
・
２

（
同
上
）

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者

及
び
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
並
び
に
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
免

及
び
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
又
は
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項

許
又
は
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以

の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
保
険
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一

下
「
特
定
保
険
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該

項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
後
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号

各
号
に
定
め
る
日
後
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経

に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
業
務
及
び
財
産

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
保
険
契
約
に
つ
い
て
、

の
管
理
を
行
う
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下

保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保

少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保
険
契
約
を
移
転
し
、
又
は
保
険
会
社
若

険
契
約
を
移
転
し
、
又
は
保
険
会
社
若
し
く
は
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り

し
く
は
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保
険
契
約
に
係
る
業
務
及
び
財
産

当
該
保
険
契
約
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
の
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
管
理
の
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

（
公
益
法
人
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
公
益
法
人
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
民
法
（
明
治
二
十
九

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
民
法
（
明
治
二
十
九

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
次
に
掲
げ
る

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
当
分
の
間

も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
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ず
、
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

一

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公

（
新
設
）

益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

四
条
の
認
定
を
受
け
て
整
備
法
第
百
六
条
第
一
項
の
登
記
（
第
五
項
に
お
い
て
「
公

益
法
人
移
行
登
記
」
と
い
う
。
）
を
し
た
法
人

二

整
備
法
第
四
十
五
条
の
認
可
を
受
け
て
整
備
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て

（
新
設
）

準
用
す
る
整
備
法
第
百
六
条
第
一
項
の
登
記
（
第
五
項
に
お
い
て
「
一
般
社
団
法
人

等
移
行
登
記
」
と
い
う
。
）
を
し
た
法
人

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
商
工
会
議
所
、
商
工
会
又

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
る
商
工
会
議
所
、
商
工
会
又

は
商
工
会
連
合
会
は
、
当
分
の
間
、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

は
商
工
会
連
合
会
は
、
当
分
の
間
、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ず
、
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者

を
保
険
会
社
等
又
は
所
属
保
険
会
社
等
と
、
そ
の
者
の
た
め
に
保
険
契
約
の
締
結
の
代

を
保
険
会
社
等
又
は
所
属
保
険
会
社
等
と
、
そ
の
者
の
た
め
に
保
険
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
を
行
う
者
を
保
険
募
集
人
又
は
特
定
保
険
募
集
人
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て

理
又
は
媒
介
を
行
う
者
を
保
険
募
集
人
又
は
特
定
保
険
募
集
人
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て

、
新
保
険
業
法
第
二
百
八
十
三
条
及
び
第
三
百
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

、
新
保
険
業
法
第
二
百
八
十
三
条
及
び
第
三
百
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用

す
る
。

す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
整
備
法
第
九

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
民
法
第
六
十

十
五
条
及
び
第
九
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
整
備
法
第
九
十
五
条
中
「
特

七
条
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六

例
民
法
法
人
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
民
法
法
人
の
業
務
（
保
険
業
法
等
の
一
部

十
七
条
第
一
項
中
「
法
人
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
業
務
（
保
険
業
法
等
の
一

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定

る
特
定
保
険
業
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
整
備
法
第
九
十
六
条
第
一

す
る
特
定
保
険
業
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
監
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項
中
「
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
命
令
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三

督
上
必
要
な
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
監
督
上
必
要
な
命
令
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法

百
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
遵
守
さ

律
第
百
五
号
）
第
三
百
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。

せ
る
た
め
の
命
令
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
命
令
」
と
あ
る
の
は

）
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
命
令
を
含
む
。
）
」
と
、
同
法
第
八
十
四
条
及
び
第

「
に
よ
る
命
令
（
保
険
業
法
第
三
百
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部

八
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
章
（
保
険
業
法
等
の
一
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
命
令
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
十

七
条
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

５

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
保
険
業
を
行
っ
て
い
た
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
新
保
険
業
法
第
二

百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
移

行
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
公
益
法
人
移
行
登
記
又
は
一
般
社
団
法
人
等
移
行
登
記
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
移
行
登
記
」
と
総
称
す
る
。
）
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
次
項
の
保
険
契
約
の
移
転
並
び
に
保
険
契
約
に
係
る
業

務
及
び
財
産
の
管
理
の
委
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣

が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま

で
の
間
）
は
、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
移
行
登
記
を
し

た
日
前
に
引
き
受
け
た
保
険
契
約
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
移
行
法
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
一
年
を
経
過
す
る

（
新
設
）

日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
会

社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
少
額
短

期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保
険
契
約
を
移
転
し
、
又
は
保
険
会
社
若
し
く
は

少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保
険
契
約
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理

の
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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７

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
登
記
を
し
た
日
前
に
引
き
受
け
た
保
険
契
約
に
係
る
業

（
新
設
）

務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
移
行
法
人
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
と
み
な
し
て
、
新
保

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
二
、
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
三
、
第
二
百
七
十
二

条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
六
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
七

の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
、
「
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録

を
取
り
消
す
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
の
廃
止
を
命
ず
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二

百
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
八
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
小
規
模
事
業
者

で
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
他
法
令
」
と
あ
る
の
は
「
法
令
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
約
款
（
こ

れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計

参
与
又
は
監
査
役
」
と
あ
る
の
は
「
役
員
」
と
、
「
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第

十
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
法
令
」
と
あ
る

の
は
「
法
令
」
と
、
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
七
中
「
第
二
百
七
十
二
条

第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
す
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
の
廃
止
を
命
ず
る
」
と
、
新
保
険

業
法
第
三
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
発
起
人
、
設
立
時
取
締
役
、
設
立
時
執
行
役
、
設

立
時
監
査
役
、
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員

、
監
査
役
」
と
あ
る
の
は
「
役
員
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令

で
定
め
る
。

８

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
登
記
を
し
た
日
前
に
引
き
受
け
た
保
険
契
約
に
係
る
業

（
新
設
）

務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
移
行
法
人
は
、
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
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に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
特
定
保
険
業
者
と
み
な
し
て
、
附
則
第
三
条
（

第
二
項
を
除
く
。
）
、
前
条
（
第
七
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
に
限
る
。

）
、
次
条
（
第
二
項
及
び
第
五
項
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び
第
十
六
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
施
行
日
か
ら
起

算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
同
日
後
に
施
行
日
後
初
め
て
保
険
の
引
受
け
を
行
う
場

合
に
は
、
当
該
引
受
け
を
行
う
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
登
記
を
し
た
日
以
後
遅
滞
な
く
」
と

、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
新
保
険
業

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
又
は
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請

を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
、
次
条
第
二
項
中
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
」

と
あ
る
の
は
「
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
」
と
、
同
項
並
び
に
附
則
第
八
条
第
二
項
及
び

第
十
六
条
第
十
八
項
中
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
の
施

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
」
と
、
附
則
第
八
条
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
、

第
十
七
項
及
び
第
十
八
項
中
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
附
則
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
日

か
ら
起
算
し
て
七
年
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
」
と

す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に

○

（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）

関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
）

（
指
定
）

第
二
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
者
の
申
請
が
あ

第
二
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
者
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
全
部
（
以
下
「

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
全
部
（
以
下
「

保
管
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

保
管
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
管
等
事
業
を
行
う
者
と
し
て
、
指
定
す

と
き
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
管
等
事
業
を
行
う
者
と
し
て
、
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

申
請
者
が
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

改

正

案

現

行

第
二
百
六
十
条
の
二

（
略
）

第
二
百
六
十
条
の
二

（
同
上
）

②

（
略
）

②

（
同
上
）

③

規
約
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

規
約
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

事
務
所
の
所
在
地

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
同
上
）

④
〜
⑥

（
略
）

④
〜
⑥

（
同
上
）

⑦

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
（
以
下
「
認
可
地
縁
団
体
」
と
い
う

⑦

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ

。
）
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
個
人
の
加
入
を

の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
個
人
の
加
入
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

⑧

認
可
地
縁
団
体
は
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
活
動
す
る
も
の
と
し
、

⑧

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主

構
成
員
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

的
に
活
動
す
る
も
の
と
し
、
構
成
員
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

⑨

認
可
地
縁
団
体
は
、
特
定
の
政
党
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑨

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
特
定
の
政
党
の
た
め
に
利
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

⑩

（
略
）

⑩

（
同
上
）

⑪

認
可
地
縁
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ

⑪

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
告
示

た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市

な
ら
な
い
。

町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑫

（
略
）

⑫

（
同
上
）

⑬

認
可
地
縁
団
体
は
、
第
十
項
の
告
示
が
あ
る
ま
で
は
、
認
可
地
縁
団
体
と
な
つ
た

⑬

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
第
十
項
の
告
示
が
あ
る
ま
で
は

こ
と
及
び
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
事
項
を
も
つ
て
第
三
者
に
対
抗

、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
と
な
つ
た
こ
と
及
び
第
十
項
の
規
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
事
項
を
も
つ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑭

市
町
村
長
は
、
認
可
地
縁
団
体
が
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
欠

⑭

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
が
第
二
項
各
号
に
掲

く
こ
と
と
な
つ
た
と
き
、
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
こ
と
と
な
つ
た
と
き
、
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
り
第

は
、
そ
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑮

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

⑮

民
法
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
認
可
地
縁
団
体
に
準
用
す
る
。

二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
（
同
条
第
一
項

第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
六
条

ま
で
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（

明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
第

一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民

法
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」

と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
か
ら
第

五
十
七
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
第
二
号
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
三
条

、
第
七
十
条
、
第
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「

代
表
者
」
と
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
一
人
又
は
数
人
の
理
事
」
と
あ
る
の

は
「
一
人
の
代
表
者
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
中
「
仮
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
仮
代

表
者
」
と
、
同
法
第
五
十
九
条
第
三
号
中
「
総
会
又
は
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「

総
会
」
と
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
り
、
及
び

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
認
可
」
と
、
同
法
第
七
十
二
条
第

三
項
中
「
国
庫
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
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一
項
中
「
仮
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
仮
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技

術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

⑯

認
可
地
縁
団
体
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
法
人

⑯

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る

第
三
十
四
号
）
そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

公
益
法
人
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
七
条
の
規
定
を
適
用

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

す
る
場
合
に
は
同
条
第
四
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
地

第
三
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
同
条
第
四
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認

る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
公
益
法
人
等

百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
と
、
同

」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可

条
第
五
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
地
方
自
治
法
第
二
百

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
を
適
用

六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法

す
る
場
合
に
は
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
普
通
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
法

第
六
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
普
通
法

人
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体

人
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
法
人
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可

を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
益
法
人
等
」

（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を

と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。

受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

⑰

認
可
地
縁
団
体
は
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
そ
の
他
消
費

⑰

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法

税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
法
人
と

律
第
百
八
号
）
そ
の
他
消
費
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

み
な
す
。

別
表
第
三
に
掲
げ
る
法
人
と
み
な
す
。

（
削
る
）

⑱

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
地
縁
に
よ
る
団
体
の
代
表
者
又
は
清
算
人
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
り
、
五
十

万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。
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二

第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

第
二
百
六
十
条
の
三

認
可
地
縁
団
体
の
規
約
は
、
総
構
成
員
の
四
分
の
三
以
上
の
同

（
新
設
）

意
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
規
約
に
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
変
更
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ

の
効
力
を
生
じ
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
四

認
可
地
縁
団
体
は
、
認
可
を
受
け
る
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三

（
新
設
）

月
ま
で
の
間
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
認
可
を
受

け
る
時
及
び
毎
事
業
年
度
の
終
了
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
②

認
可
地
縁
団
体
は
、
構
成
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
構
成
員
の
変
更
が
あ
る
ご
と
に

必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
五

認
可
地
縁
団
体
に
は
、
一
人
の
代
表
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

（
新
設
）

な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
六

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
は
、
認
可
地
縁
団
体
の
す
べ
て
の
事

（
新
設
）

務
に
つ
い
て
、
認
可
地
縁
団
体
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、
規
約
の
規
定
に
反
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
百
六
十
条
の
七

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意

（
新
設
）

の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
八

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ

（
新
設
）

て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
九

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が

（
新
設
）

遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害

関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
仮
代
表
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
十

認
可
地
縁
団
体
と
代
表
者
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い

（
新
設
）

て
は
、
代
表
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、

利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
十
一

認
可
地
縁
団
体
に
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
で
、
一
人
又

（
新
設
）

は
数
人
の
監
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
十
二

認
可
地
縁
団
体
の
監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

代
表
者
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。
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三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
規
約
に
違
反
し
、

又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
に
報
告
を
す
る
こ
と

。
四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

第
二
百
六
十
条
の
十
三

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
構

（
新
設
）

成
員
の
通
常
総
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
十
四

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

（
新
設
）

は
、
い
つ
で
も
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

総
構
成
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ

つ
た
と
き
は
、
認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
総
構
成
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
規
約
で
こ
れ
と
異

な
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
十
五

認
可
地
縁
団
体
の
総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り

（
新
設
）

少
な
く
と
も
五
日
前
に
、
そ
の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
規
約
で
定
め
た

方
法
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
十
六

認
可
地
縁
団
体
の
事
務
は
、
規
約
で
代
表
者
そ
の
他
の
役
員

（
新
設
）

に
委
任
し
た
も
の
を
除
き
、
す
べ
て
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
行
う
。

第
二
百
六
十
条
の
十
七

認
可
地
縁
団
体
の
総
会
に
お
い
て
は
、
第
二
百
六
十
条
の
十

（
新
設
）
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五
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
第
二
百
六
十
条
の
十
八

認
可
地
縁
団
体
の
各
構
成
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

②

認
可
地
縁
団
体
の
総
会
に
出
席
し
な
い
構
成
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ

つ
て
表
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
二
項
の
規
定
は
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
十
九

認
可
地
縁
団
体
と
特
定
の
構
成
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決

（
新
設
）

を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十

認
可
地
縁
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
つ
て
解
散
す
る

（
新
設
）

。一

規
約
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定

三

認
可
の
取
消
し

四

総
会
の
決
議

五

構
成
員
が
欠
け
た
こ
と
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
一

認
可
地
縁
団
体
は
、
総
構
成
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成

（
新
設
）

が
な
け
れ
ば
、
解
散
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
二
百
六
十
条
の
二
十
二

認
可
地
縁
団
体
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て

（
新
設
）

完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
代
表
者
若
し
く
は
債

権
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

②

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
代
表
者
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
三

解
散
し
た
認
可
地
縁
団
体
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に

（
新
設
）

お
い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
四

認
可
地
縁
団
体
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の

（
新
設
）

決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
代
表
者
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
規

約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
代
表
者
以
外
の
者
を
選
任
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又

（
新
設
）

は
清
算
人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利

害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
六

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人

（
新
設
）

若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
百
六
十
条
の
二
十
七

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

②

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
八

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇

（
新
設
）

月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間

内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ

て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の

催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
二
十
九

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は

（
新
設
）

、
認
可
地
縁
団
体
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡

さ
れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
百
六
十
条
の
三
十

清
算
中
に
認
可
地
縁
団
体
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る

（
新
設
）

の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

清
算
人
は
、
清
算
中
の
認
可
地
縁
団
体
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了

し
た
も
の
と
す
る
。

③

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
認
可
地
縁
団
体
が
既
に
債
権
者
に

支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産

管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
一

解
散
し
た
認
可
地
縁
団
体
の
財
産
は
、
規
約
で
指
定
し
た

（
新
設
）

者
に
帰
属
す
る
。

②

規
約
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を

定
め
な
か
つ
た
と
き
は
、
代
表
者
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を
得
て
、
そ
の
認
可
地
縁

団
体
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
市
町
村
に
帰
属
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
二

認
可
地
縁
団
体
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に

（
新
設
）

属
す
る
。

②

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
三

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は

（
新
設
）

、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
四

認
可
地
縁
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
件
は
、
そ
の
主
た

（
新
設
）

る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

一

仮
代
表
者
又
は
特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件

二

解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件

三

清
算
人
に
関
す
る
事
件

第
二
百
六
十
条
の
三
十
五

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、

（
新
設
）

不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
六

裁
判
所
は
、
第
二
百
六
十
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
清

（
新
設
）

算
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
認
可
地
縁
団
体
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報

酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清

算
人
（
監
事
を
置
く
認
可
地
縁
団
体
に
あ
つ
て
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
）
の
陳

述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
七

認
可
地
縁
団
体
の
清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び

（
新
設
）

前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
百
六
十
条
の
三
十
八

裁
判
所
は
、
認
可
地
縁
団
体
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に

（
新
設
）

必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
六
十
条
の
三
十
六
中
「
清
算
人

（
監
事
を
置
く
認
可
地
縁
団
体
に
あ
つ
て
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
）
」
と
あ
る

の
は
、
「
認
可
地
縁
団
体
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
条
の
三
十
九

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

（
新
設
）

認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
又
は
清
算
人
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法

律
第
十
四
号
）
に
よ
り
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
二
百
六
十
条
の
二
十
二
第
二
項
又
は
第
二
百
六
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

二

第
二
百
六
十
条
の
二
十
八
第
一
項
又
は
第
二
百
六
十
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法
律

事
務

法
律

事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四

第
二
十
六
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四

第
二
十
六
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
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年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条

年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条

第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お

第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
条
第
三
項
並
び
に

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
条
第
三
項
並
び
に

第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用

第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
（

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
（

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
か
ら

含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
き
、
第

第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
き
、
第

六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
条
の
三
（
第
六
十
四
条
第
五
項

む
。
）
、
第
四
十
五
条
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条

条
の
四
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
（
第
六
十
四

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
第
六
十
四
条

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

、
第
五
十
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
七
（
第
六
十
四
条
第
五

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
（
第
六
十
四
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

十
条
の
十
三
第
五
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

第
六
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
（

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

）
並
び
に
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
十
四
（
第
六
十
四
条
第

（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
九
条
（
第
六
十
四
条



- 143 -

五
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
合
む
。
）
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第

お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に

七
条
並
び
に
第
五
十
八
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十
四
条

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項
（
届

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
十
三
条

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

て
い
る
事
務

れ
て
い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

一

都
道
府
県
が
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

一

都
道
府
県
が
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四

年
法
律
第
四
十
五
号
）

項
（
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
四

年
法
律
第
四
十
五
号
）

項
（
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
四

項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
の
三
、
第

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、

四
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第

第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
五
十
九
条
第
二
項
に

五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第

六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、

二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
七
、
第
四

第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
か

十
七
条
の
三
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十

ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八
条
第

六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十

を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第

九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十
一
条

二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
並

、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五

び
に
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る

十
六
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
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こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
同
法

第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務

二

指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
第
三
十
一
条
第
一

二

指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
第
三
十
一
条
第
一

項
、
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
第
一
項

項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、

十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
七
、
第

、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項

四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八
条

十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五

合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条

十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十
一

第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条

条
、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第

並
び
に
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す

五
十
六
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
同

法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務

三

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六

第
九
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
（
第
二
十

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六

第
九
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
（
第
二
十

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
四
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十

）
及
び
第
四
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十

九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
四

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
四

項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
第
三
十
六
条
に
お
い

項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（
第
三
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第

一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
三

一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
三

項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
三
項

項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項

、
第
五
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
八

、
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
七
十
九
条
第
四

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
七
十
九
条
第
四

項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

項
ま
で
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
六
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

び
第
六
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
五
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道

第
五
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
た
る
職
員
団
体
）

第
百
八
条
の
四

削
除

第
百
八
条
の
四

登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
は
、
法
人
と
な
る
旨
を
人
事
院
に
申
し
出
る

こ
と
に
よ
り
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号
）
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
中
民
法
第
三
十
四

条
に
規
定
す
る
法
人
に
関
す
る
規
定
（
同
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、

第
五
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
七
条
第
三
項
、
第
八
十
四
条

、
第
八
十
四
条
の
二
並
び
に
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
並
び
に

非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
二
条
ノ
二
を
除
く
。
）
は
、
本
条
の
法
人
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は

「
人
事
院
」
と
、
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
民
法
第

四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
と
な
る
旨
の
申

出
」
と
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
登

録
」
と
、
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
設
立
の
許
可

の
取
消
し
」
と
あ
る
の
は
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百

二
十
条
中
「
許
可
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
ト
為
ル
旨
ノ
申
出
ノ
受
理
証
明
書
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

第
十
三
条
の
六

（
略
）

第
十
三
条
の
六

（
同
上
）

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）

第
十
六
条
の
十
五

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

第
十
六
条
の
十
五

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い
て
準

年
法
律
第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い
て
準
用

用
す
る
。

す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
三

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条

第
二
十
一
条
の
二
十
三

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い

及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。
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○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
〜
二
十
八

（
略
）

一
〜
二
十
八

（
略
）

二
十
八
の
二

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
九
〜
五
十
七

（
略
）

二
十
九
〜
五
十
七

（
略
）

五
十
七
の
二

公
益
認
定
等
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
七
〜
七
十
五

（
略
）

五
十
八
〜
七
十
五

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

官
職
名

俸
給
月
額

官
職
名

俸
給
月
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員
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証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

地
方
財
政
審
議
会
委
員

地
方
財
政
審
議
会
委
員

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

九
四
一
、
〇
〇
〇
円

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

九
四
一
、
〇
〇
〇
円

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤
の
委
員
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○

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）

（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）

第
三
十
九
条
の
二

１
〜
４

(

略
）

第
三
十
九
条
の
二

１
〜
４

（
同
上
）

５

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

５

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
指
定
講
習
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
指
定
講
習
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
四
十
六
条

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
六
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

４

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
）

（
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
）

第
百
二
条
の
十
七

総
務
大
臣
は
、
電
波
の
有
効
か
つ
適
正
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を

第
百
二
条
の
十
七

総
務
大
臣
は
、
電
波
の
有
効
か
つ
適
正
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
業
務

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
業

を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り

務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
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、
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す

り
、
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定

る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）
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○

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
会
長
等
の
代
表
権
の
制
限
）

第
二
十
九
条
の
二

会
長
、
副
会
長
又
は
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の

（
新
設
）

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
仮
理
事
）

第
二
十
九
条
の
三

会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅

（
新
設
）

滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関

係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
二
十
九
条
の
四

協
会
と
会
長
、
副
会
長
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に

（
新
設
）

つ
い
て
は
、
会
長
、
副
会
長
又
は
理
事
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を

選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
理
事
又
は
特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
二
十
九
条
の
五

仮
理
事
又
は
特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件
は
、
協
会
の
主

（
新
設
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。
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（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
等
の
準
用
）

第
三
十
一
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

第
三
十
一
条

民
法
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
条
（
法
人

律
第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
協
会
に
つ
い
て
準
用
す
る

の
住
所
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
、
第
五
十
六
条
（
仮
理
事
）

。

及
び
第
五
十
七
条
（
利
益
相
反
行
為
）
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年

法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
（
仮
理
事
等
の
選
任
の
管
轄
）
の
規
定
は
、

協
会
に
準
用
す
る
。

（
指
定
）

（
指
定
）

第
五
十
三
条

総
務
大
臣
は
、
放
送
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般

第
五
十
三
条

総
務
大
臣
は
、
放
送
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立

社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確

さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ

実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一

確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に

を
限
つ
て
、
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定

一
を
限
つ
て
、
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）
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○

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
特
別
の
地
方
債
に
係
る
利
子
支
払
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
）

（
特
別
の
地
方
債
に
係
る
利
子
支
払
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
）

第
六
条

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
限
り
、
各
地
方

第
六
条

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
限
り
、
各
地
方

団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
第
十
一
条
の
規

団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
第
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の

定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の

表
に
掲
げ
る
経
費
の
種
類
に
係
る
測
定
単
位
の
単
位
費
用
に
次
項
の
規
定
に
よ
り

表
に
掲
げ
る
経
費
の
種
類
に
係
る
測
定
単
位
の
単
位
費
用
に
次
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

算
定
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

経
費
の
種
類

測
定
単
位

単
位
費
用

経
費
の
種
類

測
定
単
位

単
位
費
用

災
害
復
興
等
の
た

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

千
円
に
つ
き

九
五

災
害
復
興
等
の
た

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

千
円
に
つ
き

九
五

め
の
地
方
債
利
子

法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益

〇
円

め
の
地
方
債
利
子

八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規

〇
円

支
払
費

社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人

支
払
費

定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で

の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施

災
害
に
係
る
復
興
事
業
等
を
行

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

対
す
る
貸
付
け
の
財
源
に
充
て

法
律
第

号
）
第
三
十
八

る
た
め
平
成
十
六
年
度
に
お
い

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八

に
係
る
利
子
支
払
額

十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
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に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
災

害
に
係
る
復
興
事
業
等
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
対

す
る
貸
付
け
の
財
源
に
充
て
る

た
め
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に

係
る
利
子
支
払
額

２

前
項
に
規
定
す
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
算
定
の
基

２

前
項
に
規
定
す
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
算
定
の
基

礎
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る

礎
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

表
示

表
示

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
の
基
礎

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
の
基
礎

単
位

単
位

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社

千
円

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
新
潟
県
中

千
円

団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

越
地
震
に
係
る
復
興
事
業
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
対

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

す
る
貸
付
け
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
発
行

改
正
前
の
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
新

を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該

潟
県
中
越
地
震
に
係
る
復
興
事
業
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額

の
に
対
す
る
貸
付
け
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
六
年
度
に
お
い
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て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係

る
当
該
年
度
に
お
け
る
利
子
支
払
額
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○

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
た
る
職
員
団
体
）

第
五
十
四
条

削
除

第
五
十
四
条

登
録
を
受
け
た
職
員
団
体
は
、
法
人
と
な
る
旨
を
人
事
委
員
会
又
は
公

平
委
員
会
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
法
（
明
治
二

十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四

号
）
中
民
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
法
人
に
関
す
る
規
定
（
同
法
第
三
十
五
条
、

第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
七
条

第
三
項
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
並
び
に
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四

号
及
び
第
二
項
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
二
条
ノ
二
を
除
く
。
）
は
、
本

条
の
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
定

款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
民
法
の
規
定
中
「
主

務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
」
と
、
同
法
第
四
十
六
条

第
一
項
第
四
号
中
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
」
と
、

同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
」
と
、

同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
設
立
の
許
可
の
取
消
し

」
と
あ
る
の
は
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
」
と
、
こ
れ
ら
の
非
訟
事
件
手
続
法
の
規

定
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
委
員
会
又
ハ
公
平
委
員
会
」
と
、
同
法
第

百
二
十
条
中
「
許
可
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
ト
為
ル
旨
ノ
申
出
ノ
受
理
証
明
書
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
同
上
）

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
十
三
条
の
十
三

１
・
２

（
略
）

第
十
三
条
の
十
三

１
・
２

（
同
上
）

３

行
政
書
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き

（
新
設
）

に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
十
三
条
の
十
九
の
二

行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属

（
新
設
）

す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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３

行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
行
政
書
士
法
人
を
監

督
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
十
三
条
の
十
九
の
三

行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は

（
新
設
）

、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
十
三
条
の
十
九
の
四

裁
判
所
は
、
行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必

（
新
設
）

要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
行
政
書
士
法
人
が
当
該

検
査
役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
行
政
書
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
十
三
条
の
二
十
一

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

第
十
三
条
の
二
十
一

民
法
第
五
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
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八
年
法
律
第

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら

ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
行
政

第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
行
政
書

書
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、

士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八

第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、

十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九

第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、

十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び

第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六

第
五
項
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び

条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除

第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び

く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員

に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十

に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
で
あ

九
条
第
一
項
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
行
為
を
し
た

る
と
誤
認
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら

者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定

第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執

は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消

行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の

滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同

十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
六
百
十
五
条
第
一
項
、
第

法
第
六
百
十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百
十

六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務

八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁
的

百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
行
政
書
士
法

記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
行
政
書
士
法
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一

八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項

項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の

は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六

２

民
法
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律

百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一

第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条

項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六

（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
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百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で

五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五

、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百

百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十

七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第

三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第

八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三

六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に

十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に

八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法

、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四

八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五

十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十

条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

三
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る

十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一

の
は
「
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
」
と
、
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第

項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及

六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第

び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六

三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第

百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第

七
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第

三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第

六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中

二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る

「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及

の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三

び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の

十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ

は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六

る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
百
八

百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第

十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
三
条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、

同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法

第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
百
八
十
条
第
一
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第

八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第

八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第

八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第

八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第

八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項

八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項

（
第
三
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に

（
第
三
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に

つ
い
て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（

つ
い
て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一

号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条

号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条

（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七

（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七

十
六
条
、
第
九
百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

十
六
条
、
第
九
百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
行
政
書
士
法
人
の

法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
行
政
書
士
法
人
の

財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九

百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議

に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て

い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「

主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八

条
、
第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に

条
、
第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

限
る
。
）
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決

議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
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て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
に

６

行
政
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
行
政
書
士
法
人
を
監

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

督
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
削
る
）

７

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

（
略
）

８

（
同
上
）

（
行
政
書
士
会
）

（
行
政
書
士
会
）

第
十
五
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
五
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の

４

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
会
に
準
用
す
る
。

規
定
は
、
行
政
書
士
会
に
準
用
す
る
。
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○

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
号
）

改

正

案

現

行

（

の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
二
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条

第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
の
要
件
）

（
指
定
の
要
件
）

第
三
十
八
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い

第
三
十
八
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な

る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

申
請
者
が
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
で
あ
る
こ
と
。

四

申
請
者
が
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
こ
と

。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

公
営
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行

号
）
第
四
条
（
住
所
）
及
び
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損

為
能
力
等
）
及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す

害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

（
一
般
担
保
）

（
一
般
担
保
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
同
上
）

２

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規

２

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も

定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
同
上
）

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

２

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
市
町
村
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る

は
、
市
町
村
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

。（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
八
条
の
九

（
略
）

第
三
十
八
条
の
九

（
同
上
）

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の

２

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に

規
定
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
時
効
）

（
時
効
）

第
百
四
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

第
百
四
十
四
条
の
二
十
三

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

４

地
方
職
員
共
済
組
合
の
す
る
団
体
及
び
団
体
組
合
員
に
係
る
掛
金
、
負
担
金
そ
の

４

地
方
職
員
共
済
組
合
の
す
る
団
体
及
び
団
体
組
合
員
に
係
る
掛
金
、
負
担
金
そ
の

他
前
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

他
前
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
督
促
は
、
民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ

号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
百
五
十
四
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第

第
百
五
十
四
条

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
共
済
会
に
つ
い
て
準
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七
十
八
条
の
規
定
は
、
共
済
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
。
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○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
三
十
条
の
十
二

総
務
大
臣
は
、
他
に
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

第
三
十
条
の
十
二

総
務
大
臣
は
、
他
に
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
基
準
に
適
合
し

受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
基
準
に
適
合
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
基
本
財
産
た
る
財
産
の
全
部
又
は

三

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

一
部
を
拠
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
基
本
財
産
た
る
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を

拠
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
七
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
等
）

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
等
）

第
五
十
八
条

地
方
公
共
団
体
（
職
員
が
地
方
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
公
務
上
の

第
五
十
八
条

地
方
公
共
団
体
（
職
員
が
地
方
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
公
務
上
の

災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
独
立
行
政
法

災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
独
立
行
政
法

人
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

人
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

二
十
五
号
）
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る

二
十
五
号
）
、
民
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お

損
害
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
基
金
が
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
行

い
て
、
基
金
が
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て

つ
た
と
き
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
価
額
の
限
度

は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
そ
の
損
害
賠
償
の
責
め
を
免

に
お
い
て
そ
の
損
害
賠
償
の
責
め
を
免
れ
る
。

れ
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

(

役
員
及
び
職
員)
(

役
員
及
び
職
員)

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

理
事
が
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
土
地

（
新
設
）

開
発
公
社
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

５

理
事
は
、
土
地
開
発
公
社
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
土
地
開
発
公
社
を
代
表

（
新
設
）

す
る
。
た
だ
し
、
定
款
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

（
新
設
）

い
。

７

理
事
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代

（
新
設
）

理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

土
地
開
発
公
社
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、

又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
土
地
開
発
公
社
の
業
務
を

監
督
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
報
告
を
す
る
こ
と
。

９
・

（
略
）

４
・
５

（
同
上
）

10
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（
清
算
中
の
土
地
開
発
公
社
の
能
力
）

第
二
十
二
条
の
二

解
散
し
た
土
地
開
発
公
社
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て

（
新
設
）

、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
二
十
二
条
の
三

土
地
開
発
公
社
が
解
散
し
た
と
き
は
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な

（
新
設
）

る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
二
十
二
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算

（
新
設
）

人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係

人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
二
十
二
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く

（
新
設
）

は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
六

清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
土
地
開
発
公
社
の
業
務
を
監

（
新
設
）

督
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）
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第
二
十
二
条
の
七

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
二
十
二
条
の
八

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も

（
新
設
）

三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を

す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は

、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ

て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
二
十
二
条
の
九

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
土
地

（
新
設
）

開
発
公
社
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て

い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
二
十
二
条
の
十

土
地
開
発
公
社
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る

（
新
設
）

。
２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
十
一

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
土
地
開
発

（
新
設
）

公
社
の
業
務
を
監
督
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
二
十
二
条
の
十
二

土
地
開
発
公
社
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関

（
新
設
）

す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に

属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
二
十
二
条
の
十
三

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
二
十
二
条
の
十
四

裁
判
所
は
、
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任

（
新
設
）
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し
た
場
合
に
は
、
土
地
開
発
公
社
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監

事
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
二
十
二
条
の
十
五

清
算
人
の
解

判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

任
に
つ
い
て
の
裁

裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
二
十
二
条
の
十
六

裁
判
所
は
、
土
地
開
発
公
社
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要

（
新
設
）

な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
十
四
中
「
清
算
人
及
び

監
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
土
地
開
発
公
社
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（

等
の
準
用
）

（
民
法
等
の
準
用
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
二
十
三
条

（
平
成
十
八
年
法

第
二
十
三
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

律
第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て

、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第

準
用
す
る
。

七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
並
び
に
非

訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三

十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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２

（
略
）

２

（
同
上
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
土
地

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
土
地

開
発
公
社
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

開
発
公
社
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
同
上
）

八

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又

八

第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

九

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
。

九

第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
。
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○

飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

百
七
号
）

改

正

案

現

行

（
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
）

（
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
）

第
二
条

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
四

第
二
条

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定

る
も
の
の
ほ
か
、
飛
鳥
保
存
財
団
（
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
飛
鳥
保
存

す
る
も
の
の
ほ
か
、
飛
鳥
保
存
財
団
（
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
に
設
立
さ
れ
た
財
団

財
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
調
達
す
る
飛
鳥
地

法
人
飛
鳥
保
存
財
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
調
達
す
る
飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史

方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
関
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も

的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
関
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金

の
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
寄
附
目
的
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

に
充
て
る
こ
と
を
寄
附
目
的
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
場
合
に
お
い
て
は
、
飛
鳥
保
存
財
団
を
同
項
の
団
体
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適

は
、
飛
鳥
保
存
財
団
を
同
項
の
団
体
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

用
す
る
。
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○

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）

改

正

案

現

行

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与

第
一
節

法
人
格
の
取
得
等
（
第
三
条
―
第
十
二
条
）

第
二
節

機
関
（
第
十
三
条
―
第
二
十
六
条
）

第
三
節

解
散
及
び
清
算
（
第
二
十
七
条
―
第
四
十
四
条
）

第
三
章

雑
則

第
一
節

登
記
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
八
条
）

第
二
節

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
か
ら
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
へ
の

移
行
（
第
五
十
九
条
）

第
四
章

罰
則
（
第
六
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
職
員
団
体
等
」
と
は
、
国
家
公
務
員
職
員
団
体
、
地

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
職
員
団
体
等
」
と
は
、
国
家
公
務
員
職
員
団
体
、

方
公
務
員
職
員
団
体
及
び
混
合
連
合
団
体
を
い
う
。

地
方
公
務
員
職
員
団
体
及
び
混
合
連
合
団
体
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
職
員
団
体
」
と
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
国
家
公
務
員
職
員
団
体
」
と
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
二
第
一
項
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
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（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
。

同
じ
。
）
に
い
う
職
員
団
体
（
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
登
録

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
方
公
務
員
職
員
団
体
」
と
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
地
方
公
務
員
職
員
団
体
」
と
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
に
い
う
職
員
団
体
（
同
法
第
五
十
三
条
の
規

い
う
。

定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
混
合
連
合
団
体
」
と
は
、
構
成
員
の
勤
務
条
件
の
維
持
改

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
混
合
連
合
団
体
」
と
は
、
構
成
員
の
勤
務
条
件
の
維
持

善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

改
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
で
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
を
い

を
い
う
。

う
。

一

国
家
公
務
員
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
職
員
団
体
の
連
合
団
体
（
国
家
公
務

一

国
家
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
の
連

員
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
職
員
団
体
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

合
団
体
（
国
家
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団

体
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

国
家
公
務
員
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
職
員
団
体
及
び
国
会
職
員
法
（
昭
和

二

国
家
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
又
は
地
方
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
及
び

二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
に
よ
る
国
会
職
員
の
組
合
又
は
労
働
組
合
法
（
昭

国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
に
よ
る
国
会
職
員
の
組
合
又

和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
よ
る
労
働
組
合
の
連
合
団
体
で
、
当
該
連

は
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
よ
る
労
働
組
合
の
連

合
団
体
の
構
成
員
の
総
員
中
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
の
職
員
（
以

合
団
体
で
、
当
該
連
合
団
体
の
構
成
員
の
総
員
中
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
二

下
「
非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
」
と
い
う
。
）
の
数
、
裁
判
所
職
員
（
裁

第
一
項
の
職
員
（
以
下
「
非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
」
と
い
う
。
）
の
数

判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
及
び
地
方
公
務
員
法

、
裁
判
所
職
員
（
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
数

第
五
十
二
条
第
一
項
の
職
員
（
以
下
「
非
現
業
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
」
と
い

及
び
地
方
公
務
員
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
職
員
（
以
下
「
非
現
業
の
一
般
職
の

う
。
）
の
数
の
合
計
数
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
も
の

地
方
公
務
員
」
と
い
う
。
）
の
数
の
合
計
数
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
も
の

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
」
と
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
申
出
に
よ
り
法
人
と
な
つ
た
職
員
団
体
（
以
下
「
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
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体
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
法
人
と
な
つ
た
職
員
団
体
等
（
以
下
「
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
」
と
い

う
。
）
を
い
う
。

第
二
章

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与

第
一
節

法
人
格
の
取
得
等

（
法
人
格
の
取
得
）

（
法
人
格
の
取
得
等
）

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
団
体
は
、
法
人
と
な
る
旨
を
当
該
各
号
に
定
め
る

第
三
条

規
約
に
つ
い
て
認
証
機
関
の
認
証
を
受
け
た
職
員
団
体
等
は
、
そ
の
主
た
る

機
関
（
以
下
「
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
法
人
と
な
る
こ

事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
登
記
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
法
人
と
な
る
。

と
が
で
き
る
。

２

職
員
団
体
等
に
関
し
て
登
記
す
べ
き
事
項
は
、
登
記
の
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

一

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体

人
事

も
つ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

院
二

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体

最
高
裁
判
所

三

地
方
公
務
員
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体

当
該
登

録
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会

２

職
員
団
体
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
団
体
を
除
く
。
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
規
約
に
つ
い
て
認
証
機
関
の
認
証
を
受
け
た
も
の
は
、
そ

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
法
人
と

な
る
。

（
認
証
機
関
）

（
認
証
機
関
）

第
九
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
認
証
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
団
体
等
の
区

第
九
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
認
証
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
団
体
等
の
区
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分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
と
裁
判
所
職
員
の
数
の
合
計
数
が
非
現

五

非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
と
裁
判
所
職
員
の
数
の
合
計
数
が
非
現

業
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
数
以
上
で
あ
る
混
合
連
合
団
体
で
、
非
現
業
の
一

業
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
数
以
上
で
あ
る
混
合
連
合
団
体
で
、
非
現
業
の
一

般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
が
裁
判
所
職
員
の
数
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
全
国
的
な

般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
が
裁
判
所
職
員
の
数
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
全
国
的
な

組
織
を
有
す
る
混
合
連
合
団
体
で
、
こ
れ
を
直
接
又
は
間
接
に
構
成
す
る
団
体
に

組
織
を
有
す
る
混
合
連
合
団
体
で
、
こ
れ
を
直
接
又
は
間
接
に
構
成
す
る
団
体
に

国
家
公
務
員
職
員
団
体
を
含
む
も
の
（
次
号
の
混
合
連
合
団
体
を
除
く
。
）

人

国
家
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
を
含
む
も
の
（
次
号
の
混
合
連
合
団
体
を
除
く

事
院

。
）

人
事
院

六

非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
と
裁
判
所
職
員
の
数
の
合
計
数
が
非
現

六

非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
と
裁
判
所
職
員
の
数
の
合
計
数
が
非
現

業
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
数
以
上
で
あ
る
混
合
連
合
団
体
で
、
裁
判
所
職
員

業
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
数
以
上
で
あ
る
混
合
連
合
団
体
で
、
裁
判
所
職
員

の
数
が
非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
を
超
え
る
も
の
及
び
全
国
的
な
組

の
数
が
非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
を
超
え
る
も
の
及
び
全
国
的
な
組

織
を
有
す
る
混
合
連
合
団
体
で
、
こ
れ
を
直
接
又
は
間
接
に
構
成
す
る
団
体
に
裁

織
を
有
す
る
混
合
連
合
団
体
で
、
こ
れ
を
直
接
又
は
間
接
に
構
成
す
る
団
体
に
裁

判
所
職
員
が
組
織
す
る
国
家
公
務
員
職
員
団
体
を
含
む
も
の
（
こ
れ
を
直
接
又
は

判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
に
い
う
職
員
団
体
を

間
接
に
構
成
す
る
団
体
に
国
家
公
務
員
職
員
団
体
を
含
み
、
か
つ
、
非
現
業
の
一

含
む
も
の
（
こ
れ
を
直
接
又
は
間
接
に
構
成
す
る
団
体
に
国
家
公
務
員
法
に
い
う

般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
が
裁
判
所
職
員
の
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

職
員
団
体
を
含
み
、
か
つ
、
非
現
業
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
数
が
裁
判
所
職

最
高
裁
判
所

員
の
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

最
高
裁
判
所

七

（
略
）

七

（
同
上
）

（
財
産
目
録
及
び
構
成
員
名
簿
）

（
民
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
）

第
十
一
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で

第
十
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
（
明

の
間
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け

治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
中
民
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
法
人
に
関
す
る
規

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
設
立
の
時
及
び
毎

定
（
同
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

事
業
年
度
の
終
了
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
七
条
第
三
項
、
第
八
十
四
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２

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
は
、
構
成
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
構
成
員
の
変
更
が
あ

条
、
第
八
十
四
条
の
二
並
び
に
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
並
び

る
ご
と
に
必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
二
条
ノ
二
を
除
く
。
）
は
、
第
三
条
第
一
項
の
法
人

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
官
庁
」
と

あ
る
の
は
「
認
証
機
関
」
と
、
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
読
み
替
え
る
ほ

か
、
民
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
設
立

の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
の
認
証
」
と
、
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
破
産

手
続
開
始
の
決
定
及
び
設
立
の
許
可
の
取
消
し
」
と
あ
る
の
は
「
破
産
手
続
開
始
の

決
定
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
条
中
「
許
可
書
」
と
あ
る
の
は
「
認
証
ノ

通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
二
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

（
新
設
）

第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
節

機
関

（
理
事
）

第
十
三
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
理
事
を
置
か
な

（
新
設
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

理
事
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

（
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
代
表
）
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第
十
四
条

理
事
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
法
人

（
新
設
）

で
あ
る
職
員
団
体
等
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、
規
約
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）

第
十
五
条

理
事
の
代
理
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
十
六
条

理
事
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に

（
新
設
）

限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
十
七
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
理
事
は
、
代
理
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害

関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
監
事
）

第
十
八
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
で
、
一
人
又
は

（
新
設
）

二
人
以
上
の
監
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）
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第
十
九
条

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
規
約
に
違
反
し
、

又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
に
報
告
を
す
る
こ
と

。
四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

（
通
常
総
会
）

第
二
十
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
理
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
構
成
員

（
新
設
）

の
通
常
総
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
総
会
）

第
二
十
一
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

（
新
設
）

、
い
つ
で
も
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
構
成
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ

つ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総

構
成
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
規
約
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
二
十
二
条

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、
そ

（
新
設
）

の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
規
約
で
定
め
た
方
法
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

（
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
事
務
の
執
行
）

第
二
十
三
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
事
務
は
、
規
約
で
理
事
そ
の
他
の
役
員
に

（
新
設
）

委
任
し
た
も
の
を
除
き
、
す
べ
て
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
行
う
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
二
十
四
条

総
会
に
お
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を

（
新
設
）

し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
構
成
員
の
表
決
権
）

第
二
十
五
条

各
構
成
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

総
会
に
出
席
し
な
い
構
成
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
つ
て
表
決
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
表
決
権
の
な
い
場
合
）

第
二
十
六
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
と
特
定
の
構
成
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決

（
新
設
）

を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

第
三
節

解
散
及
び
清
算

（
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
解
散
事
由
）
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第
二
十
七
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
つ
て
解
散
す
る

（
新
設
）

。一

規
約
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生

破
産
手
続
開
始
の
決
定

二三

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
第

六
項
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地

方
公
務
員
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し

四

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
証
の
取
消
し

五

総
会
の
決
議

六

構
成
員
が
欠
け
た
こ
と
。

（
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
二
十
八
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完

（
新
設
）

済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者

の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
能
力
）

第
二
十
九
条

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お

（
新
設
）

い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
三
十
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定

（
新
設
）

に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
三
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が

（
新
設
）

欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
清
算
人
の
解
任
）

第
三
十
二
条

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検

（
新
設
）

察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
三
十
三
条

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
三
十
四
条

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の

（
新
設
）

公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月

を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ

て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
三
十
五
条

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
法
人
で
あ

（
新
設
）

る
職
員
団
体
等
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ

れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
六
条

清
算
中
に
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る

（
新
設
）

の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
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け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任

務
を
終
了
し
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
既
に

債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
三
十
七
条

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
財
産
は
、
規
約
で
指
定
し
た
者

（
新
設
）

に
帰
属
す
る
。

２

規
約
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を

定
め
な
か
つ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
総
会
の
決
議
を
経
て
、
当
該
法
人
で
あ
る
職
員

団
体
等
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
八
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属

（
新
設
）

す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）
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第
三
十
九
条

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
登
録
認
証
機
関
（

（
新
設
）

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
に
あ
つ
て
は
登
録
機
関
、
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体

等
に
あ
つ
て
は
認
証
機
関
を
い
う
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
代
理
人
の
選
任
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
条

次
に
掲
げ
る
事
件
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所

（
新
設
）

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

一

特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件

二

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件

三

清
算
人
に
関
す
る
事
件

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
四
十
一
条

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
四
十
二
条

裁
判
所
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場
合
に

（
新
設
）

は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
（
監
事
を

置
く
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
）
の
陳
述
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
即
時
抗
告
）

第
四
十
三
条

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対

（
新
設
）

し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
四
条

裁
判
所
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必

（
新
設
）

要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
清
算
人
（
監
事
を
置

く
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

雑
則

第
一
節

登
記

（
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
の
設
立
の
登
記
）

第
四
十
五
条

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

（
新
設
）

い
て
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
設
立
の

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
の
効
力
）

第
四
十
六
条

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
の
設
立
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

（
新
設
）

地
に
お
い
て
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
関
し
て
登
記
す
べ
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き
事
項
は
、
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
の
登
記
事
項
及
び
変
更
の
登
記

）
第
四
十
七
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立

（
新
設
）

の
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

目
的

二

名
称

三

主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

四

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
に
あ
つ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
の
年
月
日

五

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
証
の

年
月
日

六

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
存
続
期
間
又
は
解
散
の
事
由
に
つ
い
て
の
規
約
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

七

資
産
の
総
額

八

出
資
の
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
方
法

九

理
事
の
氏
名
及
び
住
所

２

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
に
お
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た

と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登

記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）
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第
四
十
八
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管

（
新
設
）

轄
区
域
内
に
移
転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の

登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

新
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
成
立
の
年

月
日
並
び
に
主
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
も
登
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

第
四
十
九
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く

（
新
設
）

は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変

更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
に
お
い
て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
及
び
解
散
の
登
記
及
び
届
出
）

第
五
十
条

清
算
人
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
場
合
を
除
き
、
解
散
後
二
週
間
以

（
新
設
）

内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
解
散
の

原
因
及
び
年
月
日
の
登
記
を
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
登
録
認
証
機
関
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
就
職
後
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
の
登
記
を
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
登

録
認
証
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
）

第
五
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
各
号
に
規
定
す
る
従
た
る
事
務
所
が

（
新
設
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く

。
）
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

い
て
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
設
立
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
を
し
た
日
か
ら
三
週
間
以
内

二

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
成
立
後
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

従
た

る
事
務
所
を
設
け
た
日
か
ら
三
週
間
以
内

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記

所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

一

名
称

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

三

従
た
る
事
務
所
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
所
在
場
所

３

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
登
記
す
る
場
合
に
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
成
立
の
年
月
日
並
び
に

従
た
る
事
務
所
を
設
置
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
も
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
当
該

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
五
十
二
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管

（
新
設
）

轄
区
域
内
に
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移

転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管

轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
四

週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従

た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
登
記
す
る
場
合
に
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
成
立
の
年
月
日
並

び
に
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
も
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
職
員
団
体
等
登
記
簿
）

第
五
十
三
条

各
登
記
所
に
、
職
員
団
体
等
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
新
設
）

（
設
立
の
登
記
の
申
請
）

第
五
十
四
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
設
立
の
登
記
は
、
法
人
で
あ
る
登
録
職
員

（
新
設
）

団
体
に
あ
つ
て
は
理
事
、
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
法
人
を
代
表

す
べ
き
者
の
申
請
に
よ
つ
て
す
る
。
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２

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

規
約

二

法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
に
あ
つ
て
は
、
理
事
の
資
格
を
証
す
る
書
面
及
び

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
証
す
る
書
面

三

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
資
格

を
証
す
る
書
面
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
証
す
る
書
面

（
変
更
の
登
記
の
申
請
）

第
五
十
五
条

第
四
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
五
十
条
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
登
記
す
べ
き
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
当
該
事
項
の
変
更
を
証
す
る

書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
の
申
請
）

第
五
十
六
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事

（
新
設
）

由
の
発
生
を
証
す
る
書
面
及
び
理
事
が
清
算
人
と
な
ら
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
清
算

人
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
申
請
）

第
五
十
七
条

主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
登
記
す
べ
き

（
新
設
）

事
項
に
つ
い
て
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
す
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
し
た
登
記
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
書
面
の
添
付
を
要
し
な
い
。
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（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
五
十
八
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
一
条
の
三
か

（
新
設
）

ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九

条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を

除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
条
第
三
項
及
び
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま

で
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
二
十
七
条
中
「
本
店
」
と
あ
る
部
分
を
除
く

。
）
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事

務
所
」
と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
定
款
」
と
あ
る
の

は
「
規
約
」
と
、
同
法
第
一
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
営
業
所
」
と
あ

る
の
は
「
事
務
所
」
と
、
同
法
第
二
十
七
条
中
「
営
業
所
（
会
社
に
あ
つ
て
は
、
本

店
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
営
業
所
の
」
と
あ
る

の
は
「
主
た
る
事
務
所
の
」
と
、
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
会
社
法
第

六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
（
次
号
又
は
第

三
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
会
社
法
第
六

百
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
で
定
め
る
者
」
と

、
同
項
第
三
号
中
「
会
社
法
第
六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
か
ら
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体

へ
の
移
行
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（
国
家
公
務
員
法
等
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
等
）

第
五
十
九
条

法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
が
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
（
裁

第
十
二
条

第
三
条
第
一
項
の
法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
務
員
法

こ
の
法
律
に
よ
る
法
人
」
と
い
う
。
）
が
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
、
裁
判
所

第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団

職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
三
又
は
地
方
公

体
等
は
、
そ
の
登
録
の
日
に
お
い
て
、
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
と
な
る
。

務
員
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
法
人
は
、
そ
の
登

録
の
日
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
四
の
法
人
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措

置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
四
の
法
人
又
は
地
方
公
務
員

法
第
五
十
四
条
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
法
等
に
よ
る
法
人

」
と
い
う
。
）
と
な
る
。

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
に
関
す
る
第
四
十
七
条
第
一

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
法
等
に
よ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

項
第
四
号
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

員
法
第
百
八
条
の
四
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
中
「
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
家
公
務
員

。
）
及
び
地
方
公
務
員
法
第
五
十
四
条
中
「
民
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「

法
第
百
八
条
の
三
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
」
と
、
同
法
」
と
あ
る
の
は

）
又
は
地
方
公
務
員
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
と
す
る
。

「
民
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
」
と
、
「
法
人
ト
為
ル
旨
ノ
申
出
ノ
受
理

証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
条
第
一
項
ノ
法
人
タ
ル
職
員
団
体
等
ガ
登
録

セ
ラ
レ
タ
ル
旨
ノ
証
明
書
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
の
設
立
の
登
記
に
お
い
て

３

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
法
等
に
よ
る
法
人
の
設
立
の
登
記
に
お
い

は
、
当
該
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
と
な
つ
た
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
の

て
は
、
当
該
法
人
と
な
つ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
並

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
並
び
に
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
が
同
項
の
規
定
に

び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
法
人
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
法
等
に
よ
る
法
人

よ
り
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
と
な
つ
た
旨
を
も
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
な
つ
た
旨
を
も
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
の
設
立
の
登
記
が
さ
れ
た

４

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
法
等
に
よ
る
法
人
の
設
立
の
登
記
が
さ
れ

と
き
は
、
登
記
官
は
、
職
権
で
、
当
該
法
人
と
な
つ
た
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体

た
と
き
は
、
登
記
官
は
、
職
権
で
、
当
該
法
人
と
な
つ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
法
人
の
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等
の
登
記
記
録
に
そ
の
事
由
を
記
録
し
て
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な

登
記
記
録
に
そ
の
事
由
を
記
録
し
て
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。

い
。

第
四
章

罰
則

第
六
十
条

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
次
の
各
号
の

（
新
設
）

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
と
き
。

二

第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
財
産
目
録
若
し
く
は
構
成
員
名
簿
に
不
正

の
記
載
を
し
た
と
き
。

三

第
二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始

の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

四

第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の

公
告
を
し
た
と
き
。

五

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

六

官
庁
又
は
総
会
に
対
し
、
不
実
の
申
立
て
を
し
、
又
は
事
実
を
隠
ぺ
い
し
た
と

き
。
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○

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
基
準
）

指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
七
十
五
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
に
係
る
区
分
の
試
験
事
務
に
つ
き

第
七
十
五
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
に
係
る
区
分
の
試
験
事
務
に
つ
き

他
に
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
申
請
が
次
の
各
号

他
に
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
申
請
が
次
の
各
号

に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は

に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

２

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

す
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
支
援
機
関
の
指
定
）

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
支
援
機
関
の
指
定
）

第
百
六
条

総
務
大
臣
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と

第
百
六
条

総
務
大
臣
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す

業
務
（
以
下
「
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と

る
業
務
（
以
下
「
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
基
礎
的
電
気
通

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
基
礎
的
電
気

信
役
務
支
援
機
関
（
以
下
「
支
援
機
関
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で

通
信
役
務
支
援
機
関
（
以
下
「
支
援
機
関
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

き
る
。

で
き
る
。
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一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）
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○

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
同
上
）

第
三
章

法
人
の
管
理
（
第
九
条
―
第
九
条
の
六
）

第
三
章

法
人
の
管
理
（
第
九
条
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
同
上
）

第
六
章

雑
則
（
第
十
四
条
―
第
十
五
条
の
三
）

第
六
章

雑
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
設
立
の
登
記
）

（
設
立
の
登
記
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
同
上
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
登
記
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
同
上
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

中
央
選
挙
管
理
会
の
確
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

し
て
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を

ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
）

第
七
条
の
二

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
る
政
党
（
当
該
政
党
が
第

（
新
設
）
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三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
場
合
に
お
け

る
当
該
政
治
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
な
く
な
っ
た
も
の

を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
「
法
人
で
あ
る
政
党
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
前

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
代
表
権
を
有
す
る
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面
（

代
表
権
を
有
す
る
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
に
代
表
権
を
有
す
る
者
が

あ
る
と
き
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
そ
の
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面

と
し
、
他
に
当
該
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
代
表
権
を
有
す
る
者
が
な
い

と
き
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
代
表
権
を
有
し
て
い
た
者
及
び
代
表

権
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面
と
す
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
七
条
の
三

法
人
で
あ
る
政
党
等
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄

（
新
設
）

区
域
内
に
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、

旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
第
七
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
主
た
る
事
務
所
の
移
転
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
代
表
権
を
有
す
る
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第

第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
に
つ

一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
条
の
規
定
は
第
四
条
第
一

い
て
準
用
す
る
。

項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
（
以
下
「
法
人
で
あ
る
政
党
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）

第
百
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
九
条
か
ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
二
十
四
条

の
規
定
は
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
並
び
に
法
人
で
あ
る
政
党

等
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
民
法
第
四
十
三
条
中
「
定
款
又
は
寄
附
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
綱
領
等

」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
権
を
有
す
る
者

」
と
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第

七
条
第
二
項
各
号
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
条
中
「
定
款
、
理
事
ノ
資
格

ヲ
証
ス
ル
書
面
及
ビ
主
務
官
庁
（
其
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政

庁
及
ビ
其
権
限
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府
県
ノ
執
行
機
関
ヲ
含
ム
次
条
ニ

於
テ
之
ニ
同
ジ
）
ノ
許
可
書
又
ハ
其
認
証
ア
ル
謄
本
」
と
あ
る
の
は
「
中
央
選
挙
管

理
会
ノ
確
認
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書
面
」
と
、
同
法
第
百
二
十
一
条
中
「
登

記
事
項
ノ
変
更
ヲ
証
ス
ル
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
事
項
ノ
変
更
ア
リ
タ
ル
コ
ト

ヲ
証
ス
ル
代
表
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
記
名
押
印
シ
タ
ル
書
面
（
代
表
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ

変
更
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
変
更
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
他
ノ
代
表
権
ヲ
有
ス
ル

者
ノ
記
名
押
印
シ
タ
ル
書
面
（
他
ニ
当
該
書
面
ヲ
作
成
シ
得
ベ
キ
代
表
権
ヲ
有
ス
ル

者
ナ
キ
ト
キ
ハ
当
該
変
更
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
代
表
権
ヲ
有
シ
タ
ル
者
及
ビ
代
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表
権
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
者
ノ
記
名
押
印
シ
タ
ル
書
面
）
）
」
と
、
同
法
第
百
二

十
四
条
中
「
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
乃
至
第
五
十
九
条
、
第
六
十

二
条
及
ビ
第
六
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
及
ビ
第
五
十
六

条
乃
至
第
五
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
代
表
権
を
有
す
る
者
）

第
九
条

法
人
で
あ
る
政
党
等
に
は
、
一
人
又
は
数
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
を
置

第
九
条

民
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
号
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
理
事
」
と
あ
る

の
は
「
代
表
権
を
有
す
る
者
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「

代
表
権
を
有
す
る
者
」
と
、
「
定
款
の
規
定
又
は
寄
附
行
為
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
ま
た
、
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
あ
る
の
は
「
党
則
等
（
党
則
、
規
約
そ
の
他
の
当
該
政
党
の
組
織
、
管
理
運

営
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
、
同
法
第
五
十
四
条
中
「
理
事
の
代
理
権
」
と
あ
る
の
は
「
代
表

権
を
有
す
る
者
の
代
表
権
」
と
、
同
法
第
五
十
七
条
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
代

表
権
を
有
す
る
者
」
と
、
「
代
理
権
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
権
」
と
、
「
裁
判
所
は

、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
党
則
等
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
法
第
五
十
八
条
中
「
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議
」

と
あ
る
の
は
「
党
則
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
代
表
）

第
九
条
の
二

代
表
権
を
有
す
る
者
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
す
べ
て
の
事
務
に

（
新
設
）
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つ
い
て
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、
党
則
等
の
規
定
に
違
反

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
代
表
権
を
有
す
る
者
の
代
表
権
の
制
限
）

第
九
条
の
三

代
表
権
を
有
す
る
者
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者

（
新
設
）

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
九
条
の
四

法
人
で
あ
る
政
党
等
と
代
表
権
を
有
す
る
者
と
の
利
益
が
相
反
す
る

（
新
設
）

事
項
に
つ
い
て
は
、
代
表
権
を
有
す
る
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
党
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
）

第
九
条
の
五

法
人
で
あ
る
政
党
等
に
は
、
党
則
等
で
、
一
人
又
は
数
人
の
監
事
を

（
新
設
）

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）

第
九
条
の
六

監
事
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
。

（
新
設
）

（
解
散
）

（
解
散
等
）

第
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由
の
発
生
を
証
す
る
代

４

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
る
政
党
が
第
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
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表
権
を
有
す
る
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
に
も
該
当
し
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
治
団
体
が
同
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
な
く
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経

過
し
た
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
は
、
法
人
で
な
く
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

（
削
る
）

に
お
い
て
、
当
該
団
体
は
、
政
治
団
体
と
し
て
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
あ
る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く

な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
解
散
の
登

記
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
の
登
記
」
と
、
「
解
散
の
旨
」
と
あ
る

（
削
る
）

の
は
「
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
当
該
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
っ

た
旨
を
証
す
る
当
該
政
治
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
能
力
）

第
十
条
の
二

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
政
党
等
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い

（
新
設
）

て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
十
条
の
三

法
人
で
あ
る
政
党
等
が
解
散
し
た
と
き
は
、
代
表
権
を
有
す
る
者
が

（
新
設
）

そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
党
則
等
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
十
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）
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が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係

人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
十
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
条
の
六

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
十
条
の
七

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、

（
新
設
）

少
な
く
と
も
三
回
の
公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の

債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
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知
れ
て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
十
条
の
八

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
法
人
で

（
新
設
）

あ
る
政
党
等
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ

れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
政
党
等
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
十
条
の
九

清
算
中
に
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の

（
新
設
）

に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
政
党
等
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任

務
を
終
了
し
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
政
党
等
が
既
に
債

権
者
に
支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）
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第
十
条
の
十

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
政
党
等
の
財
産
は
、
党
則
等
で
指
定
し
た
者

（
新
設
）

に
帰
属
す
る
。

２

党
則
等
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方

法
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
代
表
権
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
法
人
で
あ
る
政
党

等
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
清
算
人
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
十
条
の
十
一

清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

（
新
設
）

轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

二

（
新
設
）

第
十
条
の
十

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
十
条
の
十
三

裁
判
所
は
、
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場

（
新
設
）

合
に
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
（
監

事
を
置
く
法
人
で
あ
る
政
党
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
）
の
陳
述

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
即
時
抗
告
）

第
十
条
の
十
四

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判

（
新
設
）

に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
登
記
）

（
清
算
結
了
の
登
記
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
同
上
）

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
に

係
る
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財

産
の
帰
属
に
係
る
財
産
の
整
理
が
結
了
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
清
算
結
了
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
、
「
整
理
結
了
の
登
記
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
で
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
と
し
て
存
続
す
る
場
合
の
措
置
）

（
民
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
）

第
十
二
条

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
る
政
党
が
第
三
条
第
一
項
各

第
十
二
条

民
法
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
治

二
条
ま
で
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四

団
体
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
な
く
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

十
条
ま
で
、
第
百
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
二
条
及
び
第
百
二
十

し
て
四
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
は
、
法
人
で
な
く
な
る
も
の
と

四
条
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等
が
解
散
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
団
体
は
、
政
治
団
体
と
し
て
、
な
お
存
続
す

の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
定
款
又
は
寄
附
行
為
」
と
あ
る

る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
党
則
等
（
党
則
、
規
約
そ
の
他
の
当
該
政
党
の
組
織
、
管
理
運
営
等
に
関
す

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
あ
る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

る
事
項
を
定
め
た
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
定
款
又

そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

は
寄
附
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
党
則
等
」
と
、
「
理
事
は
、
主
務
官
庁
の
許
可
を
得

に
お
い
て
、
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

て
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
権
を
有
す
る
者
は
」
と
、
「
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
に
お
い
て
は
、
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
、
そ
の
事
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
登
記

た
だ
し
、
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
の
は
「
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
同
法
第
七
十
四
条
中
「
破
産
手
続
開
始

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
書
に
は
、
当
該
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な

の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
権
を
有
す
る
者

っ
た
旨
を
証
す
る
当
該
政
治
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
者
の
記
名
押
印
し
た
書
面

」
と
、
「
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
党
則
等
に
別
段
の
定
め
が

４

第
十
条
の
二
か
ら
第
十
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
の
七
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、

あ
る
と
き
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
二
条
中
「
解
散
ノ
事
由
ヲ
証
ス
ル
書

第
十
条
の
九
、
第
十
条
の
十
第
一
項
及
び
第
十
条
の
十
一
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

面
及
ビ
理
事
ガ
清
算
人
タ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
清
算
人
ノ
資
格
ヲ
証
ス
ル
書
面
」

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
あ
る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
っ
た
場
合

と
あ
る
の
は
「
解
散
ノ
事
由
ガ
生
ジ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
代
表
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
記

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
二
中
「
清
算
の
目
的
」

名
押
印
シ
タ
ル
書
面
」
と
、
同
法
第
百
二
十
四
条
中
「
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、

と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
十
第
一
項
の
規

第
五
十
六
条
乃
至
第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
及
ビ
第
六
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

定
に
よ
る
当
該
法
人
の
財
産
の
帰
属
に
係
る
財
産
の
整
理
（
以
下
「
財
産
の
整
理

同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
及
ビ
第
五
十
六
条
乃
至
第
五
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も

」
と
い
う
。
）
の
目
的
」
と
、
「
清
算
の
結
了
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
の

の
と
す
る
。

結
了
」
と
、
第
十
条
の
三
か
ら
第
十
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第

２

民
法
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条

三
項
、
第
十
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
の
十
一
か
ら
第
十
条
の

、
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
一
条
並
び
に
第
八
十
二
条
並
び
に
非

十
四
ま
で
の
規
定
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、

訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
百
十

第
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
債
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
四
項
に
お

七
条
第
一
項
、
第
百
十
九
条
及
び
第
百
二
十
四
条
の
規
定
は
、
第
十
条
第
四
項
の
規

い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
に
対
す
る
債
務
」
と
、
第
十
条
の

定
に
よ
り
法
人
で
あ
る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

七
第
一
項
中
「
一
定
の
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
財
産
は
、
定
款
又
は
寄
附

用
す
る
第
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
帰
属
に
つ
い
て
異
議
が
あ
れ

行
為
で
指
定
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
一
切
の
財
産
は
、
当
該
法
人
で
あ
る
政
治
団

ば
一
定
の
期
間
内
」
と
、
第
十
条
の
九
第
一
項
中
「
清
算
中
」
と
あ
る
の
は
「
第

体
が
法
人
で
な
く
な
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
な
お
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
政
治

十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
七
第
一
項
の
一
定
の
期
間
後
」
と

団
体
」
と
、
同
法
第
七
十
三
条
中
「
清
算
の
目
的
」
と
あ
る
の
は
「
政
党
交
付
金
の

、
第
十
条
の
十
第
一
項
中
「
財
産
は
、
党
則
等
で
指
定
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「

交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
人
格

一
切
の
財
産
は
、
当
該
法
人
で
あ
る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
る
に
至
っ
た
場

付
与
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
の
規
定

合
に
お
い
て
な
お
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
政
治
団
体
」
と
、
前
条
中
「
清
算
が
結

に
よ
る
当
該
法
人
の
財
産
の
帰
属
に
係
る
財
産
の
整
理
（
以
下
「
財
産
の
整
理
」
と
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了
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
が
結
了
し
た
」
と
、
「
清
算
結
了
の
登
記

い
う
。
）
の
目
的
」
と
、
「
清
算
の
結
了
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
の
結
了
」

」
と
あ
る
の
は
「
整
理
結
了
の
登
記
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
、
同
法
第
七
十
四
条
中
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、

理
事
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
権
を
有
す
る
者
」
と
、
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財

産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
「
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と

き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
党
則

等
（
党
則
、
規
約
そ
の
他
の
当
該
政
党
の
組
織
、
管
理
運
営
等
に
関
す
る
事
項
を
定

め
た
文
書
を
い
う
。
）
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
」
と
、
同
法
第
七
十
五
条
及
び

第
七
十
六
条
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
同
法
第

七
十
八
条
第
一
項
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
債
務
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
格
付
与
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
次
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
に
対
す
る
債
務
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
同
法
第
七
十
九
条
第
一
項

中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
「
一
定
の
期
間
内
」

と
あ
る
の
は
「
法
人
格
付
与
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
帰
属
に
つ
い
て
異
議
が
あ
れ
ば
一
定
の
期
間
内
」
と

、
同
条
第
三
項
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
同
法

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
清
算
中
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
格
付
与
法
第
十
二
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
の
期
間
後
」
と
、
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「

財
産
の
整
理
を
行
う
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
の

整
理
を
行
う
者
」
と
、
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
財
産

の
整
理
」
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
清
算
」
と
あ
る
の
は
「

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第

十
二
条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
民
法
第
七
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
財
産
ノ
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帰
属
ニ
係
ル
財
産
ノ
整
理
（
以
下
財
産
ノ
整
理
ト
称
ス
）
」
と
、
同
法
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
ノ
整
理
ヲ
行
フ

者
」
と
、
同
法
第
四
十
条
第
一
項
中
「
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
ノ
整
理
」
と
、

同
法
第
百
二
十
四
条
中
「
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
乃
至
第
五
十
九

条
、
第
六
十
二
条
及
ビ
第
六
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
及

ビ
第
五
十
六
条
乃
至
第
五
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

法
人
で
あ
る
政
党
等
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号

第
十
三
条

法
人
で
あ
る
政
党
等
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

）
そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第

そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
六
号

六
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十

に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
七
条
の

七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
同
条
第
四
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
同
条
第
四
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益

は
「
公
益
法
人
等
（
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の

法
人
等
（
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
法

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は

人
で
あ
る
政
党
等
（
以
下
「
法
人
で
あ
る
政
党
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」

政
治
団
体
（
以
下
「
法
人
で
あ
る
政
党
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条

と
、
同
条
第
五
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
法
人
で
あ

第
五
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
法
人
で
あ
る
政
党
等
を

る
政
党
等
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は

除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
同
条
第
一
項
及

同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
普
通
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
法
人
（
法
人
で

び
第
二
項
中
「
普
通
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
法
人
（
法
人
で
あ
る
政
党
等
を
含

あ
る
政
党
等
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は

む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
益
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
公
益
法
人
等
（
法

「
公
益
法
人
等
（
法
人
で
あ
る
政
党
等
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

人
で
あ
る
政
党
等
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

（
登
記
簿
）

第
十
五
条
の
二

各
登
記
所
に
、
政
党
等
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
新
設
）



- 214 -

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
十
五
条
の
三

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
一
条
の

（
新
設
）

三
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
（
第

三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
三
号
、
第

十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第

五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
並

び
に
第
百
三
十
九
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
政
党
等

に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
一
条
の
三

及
び
第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
営
業
所
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
十
七
条
第
二

項
第
一
号
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「

主
た
る
事
務
所
」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
十
四
条
第
十
四
号
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
党
そ
の
他

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
党
そ
の
他
の

の
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
清
算
人
（
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
清
算
人
（
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
財
産
の
整
理
を
行
う
者
を
含
む
。
）
は
、
五
十
万

民
法
第
七
十
三
条
に
規
定
す
る
財
産
の
整
理
を
行
う
者
を
含
む
。
）
は
、
五
十
万
円

円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
（
第

三

第
七
条
、
第
十
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
第
二
項

）
、
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
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の
規
定
に
よ
る
登
記
を
怠
り
、
又
は
不
実
の
登
記
を
し
た
と
き
。

は
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
怠
り
、

又
は
不
実
の
登
記
を
し
た
と
き
。

四

第
十
条
の
七
第
一
項
又
は
第
十
条
の
九
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
二

四

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り

又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し

、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

た
と
き
。

五

第
十
条
の
九
第
一
項
（
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

五

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第
一
項

。
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
っ
た
と
き
。

の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
っ
た
と
き
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
務
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

第
四
条

総
務
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

る
。

一
〜
八
十
六

（
略
）

一
〜
八
十
六

（
同
上
）

八
十
七

公
益
信
託
の
監
督
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

八
十
七

公
益
法
人
及
び
公
益
信
託
の
監
督
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整

。

に
関
す
る
こ
と
。

八
十
八
〜
九
十
九

（
略
）

八
十
八
〜
九
十
九

（
同
上
）
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○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
一
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
十
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条

第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
準

の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
。
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○

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
が
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
が
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
公
益
的
法
人
等
の
業
務
に
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
に
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

る
公
益
法
人
等
の
業
務
に
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
に
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
第
七

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
第
七
条

条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
派
遣
す
る
制
度
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
的

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
派
遣
す
る
制
度
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
法
人

法
人
等
の
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
振
興
、
住
民
の
生
活
の

等
の
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
振
興
、
住
民
の
生
活
の
向
上

向
上
等
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
諸
施
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
の

等
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
諸
施
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進

増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
員
の
派
遣
）

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ
の

第
二
条

任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
、
そ
の
業

委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
（
以
下
こ
の
項
及

務
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す

び
第
三
項
に
お
い
て
「
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的

一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り

援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及

、
か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ

び
第
三
項
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、

と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
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当
該
公
益
的
法
人
等
の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で

該
公
益
法
人
等
の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
定
め

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
（
条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
（
条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
。

き
る
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

第
一
項
の
取
決
め
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
派
遣
に
係
る
職
員
の
職
員
派
遣
を
受
け

３

第
一
項
の
取
決
め
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
派
遣
に
係
る
職
員
の
職
員
派
遣
を
受
け

る
公
益
的
法
人
等
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
報
酬
そ
の
他
の
勤

る
公
益
法
人
等
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
報
酬
そ
の
他
の
勤
務

務
条
件
及
び
当
該
派
遣
先
団
体
に
お
い
て
従
事
す
べ
き
業
務
、
当
該
職
員
の
職
員
派
遣

条
件
及
び
当
該
派
遣
先
団
体
に
お
い
て
従
事
す
べ
き
業
務
、
当
該
職
員
の
職
員
派
遣
の

の
期
間
、
当
該
職
員
の
職
務
へ
の
復
帰
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
職
員
派
遣
に
当
た
っ
て

期
間
、
当
該
職
員
の
職
務
へ
の
復
帰
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
職
員
派
遣
に
当
た
っ
て
合

合
意
し
て
お
く
べ
き
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

意
し
て
お
く
べ
き
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

（
派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
特
例
）

（
派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
特
例
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

３

派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
四
章
中
「
給
料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、

法
第
四
章
中
「
給
料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、

「
期
末
手
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と

「
期
末
手
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と

、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
通
勤
を
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償

、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
通
勤
を
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は

保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は

、
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
）
を
」
と
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
中
「
補

、
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
）
を
」
と
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
中
「
補
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償
で
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当
す
る
通
勤
（
同
法
第
二
条
第
二
項
の
通
勤
」
と
あ
る
の
は

償
で
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当
す
る
通
勤
（
同
法
第
二
条
第
二
項
の
通
勤
」
と
あ
る
の
は

「
補
償
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法

「
補
償
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法

の
規
定
に
よ
る
補
償
）
で
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当
す
る
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償

の
規
定
に
よ
る
補
償
）
で
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当
す
る
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
第
二
条
第
二
項
の
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に

法
第
二
条
第
二
項
の
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に

あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
通
勤
）
」
と
、
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
通

あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
通
勤
）
」
と
、
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
通

勤
を
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

勤
を
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
）
を
」
と
、
同
法
第
六
章
中
「

に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
）
を
」
と
、
同
法
第
六
章
中
「

給
料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、
「
期
末
手
当
等

給
料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、
「
期
末
手
当
等

」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と
、
同
法
第
百
十

」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と
、
同
法
第
百
十

三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
、
公

三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
、
公

益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と

第
五
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と
い

い
う
。
）
の
負
担
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

う
。
）
の
負
担
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定

定
中
「
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
先
団
体
の
負
担
金
」
と
、
同

中
「
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
先
団
体
の
負
担
金
」
と
、
同
法

法
第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
職

職
員
団
体
」
と
あ
り
、
及
び
「
地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員

員
団
体
」
と
あ
り
、
及
び
「
地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
団

団
体
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
先
団
体
」
と
、
「
第
百
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
か

体
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
先
団
体
」
と
、
「
第
百
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
か
ら

ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

は
「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
法
附
則
第
四
十
条
の
四
第
二
項
中
「
「
次
の
各
号

「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
法
附
則
第
四
十
条
の
四
第
二
項
中
「
「
次
の
各
号
（

（
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
」
と
あ
る
の
は
「
「
次
の
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
」

第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
」
と
あ
る
の
は
「
「
次
の
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と

と
、
「
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平

、
「
、
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣

二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣
先
団

先
団
体
」
と
い
う
。
）
の
負
担
金
並
び
に
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与

体
」
と
い
う
。
）
の
負
担
金
並
び
に
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
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負
担
法
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
者
に

法
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
者
に
あ
つ

あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
公

て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
公
益
法

益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と

十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
（
以
下
「
派
遣
先
団
体
」
と
い
う
。

い
う
。
）
」
と
」
と
、
「
第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む

）
」
と
」
と
、
「
第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
及

。
）
及
び
附
則
第
四
十
条
の
四
第
一
項
」
と
、
第
百
四
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

び
附
則
第
四
十
条
の
四
第
一
項
」
と
、
第
百
四
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四

第
百
四
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。

十
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
退
職
派
遣
者
の
採
用
時
に
お
け
る
処
遇
等
）

（
退
職
派
遣
者
の
採
用
時
に
お
け
る
処
遇
等
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
同
上
）

２

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採

２

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採

用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
職
員
を
含
む
。
）
に
対
す
る
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規

用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
職
員
を
含
む
。
）
に
対
す
る
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、

「
使
用
さ
れ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
さ
れ
る
者
又
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職

「
使
用
さ
れ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
さ
れ
る
者
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の

の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第

地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
二

二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
」
と
、
「
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前

項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
」
と
、
「
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提

提
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
又

と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
又
は

は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
」
と
す
る
。

同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
」
と
す
る
。
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○

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
電
気
通
信
事
業
者
の
団
体
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
）

（
電
気
通
信
事
業
者
の
団
体
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
）

第
十
二
条

総
務
大
臣
は
、
一
般
社
団
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
員
で
あ
る
電
気
通
信
事

第
十
二
条

総
務
大
臣
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の

業
者
に
対
し
て
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
の
送

規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
会
員
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対

受
信
上
の
支
障
の
防
止
に
資
す
る
業
務
を
行
う
も
の
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
必
要

し
て
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の

な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

支
障
の
防
止
に
資
す
る
業
務
を
行
う
も
の
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
指
導
及

び
助
言
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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○

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
十
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て

規
定
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
解
散
）

（
解
散
）

第
九
十
二
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
同
上
）

（
清
算
中
の
地
方
独
立
行
政
法
人
の
能
力
）

第
九
十
二
条
の
二

解
散
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お

（
新
設
）

い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
九
十
二
条
の
三

地
方
独
立
行
政
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
理
事
長
、
副
理
事
長

（
新
設
）

及
び
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
九
十
二
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算

（
新
設
）
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人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係

人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
九
十
二
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く

（
新
設
）

は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
九
十
二
条
の
六

清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務

（
新
設
）

を
監
督
す
る
官
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
九
十
二
条
の
七

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
九
十
二
条
の
八

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三

（
新
設
）

回
の
公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
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べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、

二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ

て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
九
十
二
条
の
九

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
地
方

（
新
設
）

独
立
行
政
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ

れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
九
十
二
条
の
十

地
方
独
立
行
政
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属

（
新
設
）

す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

地
方
独
立
行
政
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
地
方
独
立
行
政

法
人
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
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こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
九
十
二
条
の
十
一

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
地
方
独
立

（
新
設
）

行
政
法
人
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
九
十
二
条
の
十
二

地
方
独
立
行
政
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人

（
新
設
）

に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管

轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
九
十
二
条
の
十
三

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
九
十
二
条
の
十
四

裁
判
所
は
、
第
九
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任

（
新
設
）

し
た
場
合
に
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及

び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
九
十
二
条
の
十
五

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁

（
新
設
）
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判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
九
十
二
条
の
十
六

裁
判
所
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に

（
新
設
）

必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
二
条
の
十
四
中
「
清
算
人
及
び

監
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
費
用
の
負
担
）

第
九
十
三
条

設
立
団
体
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
が
解
散
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

第
九
十
三
条

設
立
団
体
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
が
解
散
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
地
方
独
立
行

の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
地
方
独
立
行

政
法
人
に
対
し
、
当
該
債
務
を
完
済
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
全
部
を
負
担
し
な

政
法
人
に
対
し
、
当
該
債
務
を
完
済
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
全
部
を
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

（
民
法
等
の
準
用
）

第
九
十
四
条

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
政
令
で
定

第
九
十
四
条

民
法
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
（
届
出
に
関

め
る
そ
の
他
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
独
立
行

す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
及
び
第

政
法
人
を
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
こ
れ
ら
の
法
令
を
準
用
す
る
。

八
十
三
条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五

条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人

の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
四
条

中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。

２

地
方
独
立
行
政
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
地
方
独
立
行
政

法
人
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
政
令
で
定
め
る
そ
の

他
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
を

地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
こ
れ
ら
の
法
令
を
準
用
す
る
。

第
九
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
九
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る

た
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る

。

。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
同
上
）

十
三

第
九
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、

十
三

第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定

又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

に
違
反
し
て
、
公
告
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

十
四

第
九
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き

十
四

第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定

。

す
る
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
。
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○

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条

公
証
人
ハ
当
事
者
其
ノ
他
ノ
関
係
人
ノ
嘱
託
ニ
因
リ
左
ノ
事
務
ヲ
行
フ
権
限
ヲ

第
一
条

公
証
人
ハ
当
事
者
其
ノ
他
ノ
関
係
人
ノ
嘱
託
ニ
因
リ
左
ノ
事
務
ヲ
行
フ
権
限
ヲ

有
ス

有
ス

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
及
其
ノ
準
用
規
定

三

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
及
其
ノ
準
用
規
定

並
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

ニ
依
リ
定
款
ニ
認
証
ヲ
与
フ
ル
コ
ト

号
）
第
十
三
条
及
第
百
五
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
定
款
ニ
認
証
ヲ
与
フ
ル
コ
ト

四

（
略
）

四

（
同
上
）

第
六
十
二
条
ノ
二

会
社
法
第
三
十
条
第
一
項
及
其
ノ
準
用
規
定
並
一
般
社
団
法
人
及
び

第
六
十
二
条
ノ
二

会
社
法
第
三
十
条
第
一
項
及
其
ノ
準
用
規
定
ニ
依
ル
定
款
ノ
認
証
ノ

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
及
第
百
五
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
定
款
ノ
認

事
務
ハ
会
社
ノ
本
店
ノ
所
在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
法
務
局
又
ハ
地
方
法
務
局
ノ
所
属
公
証
人

証
ノ
事
務
ハ
法
人
ノ
本
店
又
ハ
主
タ
ル
事
務
所
ノ
所
在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
法
務
局
又
ハ
地

之
ヲ
取
扱
フ

方
法
務
局
ノ
所
属
公
証
人
之
ヲ
取
扱
フ
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○

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
三
十
条
の
十
三

１
〜
４

（
略
）

第
三
十
条
の
十
三

１
〜
４

（
同
上
）

５

弁
護
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限

（
新
設
）

り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
を
命
ず
る
裁
判
）

（
解
散
を
命
ず
る
裁
判
）

第
三
十
条
の
二
十
五

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八

第
三
十
条
の
二
十
五

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八

条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一

条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一

条
本
文
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条

条
本
文
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条

本
文
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条

本
文
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条

第
一
項
（
第
三
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
弁
護
士
法
人
の
解
散
の
命
令

第
一
項
（
第
三
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
弁
護
士
法
人
の
解
散
の
命
令

に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（

に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条

、
第
九
百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百

、
第
九
百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百

二
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
弁
護
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に

二
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
弁
護
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一

項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
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十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は

、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た

る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

２

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
弁
護
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
弁
護
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第

九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ

っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及

び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
条
の
二
十
六
の
二

弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す

（
新
設
）

る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
対

し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。
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（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
三
十
条
の
二
十
六
の
三

弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、

（
新
設
）

そ
の
主
た
る
法
律
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
条
の
二
十
六
の
四

裁
判
所
は
、
弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要

（
新
設
）

な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
法
人
が
当
該
検
査

役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
当
該
弁
護
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
三
十
条
の
三
十

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

第
三
十
条
の
三
十

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に
会
社

法
律
第

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百

法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第

十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
弁
護
士
法
人
に
つ

六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
弁
護
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法

い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び

第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第

第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十

五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六

六
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二

百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百

項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定

十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
弁
護
士
法

は
弁
護
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま

人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
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で
の
規
定
は
弁
護
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権

弁
護
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴

の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六

え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中

百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中

「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九

「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十

と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
十
九
第

条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

２

民
法
第
八
十
二
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条

十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
弁
護

十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
三
号
」
と

士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百

、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ

四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十

る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
同

条
の
二
十
三
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十

法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か

一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第

ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は

五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条

第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る

中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
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の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条

条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第

第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お

弁
護
士
法
第
三
十
条
の
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「

第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
第
三
十
条
の
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
削
る
）

４

弁
護
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
対

し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

５

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

（
略
）

６

（
同
上
）

（
合
併
及
び
解
散
）

（
合
併
及
び
解
散
）

第
四
十
三
条

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
三
条

１
〜
３

（
同
上
）

（
削
る
）

４

民
法
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
及
び

第
八
十
二
条
並
び
に
民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の

規
定
は
、
弁
護
士
会
が
解
散
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

（
略
）

５

（
同
上
）

５

（
略
）

６

（
同
上
）

（
清
算
中
の
弁
護
士
会
の
能
力
）

第
四
十
三
条
の
二

解
散
し
た
弁
護
士
会
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

（
新
設
）

清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
四
十
三
条
の
三

弁
護
士
会
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解

（
新
設
）

散
の
場
合
を
除
き
、
会
長
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
会
長
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
清
算
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
六
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

復
権
を
得
な
い
者

二

六
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
四
十
三
条
の
四

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は

（
新
設
）

清
算
人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関

係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
四
十
三
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）
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第
四
十
三
条
の
六

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
四
十
三
条
の
七

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三

（
新
設
）

回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ

き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇

月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
四
十
三
条
の
八

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
弁
護
士

（
新
設
）

会
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
三
条
の
九

弁
護
士
会
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
三
条
の
十

弁
護
士
会
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件

（
新
設
）

は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
四
十
三
条
の
十
一

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

（
新
設
）

が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
四
十
三
条
の
十
二

裁
判
所
は
、
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

（
新
設
）

た
場
合
に
は
、
弁
護
士
会
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
の
陳
述
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
四
十
三
条
の
十
三

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判

（
新
設
）

に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
三
条
の
十
四

裁
判
所
は
、
弁
護
士
会
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査

（
新
設
）

を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
十
二
中
「
清
算
人
の
」
と
あ

る
の
は
、
「
弁
護
士
会
及
び
検
査
役
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
四
十
三
条
の
十
五

（
略
）

第
四
十
三
条
の
二

（
同
上
）

（
同
じ
区
域
内
の
弁
護
士
会
の
特
例
）

（
同
じ
区
域
内
の
弁
護
士
会
の
特
例
）

第
八
十
九
条

１
・
２

（
略
）

第
八
十
九
条

１
・
２

（
同
上
）

３

前
項
の
合
併
又
は
解
散
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び

３

前
項
の
合
併
又
は
解
散
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

第
四
十
三
条
の
二
か
ら
第
四
十
三
条
の
十
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

定
を
準
用
す
る
。
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○

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
三
十
七
条

１
〜
４

（
略
）

第
三
十
七
条

１
〜
４

（
同
上
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止

（
新
設
）

さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
四
条
の
二

司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
意

見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
四
条
の
三

司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の

（
新
設
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。



- 240 -

（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
四
条
の
四

裁
判
所
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調

（
新
設
）

査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
司
法
書
士
法
人
が
当
該
検

査
役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
裁
判
所
は
、
当
該
司
法
書
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
同
上
）

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

２

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、

第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条

第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法

の
規
定
は
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法
第
五
百
八
十

第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第

一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六

五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六

条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百
一
条
、
第

百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百

六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第

十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
司
法
書
士

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
司
法
書
士
法
人
の
社
員

法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定

に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
司
法
書
士

は
司
法
書
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅

法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ

の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
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条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五

」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条

百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

）
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
四
十
二

の
は
「
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
」

条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

３

民
法
第
八
十
二
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条

十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ

（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
司
法

四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、

書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六

同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る

百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第

の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と

四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一

、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一

条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
五
号
若

号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は

し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十

第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る

九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法

の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条

第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第

第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
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司
法
書
士
法
第
三
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「

第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
三
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

４

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条

、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第

４

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条

、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第

八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八

八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八

百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百

百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百

七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三

七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三

号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
司
法
書
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、

号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
司
法
書
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、

同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係

同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五

条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第

条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第

一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
司
法
書
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、

一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
司
法
書
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本

店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及

び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
同
上
）

６

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

６

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
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）
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て

第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に

あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所

及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

７

司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
意

見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

８

法
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。

７

（
略
）

９

（
同
上
）

（
設
立
及
び
目
的
等
）

（
設
立
及
び
目
的
等
）

第
五
十
二
条

１
〜
３

（
略
）

第
五
十
二
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規

４

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
司
法
書
士
会
に
準
用
す
る
。

定
は
、
司
法
書
士
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
設
立
及
び
組
織
）

（
設
立
及
び
組
織
）

第
六
十
八
条

そ
の
名
称
中
に
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る

第
六
十
八
条

司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
は
、
そ
の
専
門
的
能
力
を
結
合
し
て
官
庁

一
般
社
団
法
人
は
、
社
員
で
あ
る
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
が
そ
の
専
門
的
能
力

、
公
署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
官
公
署

を
結
合
し
て
官
庁
、
公
署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
又
は
申
請
の
適
正
か

（
以
下
「
官
公
署
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
又

つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
と

は
申
請
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ

称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を

る
内
容
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

社
員
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局

２

協
会
の
社
員
は
、
同
一
の
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
を
有

の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
を
有
す
る
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
で
な
け
れ
ば
な

す
る
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

協
会
の
理
事
の
定
数
の
過
半
数
は
、
当
該
協
会
の
社
員
（
当
該
協
会
の
社
員
た
る
司

二

前
号
に
規
定
す
る
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
が
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き

法
書
士
法
人
の
社
員
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

４

協
会
は
、
第
二
項
の
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
が
協
会
に
加
入
し
よ
う
と
す
る

。

と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
加
入
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

三

理
事
の
員
数
の
過
半
数
は
、
社
員
（
社
員
で
あ
る
司
法
書
士
法
人
の
社
員
を
含
む

。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
成
立
の
届
出
）

第
六
十
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、

（
新
設
）

成
立
し
た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の

写
し
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又

は
地
方
法
務
局
の
長
及
び
そ
の
管
轄
区
域
内
に
設
立
さ
れ
た
司
法
書
士
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
）

（
業
務
）

第
六
十
九
条

協
会
は
、
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
官

第
六
十
九
条

協
会
は
、
前
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
官
公
署
等
の
嘱
託
を

公
署
等
の
嘱
託
を
受
け
て
、
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
登
記
に
つ
き
第
三
条
第
一
項
第

受
け
て
、
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
登
記
に
つ
き
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と
す
る
。

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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（
協
会
の
業
務
の
監
督
）

第
六
十
九
条
の
二

協
会
の
業
務
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務

（
新
設
）

局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
監
督
に
属
す
る
。

２

前
項
の
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
協
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
業
務
及
び
協
会
の
財
産
の

状
況
を
検
査
し
、
又
は
協
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
司
法
書
士
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
七
十
条

第
二
十
一
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九

第
七
十
条

第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
協
会
に
準
用
す
る
。

条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲
戒
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

。
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○

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
三
十
五
条
の
二

１
〜
４

（
略
）

第
三
十
五
条
の
二

１
〜
４

（
同
上
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ

（
新
設
）

れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
九
条
の
二

調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
意
見

を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
三
十
九
条
の
三

調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主

（
新
設
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。
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（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
九
条
の
四

裁
判
所
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査

（
新
設
）

を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
調
査
士
法
人
が
当
該
検
査

役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
当
該
調
査
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
同
上
）

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

２

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、

第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条

第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
調
査
士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第

の
規
定
は
調
査
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法
第
五
百
八
十
一

五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五

条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条

百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百

、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六

一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十

百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一

一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
調
査
士
法
人

項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
調
査
士
法
人
の
社
員
に
つ

の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
調

い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
調
査
士
法
人
の

査
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え

社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ

商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十

る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
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四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項

七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

３

民
法
第
八
十
二
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条

十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
調
査

十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」

士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百

と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と

四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士

あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四

第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四

十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第
一

十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条

項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九

第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
四
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七

用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百

十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第

八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
五
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も

四
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
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の
と
す
る
。

百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三

十
五
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

４

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
調
査
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
調
査
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法

第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部

第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及

び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項

び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項

の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
調
査
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
調
査
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第

一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該

登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
同
上
）

６

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

６

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第

九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ

っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及

び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

７

調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
意
見

を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

８

法
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。

７

（
略
）

９

（
同
上
）

（
設
立
及
び
目
的
等
）

（
設
立
及
び
目
的
等
）

第
四
十
七
条

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
七
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規

４

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
調
査
士
会
に
準
用
す
る
。

定
は
、
調
査
士
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
設
立
及
び
組
織
）

（
設
立
及
び
組
織
）

第
六
十
三
条

そ
の
名
称
中
に
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
と
い
う
文
字
を
使

第
六
十
三
条

調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
は
、
そ
の
専
門
的
能
力
を
結
合
し
て
官
庁
、
公

用
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
社
員
で
あ
る
調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
が
そ
の
専
門
的
能

署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
官
公
署
等
」

力
を
結
合
し
て
官
庁
、
公
署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う

と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
表
示
に
関
す
る
登
記
に
必
要
な
調
査
若
し
く
は
測
量
又

者
（
以
下
「
官
公
署
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
表
示
に
関
す
る
登
記
に
必
要

は
そ
の
登
記
の
嘱
託
若
し
く
は
申
請
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

な
調
査
若
し
く
は
測
量
又
は
そ
の
登
記
の
嘱
託
若
し
く
は
申
請
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実

的
と
し
て
、
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
と
称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規

施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
定
款
の
定
め
が
あ
る

定
に
よ
る
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
会
の
社
員
は
、
同
一
の
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
を
有
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一

社
員
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局

す
る
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
を
有
す
る
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

３

協
会
の
理
事
の
定
数
の
過
半
数
は
、
当
該
協
会
の
社
員
（
当
該
協
会
の
社
員
た
る
調

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

査
士
法
人
の
社
員
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
号
に
規
定
す
る
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
が
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、

４

協
会
は
、
第
二
項
の
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
が
協
会
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
き

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
加
入
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

三

理
事
の
員
数
の
過
半
数
は
、
社
員
（
社
員
で
あ
る
調
査
士
法
人
の
社
員
を
含
む
。

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
成
立
の
届
出
）

第
六
十
三
条
の
二

前
条
第
一
項
の
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、

（
新
設
）

成
立
し
た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の

写
し
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又

は
地
方
法
務
局
の
長
及
び
そ
の
管
轄
区
域
内
に
設
立
さ
れ
た
調
査
士
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
）

（
業
務
）

第
六
十
四
条

協
会
は
、
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
官

第
六
十
四
条

協
会
は
、
前
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
官
公
署
等
の
依
頼
を

公
署
等
の
依
頼
を
受
け
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

受
け
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
同
項
第
二
号
及

（
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
調

び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
又
は
測
量
を
必

査
又
は
測
量
を
必
要
と
す
る
申
請
手
続
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
事

要
と
す
る
申
請
手
続
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
同
項

務
に
関
す
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と
す
る
。

第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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（
協
会
の
業
務
の
監
督
）

第
六
十
四
条
の
二

協
会
の
業
務
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務

（
新
設
）

局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
監
督
に
属
す
る
。

２

前
項
の
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
協
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
業
務
及
び
協
会
の
財
産
の

状
況
を
検
査
し
、
又
は
協
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
調
査
士
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
五
条

第
二
十
二
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十

第
六
十
五
条

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
協
会
に
準
用
す
る
。

四
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲
戒
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

る
。
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○

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

建
物
の
区
分
所
有

第
一
章

建
物
の
区
分
所
有

第
一
節
〜
第
五
節

（
略
）

第
一
節
〜
第
五
節

（
同
上
）

第
六
節

管
理
組
合
法
人
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
六
条
の
七
）

第
六
節

管
理
組
合
法
人
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
六
条
）

第
七
節
・
第
八
節

（
略
）

第
七
節
・
第
八
節

（
同
上
）

第
二
章
・
第
三
章

（
略
）

第
二
章
・
第
三
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
成
立
等
）

（
成
立
等
）

第
四
十
七
条

１
〜
９

（
略
）

第
四
十
七
条

１
〜
９

（
同
上
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

民
法
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
は
管
理
組

10

10

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
管
理
組
合
法
人
に
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年

合
法
人
に
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は

法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
存
立
中
の
管
理
組
合
法
人
に
準
用
す

存
立
中
の
管
理
組
合
法
人
に
準
用
す
る
。

る
。

〜

（
略
）

〜

（
同
上
）

11

14

11

14

（
財
産
目
録
及
び
区
分
所
有
者
名
簿
）

第
四
十
八
条
の
二

管
理
組
合
法
人
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間

（
新
設
）

に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
設
立
の
時
及
び
毎
事
業
年
度

の
終
了
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
組
合
法
人
は
、
区
分
所
有
者
名
簿
を
備
え
置
き
、
区
分
所
有
者
の
変
更
が
あ
る

ご
と
に
必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
）

（
理
事
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
同
上
）

２

理
事
が
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
管
理
組

（
新
設
）

合
法
人
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

３

（
略
）

２

（
同
上
）

４

（
略
）

３

（
同
上
）

５

（
略
）

４

（
同
上
）

６

（
略
）

５

（
同
上
）

７

理
事
が
欠
け
た
場
合
又
は
規
約
で
定
め
た
理
事
の
員
数
が
欠
け
た
場
合
に
は
、
任
期

６

理
事
が
欠
け
た
場
合
又
は
規
約
で
定
め
た
理
事
の
員
数
が
欠
け
た
場
合
に
は
、
任
期

の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
理
事
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
理
事
（
第
四
十
九

の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
理
事
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
理
事
（
次
項
に
お

条
の
四
第
一
項
の
仮
理
事
を
含
む
。
）
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。

い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
の
仮
理
事
を
含
む
。
）
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
そ

の
職
務
を
行
う
。

８

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
理
事
に
準
用
す
る
。

７

第
二
十
五
条
、
民
法
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で

並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の

規
定
は
、
理
事
に
準
用
す
る
。

（
理
事
の
代
理
権
）

第
四
十
九
条
の
二

理
事
の
代
理
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

（
新
設
）
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と
が
で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
四
十
九
条
の
三

理
事
は
、
規
約
又
は
集
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と

（
新
設
）

き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
四
十
九
条
の
四

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損

（
新
設
）

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求

に
よ
り
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

仮
理
事
の
選
任
に
関
す
る
事
件
は
、
管
理
組
合
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
監
事
）

（
監
事
）

第
五
十
条

１
・
２

（
略
）

第
五
十
条

１
・
２

（
同
上
）

３

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

管
理
組
合
法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
規
約
に
違
反
し
、
又

は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
集
会
に
報
告
を
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
集
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

４

第
二
十
五
条
、
第
四
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
監
事
に

３

第
二
十
五
条
並
び
に
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
民
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九

準
用
す
る
。

条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
監
事
に
準
用
す
る
。
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（
解
散
）

（
解
散
）

第
五
十
五
条

１
・
２

（
略
）

第
五
十
五
条

１
・
２

（
同
上
）

（
削
る
）

３

民
法
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
二
条
ま
で

並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で

の
規
定
は
、
管
理
組
合
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
準
用
す
る
。

（
清
算
中
の
管
理
組
合
法
人
の
能
力
）

第
五
十
五
条
の
二

解
散
し
た
管
理
組
合
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

（
新
設
）

そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
五
十
五
条
の
三

管
理
組
合
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ

（
新
設
）

る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
、
又
は
集
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
五
十
五
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）
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第
五
十
五
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
五
十
五
条
の
六

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
五
十
五
条
の
七

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。
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（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
五
十
五
条
の
八

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
管
理
組

（
新
設
）

合
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な

い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
管
理
組
合
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
五
条
の
九

清
算
中
に
管
理
組
合
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足

（
新
設
）

り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申

立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
管
理
組
合
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た

も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
管
理
組
合
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支

払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財

人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
五
十
六
条
の
二

管
理
組
合
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）
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第
五
十
六
条
の
三

管
理
組
合
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る

（
新
設
）

事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る

。（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
五
十
六
条
の
四

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
五
十
六
条
の
五

裁
判
所
は
、
第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
管
理
組
合
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
六
条
の
六

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
五
十
六
条
の
七

裁
判
所
は
、
管
理
組
合
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調

（
新
設
）

査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
六
条
の
五
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
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と
あ
る
の
は
、
「
管
理
組
合
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
建
物
の
区
分
所
有
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
建
物
の
区
分
所
有
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
六
条

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第

第
六
十
六
条

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第

二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五

二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
七
ま
で
の
規

項
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
は

定
は
、
前
条
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（

、
前
条
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
五

第
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
中
「
区
分
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十

十
五
条
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
中
「
区
分
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条

五
条
に
規
定
す
る
団
地
建
物
所
有
者
」
と
、
「
管
理
組
合
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
団
地

に
規
定
す
る
団
地
建
物
所
有
者
」
と
、
「
管
理
組
合
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
団
地
管
理

管
理
組
合
法
人
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
共
用
部
分
、
建
物
の
敷
地
若
し
く
は
共
用

組
合
法
人
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
共
用
部
分
、
建
物
の
敷
地
若
し
く
は
共
用
部
分

部
分
以
外
の
建
物
の
附
属
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お

以
外
の
建
物
の
附
属
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る

け
る
当
該
土
地
若
し
く
は
附
属
施
設
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
区
分

当
該
土
地
若
し
く
は
附
属
施
設
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
区
分
所
有

所
有
権
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
に
関
す
る
権
利
、
建
物
又
は
区
分
所
有
権
」
と
、
第

権
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
に
関
す
る
権
利
、
建
物
又
は
区
分
所
有
権
」
と
、
第
十
七

十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
九
条
中
「
共
用
部
分
」
と
あ
り

条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
九
条
中
「
共
用
部
分
」
と
あ
り
、
第

、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
共
用
部
分
並
び
に
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け

二
十
六
条
第
一
項
中
「
共
用
部
分
並
び
に
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当

る
当
該
建
物
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
建

該
建
物
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
建
物
並

物
並
び
に
そ
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
並
び
に
第
六
十
八
条
の

び
に
そ
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
並
び
に
第
六
十
八
条
の
規
定

規
定
に
よ
る
規
約
に
よ
り
管
理
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

に
よ
る
規
約
に
よ
り
管
理
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

げ
る
土
地
及
び
附
属
施
設
並
び
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
物
の
共
用
部
分
」
と
、
第

土
地
及
び
附
属
施
設
並
び
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
物
の
共
用
部
分
」
と
、
第
十
七

十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
条
並
び
に
第
四
十
四
条

条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
条
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一

第
一
項
中
「
専
有
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
建
物
又
は
専
有
部
分
」
と
、
第
二
十
九
条
第

項
中
「
専
有
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
建
物
又
は
専
有
部
分
」
と
、
第
二
十
九
条
第
一
項

一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
中
「
第
十
四
条
に
定
め

、
第
三
十
八
条
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
中
「
第
十
四
条
に
定
め
る
」

る
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
の
持
分
の
」
と
、

と
あ
る
の
は
「
土
地
等
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
の
持
分
の
」
と
、
第
三
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第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
建
物
又
は
そ
の
敷
地
若
し
く
は
附
属

十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
建
物
又
は
そ
の
敷
地
若
し
く
は
附
属
施
設

施
設
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
」
と
、
第

」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
」
と
、
第
三
十

三
十
条
第
三
項
中
「
専
有
部
分
若
し
く
は
共
用
部
分
又
は
建
物
の
敷
地
若
し
く
は
附
属

条
第
三
項
中
「
専
有
部
分
若
し
く
は
共
用
部
分
又
は
建
物
の
敷
地
若
し
く
は
附
属
施
設

施
設
（
建
物
の
敷
地
又
は
附
属
施
設
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
建

（
建
物
の
敷
地
又
は
附
属
施
設
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
建
物
若

物
若
し
く
は
専
有
部
分
若
し
く
は
土
地
等
（
土
地
等
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
又
は

し
く
は
専
有
部
分
若
し
く
は
土
地
等
（
土
地
等
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
又
は
第
六

第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
規
約
に
よ
り
管
理
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
規
約
に
よ
り
管
理
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第

項
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
若
し
く
は
附
属
施
設
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）

一
号
に
掲
げ
る
土
地
若
し
く
は
附
属
施
設
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
若
し

若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
物
の
共
用
部
分
」
と
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第

く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
物
の
共
用
部
分
」
と
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十

三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
建
物
内
」
と
あ
る
の
は
「
団
地
内
」

五
条
第
四
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
建
物
内
」
と
あ
る
の
は
「
団
地
内
」
と
、

と
、
第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
第
六
十
一
条
第
五
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十

第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
第
六
十
一
条
第
五
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条

八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
九
条
第
一
項
又
は
第

第
一
項
又
は
第
六
十
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
九
条
第
一
項
又
は
第
七
十

七
十
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
占
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
建
物
又
は

条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
占
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
建
物
又
は
専
有

専
有
部
分
を
占
有
す
る
者
で
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
団
地
建
物
所
有
者
で
な
い
も
の

部
分
を
占
有
す
る
者
で
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
団
地
建
物
所
有
者
で
な
い
も
の
」
と

」
と
、
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
」
と
、
第
五

、
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
」
と
、
第
五
十
五

十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
建
物
（
一
部
共
用
部
分
を
共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
で
構

条
第
一
項
第
一
号
中
「
建
物
（
一
部
共
用
部
分
を
共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
で
構
成
す

成
す
る
管
理
組
合
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
共
用
部
分
）
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
（

る
管
理
組
合
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
共
用
部
分
）
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
等
（
こ
れ

こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
建
物
に
専
有
部
分
が
」

ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
建
物
に
専
有
部
分
が
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
土
地
等
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
が
第
六
十
五
条
に
規
定

る
の
は
「
土
地
等
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
が
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る

す
る
団
地
建
物
所
有
者
の
共
有
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

団
地
建
物
所
有
者
の
共
有
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
管
理

第
七
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
管
理

者
、
理
事
、
規
約
を
保
管
す
る
者
、
議
長
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に

者
、
理
事
、
規
約
を
保
管
す
る
者
、
議
長
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。

処
す
る
。
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一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
同
上
）

六

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

六

第
四
十
七
条
第
十
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
作
成
せ
ず
、
又
は
財
産
目
録
に
不
正
の
記
載
若

い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
作
成

し
く
は
記
録
を
し
た
と
き
。

せ
ず
、
又
は
財
産
目
録
に
不
正
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
と
き
。

七

（
略
）

七

（
同
上
）

八

第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

八

第
五
十
五
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又

い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

九

第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

九

第
五
十
五
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
怠
つ
た
と
き
。

十

第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十

第
五
十
五
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。
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○

民
法
及
び
民
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
五
条

削
除

第
五
条

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
四
、
地
方

公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
四
条
及
び
職
員
団
体
等

に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
科
す
べ
き
過
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
三
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
科
す
べ
き
過
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
者
の
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
の
嘱
託
）

（
法
人
の
代
表
者
の
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
の
嘱
託
）

第
五
十
六
条

法
人
を
代
表
す
る
者
そ
の
他
法
人
の
役
員
と
し
て
登
記
さ
れ
た
者
に
つ
い

第
五
十
六
条

法
人
を
代
表
す
る
者
そ
の
他
法
人
の
役
員
と
し
て
登
記
さ
れ
た
者
に
つ
い

て
、
そ
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る

て
、
そ
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る

仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た

仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た

場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
外
国

場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び
支
店
又
は
従

法
人
に
あ
っ
て
は
、
各
事
務
所
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
そ
の
登
記
を
嘱
託

た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
そ
の
登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
登
記
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
き

し
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
登
記
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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○

更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
九
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
財
産
目
録
の
作
成
及
び
備
置
き
）

第
十
四
条
の
二

更
生
保
護
法
人
は
、
設
立
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を

（
新
設
）

そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
五
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
八
条
及
び
第

第
十
五
条

民
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
（
法
人
の
設
立

百
六
十
四
条
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
人
設
立
の
許
可
が
あ

っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
更
生
保
護
法
人
の
成
立
の
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
理
事
長
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
十
八
条
の
二

理
事
長
は
、
定
款
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定

（
新
設
）

の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 266 -

（
仮
理
事
）

第
十
八
条
の
三

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害

（
新
設
）

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は

職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
民
法
の
準
用
）

第
三
十
条

削
除

第
三
十
条

民
法
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
五
条
中
「
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総

会
の
決
議
」
と
あ
る
の
は
「
定
款
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関

係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
は
、
利
害
関
係
人
の
請

求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
更
生
保
護
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
一
条
の
二

更
生
保
護
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
っ
て
完
済
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
長
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立

て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
長
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
更
生
保
護
法
人
の
能
力
）

第
三
十
一
条
の
三

解
散
し
た
更
生
保
護
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

（
新
設
）

そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
三
十
一
条
の
四

更
生
保
護
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ

（
新
設
）

る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
長
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
三
十
一
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
三
十
一
条
の
六

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
七

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
法
務
大
臣

（
新
設
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
三
十
一
条
の
八

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し
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２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
三
十
一
条
の
九

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
判
明
し
て

い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
三
十
一
条
の
十

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
更
生
保

（
新
設
）

護
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な

い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
更
生
保
護
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
一
条
の
十
一

清
算
中
に
更
生
保
護
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に

（
新
設
）

足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
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申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
更
生
保
護
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た

も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
更
生
保
護
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支

払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財

人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
二
条
の
二

更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
更
生
保
護
法
人
の
業
務

を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
届

（
新
設
）

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）
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第
三
十
二
条
の
四

更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る

事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る

。（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
三
十
二
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
三
十
二
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
三
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
更
生
保
護
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
三
十
二
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
二
条
の
八

裁
判
所
は
、
更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調

（
新
設
）

査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
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と
あ
る
の
は
、
「
更
生
保
護
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
民
法
等
の
準
用
）

第
四
十
条

削
除

第
四
十
条

民
法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二

項
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
並
び

に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第

三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十
三
条
中

「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
務
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

更
生
保
護
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
更
生
保
護
法
人
の
業
務

を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
継
続
保
護
事
業
の
認
可
）

（
継
続
保
護
事
業
の
認
可
）

第
四
十
五
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
継
続
保
護
事
業
を
営
も
う
と
す
る
も

第
四
十
五
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
継
続
保
護
事
業
を
営
も
う
と
す
る
も

の
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

の
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
法
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
法
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
同
上
）

七

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
定
款

七

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
定
款

そ
の
他
の
基
本
約
款
、
経
理
の
方
針
、
資
産
の
状
況
並
び
に
経
営
の
責
任
者
の
氏
名

、
寄
附
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款
、
経
理
の
方
針
、
資
産
の
状
況
並
び
に
経
営
の
責

、
経
歴
及
び
資
産
の
状
況

任
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
資
産
の
状
況
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（
認
可
の
基
準
等
）

（
認
可
の
基
準
等
）

第
四
十
六
条

法
務
大
臣
は
、
前
条
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
と
認
め
る

第
四
十
六
条

法
務
大
臣
は
、
前
条
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
経
営

五

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
経
営

の
組
織
及
び
経
理
の
方
針
が
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
こ
れ
に

の
組
織
及
び
経
理
の
方
針
が
公
益
法
人
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

準
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
を
営
む
た
め
の
経
済
的
基
礎
が
確
実
で
あ
り
、

事
業
を
営
む
た
め
の
経
済
的
基
礎
が
確
実
で
あ
り
、
か
つ
、
経
営
の
責
任
者
が
社
会

か
つ
、
経
営
の
責
任
者
が
社
会
的
信
望
を
有
す
る
こ
と
。

的
信
望
を
有
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
一
時
保
護
事
業
及
び
連
絡
助
成
事
業
の
届
出
）

（
一
時
保
護
事
業
及
び
連
絡
助
成
事
業
の
届
出
）

第
四
十
七
条
の
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
一
時
保
護
事
業
又
は
連
絡
助
成

第
四
十
七
条
の
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
一
時
保
護
事
業
又
は
連
絡
助
成

事
業
を
営
も
う
と
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

事
業
を
営
も
う
と
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
け
出
た
事
項
を

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
け
出
た
事
項
を

変
更
し
、
又
は
当
該
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

変
更
し
、
又
は
当
該
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
定
款

四

更
生
保
護
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
定
款

そ
の
他
の
基
本
約
款
、
経
理
の
方
針
、
資
産
の
状
況
並
び
に
経
営
の
責
任
者
の
氏
名

、
寄
附
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款
、
経
理
の
方
針
、
資
産
の
状
況
並
び
に
経
営
の
責

、
経
歴
及
び
資
産
の
状
況

任
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
資
産
の
状
況

（
認
可
事
項
の
変
更
の
認
可
に
伴
う
民
法
の
特
例
）

第
六
十
三
条

削
除

第
六
十
三
条

社
団
法
人
で
あ
る
認
可
事
業
者
が
定
款
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
民
法
第
三
十
八
条
第
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二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
要
し
な
い
。

第
六
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
更
生
保
護
法
人

第
六
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
更
生
保
護
法
人

の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
こ
れ
に

二

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

財
産
目
録
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く

は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三
、
四

（
略
）

三
、
四

（
同
上
）

五

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

五

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
の
作
成
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に

、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
と
き
。

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

六

第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

六

第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

、
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

七

第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条

七

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
の
作
成
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
と
き
。

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

八

第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一

八

第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。
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○

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
再
生
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

（
法
人
の
再
生
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

第
十
一
条

法
人
で
あ
る
再
生
債
務
者
に
つ
い
て
再
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き

第
十
一
条

法
人
で
あ
る
再
生
債
務
者
に
つ
い
て
再
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き

は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
再
生
手
続
開
始
の
登
記
を
再
生
債
務

は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
再
生
手
続
開
始
の
登
記
を
再
生
債
務

者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な

者
の
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

ら
な
い
。
た
だ
し
、
再
生
債
務
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
会
社
に
あ
っ
て

在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者
が

は
日
本
に
お
け
る
各
代
表
者
（
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

日
本
に
営
業
所
を
設
け
た
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
、
そ

い
。
た
だ
し
、
再
生
債
務
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
日
本
に
お
け
る
各
代
表
者

の
他
の
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
各
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な

（
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（
日
本
に
営
業
所
を
設
け
た
外

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
同
上
）

（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ
れ
た
場
合
の
法
人
の
継
続
）

（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ
れ
た
場
合
の
法
人
の
継
続
）

第
百
七
十
三
条

清
算
中
若
し
く
は
特
別
清
算
中
の
法
人
又
は
破
産
手
続
開
始
後
の
法
人

第
百
七
十
三
条

清
算
中
若
し
く
は
特
別
清
算
中
の
法
人
又
は
破
産
手
続
開
始
後
の
法
人

で
あ
る
再
生
債
務
者
に
つ
い
て
再
生
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
再
生
計
画

で
あ
る
再
生
債
務
者
に
つ
い
て
再
生
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
再
生
計
画

案
が
可
決
さ
れ
た
と
き
は
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に
従
い

案
が
可
決
さ
れ
た
と
き
は
、
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
定
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に
従

、
法
人
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
、
財
団
法
人
に
あ
っ
て
は
主
務
官
庁
の
認
可
を
得
て
、
法
人
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
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部
又
は
一
部
を
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
同
上
）

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が

二

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

登
記
情
報
提
供
業
務
の
公
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
登
記
情
報
提
供
業
務
の
公
正

こ
と
。

な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
承
認
援
助
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

（
法
人
の
承
認
援
助
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

第
九
条

法
人
で
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
第
一

第
九
条

法
人
で
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
第
一

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
あ
っ

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
当
該
処
分
の
登
記
を
債
務

た
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
当
該
処
分
の
登
記
を
債
務

者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な

者
の
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
務
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
日

在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者
が

本
に
お
け
る
各
代
表
者
（
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（
日
本

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
営
業
所
を
設
け
た
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
、
そ
の
他

い
。
た
だ
し
、
債
務
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
日
本
に
お
け
る
各
代
表
者
（
日

の
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
各
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ

本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（
日
本
に
営
業
所
を
設
け
た
外
国
会

ば
な
ら
な
い
。

社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
同
上
）
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○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
同
上
）

２

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い

２

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い

範
囲
内
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

範
囲
内
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
そ
の
他
の
営
利
を

、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の

目
的
と
し
な
い
法
人
又
は
国
際
機
関
の
委
託
を
受
け
て
、
被
害
者
等
の
援
助
そ
の
他
に

法
人
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
又
は
国
際
機
関
の
委
託
を
受
け
て
、
被
害

関
し
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

者
等
の
援
助
そ
の
他
に
関
し
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

３

（
略
）

３

（
同
上
）



- 279 -

○

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
）

（
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
）

第
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者

第
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者

は
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

理
事

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人

理
事

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

（
債
権
者
代
位
訴
訟
及
び
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
取
扱
い
）

（
債
権
者
代
位
訴
訟
及
び
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
取
扱
い
）

第
四
十
五
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
二
十
三
条
又
は
第
四

第
四
十
五
条

民
法
第
四
百
二
十
三
条
又
は
第
四
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
破
産
債
権

百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
破
産
債
権
者
又
は
財
団
債
権
者
の
提
起
し
た
訴
訟
が
破
産

者
又
は
財
団
債
権
者
の
提
起
し
た
訴
訟
が
破
産
手
続
開
始
当
時
係
属
す
る
と
き
は
、
そ

手
続
開
始
当
時
係
属
す
る
と
き
は
、
そ
の
訴
訟
手
続
は
、
中
断
す
る
。

の
訴
訟
手
続
は
、
中
断
す
る
。

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
同
上
）

（
破
産
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
破
産
債
権
者
の
同
意
に
よ
る
破
産
手
続
廃
止
の
決
定

（
破
産
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
破
産
債
権
者
の
同
意
に
よ
る
破
産
手
続
廃
止
の
決
定

）

）

第
二
百
十
九
条

法
人
で
あ
る
破
産
者
が
前
条
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
定
款
そ

第
二
百
十
九
条

法
人
で
あ
る
破
産
者
が
前
条
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
当
該
破

の
他
の
基
本
約
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
法
人
を
継
続

産
者
が
社
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に
従
い
、
財
団
法
人

す
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
る
場
合
に
は
主
務
官
庁
の
認
可
を
得
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
法
人
を
継
続
す
る
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手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
の
破
産
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

（
法
人
の
破
産
手
続
に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
等
）

第
二
百
五
十
七
条

法
人
で
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
と

第
二
百
五
十
七
条

法
人
で
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
と

き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
破
産
手
続
開
始
の
登
記
を
当
該
破

き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
破
産
手
続
開
始
の
登
記
を
当
該
破

産
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば

産
者
の
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
破
産
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は

所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者

日
本
に
お
け
る
各
代
表
者
（
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（
日

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

本
に
営
業
所
を
設
け
た
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
、
そ
の

な
い
。
た
だ
し
、
破
産
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
日
本
に
お
け
る
各
代
表
者
（

他
の
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
各
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け

日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
住
所
地
（
日
本
に
営
業
所
を
設
け
た
外
国

れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
営
業
所
の
所
在
地
）
の
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
同
上
）

８

前
各
項
の
規
定
は
、
限
定
責
任
信
託
に
係
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の

８

前
各
項
の
規
定
は
、
限
定
責
任
信
託
に
係
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の

決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該

決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該

破
産
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
限
定
責
任
信

破
産
者
の
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所

託
の
事
務
処
理
地
（
信
託
法
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
処
理
地

の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る

を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
限
定
責
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任
信
託
の
事
務
処
理
地
（
信
託
法
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
処

理
地
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
認
証
の
申
請
）

（
認
証
の
申
請
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
同
上
）

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
同
上
）

一

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
を
記
載
し
た
書
類

一

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
、
寄
付
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款
を
記
載
し
た
書
類

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
同
上
）

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
省

第
十
三
条

（
同
上
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
（
前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
係
る

三

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
、
寄
付
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款
（
前
二
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
の
変
更

変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
変
更

四

（
略
）

四

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
取
締
役
の
資
格
等
）

（
取
締
役
の
資
格
等
）

第
三
百
三
十
一
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
三
十
一
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

こ
の
法
律
若
し
く
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三

こ
の
法
律
若
し
く
は
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
規
定
に

十
八
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
第
百
九
十
七
条

違
反
し
、
又
は
証
券
取
引
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
九
十

く
は
第
七
号
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十

八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
、
第
百
九
十
九
条

八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
、
第
百
九
十
九
条
、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま

、
第
二
百
条
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
、

で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
、
第
二
百
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百

第
二
百
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号

五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
の
罪
、
民
事
再
生

若
し
く
は
第
十
六
号
の
罪
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
十
六
条

第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま

、
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
の
罪
、

で
若
し
く
は
第
二
百
六
十
二
条
の
罪
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る

外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十

号
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
罪
、
会

八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
罪
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四

社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十

号
）
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
七
条
、
第
二
百
六
十
九
条
か
ら
第
二
百
七
十

七
条
、
第
二
百
六
十
九
条
か
ら
第
二
百
七
十
一
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七
十
三
条

一
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七
十
三
条
の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律

の
罪
若
し
く
は
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第

第
七
十
五
号
）
第
二
百
六
十
五
条
、
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第

二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百

二
百
七
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
七
十
四
条
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、

七
十
四
条
の
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
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を
経
過
し
な
い
者

四

（
略
）

四

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
九
百
四
十
三
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

第
九
百
四
十
三
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

い
。

一

こ
の
節
の
規
定
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二

一

こ
の
節
の
規
定
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
九
十
二
条
第
五
項
、
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
六
項
、
水
産
業

号
）
第
九
十
二
条
第
五
項
、
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
六
項
、
水
産
業

協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十
一
条
第
五
項
、

協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十
一
条
第
五
項
、

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第

七
項
（
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
四
号

七
項
（
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
四
号

）
第
二
十
条
並
び
に
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

）
第
二
十
条
並
び
に
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
五
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
百
八
十
五
号
）
第
五
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三

十
条
の
二
十
八
第
六
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
条
の
二
十
八
第
六
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
五
十

む
。
）
、
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
五
十

五
条
第
三
項
、
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
四
十
五
条

五
条
第
三
項
、
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
四
十
五
条

の
二
第
六
項
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第

の
二
第
六
項
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第

四
十
条
の
二
第
六
項
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

四
十
条
の
二
第
六
項
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

第
十
一
条
第
九
項
、
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
三
条
の
二

第
十
一
条
第
九
項
、
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
三
条
の
二

十
の
二
第
六
項
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

十
の
二
第
六
項
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
九
十
八
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
三
第
二
項
及

第
百
九
十
八
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
三
第
二
項
及
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び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
八

び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
八

十
六
条
の
二
第
四
項
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項
（
同
法
第
四
十

十
六
条
の
二
第
四
項
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項
（
同
法
第
四
十

九
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和

九
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
四
項
、
輸
出
入
取
引
法
（

二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
四
項
、
輸
出
入
取
引
法
（

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
第
十
五
条
第
六
項
（
同
法
第
十
九
条
の
六

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
第
十
五
条
第
六
項
（
同
法
第
十
九
条
の
六

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
一
条
の
四
第
四
項
、
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
（
昭

律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
一
条
の
四
第
四
項
、
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
七
項
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
（
昭
和

和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
七
項
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
四
十
八
条
の
九

三
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
四
十
八
条
の
九

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
、
外
国
証
券
業
者
に

三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
、
外
国
証
券
業
者
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
三
条
第
六
項
、
森
林
組
合
法

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
三
条
第
六
項
、
森
林
組
合
法

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
二
第
五
項
、
銀
行
法
第
四
十
九
条

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
二
第
五
項
、
銀
行
法
第
四
十
九
条

の
二
第
二
項
、
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
八
十
四

の
二
第
二
項
、
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
八
十
四

条
第
七
項
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
二

条
第
七
項
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
二

百
十
七
条
第
三
項
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

百
十
七
条
第
三
項
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

第
百
九
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
百
八
十
八
条
第
三
項
、
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年

第
百
九
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
百
八
十
八
条
第
三
項
、
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
六
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
六
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年

法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
四
項
、
信
託
業
法
第
五
十
七
条
第
六
項
並

法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
四
項
並
び
に
信
託
業
法
第
五
十
七
条
第
六

び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
百
三
十
三
条
（
以
下

項
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
電
子
公
告
関
係
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
に
お
い
て

こ
の
節
に
お
い
て
「
電
子
公
告
関
係
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る

準
用
す
る
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に

第
九
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、

違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
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罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）
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○

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）

改

正

案

現

行

（
商
業
登
記
法
及
び
民
事
保
全
法
の
準
用
）

（
商
業
登
記
法
及
び
民
事
保
全
法
の
準
用
）

第
二
百
四
十
七
条

限
定
責
任
信
託
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八

第
二
百
四
十
七
条

限
定
責
任
信
託
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、

第
十
七
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
八
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
条

第
十
七
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
八
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十

七
条
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条

七
条
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条

か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
三
十
九
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
並
び
に
民

か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
三
十
九
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
並
び
に
民

事
保
全
法
第
五
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
業
登
記
法
第

事
保
全
法
第
五
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
業
登
記
法
第

五
十
一
条
第
一
項
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
処
理
地
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年

五
十
一
条
第
一
項
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
処
理
地
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年

法
律
第

号
）
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
処
理
地
を
い
う

法
律
第

号
）
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
処
理
地
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
移
転
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
し
た
」
と
、
同
項
並
び

。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
移
転
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
し
た
」
と
、
同
項
並
び

に
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
新
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「

に
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
新
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「

新
事
務
処
理
地
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
中

新
事
務
処
理
地
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
中

「
旧
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
旧
事
務
処
理
地
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
中
「

「
旧
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
旧
事
務
処
理
地
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
中
「

解
散
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
終
了
」
と
、
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
中
「

解
散
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
終
了
」
と
、
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
中
「

法
人
を
代
表
す
る
者
そ
の
他
法
人
の
役
員
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
受
託
者

法
人
を
代
表
す
る
者
そ
の
他
法
人
の
役
員
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
受
託
者

又
は
清
算
受
託
者
」
と
、
「
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
外
国
法
人

又
は
清
算
受
託
者
」
と
、
「
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び
支
店
又
は
従
た
る

に
あ
っ
て
は
、
各
事
務
所
の
所
在
地
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
事
務
処
理

事
務
所
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
事
務
処
理
地
（
信
託
法
（
平
成

地
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規

十
八
年
法
律
第

号
）
第
二
百
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
処
理
地
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定
す
る
事
務
処
理
地
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
三
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

国
民
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

三

国
民
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
、
特
定

年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
民
間
の
団
体
等

非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活

の
奉
仕
活
動
又
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
大
学
の
活
動
で
あ
っ
て
、
開
発
途
上
地

動
法
人
そ
の
他
民
間
の
団
体
等
の
奉
仕
活
動
又
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
大
学
の

域
の
住
民
を
対
象
と
し
て
当
該
開
発
途
上
地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
発
展
又
は
復
興

活
動
で
あ
っ
て
、
開
発
途
上
地
域
の
住
民
を
対
象
と
し
て
当
該
開
発
途
上
地
域
の
経

に
協
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
国
民
等
の
協
力

済
及
び
社
会
の
発
展
又
は
復
興
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の

活
動
」
と
い
う
。
）
を
促
進
し
、
及
び
助
長
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

号
に
お
い
て
「
国
民
等
の
協
力
活
動
」
と
い
う
。
）
を
促
進
し
、
及
び
助
長
す
る
た

め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ
〜
ニ

（
略
）

イ
〜
ニ

（
同
上
）

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

閉
鎖
機
関
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
十
九
条
の
二
十
五

①
・
②

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
五

①
・
②

（
同
上
）

③

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

③

民
法
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
特
殊
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
特
殊
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



- 291 -

○

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
九
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
及
び
第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

五
十
四
条
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
代
表
権
の
制
限
）

（
代
表
権
の
制
限
）

第
十
五
条

総
裁
、
副
総
裁
又
は
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

公
庫
と
総
裁
、
副
総
裁
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

第
十
五
条

（
同
上
）

ら
の
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
監
事
が
公
庫
を
代
表
す

る
。

（
債
券
の
発
行
）

（
債
券
の
発
行
）

第
二
十
二
条
の
三

１
〜
３

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

１
〜
３

（
同
上
）

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
同
上
）
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○

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
を
執
行
す
る
権
限
）

（
業
務
を
執
行
す
る
権
限
）

第
四
十
八
条
の
十
一

（
略
）

第
四
十
八
条
の
十
一

（
同
上
）

２

税
理
士
法
人
の
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定

（
新
設
）

の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
二

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す

（
新
設
）

る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
意
見

を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
日
本
税

（
新
設
）

理
士
会
連
合
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
四

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、

（
新
設
）

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
五

裁
判
所
は
、
税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要

（
新
設
）

な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
税
理
士
法
人
が
当
該
検
査

役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
当
該
税
理
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
四
十
八
条
の
二
十
一

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

第
四
十
八
条
の
二
十
一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に

八
年
法
律
第

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第

会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及

六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
税
理
士
法
人

び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
税
理
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
並
び
に
会

に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、

社
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十

第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第

五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五

五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
五
百
九
十
九
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五

条
、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
五
百
九
十
九
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百

条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た

六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除

だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
税
理
士
法
人

く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
社
員
に
つ



- 294 -

の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
社
員
で

い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
誤
認

あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら

さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十

第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す

二
条
ま
で
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び

る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
六
百

法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
六
百
十
五
条
第
一

十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百
十
八
条
第
一
項

項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「

第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
十
七
条
第
三

法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁

項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
税
理
士
法
第
二
条
第
一
項
第
二

的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
税
理
士
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八

、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条

百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第

条
の
十
四
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

２

民
法
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、

十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
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十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
」
と

の
規
定
は
、
税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ

て
、
民
法
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
税
理
士
会
連
合
会
」
と

る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二

、
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「

項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と

税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項

あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条

中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条

中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十

の
十
八
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条

八
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第

第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
同

九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項

法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か

に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項

ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
又
は

中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お

第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る

い
て
準
用
す
る
第
五
百
八
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十

九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の

は
「
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
百
八
十
条
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
税
理
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
、
同
法

第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部

第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
五
条
及
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び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項

び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項

の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
税
理
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
税
理
士
法
人
の
財
産
の
保
全
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第

一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該

登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
税
理
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
税
理
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第

九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ

っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及

び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
意
見

を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

７

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。

６

（
略
）

８

（
同
上
）

（
役
員
）

（
役
員
）
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第
四
十
九
条
の
七

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
九
条
の
七

１
〜
３

（
同
上
）

４

役
員
は
、
会
則
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特

（
新
設
）

定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
合
併
及
び
解
散
）

（
合
併
及
び
解
散
）

第
四
十
九
条
の
十
二

１
、
２

（
略
）

第
四
十
九
条
の
十
二

１
、
２

（
同
上
）

３

第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
の
規
定
は
、
税
理
士
会
が
合
併
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

３

第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
の
規
定
は
税
理
士
会
が
合
併
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
民

用
す
る
。

法
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
及
び
第
八

十
二
条
並
び
に
民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定

は
税
理
士
会
が
解
散
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

（
清
算
中
の
税
理
士
会
の
能
力
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
二

解
散
し
た
税
理
士
会
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て

（
新
設
）

、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
三

税
理
士
会
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に

（
新
設
）

よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
会
長
及
び
副
会
長
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
会

則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
会
長
及
び
副
会
長
以
外
の
者
を

選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
清
算
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
六
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

こ
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復
権
を
得
な
い
者

二

六
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は

こ

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
四

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き

（
新
設
）

、
又
は
清
算
人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

（
新
設
）

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
六

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）
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第
四
十
九
条
の
十
二
の
七

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と

（
新
設
）

も
三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を

す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、

二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
八

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、

（
新
設
）

税
理
士
会
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い

な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
九
条
の
十
二
の
九

税
理
士
会
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る

（
新
設
）

。
２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）
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第
四
十
九
条
の
二
十

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び

第
四
十
九
条
の
二
十

民
法
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
条
（

第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
税
理
士
会
及
び
日
本
税
理
士
会
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る

法
人
の
住
所
）
及
び
第
五
十
五
条
（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
の
規
定
は
、
税
理
士

。

会
及
び
日
本
税
理
士
会
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
臨
時
の
税
務
書
類
の
作
成
等
）

（
臨
時
の
税
務
書
類
の
作
成
等
）

第
五
十
条

国
税
局
長
（
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
）
は
、
租
税
の
申

第
五
十
条

国
税
局
長
（
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
）
は
、
租
税
の
申

告
時
期
に
お
い
て
、
又
は
そ
の
管
轄
区
域
内
に
災
害
が
あ
つ
た
場
合
そ
の
他
特
別
の
必

告
時
期
に
お
い
て
、
又
は
そ
の
管
轄
区
域
内
に
災
害
が
あ
つ
た
場
合
そ
の
他
特
別
の
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
者
等
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
税
理
士
又
は
税
理
士

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
者
等
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
税
理
士
又
は
税
理
士

法
人
以
外
の
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
二
月
以
内
の
期
間
を
限
り
、
か
つ
、
租

法
人
以
外
の
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
二
月
以
内
の
期
間
を
限
り
、
か
つ
、
租

税
を
指
定
し
て
、
無
報
酬
で
申
告
書
等
の
作
成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
課
税
標
準
等
の

税
を
指
定
し
て
、
無
報
酬
で
申
告
書
等
の
作
成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
課
税
標
準
等
の

計
算
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

計
算
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
及
び
公
益

だ
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
及
び
民
法

社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
又

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員

は
職
員
に
限
る
も
の
と
す
る
。

又
は
職
員
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

（
同
上
）

第
二
章

酒
類
業
組
合

第
二
章

（
同
上
）

第
一
節

総
則
（
第
三
条
―
第
八
条
）

第
一
節

（
同
上
）

第
二
節

組
合
員
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
二
節

（
同
上
）

第
三
節

設
立
（
第
十
四
条
―
第
二
十
二
条
）

第
三
節

（
同
上
）

第
四
節

管
理
（
第
二
十
三
条
―
第
四
十
一
条
）

第
四
節

（
同
上
）

第
五
節

事
業
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
二
条
）

第
五
節

（
同
上
）

第
六
節

解
散
及
び
清
算
（
第
五
十
三
条
―
第
五
十
八
条
の
三
）

第
六
節

解
散
及
び
清
算
（
第
五
十
三
条
―
第
五
十
八
条
）

第
七
節

登
記
（
第
五
十
九
条
―
第
七
十
八
条
）

第
七
節

（
同
上
）

第
三
章

連
合
会
及
び
中
央
会
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
三
条
の
二
）

第
三
章

（
同
上
）

第
四
章

酒
税
保
全
措
置
（
第
八
十
四
条
―
第
八
十
六
条
の
九
）

第
四
章

（
同
上
）

第
五
章

監
督
（
第
八
十
七
条
―
第
九
十
一
条
）

第
五
章

（
同
上
）

第
六
章

雑
則
（
第
九
十
二
条
―
第
九
十
五
条
）

第
六
章

（
同
上
）

第
七
章

罰
則
（
第
九
十
六
条
―
第
百
一
条
）

第
七
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
創
立
総
会
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

（
創
立
総
会
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

第
二
十
二
条

第
三
十
五
条
の
規
定
は
第
十
八
条
第
一
項
の
創
立
総
会
に
つ
い
て
、
会
社

第
二
十
二
条

第
三
十
五
条
の
規
定
は
第
十
八
条
第
一
項
の
創
立
総
会
に
つ
い
て
、
会
社



- 302 -

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存

在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し

在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し

の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六

（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的

条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的

併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十

併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十

六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項

六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項

（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
第
十

（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
第
十

八
条
第
一
項
の
創
立
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴

八
条
第
一
項
の
創
立
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴

え
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
三
条
（
発
起
人
等
の
損
害
賠
償
責
任
）
、
第
五
十
五
条
（

え
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
三
条
（
発
起
人
等
の
損
害
賠
償
責
任
）
、
第
五
十
五
条
（

責
任
の
免
除
）
、
第
五
十
六
条
（
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
の
責
任
）
及
び
第
七
編
第

責
任
の
免
除
）
、
第
五
十
六
条
（
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
の
責
任
）
及
び
第
七
編
第

二
章
第
二
節
（
第
八
百
四
十
七
条
第
二
項
、
第
八
百
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

二
章
第
二
節
（
第
八
百
四
十
七
条
第
二
項
、
第
八
百
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

五
項
並
び
に
第
八
百
五
十
一
条
を
除
く
。
）
（
株
式
会
社
に
お
け
る
責
任
追
及
等
の
訴

五
項
並
び
に
第
八
百
五
十
一
条
を
除
く
。
）
（
株
式
会
社
に
お
け
る
責
任
追
及
等
の
訴

え
）
の
規
定
は
発
起
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

え
）
の
規
定
は
発
起
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

法
第
八
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
設
立
時
株
主
」
と
あ

法
第
八
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
設
立
時
株
主
」
と
あ

る
の
は
「
創
立
総
会
の
会
日
ま
で
に
発
起
人
に
対
し
て
設
立
の
同
意
を
申
し
出
た
者
」

る
の
は
「
創
立
総
会
の
会
日
ま
で
に
発
起
人
に
対
し
て
設
立
の
同
意
を
申
し
出
た
者
」

と
、
同
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財

と
、
同
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財

務
省
令
」
と
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と

務
省
令
」
と
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場

あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
二
項
各

合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」

。

と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ

か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
組
合
を
代
表
す
る
理
事
）

（
組
合
を
代
表
す
る
理
事
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
同
上
）

２

前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
二
十
四
条
の
二
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
第
一

項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
、
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
及
び
第

五
十
五
条
（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代

表
取
締
役
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

酒
類
業
組
合
を
代
表
す
る
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
議
決
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て

（
新
設
）

い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
十
四
条
の
二
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

（
新
設
）

八
年
法
律
第

号
）
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任

）
及
び
会
社
法
第
三
百
五
十
四
条
（
表
見
代
表
取
締
役
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
を

代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
の
会

（
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
の
会

社
法
の
準
用
）

社
法
の
準
用
）

第
三
十
九
条

会
社
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確

第
三
十
九
条

会
社
法
第
八
百
三
十
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確

認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八

認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八

百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八

百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八

百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百

三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百

三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗

三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
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訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係

訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
、
総
会
の
議
決
の
不
存

る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
、
総
会
の
議
決
の
不
存

在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
酒
税
の
保
全
及
び

い
て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て

酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に

る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所

及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
十
六
条

１
〜
５

（
略
）

第
五
十
六
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項

６

第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項

並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
は
第
二
項
の
創
立
総
会
に
つ
い
て
、
会
社
法
第
八
百
三
十

並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
は
第
二
項
の
創
立
総
会
に
つ
い
て
、
会
社
法
第
八
百
三
十

条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条

条
（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
不
存
在
又
は
無
効
の
確
認
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
一
条

（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第

（
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
十
六
号
及
び
第

十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管

十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管

轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八

轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担
保
提
供
命
令
）
、
第
八

百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が

百
三
十
七
条
（
弁
論
等
の
必
要
的
併
合
）
、
第
八
百
三
十
八
条
（
認
容
判
決
の
効
力
が

及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）

及
ぶ
者
の
範
囲
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）

並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ

並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ

る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
第
二
項
の
創
立
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の

る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
第
二
項
の
創
立
総
会
の
議
決
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の

確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
酒
税
の
保
全
及
び

同
条
第
一
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て

酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
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る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所

及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

（
合
併
の
無
効
の
訴
え
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
の
準
用
）

（
合
併
の
無
効
の
訴
え
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
の
準
用
）

第
五
十
七
条

会
社
法
第
八
百
二
十
八
条
第
一
項
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係
る
部
分
に

第
五
十
七
条

会
社
法
第
八
百
二
十
八
条
第
一
項
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
会
社
の
組

限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
会
社
の
組

織
に
関
す
る
行
為
の
無
効
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係

織
に
関
す
る
行
為
の
無
効
の
訴
え
）
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送

る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送

）
、
第
八
百
三
十
六
条
か
ら
第
八
百
三
十
九
条
ま
で
（
担
保
提
供
命
令
、
弁
論
等
の
必

）
、
第
八
百
三
十
六
条
か
ら
第
八
百
三
十
九
条
ま
で
（
担
保
提
供
命
令
、
弁
論
等
の
必

要
的
併
合
、
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
及
び
無
効
又
は
取
消
し
の
判
決
の
効

要
的
併
合
、
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
及
び
無
効
又
は
取
消
し
の
判
決
の
効

力
）
、
第
八
百
四
十
三
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
た
だ
し
書
を

力
）
、
第
八
百
四
十
三
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
た
だ
し
書
を

除
く
。
）
（
合
併
又
は
会
社
分
割
の
無
効
判
決
の
効
力
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告

除
く
。
）
（
合
併
又
は
会
社
分
割
の
無
効
判
決
の
効
力
）
、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告

が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号
及

が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号
及

び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規

び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）
の
規
定
は
酒
類
業

定
は
酒
類
業
組
合
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
六
十
八
条
第
五
項

組
合
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
六
十
八
条
第
五
項
（
非
訟
事
件

（
非
訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳

の
管
轄
）
、
第
八
百
七
十
条
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
陳
述
の
聴
取
）

述
の
聴
取
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
（
理
由
の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四

、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
（
理
由
の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
（
原
裁
判
の
執

分
に
限
る
。
）
（
即
時
抗
告
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
（
原
裁
判
の
執
行
停
止
）
、

行
停
止
）
、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
及
び
第
八

第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）
及
び
第
八
百
七
十
六
条

百
七
十
六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
は
こ
の
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
は
こ
の
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
三

八
百
四
十
三
条
第
四
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

条
第
四
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第
四
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の

第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
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は
、
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
二
項
各
号
」

事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

め
る
。

（
清
算
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

（
清
算
等
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

第
五
十
八
条

会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）

第
五
十
八
条

会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
（
清
算
の
開
始
原
因
）

、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）
、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第

、
第
四
百
七
十
六
条
（
清
算
株
式
会
社
の
能
力
）
、
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七
十
九
条
第
一
項
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第

四
項
ま
で
（
清
算
人
の
就
任
）
、
第
四
百
七
十
九
条
第
一
項
（
清
算
人
の
解
任
）
、
第

四
百
八
十
一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算

四
百
八
十
一
条
（
清
算
人
の
職
務
）
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
清
算

株
式
会
社
の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の

株
式
会
社
の
代
表
）
、
第
四
百
八
十
四
条
（
清
算
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の

開
始
）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、

開
始
）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、

第
四
百
九
十
九
条
か
ら
第
五
百
二
条
ま
で
（
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済

第
四
百
九
十
九
条
か
ら
第
五
百
二
条
ま
で
（
債
権
者
に
対
す
る
公
告
等
、
債
務
の
弁
済

の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
及
び
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財

の
制
限
、
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
及
び
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財

産
の
分
配
の
制
限
）
、
第
五
百
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
清
算
か
ら
の
除
斥
）
、
第

産
の
分
配
の
制
限
）
、
第
五
百
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
清
算
か
ら
の
除
斥
）
、
第

五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
五
百
八
条
（
帳
簿
資
料
の
保
存
）
、
第
八
百

五
百
七
条
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
、
第
五
百
八
条
（
帳
簿
資
料
の
保
存
）
、
第
八
百

六
十
八
条
第
一
項
（
非
訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七

六
十
八
条
第
一
項
（
非
訟
事
件
の
管
轄
）
、
第
八
百
六
十
九
条
（
疎
明
）
、
第
八
百
七

十
一
条
（
理
由
の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に

十
一
条
（
理
由
の
付
記
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）
、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定

限
る
。
）
（
不
服
申
立
て
の
制
限
）
、
第
八
百
七
十
五
条
（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定

の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
の
規
定
は
、
酒
類
業

の
適
用
除
外
）
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
（
最
高
裁
判
所
規
則
）
並
び
に
非
訟
事
件
手

組
合
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条

続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
（
法
人
の

第
三
項
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組

清
算
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

合
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
五
号
」
と
、
「
法
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
財
務

、
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
三
項
中
「
第
四
百
七
十
一
条
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「

大
臣
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
一
条
第
三
号
中
「
分
配
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
」
と
、

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
五
号
」
と
、
「
法
務

同
法
第
四
百
八
十
四
条
第
三
項
中
「
株
主
に
分
配
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
し
た
」

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
大
臣
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
一
条
第
三
号
中
「
分
配
」
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と
、
同
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と

と
あ
る
の
は
「
処
分
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
四
条
第
三
項
中
「
株
主
に
分
配
し
た
」

、
「
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
目
録
」
と
、
同
法
第
四
百
九

と
あ
る
の
は
「
処
分
し
た
」
と
、
同
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
中
「
法
務
省
令
」
と

十
九
条
第
一
項
中
「
官
報
に
公
告
し
」
と
あ
る
の
は
「
公
告
し
」
と
、
同
法
第
五
百
二

あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
「
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
財
産

条
中
「
株
主
に
分
配
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
す
る
」
と
、
同
法
第
五
百
三
条
第
二

目
録
」
と
、
同
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
官
報
に
公
告
し
」
と
あ
る
の
は
「
公

項
中
「
分
配
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
」
と
、
同
法
第
五
百
七
条
第
一
項
中
「
法
務
省
令

告
し
」
と
、
同
法
第
五
百
二
条
中
「
株
主
に
分
配
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
す
る
」

」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読

と
、
同
法
第
五
百
三
条
第
二
項
中
「
分
配
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
」
と
、
同
法
第
五
百

替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

七
条
第
一
項
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

会
社
法
第
八
百
二
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項

３

会
社
法
第
八
百
二
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
会
社
の
組
織
に
関
す
る
行
為
の
無
効
の
訴
え
）

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
会
社
の
組
織
に
関
す
る
行
為
の
無
効
の
訴
え
）

、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五

、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
被
告
）
、
第
八
百
三
十
五

条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担

条
第
一
項
（
訴
え
の
管
轄
及
び
移
送
）
、
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
担

保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
か
ら
第
八
百
三
十
九
条
ま
で
（
弁
論
等
の
必
要
的

保
提
供
命
令
）
、
第
八
百
三
十
七
条
か
ら
第
八
百
三
十
九
条
ま
で
（
弁
論
等
の
必
要
的

併
合
、
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
及
び
無
効
又
は
取
消
し
の
判
決
の
効
力
）

併
合
、
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
及
び
無
効
又
は
取
消
し
の
判
決
の
効
力
）

、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三

、
第
八
百
四
十
六
条
（
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
）
並
び
に
第
九
百
三

十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）

十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
裁
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）

の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
の
設
立
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
の
設
立
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

お
い
て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ

て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き

に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務

所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
五
十
八
条
の
二

裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十

（
新
設
）

八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
酒
類

業
組
合
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
八
条
の
三

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
設
立
の
登
記
）

（
設
立
の
登
記
）

第
六
十
条

酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て

第
六
十
条

酒
類
業
組
合
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
引
継
が
あ
つ
た
日
か
ら

、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
引
継
ぎ
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
し
な
け

二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

前
項
の
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

設
立
の
登
記
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
同
上
）

（
削
る
）

３

酒
類
業
組
合
は
、
設
立
の
登
記
を
し
た
後
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在

地
に
お
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
）

（
従
た
る
事
務
所
の
新
設
の
登
記
）

第
六
十
一
条

酒
類
業
組
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ

第
六
十
一
条

酒
類
業
組
合
の
成
立
後
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
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た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登

所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
こ
と
を
登
記
し
、

記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事

項
を
登
記
し
、
他
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
同
期
間
内
に
従
た
る
事
務

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

所
を
設
け
た
こ
と
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条

酒
類
業
組
合
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移

２

主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内

転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所

に
お
い
て
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
こ
と

在
地
に
お
い
て
は
第
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
登
記
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

い
。

（
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

第
六
十
二
条

酒
類
業
組
合
が
主
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
旧

第
六
十
三
条

酒
類
業
組
合
を
代
表
す
る
理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ

所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
第
六
十
条
第
二
項
に

の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、

掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
、
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て

若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
同
項
に

て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
を
移

転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
の
登
記
を
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

（
変
更
の
登
記
）

第
六
十
三
条

第
六
十
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は

三
週
間
以
内
に
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）
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（
削
る
）

第
六
十
三
条
の
二

酒
類
業
組
合
を
代
表
す
る
理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く

は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更

し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務

所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
）

（
解
散
の
登
記
）

第
六
十
四
条

第
五
十
三
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
酒
類
業

第
六
十
四
条

酒
類
業
組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に

組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

よ
る
解
散
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内

て
、
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
合
併
の
登
記
）

第
六
十
五
条

酒
類
業
組
合
が
合
併
を
す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

（
合
併
の
登
記
）

用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
認
可
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事

第
六
十
五
条

酒
類
業
組
合
が
合
併
を
し
た
と
き
は
、
第
五
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
は
解
散
の

用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
認
可
が
あ
つ
た
日
か
ら
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

登
記
を
し
、
合
併
後
存
続
す
る
酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
は
変
更
の
登
記
を
し
、
合
併
に

い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
合

よ
り
設
立
す
る
酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
は
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

併
後
存
続
す
る
酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
は
変
更
の
登
記
、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
酒
類

業
組
合
に
つ
い
て
は
解
散
の
登
記
、
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
は

（
清
算
結
了
の
登
記
）

第
六
十
条
に
規
定
す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
六
条

酒
類
業
組
合
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
七
条
第
三
項
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
の
承
認
が
あ
つ
た

第
六
十
六
条

削
除

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
清
算
結
了
の
登

記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
結
了
の
登
記
）

第
六
十
七
条

酒
類
業
組
合
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
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（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
）

て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
七
条
第
三
項
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
の
承
認
が
あ
つ
た

第
六
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
各
号
に
規
定
す
る
従
た
る
事
務
所
が
主

日
か
ら
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
轄
登
記
所
及
び
登
記
簿
）

一

酒
類
業
組
合
の
設
立
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る

第
六
十
八
条

酒
類
業
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

場
合
を
除
く
。
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
を
し
た
日
か

法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
を
管

ら
二
週
間
以
内

轄
登
記
所
と
す
る
。

二

合
併
に
よ
り
設
立
す
る
酒
類
業
組
合
が
合
併
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た

２

各
登
記
所
に
、
酒
類
業
組
合
登
記
簿
を
備
え
る
。

場
合

第
五
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
認
可
が
あ
つ

た
日
か
ら
三
週
間
以
内

（
設
立
の
登
記
の
申
請
）

三

酒
類
業
組
合
の
成
立
後
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

従
た
る
事
務
所
を
設

第
六
十
九
条

酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
定
款
及
び
代
表
権
を
有
す

け
た
日
か
ら
三
週
間
以
内

る
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記

２

合
併
に
よ
る
酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る

管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権

登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併

一

名
称

を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
並
び
に
合
併
に

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

よ
つ
て
消
滅
す
る
酒
類
業
組
合
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
が
あ
る
も
の

三

従
た
る
事
務
所
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書
を
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
限
る
。
）
の
所
在
場
所

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
当
該
従
た

第
七
十
条

削
除

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
変
更
の
登
記
等
の
申
請
）

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
七
十
一
条

酒
類
業
組
合
の
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
の
登
記
又
は
第
六
十
条
第

第
六
十
八
条

酒
類
業
組
合
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移

二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転

転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄

又
は
登
記
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新

２

第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
合
併
に
因
る
変
更
の
登
記
の
申
請
に
つ
い
て
、
準

所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合

用
す
る
。

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所

（
一
時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
登
記
の
手
続
）

在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き

第
七
十
二
条

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条

は
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
一
時
役
員
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
は
、
酒
類
業
組
合
の
主
た
る
事
務
所
及

（
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
変
更
の
登
記
等
）

び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
そ
の
登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な

第
六
十
九
条

第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

ら
な
い
。

に
規
定
す
る
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
も
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
併
後
存
続
す
る

（
解
散
の
登
記
の
申
請
）

酒
類
業
組
合
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
七
十
三
条

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
酒
類
業
組
合
の
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は

に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
す
る
も
の
と
す
る
。

、
解
散
の
事
由
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
く
解
散
の
登
記
は
、
財
務
大
臣
の
嘱
託
に
よ
つ

（
登
記
簿
）

て
す
る
。

第
七
十
条

各
登
記
所
に
、
酒
類
業
組
合
登
記
簿
を
備
え
る
。

第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条

削
除

（
設
立
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
一
条

酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
は
、
当
該
酒
類
業
組
合
を
代
表
す
べ
き
者
の

（
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
）
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申
請
に
よ
つ
て
す
る
。

第
七
十
六
条

酒
類
業
組
合
の
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
清
算
人
が
第
五
十
八

２

酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
定
款
及
び
酒
類
業
組
合
を
代
表
す
べ

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
七
条
第
三
項
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）

き
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
規
定
に
よ
り
決
算
報
告
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
二
条

第
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、

第
七
十
七
条

削
除

当
該
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
登
記
の
手
続
）

第
七
十
三
条

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
二
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
一
時
役
員
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
は
、
酒
類
業
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
そ
の
登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
四
条

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
酒
類
業
組
合
の
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は

、
解
散
の
事
由
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
解
散
の
登
記
は
、
財
務
大
臣
の
嘱
託
に
よ

つ
て
す
る
。

（
合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
五
条

合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

当
該
合
併
に
つ
い
て
第
三
十
八
条
第
一
項
の
議
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異

議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当

の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
酒
類
業
組
合
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
主
た
る
事

務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書

（
合
併
に
よ
る
設
立
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
六
条

合
併
に
よ
る
酒
類
業
組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
七
十
一
条

第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
ほ
か
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
）

第
七
十
七
条

酒
類
業
組
合
の
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
七
条
第
三
項
（
清
算
事
務
の
終
了
等
）
の
規
定
に

よ
る
決
算
報
告
の
承
認
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
七
十
八
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
一
条
の
三
か
ら

第
七
十
八
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五

第
五
条
ま
で
（
登
記
所
、
事
務
の
委
任
、
事
務
の
停
止
、
登
記
官
及
び
登
記
官
の
除
斥

条
ま
で
（
事
務
の
委
任
、
事
務
の
停
止
、
登
記
官
及
び
登
記
官
の
除
斥
）
、
第
七
条
か
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）
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
（
登
記
簿
等
の
持
出
禁
止
、
登
記
簿
の
滅
失
と
回
復

ら
第
十
五
条
ま
で
（
登
記
簿
等
の
持
出
禁
止
、
登
記
簿
の
滅
失
と
回
復
、
登
記
簿
等
の

、
登
記
簿
等
の
滅
失
防
止
、
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
、
登
記
事
項
の
概
要
を
記
載

滅
失
防
止
、
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
、
登
記
事
項
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
の
交

し
た
書
面
の
交
付
、
附
属
書
類
の
閲
覧
、
印
鑑
証
明
、
電
磁
的
記
録
の
作
成
者
を
示
す

付
、
附
属
書
類
の
閲
覧
、
印
鑑
証
明
、
電
磁
的
記
録
の
作
成
者
を
示
す
措
置
の
確
認
に

措
置
の
確
認
に
必
要
な
事
項
等
の
証
明
、
手
数
料
、
当
事
者
申
請
主
義
及
び
嘱
託
に
よ

必
要
な
事
項
等
の
証
明
、
手
数
料
、
当
事
者
申
請
主
義
及
び
嘱
託
に
よ
る
登
記
）
、
第

る
登
記
）
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
（
第
二
十
四
条
第
十
五
号
及
び
第
十
六

十
七
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
（
第
二
十
四
条
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）

号
を
除
く
。
）
（
登
記
申
請
の
方
式
、
申
請
書
の
添
付
書
面
、
申
請
書
に
添
付
す
べ
き

（
登
記
申
請
の
方
式
、
申
請
書
の
添
付
書
面
、
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
、

電
磁
的
記
録
、
印
鑑
の
提
出
、
受
付
、
受
領
証
、
登
記
の
順
序
、
登
記
官
に
よ
る
本
人

印
鑑
の
提
出
、
受
付
、
受
領
証
、
登
記
の
順
序
、
登
記
官
に
よ
る
本
人
確
認
、
申
請
の

確
認
、
申
請
の
却
下
、
提
訴
期
間
経
過
後
の
登
記
、
行
政
区
画
等
の
変
更
及
び
同
一
の

却
下
、
提
訴
期
間
経
過
後
の
登
記
、
行
政
区
画
等
の
変
更
及
び
同
一
の
所
在
場
所
に
お

所
在
場
所
に
お
け
る
同
一
の
商
号
の
登
記
の
禁
止
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条

け
る
同
一
の
商
号
の
登
記
の
禁
止
）
、
第
四
十
七
条
第
一
項
（
設
立
の
登
記
）
、
第
四

ま
で
（
支
店
所
在
地
に
お
け
る
登
記
及
び
本
店
移
転
の
登
記
）
、
第
七
十
一
条
第
一
項

十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
（
支
店
所
在
地
に
お
け
る
登
記
及
び
本
店
移
転
の
登
記

及
び
第
三
項
（
解
散
の
登
記
）
、
第
七
十
九
条
（
合
併
の
登
記
）
、
第
八
十
二
条
（
合

）
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
解
散
の
登
記
）
、
第
七
十
九
条
（
合
併
の
登

併
の
登
記
）
、
第
八
十
三
条
（
合
併
の
登
記
）
、
第
三
章
第
十
節
（
登
記
の
更
正
及
び

記
）
、
第
八
十
二
条
（
合
併
の
登
記
）
、
第
八
十
三
条
（
合
併
の
登
記
）
、
第
三
章
第

抹
消
）
並
び
に
第
四
章
（
雑
則
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す

十
節
（
登
記
の
更
正
及
び
抹
消
）
並
び
に
第
四
章
（
雑
則
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第

の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「

二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十

会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合

七
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第

等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
新
所
在
地
に

一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
五

お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
所
在
地
に
お
い
て
酒
税
の
保
全
及
び
酒

十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
読

類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
る
場
合

み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

に
は
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号

」
と
あ
る
の
は
「
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
三
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条

第
八
十
三
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条

、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、

、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、

第
二
十
九
条
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四

第
二
十
九
条
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四

条
ま
で
、
第
三
十
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で

条
ま
で
、
第
三
十
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で

、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
（
中
央
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
た
だ
し

、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
（
中
央
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
た
だ
し

書
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
か

書
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
か

ら
第
七
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
連
合
会
及
び
中
央
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

ら
第
六
十
五
条
ま
で
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
七

合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
中
「
そ
の
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
三
人
以
上
」
と
あ
る

十
三
条
ま
で
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
連
合
会
及
び
中
央
会
に
つ

の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
そ
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
酒
類
業
組
合
二
以
上
」
と

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
中
「
そ
の
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す

、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
そ
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
連
合
会
又
は
酒
類
業
組
合
二
以

る
者
三
人
以
上
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
そ
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る

上
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る

酒
類
業
組
合
二
以
上
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
そ
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
連
合

の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
第
七
十
九
条
第
三
項
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
第

会
又
は
酒
類
業
組
合
二
以
上
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号

八
十
条
第
四
項
」
と
、
第
三
十
四
条
第
五
項
中
「
総
組
合
員
の
五
分
の
一
以
上
」
と
あ

中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
第
七
十
九
条
第
三
項
」
と
、

る
の
は
「
議
決
権
の
総
数
の
五
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
議
決
権
を
有
す
る
会
員
」
と

中
央
会
に
つ
い
て
は
「
第
八
十
条
第
四
項
」
と
、
第
三
十
四
条
第
五
項
中
「
総
組
合
員

、
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
総
組
合
員
の
半
数
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
員
の
半
数

の
五
分
の
一
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
議
決
権
の
総
数
の
五
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
議

以
上
で
そ
の
議
決
権
の
数
が
議
決
権
の
総
数
の
半
数
以
上
に
当
た
る
会
員
」
と
、
「
議

決
権
を
有
す
る
会
員
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
総
組
合
員
の
半
数
以
上
」
と
あ

決
」
と
あ
る
の
は
「
議
決
（
こ
れ
ら
の
多
数
の
議
決
権
を
有
す
る
会
員
の
数
が
出
席
会

る
の
は
「
総
会
員
の
半
数
以
上
で
そ
の
議
決
権
の
数
が
議
決
権
の
総
数
の
半
数
以
上
に

員
の
半
数
以
上
の
多
数
の
場
合
の
議
決
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
出
席
組

当
た
る
会
員
」
と
、
「
議
決
」
と
あ
る
の
は
「
議
決
（
こ
れ
ら
の
多
数
の
議
決
権
を
有

合
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
」
と
あ
る
の
は
「
出
席
会
員
の
議
決
権
の

す
る
会
員
の
数
が
出
席
会
員
の
半
数
以
上
の
多
数
の
場
合
の
議
決
に
限
る
。
）
」
と
、

三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
で
こ
れ
ら
の
多
数
の
議
決
権
を
有
す
る
会
員
数
が

同
条
第
二
項
中
「
出
席
組
合
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
」
と
あ
る
の
は

出
席
会
員
の
半
数
以
上
の
多
数
に
当
た
る
も
の
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
多
数
の
者
」
と
あ

「
出
席
会
員
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
で
こ
れ
ら
の
多
数
の
議

る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
多
数
の
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
組
合
員
」

決
権
を
有
す
る
会
員
数
が
出
席
会
員
の
半
数
以
上
の
多
数
に
当
た
る
も
の
」
と
、
「
こ



- 317 -

と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
多
数
の
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
組
合
員
又
は
会

れ
ら
の
多
数
の
者
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
多
数
の
会
員
た

員
た
る
連
合
会
の
構
成
員
た
る
酒
造
組
合
の
組
合
員
」
と
、
「
総
組
合
員
」
と
あ
る
の

る
酒
造
組
合
の
組
合
員
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
多
数
の
会
員
た
る
酒

は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
総
組
合
員
」
と
、
中
央
会
に
つ
い

造
組
合
の
組
合
員
又
は
会
員
た
る
連
合
会
の
構
成
員
た
る
酒
造
組
合
の
組
合
員
」
と
、

て
は
「
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
総
組
合
員
及
び
会
員
た
る
連
合
会
の
構
成
員
た
る
酒
造

「
総
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
総
組
合

組
合
の
総
組
合
員
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
総
組
合
員
の
十
分
の
一
以
上
」
と
あ
る
の

員
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
会
員
た
る
酒
造
組
合
の
総
組
合
員
及
び
会
員
た
る
連

は
「
議
決
権
の
総
数
の
十
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
議
決
権
を
有
す
る
会
員
」
と
、
第

合
会
の
構
成
員
た
る
酒
造
組
合
の
総
組
合
員
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
総
組
合
員
の
十

四
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
規
制
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に

分
の
一
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
議
決
権
の
総
数
の
十
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
議
決
権

つ
い
て
は
「
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
第
八

を
有
す
る
会
員
」
と
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
規
制
」

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
」
と
、
「
規
制
の
内

と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
」
と
、
中

容
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
調
整
計
画
の
内
容
」
と
、
第
七
十
条
中
「
酒
類
業
組
合
登
記

央
会
に
つ
い
て
は
「
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
の

簿
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
酒
類
業
組
合
連
合
会
登
記
簿
」
と
、
中
央

事
業
」
と
、
「
規
制
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
調
整
計
画
の
内
容
」
と
、
第
六
十

会
に
つ
い
て
は
「
酒
類
業
組
合
中
央
会
登
記
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、

八
条
第
二
項
中
「
酒
類
業
組
合
登
記
簿
」
と
あ
る
の
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
は
「
酒
類

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

業
組
合
連
合
会
登
記
簿
」
と
、
中
央
会
に
つ
い
て
は
「
酒
類
業
組
合
中
央
会
登
記
簿
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
六
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
四

第

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
の
規
定
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
理
事
長
の
代
表
権
の
制
限
）

（
理
事
長
の
代
表
権
の
制
限
）

第
三
十
四
条

理
事
長
又
は
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

連
合
会
と
理
事
長
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

第
三
十
四
条

（
同
上
）

の
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
監
事
が
連
合
会
を
代
表
す
る
。
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○

た
ば
こ
耕
作
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
組
合
の
事
務
の
決
定
）

第
十
八
条
の
三

組
合
の
事
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
理
事
の
過
半

（
新
設
）

数
で
決
す
る
。

（
組
合
の
代
表
）

第
十
八
条
の
四

理
事
は
、
組
合
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
組
合
を
代
表
す
る
。
た

（
新
設
）

だ
し
、
定
款
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）

第
十
八
条
の
五

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と

（
新
設
）

が
で
き
な
い
。

（
総
会
の
招
集
）

（
総
会
の
招
集
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
同
上
）

２

組
合
の
理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
臨
時
総
会
を
招
集
す

（
新
設
）

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）



- 320 -

第
二
十
九
条
の
二

理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と

（
新
設
）

き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）

第
二
十
九
条
の
三

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

組
合
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、
又

は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
又
は
財
務
大
臣
に
報
告
を

す
る
こ
と
。

四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

（
役
員
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

（
役
員
に
つ
い
て
の
会
社
法
等
の
準
用
）

第
三
十
条

理
事
及
び
監
事
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
三
十
条

理
事
及
び
監
事
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
四
百
三
十
条
（
役
員
等
の
連
帯
責
任
）
の
規
定
を
、
理
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団

第
四
百
三
十
条
（
役
員
等
の
連
帯
責
任
）
の
規
定
を
、
理
事
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
七
十

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
、

八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
を
、
監
事
に
つ
い
て
は

第
五
十
二
条
第
二
項
（
理
事
の
業
務
執
行
）
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
（

、
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
三
十
条
中

理
事
の
代
表
権
）
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
（
臨
時
総
会
の
招
集
）
の
規
定
を
、
監
事

「
役
員
等
が
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
が
」
と
、
「
他
の
役
員
等
も
」
と
あ
る
の
は
「
監

に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
及
び
同
法
第
五
十
九
条
（
監
事
の
職
務
）
の
規
定
を
準
用
す

事
も
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
法
第
四
百
三
十
条
中
「
役
員
等
が
」
と
あ
る
の
は
「

理
事
が
」
と
、
「
他
の
役
員
等
も
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
も
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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（
総
会
の
議
事
）

（
総
会
の
議
事
）

第
三
十
四
条

１
〜
３

（
略
）

第
三
十
四
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

総
会
に
お
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に

（
新
設
）

つ
い
て
の
み
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
議
決
権
の
な
い
場
合
）

（
総
会
に
つ
い
て
の
民
法
の
準
用
）

第
三
十
六
条

組
合
と
特
定
の
組
合
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合
に
は
、
そ

第
三
十
六
条

総
会
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
六
十
四
条
（
総
会
の
決
議
事
項
）
及
び
第
六

の
組
合
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

十
六
条
（
表
決
権
の
な
い
場
合
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
六
十
四
条
中
「
第
六
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
た
ば
こ
耕
作
組
合
法
第
二
十
五
条
」

と
、
同
法
第
六
十
六
条
中
「
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
」
と
、
「
社
員
」
と
あ

る
の
は
「
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
創
立
総
会
）

（
創
立
総
会
）

第
三
十
九
条

１
〜
８

（
略
）

第
三
十
九
条

１
〜
８

（
同
上
）

９

創
立
総
会
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
、
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三

９

創
立
総
会
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
、
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
法

十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
十
六
条
（
表
決
権
の
な
い
場
合
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
中
「
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
」
と
、
「
社
員
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
中
の
組
合
の
能
力
）

第
四
十
九
条
の
二

解
散
し
た
組
合
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算

（
新
設
）

の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
五
十
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が

（
新
設
）

欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し

く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
五
十
条
の
三

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検

（
新
設
）

察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
五
十
条
の
四

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
五
十
一
条
の
二

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三

（
新
設
）

回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ

き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇

月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
五
十
一
条
の
三

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
組
合
の

（
新
設
）

債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に

対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
組
合
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
一
条
の
四

清
算
中
に
組
合
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ

（
新
設
）

と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し

、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
組
合
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の
と
す

る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
組
合
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又

は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。



- 324 -

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
五
十
三
条
の
二

組
合
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め

、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
五
十
三
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
財
務
大
臣
に
届

（
新
設
）

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
五
十
三
条
の
四

組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、

（
新
設
）

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
五
十
三
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）
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第
五
十
三
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場

（
新
設
）

合
に
は
、
組
合
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
三
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
五
十
三
条
の
八

裁
判
所
は
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ

（
新
設
）

る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」

と
あ
る
の
は
、
「
組
合
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
に
つ
い
て
の
準
用
）

（
解
散
等
に
つ
い
て
の
民
法
等
の
準
用
等
）

第
五
十
四
条

清
算
人
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま

第
五
十
四
条

組
合
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条

で
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
（
法
人
の
清
算
）
並
び
に
非

す
る
法
律
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
を
準

訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十

用
す
る
。

六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
（
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
監
督
等
）
の
規
定
を
、

清
算
人
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十

七
条
及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
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及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
（
臨
時
総
会
の
招
集
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
た
ば
こ
耕
作
組
合
法
第
五

十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め

、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

３

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

。

第
六
十
一
条

次
の
場
合
に
は
、
組
合
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
十
万
円
以
下

第
六
十
一
条

次
の
場
合
に
は
、
組
合
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
十
万
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

の
過
料
に
処
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

第
二
十
条
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反

五

第
二
十
条
（
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

し
た
と
き
。

に
違
反
し
た
と
き
。

六

第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

六

第
二
十
二
条
（
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
九
条
第
五
項

七

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
九
条
第
五
項

、
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

、
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

八

第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第

八

第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
七
条
第
六
項
又
は
第

五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類
を
備
え

五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類

て
置
か
ず
、
そ
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載

を
備
え
て
置
か
ず
、
そ
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
書
類
の
閲
覧
を
拒
ん
だ
と
き
。

の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
書
類
の
閲
覧
を
拒
ん
だ
と
き
。
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九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
同
上
）

十
一

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
。

十
一

第
五
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
組
合
の
財
産
を
分
配
し
た
と
き
。

十
二

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
を

十
二

第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
期
間
内

怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
。

十
三

第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠

十
三

第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
又
は
同
法
第
八
十

つ
た
と
き
。

一
条
に
規
定
す
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

十
四

第
五
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
組
合
の
財
産
を
分
配
し
た
と
き
。

十
四

第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

十
五

（
略
）

十
五

（
同
上
）
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○

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
無
限
責
任
社
員
の
第
二
次
納
税
義
務
）

（
無
限
責
任
社
員
の
第
二
次
納
税
義
務
）

第
三
十
三
条

合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
が
国
税
を
滞
納
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
財

第
三
十
三
条

合
名
会
社
若
し
く
は
合
資
会
社
又
は
無
限
責
任
中
間
法
人
が
国
税
を
滞
納

産
に
つ
き
滞
納
処
分
を
執
行
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収
す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら

し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
財
産
に
つ
き
滞
納
処
分
を
執
行
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収
す

れ
る
と
き
は
、
そ
の
社
員
（
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
、
無
限
責
任
社
員
）
は
、
そ
の
滞

べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
社
員
（
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
、

納
に
係
る
国
税
の
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
社
員
は
、

無
限
責
任
社
員
）
は
、
そ
の
滞
納
に
係
る
国
税
の
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
。
こ
の
場

連
帯
し
て
そ
の
責
め
に
任
ず
る
。

合
に
お
い
て
、
そ
の
社
員
は
、
連
帯
し
て
そ
の
責
め
に
任
ず
る
。
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○

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

第
二
条
の
二

国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
負
担
又
は
補
助

第
二
条
の
二

国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
負
担
又
は
補
助

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は
地
域
に
お

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は
地
域
に
お

け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備
す
る
も
の
で
あ

け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
公
共
的
建
設
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資

つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
公
共
的
建
設
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資

金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て

金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て

、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
同
上
）

十
一

鉄
道
の
技
術
の
高
度
化
に
資
す
る
研
究
開
発
を
行
う
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る

十
一

鉄
道
の
技
術
の
高
度
化
に
資
す
る
研
究
開
発
を
行
う
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る

事
業

鉄
道
の
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
鉄
道
事
業
の
健
全

事
業

鉄
道
の
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
鉄
道
事
業
の
健
全

な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律

第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

塩
事
業
法
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
二
十
一
条

財
務
大
臣
は
、
塩
の
製
造
、
輸
入
及
び
流
通
に
関
す
る
調
査
研
究
等
を
行

第
二
十
一
条

財
務
大
臣
は
、
塩
の
製
造
、
輸
入
及
び
流
通
に
関
す
る
調
査
研
究
等
を
行

う
こ
と
に
よ
り
塩
産
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又

う
こ
と
に
よ
り
塩
産
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法

は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
国
民
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
良
質
な
塩
の
安
定
的
な
供

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
っ
て
、

給
の
確
保
を
図
る
た
め
に
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

国
民
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
良
質
な
塩
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
に
次
条

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
塩

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も

事
業
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
塩
事
業
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
代
表
権
の
制
限
）

第
二
十
二
条
の
二

総
裁
又
は
副
総
裁
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

（
新
設
）

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
二
十
二
条
の
三

日
本
銀
行
と
総
裁
又
は
副
総
裁
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い

（
新
設
）

て
は
、
総
裁
又
は
副
総
裁
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
六
十
条
の
二

特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件
は
、
日
本
銀
行
の
本
店
の
所
在
地

（
新
設
）

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
法
人
の
規
定
の
準
用
）

第
六
十
一
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
六
十
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、

第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
日
本
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
七
条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十

。

四
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
日
本
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
国
際
協
力
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る

定
は
、
国
際
協
力
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

。（
借
入
金
及
び
国
際
協
力
銀
行
債
券
）

（
借
入
金
及
び
国
際
協
力
銀
行
債
券
）

第
四
十
五
条

１
〜
９

（
略
）

第
四
十
五
条

１
〜
９

（
同
上
）

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

10

10

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

〜

（
略
）

〜

（
同
上
）

11

13

11

13
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○

日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
七
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
に
つ
い
て
準
用

定
は
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
。

（
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
券
の
発
行
）

（
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
券
の
発
行
）

第
四
十
三
条

１
〜
５

（
略
）

第
四
十
三
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

６

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
同
上
）
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○

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）

改

正

案

現

行

（
公
民
館
の
設
置
者
）

（
公
民
館
の
設
置
者
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
同
上
）

２

前
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
民
館
は
、
公
民
館
の
設
置
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団

２

前
項
の
場
合
を
除
く
外
、
公
民
館
は
、
公
民
館
設
置
の
目
的
を
も
つ
て
民
法
第
三
十

法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
法
人
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ

四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
（
こ
の
章
中
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
で
な
け

ば
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

れ
ば
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
通
信
教
育
の
認
定
）

（
通
信
教
育
の
認
定
）

第
五
十
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
学
校
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人

第
五
十
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
学
校
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
の

の
行
う
通
信
教
育
で
社
会
教
育
上
奨
励
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
通
信
教
育
の
認
定
（

行
う
通
信
教
育
で
社
会
教
育
上
奨
励
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
通
信
教
育
の
認
定
（
以

以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

改

正

案

現

行

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
九
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
（
法
人
の
能
力

第

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
学
校
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
及
び
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
の
規
定
は
、
学
校
法
人
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
財
産
目
録
の
作
成
及
び
備
置
き
）

第
三
十
三
条
の
二

学
校
法
人
は
、
設
立
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ

（
新
設
）

の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
四
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
八
条
及
び

第
三
十
四
条

民
法
第
四
十
一
条
（
贈
与
又
は
遺
贈
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
、
第
四
十

第
百
六
十
四
条
の
規
定
は
、
学
校
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

二
条
（
寄
附
財
産
の
帰
属
時
期
）
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
（
財
産
目
録
）
（
法
人
の

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
財
産
の
拠
出
」
と
あ
る
の
は
「
寄
附
行
為
」
と
、
同
条
中

設
立
の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
校
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用

「
当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
寄
附
財
産
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
人
の
設
立
の
許
可
が

あ
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
学
校
法
人
の
成
立
の
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
四
十
条
の
二

理
事
は
、
寄
附
行
為
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特

（
新
設
）
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定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
四
十
条
の
三

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害

（
新
設
）

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
四
十
条
の
四

学
校
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
は

（
新
設
）

、
代
理
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に

よ
り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
四
十
九
条

削
除

第
四
十
九
条

民
法
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
（
理
事
の
代
理
行
為
の

委
任
、
仮
理
事
、
利
益
相
反
行
為
）
は
、
学
校
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り

又
は
職
権
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
条
の
二

学
校
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り

又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。
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２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
学
校
法
人
の
能
力
）

第
五
十
条
の
三

解
散
し
た
学
校
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清

（
新
設
）

算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
五
十
条
の
四

学
校
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散

（
新
設
）

の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
五
十
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が

（
新
設
）

欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し

く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
五
十
条
の
六

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検

（
新
設
）

察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
五
十
条
の
七

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
所
轄
庁
に
届

（
新
設
）
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け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
五
十
条
の
八

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
五
十
条
の
九

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の

（
新
設
）

公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨

の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を
下

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
判
明
し
て

い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）
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第
五
十
条
の
十

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
学
校
法
人

（
新
設
）

の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産

に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
学
校
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
条
の
十
一

清
算
中
に
学
校
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な

（
新
設
）

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
学
校
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の

と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
学
校
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い

、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は

、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
五
十
条
の
十
二

裁
判
所
は
、
第
五
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場

（
新
設
）

合
に
は
、
学
校
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）
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第
五
十
条
の
十
三

学
校
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
学
校

法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

学
校
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
意
見
を
求

め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

所
轄
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
五
十
条
の
十
四

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
届
け

（
新
設
）

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
五
十
条
の
十
五

学
校
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件

（
新
設
）

は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
条
の
十
六

清
算
人
又
は
検
査
役
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
第
五
十
条
の
十

（
新
設
）

二
（
第
五
十
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
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裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

（
新
設
）

第
五
十
条
の
十
七

清
算
人
又
は
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し

立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
五
十
八
条

削
除

第
五
十
八
条

民
法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
第

二
項
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
（

法
人
の
解
散
及
び
清
算
）
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号

）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
（
法
人
の
解
散
及
び
清

算
に
関
す
る
監
督
等
）
の
規
定
は
、
学
校
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁

」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
庁
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
学
校
法
人
の
業
務
を
監
督
す

る
所
轄
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
所
轄
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
六
十
五
条
の
三

第
二
十
六
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
六
十
五
条
の
三

第
二
十
六
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
条
第
三
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
条
第
三
項
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並
び
に
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

並
び
に
第
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
き
、
第
六

三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
き
、
第
六

十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
三
（
第
六
十
四

十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
（
第
六
十
四
条

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
四
（
第
六
十
四
条
第

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
七
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
十
三
第
五
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十
四
条
第
五

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
十
四
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

で
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
九
条

含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
民

含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て

法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
並
び
に
第
五
十
八
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
六
十

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
六
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
の
理

第
六
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
の
理

事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記

二

第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
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載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
同
上
）

五

第
五
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続

五

第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

六

第
五
十
条
の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠

六

第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
又
は
第
八
十
一
条
第
一

り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

七

第
五
十
三
条
又
は
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

八

（
略
）

八

（
同
上
）
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○

図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
図
書
館
」
と
は
、
図
書
、
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料
を

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
図
書
館
」
と
は
、
図
書
、
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料
を

収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究

収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究

、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
で
、
地
方
公
共
団
体
、

、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
で
、
地
方
公
共
団
体
、

日
本
赤
十
字
社
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
設
置
す
る
も
の
（
学

日
本
赤
十
字
社
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人

校
に
附
属
す
る
図
書
館
又
は
図
書
室
を
除
く
。
）
を
い
う
。

が
設
置
す
る
も
の
（
学
校
に
附
属
す
る
図
書
館
又
は
図
書
室
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２

前
項
の
図
書
館
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
図
書
館
を
公
立
図
書
館
と
い

２

前
項
の
図
書
館
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
図
書
館
を
公
立
図
書
館
と
い

い
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
の
設
置
す
る
図
書

い
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
置
す
る
図
書
館
を
私
立
図
書

館
を
私
立
図
書
館
と
い
う
。

館
と
い
う
。
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○

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
五
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
五
章

（
同
上
）

第
六
章

解
散
（
第
四
十
三
条
―
第
五
十
一
条
の
四
）

第
六
章

解
散
（
第
四
十
三
条
―
第
五
十
一
条
）

第
七
章
〜
第
十
章

（
略
）

第
七
章
〜
第
十
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
合
併
の
時
期
）

合
併
の
時
期
）

（

第
四
十
一
条

宗
教
法
人
の
合
併
は
、
合
併
後
存
続
す
る
宗
教
法
人
又
は
合
併
に
よ
つ
て

第
四
十
一
条

宗
教
法
人
の
合
併
は
、
合
併
後
存
続
す
る
宗
教
法
人
又
は
合
併
に
因
つ
て

設
立
す
る
宗
教
法
人
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
第
五
十
六
条
の
規
定

設
立
す
る
宗
教
法
人
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
第
五
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

に
よ
る
登
記
を
す
る
こ
と
に
因
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
削
る
）

第
四
十
七
条

削
除

（
任
意
解
散
の
時
期
）

（
任
意
解
散
の
時
期
）

第
四
十
七
条

宗
教
法
人
の
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
は
、
当
該
解
散
に

第
四
十
八
条

宗
教
法
人
の
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
は
、
当
該
解
散
に

関
す
る
認
証
書
の
交
付
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

関
す
る
認
証
書
の
交
付
に
因
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
八
条

宗
教
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と
が
で

（
新
設
）
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き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
代
表
役
員
若
し
く
は
そ
の
代
務
者
若
し
く
は

債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
代
表
役
員
又
は
そ
の
代
務
者
は
、
直
ち
に
破
産
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
宗
教
法
人
の
能
力
）

第
四
十
八
条
の
二

解
散
し
た
宗
教
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

（
新
設
）

清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

（
清
算
人
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
同
上
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が
欠
け
た
た
め

（
新
設
）

損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官

の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

宗
教
法
人
が
第
四
十
三
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
つ
て
解

２

宗
教
法
人
が
第
四
十
三
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
因
つ
て
解

散
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
庁
、
利
害
関
係

散
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
庁
、
利
害
関
係
人

人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
。

若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
。

４

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
宗
教
法
人
の
清
算
人
に
準
用
す
る
。

３

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
宗
教
法
人
の
清
算
人
に
準
用
す
る
。

５

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求

（
新
設
）

に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

宗
教
法
人
の
責
任
役
員
及
び
そ
の
代
務
者
は
、
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
、

４

宗
教
法
人
の
責
任
役
員
及
び
そ
の
代
務
者
は
、
規
則
に
別
段
の
定
が
な
け
れ
ば
、
宗

宗
教
法
人
の
解
散
に
よ
つ
て
退
任
す
る
も
の
と
す
る
。
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
又
は
そ

教
法
人
の
解
散
に
因
つ
て
退
任
す
る
も
の
と
す
る
。
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
又
は
そ
の

の
代
務
者
で
清
算
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

代
務
者
で
清
算
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
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第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
、
責
任
役
員
及
び
代

５

第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
、
責
任
役
員
及
び
代

７
務
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
解
散
に
よ
つ
て
退
任
す
る
も
の
と
す
る

務
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
解
散
に
因
つ
て
退
任
す
る
も
の
と
す
る

。

。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
四
十
九
条
の
二

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
四
十
九
条
の
三

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。
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（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
四
十
九
条
の
四

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
宗
教
法

（
新
設
）

人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
宗
教
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
九
条
の
五

清
算
中
に
宗
教
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な

（
新
設
）

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
宗
教
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の

と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
宗
教
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い

、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は

、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
四
十
九
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
清
算

（
新
設
）

人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
宗
教
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
（
当
該

宗
教
法
人
の
規
則
で
当
該
宗
教
法
人
の
財
産
の
状
況
及
び
役
員
の
職
務
の
執
行
の
状
況

を
監
査
す
る
機
関
を
置
く
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
清
算
人
及
び
当
該
監
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査
の
機
関
）
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

（
民
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
）

第
五
十
一
条

宗
教
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

第
五
十
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
、

第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
二
条
ま
で
並
び
に
非
訟
事

件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条

か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
（
法
人
の
解
散
及
び
清
算
）
は
、
宗
教
法
人
の
解
散
及
び

清
算
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
条
第
一
項
中
「
理
事
」
と
あ

る
の
は
「
代
表
役
員
若
し
く
は
そ
の
代
務
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
理
事
」
と
あ
る

の
は
「
代
表
役
員
又
は
そ
の
代
務
者
」
と
、
同
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の

は
「
宗
教
法
人
法
第
四
十
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

（
新
設
）

る
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

４

第
四
十
九
条
の
六
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た

場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
清
算
人
（
当
該
宗
教
法
人
の
規

則
で
当
該
宗
教
法
人
の
財
産
の
状
況
及
び
役
員
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
機

関
を
置
く
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
清
算
人
及
び
当
該
監
査
の
機
関
）
」

と
あ
る
の
は
、
「
宗
教
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

宗
教
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
意
見
を
求

２

宗
教
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
意
見
を
求

め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
に
規
定
す
る
所
轄
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る

３

前
項
に
規
定
す
る
所
轄
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
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こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
五
十
一
条
の
二

宗
教
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件

（
新
設
）

は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
一
条
の
三

清
算
人
又
は
検
査
役
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
第
四
十
九
条
の

（
新
設
）

六
（
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
裁
判

に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
五
十
一
条
の
四

清
算
人
又
は
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立

（
新
設
）

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
設
立
の
登
記
）

（
設
立
の
登
記
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
除
）

３

宗
教
法
人
は
、
設
立
の
登
記
を
し
た
後
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地

に
お
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
）

（
従
た
る
事
務
所
の
新
設
の
登
記
）

第
五
十
三
条

宗
教
法
人
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た

第
五
十
三
条

宗
教
法
人
の
成
立
後
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
主
た
る
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と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記

事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
こ
と
を
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
そ
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
、
他
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
同
期
間
内
に
そ

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

の
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
こ
と
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
四
条

宗
教
法
人
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転

２

宗
教
法
人
の
成
立
後
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
の
管

し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在

轄
区
域
内
に
お
い
て
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
従
た
る
事
務
所

地
に
お
い
て
は
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
設
け
た
こ
と
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

い
。

（
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

第
五
十
四
条

宗
教
法
人
が
主
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
旧
所

第
五
十
五
条

代
表
権
を
有
す
る
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を

在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
第
五
十
二
条
第
二
項
各

代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は

号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
、
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お

取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の

い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
同

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
を
移

（
合
併
の
登
記
）

転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
の
登
記
を
す
れ
ば
足
り
る
。

第
五
十
六
条

宗
教
法
人
が
合
併
す
る
と
き
は
、
当
該
合
併
に
関
す
る
認
証
書
の
交
付
を

受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
合
併
後

（
変
更
の
登
記
）

存
続
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
変
更
の
登
記
を
し
、
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
宗
教
法

第
五
十
五
条

第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
主

人
に
つ
い
て
は
解
散
の
登
記
を
し
、
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
設

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
）

（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）
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第
五
十
七
条

第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
以
下

第
五
十
六
条

代
表
役
員
若
し
く
は
そ
の
代
務
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
宗
教
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
同
条
第

そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
当
該
解
散
に
関
す
る
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た

、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所

日
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
当
該
解
散
の
事
由
が
生
じ
た

の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
か
ら
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
解
散
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
併
の
登
記
）

第
五
十
七
条

宗
教
法
人
が
合
併
す
る
と
き
は
、
当
該
合
併
に
関
す
る
認
証
書
の
交
付
を

（
清
算
結
了
の
登
記
）

受
け
た
日
か
ら
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事

第
五
十
八
条

宗
教
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
結
了
の
日
か
ら
二
週
間
以

務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
合
併
後
存
続
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て

内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば

は
変
更
の
登
記
を
、
合
併
に
因
つ
て
解
散
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
解
散
の
登
記
を

な
ら
な
い
。

、
合
併
に
因
つ
て
設
立
す
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
）

第
五
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
各
号
に
規
定
す
る
従
た
る
事
務
所
が
主

（
解
散
の
登
記
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
五
十
八
条

宗
教
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、

る
解
散
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
解
散
に
関
す
る
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

一

宗
教
法
人
の
設
立
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合
（
次
号
に
規
定
す
る

事
由
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
当
該
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
、
主
た
る
事
務
所

場
合
を
除
く
。
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
を
し
た
日
か

の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週

ら
二
週
間
以
内

間
以
内
に
、
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

合
併
に
よ
り
設
立
す
る
宗
教
法
人
が
合
併
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場

合

当
該
合
併
に
関
す
る
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
三
週
間
以
内

第
五
十
九
条

削
除

三

宗
教
法
人
の
成
立
後
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

従
た
る
事
務
所
を
設
け
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た
日
か
ら
三
週
間
以
内

（
清
算
結
了
の
登
記
）

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記

第
六
十
条

宗
教
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
結
了
の
日
か
ら
、
主
た
る
事

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の

務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は

管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

三
週
間
以
内
に
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

一

名
称

（
管
轄
登
記
所
及
び
登
記
簿
）

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

第
六
十
一
条

宗
教
法
人
の
登
記
に
関
す
る
事
務
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

三

従
た
る
事
務
所
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の

る
法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
が

に
限
る
。
）
の
所
在
場
所

管
轄
登
記
所
と
し
て
つ
か
さ
ど
る
。

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
当
該
従
た

２

各
登
記
所
に
宗
教
法
人
登
記
簿
を
備
え
る
。

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条

削
除

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

第
六
十
条

宗
教
法
人
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し

（
登
記
申
請
書
の
添
附
書
類
）

た
と
き
は
、
旧
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域

第
六
十
三
条

設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証
を
受
け
た
規

内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在

則
の
謄
本
及
び
代
表
権
を
有
す
る
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除

い
。

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各
号

２

従
た
る
事
務
所
の
新
設
、
事
務
所
の
移
転
そ
の
他
登
記
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請

に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地

書
に
は
、
そ
の
登
記
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
代

を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、

表
権
を
有
す
る
者
の
氏
、
名
又
は
住
所
の
変
更
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

新
所
在
地
に
お
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

い
。

３

解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

（
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
変
更
の
登
記
等
）

な
い
。
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第
六
十
一
条

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

４

合
併
に
よ
る
設
立
又
は
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ

に
規
定
す
る
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
も
、
こ
れ

る
書
類
の
ほ
か
、
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
併
後
存
続
す
る

を
証
す
る
書
類
並
び
に
合
併
に
よ
つ
て
解
散
す
る
宗
教
法
人
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区

宗
教
法
人
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
は
、
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

域
内
に
事
務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

変
更
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
す
る
も
の
と
す
る
。

な
い
。

５

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
の
認
証
を
要
す
る
事
項
に
係
る
登
記
の
申
請
書
に

（
管
轄
登
記
所
及
び
登
記
簿
）

は
、
前
各
項
に
掲
げ
る
書
類
の
外
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証
書
の
謄
本
を
添
え
な

第
六
十
二
条

宗
教
法
人
の
登
記
に
関
す
る
事
務
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
が

管
轄
登
記
所
と
し
て
つ
か
さ
ど
る
。

２

各
登
記
所
に
宗
教
法
人
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
登
記
の
申
請
）

第
六
十
三
条

設
立
の
登
記
は
、
宗
教
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
申
請
に
よ
つ
て
す
る
。

２

設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証
を
受
け
た
規
則
の
謄
本

及
び
宗
教
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

第
五
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
当
該
事

項
の
変
更
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
代
表
権
を
有
す

る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

合
併
に
よ
る
変
更
又
は
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の

ほ
か
、
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
並
び
に
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
宗
教
法
人
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
主
た
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る
事
務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
の
認
証
を
要
す
る
事
項
に
係
る
登
記
の
申
請
書
に

は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
所
轄
庁
の
証
明
が
あ
る
認
証

書
の
謄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
六
十
五
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五

第
六
十
五
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五

条
ま
で
（
登
記
所
及
び
登
記
官
）
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十

条
ま
で
（
登
記
所
及
び
登
記
官
）
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十

八
条
、
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び

八
条
、
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び

第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
登
記
簿
等
、
登
記
手
続
の
通

第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
登
記
簿
等
、
登
記
手
続
の
通

則
及
び
同
一
の
所
在
場
所
に
お
け
る
同
一
商
号
の
登
記
の
禁
止
）
、
第
四
十
八
条
か
ら

則
及
び
同
一
の
所
在
場
所
に
お
け
る
同
一
商
号
の
登
記
の
禁
止
）
、
第
四
十
七
条
第
一

第
五
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二
条

項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七

、
第
八
十
三
条
（
株
式
会
社
の
登
記
）
並
び
に
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま

十
九
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
（
株
式
会
社
の
登
記
）
並
び
に
第
百
三
十
二
条

で
（
登
記
の
更
正
及
び
抹
消
並
び
に
雑
則
）
の
規
定
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
登
記

か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
（
登
記
の
更
正
及
び
抹
消
並
び
に
雑
則
）
の
規
定
は
、
こ
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法

章
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
八

第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
宗
教
法
人
法
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号

条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
宗
教
法
人
法
第

」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第

五
十
二
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
新
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お

一
号
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
（
同
法
第
四
百
八
十
三

い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
所
在
地
に
お
い
て
宗
教
法
人
法
第
五
十
二
条
第
二
項
各
号

条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
代

に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
る
場
合
に
は
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
中

表
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
）
」
と
あ
る
の
は
「
宗
教
法
人
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規

「
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
清
算
人
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定
に
よ
る
清
算
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
な
つ
た
も
の
（
同
法
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
代
表
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
）
」
と
あ
る
の
は
「

宗
教
法
人
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
解
散
命
令
）

（
解
散
命
令
）

第
八
十
一
条

（
略
）

第
八
十
一
条

（
同
上
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
同
上
）

７

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁

７

前
五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
関
す
る
手
続

判
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号

に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
八
十
七
条
の
二

第
九
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第

第
八
十
七
条
の
二

第
九
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第

三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
四
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に

び
第
四
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
（

第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十

第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十

九
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
三
項
、

九
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、

第
五
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
七
十

第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
七
十

九
条
第
四
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十

九
条
第
四
項
及
び
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十

九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
、

九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
、

第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道

第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
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府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
八
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
代

第
八
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
代

表
役
員
、
そ
の
代
務
者
、
仮
代
表
役
員
又
は
清
算
人
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

表
役
員
、
そ
の
代
務
者
、
仮
代
表
役
員
又
は
清
算
人
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

る
。

る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
同
上
）

六

第
四
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開

六

第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一

始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

七

第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

七

第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十

怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

八

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

八

第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

九
〜
十
一

（
略
）

九
〜
十
一

（
同
上
）
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○

民
間
学
術
研
究
機
関
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
民
間
学
術
研
究
機
関
」
（
以
下
「
研
究
機
関
」
と
い
う
。
）
と

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
民
間
学
術
研
究
機
関
」
（
以
下
「
研
究
機
関
」
と
い
う
。
）
と

は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
、
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い

は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

う
。

れ
た
法
人
で
、
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。

（
補
助
の
申
請
）

（
補
助
の
申
請
）

第
四
条

研
究
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

第
四
条

研
究
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
主
務
大
臣
（
当
該
研
究
機
関
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
主
務
大
臣
（
当
該
研
究
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
申
請

に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然

科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
、
展
示

科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
、
展
示

し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク

し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
資
料

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
資
料

に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
関
（
社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館

に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
関
（
社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館

及
び
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
図
書
館
を
除
く
。
）
の

及
び
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
図
書
館
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は

う
ち
、
地
方
公
共
団
体
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の

政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
法
人
（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十

法
人
、
宗
教
法
人
又
は
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
法
人
（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政

一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
二
十

法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政

九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
が
設
置
す
る
も
の
で
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
登

法
人
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
が
設
置
す
る
も
の
で
第

録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

二
章
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
公
立
博
物
館
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
博
物

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
公
立
博
物
館
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
博
物

館
を
い
い
、
「
私
立
博
物
館
」
と
は
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
宗

館
を
い
い
、
「
私
立
博
物
館
」
と
は
、
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
前

教
法
人
又
は
前
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
の
設
置
す
る
博
物
館
を
い
う
。

項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
の
設
置
す
る
博
物
館
を
い
う
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
同
上
）
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２

前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
、
設
置
条
例
の
写
し
、
館
則
の
写
し
、
直
接
博
物
館
の

一

公
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
、
設
置
条
例
の
写
、
館
則
の
写
、
直
接
博
物
館
の
用
に

用
に
供
す
る
建
物
及
び
土
地
の
面
積
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
図
面
、
当
該
年
度

供
す
る
建
物
及
び
土
地
の
面
積
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
図
面
、
当
該
年
度
に
お

に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
予
算
の
歳
出
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
、
博
物
館
資
料

け
る
事
業
計
画
書
及
び
予
算
の
歳
出
の
見
積
に
関
す
る
書
類
、
博
物
館
資
料
の
目
録

の
目
録
並
び
に
館
長
及
び
学
芸
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面

並
び
に
館
長
及
び
学
芸
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面

二

私
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
定
款
の
写
し
又
は
当
該
宗
教
法
人
の
規

二

私
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
の
写
又
は
当

則
の
写
し
、
館
則
の
写
し
、
直
接
博
物
館
の
用
に
供
す
る
建
物
及
び
土
地
の
面
積
を

該
宗
教
法
人
の
規
則
の
写
、
館
則
の
写
、
直
接
博
物
館
の
用
に
供
す
る
建
物
及
び
土

記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
図
面
、
当
該
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
の
見

地
の
面
積
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
図
面
、
当
該
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及

積
り
に
関
す
る
書
類
、
博
物
館
資
料
の
目
録
並
び
に
館
長
及
び
学
芸
員
の
氏
名
を
記

び
収
支
の
見
積
に
関
す
る
書
類
、
博
物
館
資
料
の
目
録
並
び
に
館
長
及
び
学
芸
員
の

載
し
た
書
面

氏
名
を
記
載
し
た
書
面
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○

財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
経
営
及
び
労
働
の
諸
条
件
の
改
善
の
た
め
の
労
働
科
学
に
関
す

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
経
営
及
び
労
働
の
諸
条
件
の
改
善
の
た
め
の
労
働
科
学
に
関
す

る
研
究
及
び
調
査
に
係
る
事
業
の
発
達
に
資
す
る
た
め
、
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所

る
研
究
及
び
調
査
に
係
る
事
業
の
発
達
に
資
す
る
た
め
、
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所

（
昭
和
二
十
年
十
一
月
三
十
日
に
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
と
い
う
名
称
で
設
立
さ

に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
た
法
人
を
い
い
、
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
規
定
す
る

も
の
と
す
る
。

（
譲
与
）

（
譲
与
）

第
二
条

政
府
は
、
財
団
に
対
し
、
財
団
が
行
う
前
条
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る

第
二
条

政
府
は
、
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
（
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。
）
に
対
し

た
め
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
国
有
財
産
台
帳
上
東

、
財
団
が
行
う
前
条
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か

京
都
世
田
谷
区
祖
師
谷
二
丁
目
千
二
百
二
十
六
番
地
所
在
の
国
有
財
産
た
る
施
設
並
び

か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
国
有
財
産
台
帳
上
東
京
都
世
田
谷
区
祖
師
谷
二
丁
目

に
当
該
施
設
の
用
に
供
し
、
及
び
当
該
施
設
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
動
産
（
こ
れ
ら

千
二
百
二
十
六
番
地
所
在
の
国
有
財
産
た
る
施
設
並
び
に
当
該
施
設
の
用
に
供
し
、
及

の
施
設
及
び
動
産
の
従
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
当
該
施
設
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
動
産
（
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
動
産
の
従
物
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
六
十
一
条
の
十
二

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
六
十
一
条
の
十
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ
た

第
六
十
一
条
の
十
二

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
六
十
一
条
の
十
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

れ
ば
、
同
条
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

れ
ば
、
同
条
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が

二

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

情
報
処
理
業
務
の
公
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が
情
報
処
理
業
務
の
公
正
な
遂

。

行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
同
上
）

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ

第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な

け
れ
ば
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が

三

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は

保
障
措
置
検
査
等
実
施
業
務
の
適
確
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の

社
員
の
構
成
が
保
障
措
置
検
査
等
実
施
業
務
の
適
確
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

で
あ
る
こ
と
。

れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
同
上
）
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○

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
国
民
体
育
大
会
）

（
国
民
体
育
大
会
）

第
六
条

国
民
体
育
大
会
は
、
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
（
昭
和
二
年
八
月
八
日
に
財
団

第
六
条

国
民
体
育
大
会
は
、
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
、
国
及
び
開
催
地
の
都
道
府
県

法
人
大
日
本
体
育
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て

が
共
同
し
て
開
催
す
る
。

同
じ
。
）
、
国
及
び
開
催
地
の
都
道
府
県
が
共
同
し
て
開
催
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

国
は
、
国
民
体
育
大
会
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会

３

国
は
、
国
民
体
育
大
会
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会

及
び
開
催
地
の
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

及
び
開
催
地
の
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
の
水
準
の
向
上
の
た
め
の
措
置
）

（
ス
ポ
ー
ツ
の
水
準
の
向
上
の
た
め
の
措
置
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

国
は
、
前
項
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
平

２

国
は
、
前
項
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
行

成
元
年
八
月
七
日
に
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

う
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
に
当

た
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー

た
つ
て
は
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
の
緊
密
な
連
絡
に
努
め
る
も
の

ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
財
団
法
人
日
本

と
す
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
の
緊
密
な
連
絡
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



- 364 -

○

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
相
続
人
の
不
存
在
の
場
合
等
に
お
け
る
著
作
権
の
消
滅
）

（
相
続
人
の
不
存
在
の
場
合
等
に
お
け
る
著
作
権
の
消
滅
）

第
六
十
二
条

著
作
権
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
消
滅
す
る
。

第
六
十
二
条

著
作
権
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
消
滅
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

著
作
権
者
で
あ
る
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
著
作
権
が
一
般
社
団

二

著
作
権
者
で
あ
る
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
著
作
権
が
民
法
第
七

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
二

十
二
条
第
三
項
（
残
余
財
産
の
国
庫
へ
の
帰
属
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
法
律
の
規

百
三
十
九
条
第
三
項
（
残
余
財
産
の
国
庫
へ
の
帰
属
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
法
律

定
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
と
な
る
と
き
。

の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
と
な
る
と
き
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
百
四
条
の
三

文
化
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
団
体
で
な
け
れ
ば
前
条

第
百
四
条
の
三

文
化
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
団
体
で
な
け
れ
ば
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ

る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）
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○

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
）

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

第
一
項
の
教
職
調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
者
の
給
与
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

３

第
一
項
の
教
職
調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
者
の
給
与
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
内
容
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
内
容
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
に
給
料
が
支

年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
に
給
料
が
支
給

給
さ
れ
る
場
合

当
該
給
料
の
額
に
教
職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
支
給
す
る
こ

さ
れ
る
場
合

当
該
給
料
の
額
に
教
職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
支
給
す
る
こ
と

と
。

。
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○

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

技
術
士
試
験
（
第
四
条
―
第
三
十
一
条
）

第
二
章

技
術
士
試
験
（
第
四
条
―
第
三
十
一
条
）

第
二
章
の
二

技
術
士
等
の
資
格
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
の
二
）

第
二
章
の
二

技
術
士
等
の
資
格
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
の
二
）

第
三
章

技
術
士
等
の
登
録
（
第
三
十
二
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
章

技
術
士
等
の
登
録
（
第
三
十
二
条
―
第
四
十
三
条
）

第
四
章

技
術
士
等
の
義
務
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十
七
条
の
二
）

第
四
章

技
術
士
等
の
義
務
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十
七
条
の
二
）

第
五
章

削
除

第
五
章

削
除

第
六
章

日
本
技
術
士
会
（
第
五
十
四
条
―
第
五
十
五
条
の
二
）

第
六
章

日
本
技
術
士
会
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
四
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
三
条
）

附
則

附
則

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

４

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に



- 367 -

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）

（
設
立
）

（
設
立
）

第
五
十
四
条

そ
の
名
称
中
に
日
本
技
術
士
会
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
一
般
社
団
法
人

第
五
十
四
条

技
術
士
は
、
全
国
を
区
域
と
す
る
一
の
日
本
技
術
士
会
と
称
す
る
民
法
第

は
、
技
術
士
を
社
員
と
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
全
国
の
技
術
士
の
品

三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

位
の
保
持
、
資
質
の
向
上
及
び
業
務
の
進
歩
改
善
に
資
す
る
た
め
、
技
術
士
の
研
修
並

び
に
社
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
全
国
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
成
立
の
届
出
）

（
日
本
技
術
士
会
の
目
的
）

第
五
十
五
条

前
条
の
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
技
術
士
会
」
と
い
う
。
）
は
、
成
立
し

第
五
十
五
条

日
本
技
術
士
会
は
、
技
術
士
の
品
位
の
保
持
、
資
質
の
向
上
及
び
業
務
の

た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し
を

進
歩
改
善
に
資
す
る
た
め
、
技
術
士
の
研
修
並
び
に
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る

添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
技
術
士
会
の
業
務
の
監
督
）

第
五
十
五
条
の
二

技
術
士
会
の
業
務
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
技
術
士
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
業
務
及
び
技
術
士
会
の
財
産
の
状
況
を
検
査

し
、
又
は
技
術
士
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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第
六
十
四
条

技
術
士
会
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

（
新
設
）

当
す
る
場
合
に
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
五
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
成
立
の
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

し
た
と
き
。

二

第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
監
督
上
の
命
令

に
違
反
し
た
と
き
。
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○

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
七
条

文
化
庁
長
官
は
、
第
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い

第
七
条

文
化
庁
長
官
は
、
第
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い

る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が

三

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

登
録
事
務
の
公
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
登
録
事
務
の
公
正
な
遂
行
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
同
上
）
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○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
借
入
金
及
び
私
学
振
興
債
券
）

（
借
入
金
及
び
私
学
振
興
債
券
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
同
上
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
同
上
）

９

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

９

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

〜

（
略
）

〜

（
同
上
）

10

12

10

12
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○

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
機
構
の
指
定
）

（
機
構
の
指
定
）

第
二
十
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図

第
二
十
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
公
正
か

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
社
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条

つ
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を

に
規
定
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

通
じ
て
一
に
限
り
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
対
象
試
合
開
催
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
に
限
り
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
対
象
試
合
開
催

う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）
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○

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
項
の
業
務
の
ほ
か
、
同
項
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲

３

セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
項
の
業
務
の
ほ
か
、
同
項
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲

内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の

内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十

営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
の
委
託
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
実
施
す
る
試
験
の
採

四
条
の
法
人
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
の
委
託
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
者

点
及
び
結
果
の
分
析
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

が
実
施
す
る
試
験
の
採
点
及
び
結
果
の
分
析
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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○

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
十
八
条
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般

第
十
八
条
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
法

社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

で
あ
つ
て
、
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）

ら
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」

を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
都
道

と
い
う
。
）
に
、
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
試
験
事
務
の

全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
、
③

（
略
）

②
、
③

（
同
上
）

第
三
十
三
条
の
六

児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者(

次
条
及
び
第
三

第
三
十
三
条
の
六

児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者(

次
条
及
び
第
三

十
三
条
の
八
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い
う
。)

の
親
権
者
が
、
そ
の
親
権
を
濫
用
し

十
三
条
の
八
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い
う
。)

の
親
権
者
が
、
そ
の
親
権
を
濫
用
し

、
又
は
著
し
く
不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

、
又
は
著
し
く
不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
親
権

第
八
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
親
権
喪
失
の
宣
告
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の

喪
失
の
宣
告
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行

ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
二

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

第
五
十
六
条
の
二

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が

は
、
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が

設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
新
設
（
社
会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項

設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
新
設
（
社
会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
新
設
に
限

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
新
設
に
限

る
。
）
、
修
理
、
改
造
、
拡
張
又
は
整
備
（
以
下
「
新
設
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る

る
。
）
、
修
理
、
改
造
、
拡
張
又
は
整
備
（
以
下
「
新
設
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る

費
用
の
四
分
の
三
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
の
児
童
福
祉
施
設

費
用
の
四
分
の
三
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
の
児
童
福
祉
施
設

に
つ
い
て
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
補
助
す
る
金
額
の
合
計
額
は
、
当
該
児
童
福
祉
施

に
つ
い
て
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
補
助
す
る
金
額
の
合
計
額
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
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設
の
新
設
等
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

設
の
新
設
等
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一

そ
の
児
童
福
祉
施
設
が
、
社
会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立

一

そ
の
児
童
福
祉
施
設
が
、
社
会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団

さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設

法
人
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

立
さ
れ
た
法
人
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
同
上
）

②
、
③

（
略
）

②
、
③

（
同
上
）

第
七
十
二
条

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
（
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
七
十
二
条

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
（
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
事
務
を

り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
事
務
を

指
定
都
市
等
が
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
を
含
む
。
以
下
こ
の

指
定
都
市
等
が
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
新
設
等

り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
新
設
等

で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
社

で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
社

会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤

会
福
祉
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤

十
字
社
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
に
対
し
当
該
都
道
府
県
が
補
助

十
字
社
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
対
し
当
該
都
道
府

す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
六
条
の
二

県
が
補
助
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十

第
三
項
の
規
定
（
こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な

六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
（
こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
規

る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規

定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た

定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る

法
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に

金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
〜
⑨

（
略
）

②
〜
⑨

（
同
上
）
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○

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）

改

正

案

現

行

第
三
条
の
四

①
〜
③

（
略
）

第
三
条
の
四

①
〜
③

（
同
上
）

④

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

④

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）
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○

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
四
条
の
三

（
略
）

第
四
条
の
三

（
同
上
）

②

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

②

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）
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○

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）

改

正

案

現

行

第
八
条
の
二

１
〜
３

（
略
）

第
八
条
の
二

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
指
定
登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
指
定
登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 378 -

○

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
三

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）



- 379 -

○

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
四
条
の
三

（
略
）

第
四
条
の
三

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）



- 380 -

○

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
二
十
五
条
の
十
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
十
三

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）



- 381 -

○

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
製
菓
衛
生
師
試
験
）

（
製
菓
衛
生
師
試
験
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
同
上
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人
又

２

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
法
（
明
治
二
十

は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、

験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」

か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

と
い
う
。
）
に
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
試
験
事
務
の
全

部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
同
上
）



- 382 -

○

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
等
）

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
等
）

第
八
条
の
二

１
〜
３

（
略
）

第
八
条
の
二

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
指
定
登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
指
定
登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 383 -

○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 384 -

○

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 385 -

○

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 386 -

○

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 387 -

○

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
）

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
）

第
十
二
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
二
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）



- 388 -

○

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
条

１
〜
３

（
略
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）



- 389 -

○

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
）

（
指
定
登
録
機
関
の
指
定
）

第
十
二
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
二
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定

登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

登
録
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
同
上
）
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○

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

第
七
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
医
師
の
認
定
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
）

（
医
師
の
認
定
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
）

第
十
四
条

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
法
人
た
る
医
師
会

第
十
四
条

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
た
る
医
師
会
の
指

の
指
定
す
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
師
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

定
す
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
師
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

る
者
に
対
し
て
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が

に
対
し
て
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き

で
き
る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）

改

正

案

現

行

（
組
合
の
事
務
の
決
定
）

第
三
十
一
条
の
二

組
合
の
事
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
理
事
の
過

（
新
設
）

半
数
で
決
す
る
。

（
組
合
の
代
表
）

第
三
十
一
条
の
三

理
事
は
、
組
合
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
組
合
を
代
表
す
る
。

（
新
設
）

た
だ
し
、
定
款
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）

第
三
十
一
条
の
四

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
三
十
一
条
の
五

理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と

（
新
設
）

き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
三
十
一
条
の
六

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損

（
新
設
）
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害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
政
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り

又
は
職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
四
十
二
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
四
十
二
条

理
事
に
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
第

第

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
五
十
六
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
行
政
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に

よ
り
又
は
職
権
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
の
効
力
）

（
合
併
の
効
力
）

第
六
十
七
条

組
合
の
合
併
は
、
合
併
後
存
続
す
る
組
合
又
は
合
併
に
よ
つ
て
設
立
す
る

第
六
十
七
条

組
合
の
合
併
は
、
合
併
後
存
続
す
る
組
合
又
は
合
併
に
因
つ
て
設
立
す
る

組
合
が
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
登
記

組
合
が
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
登
記

を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

を
す
る
こ
と
に
因
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
清
算
中
の
組
合
の
能
力
）

第
六
十
八
条
の
二

解
散
し
た
組
合
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算

（
新
設
）

の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
六
十
九
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
清
算
人
の
解
任
）

第
六
十
九
条
の
三

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
六
十
九
条
の
四

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
七
十
条
の
二

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇
月

を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
七
十
条
の
三

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
組
合
の
債

（
新
設
）

務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に
対

し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
組
合
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
七
十
条
の
四

清
算
中
に
組
合
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と

（
新
設
）

が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
、

そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
組
合
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の
と
す

る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
組
合
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又

は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
七
十
一
条
の
二

組
合
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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３

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
組
合
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
七
十
二
条
の
二

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
当
該
行
政
庁
に

（
新
設
）

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

（
民
法
の
準
用
等
）

第
七
十
三
条

組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の

第
七
十
三
条

組
合
の
解
散
及
び
清
算
に
は
、
民
法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三

十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る

の
は
、
「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
六
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
組
合
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
七
十
三
条
の
二

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。
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（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
七
十
三
条
の
三

裁
判
所
は
、
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
組
合
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
七
十
三
条
の
四

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
七
十
三
条
の
五

裁
判
所
は
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ

（
新
設
）

る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
三
条
の
三
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」

と
あ
る
の
は
、
「
組
合
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
立
の
登
記
）

（
設
立
登
記
）

第
七
十
四
条

組
合
の
設
立
の
登
記
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
出

第
七
十
四
条

設
立
の
登
記
は
、
出
資
の
第
一
回
の
払
込
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内

資
の
第
一
回
の
払
込
み
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

設
立
の
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

一

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
事
項
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二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
同
上
）

（
削
る
）

３

組
合
は
、
設
立
の
登
記
を
し
た
後
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

い
て
前
項
の
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
）

（
従
た
る
事
務
所
の
登
記
）

第
七
十
五
条

組
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

第
七
十
五
条

組
合
の
成
立
後
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し

在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
こ
と
を
登
記
し
、
そ
の
従

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
の
事
項
を
登
記
し
、

他
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
同
期
間
内
に
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
設
け

た
こ
と
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
中
出
資
の
総
口
数
及
び
払
い
込
ん
だ
出
資
の
総

２

主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内

額
の
変
更
の
登
記
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

に
お
い
て
あ
ら
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
設
け

い
て
、
毎
事
業
年
度
末
現
在
に
よ
り
事
業
年
度
終
了
後
四
週
間
以
内
に
こ
れ
を
す
る
こ

た
こ
と
を
登
記
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

と
が
で
き
る
。

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
移
転
登
記
）

第
七
十
六
条

組
合
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た

第
七
十
六
条

組
合
が
主
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
旧
所
在
地

と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に

に
お
い
て
は
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
は
第
七
十
四
条
第
二
項
の
事
項

お
い
て
は
第
七
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
登
記
し
、
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以

内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地
に
お
い
て
四
週
間
以
内
に
同
項
の
事
項
を
登
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
を
移

転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
の
登
記
を
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。
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（
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

（
変
更
登
記
）

第
七
十
七
条

代
表
権
を
有
す
る
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を

第
七
十
七
条

第
七
十
四
条
第
二
項
の
事
項
中
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務

代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は

所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三

取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
そ
の

週
間
以
内
に
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
中
出
資
の
総
口
数
及
び
払
い
込
ん
だ
出
資
の
総

額
の
変
更
の
登
記
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
事
業
年
度
末
現
在
に
よ
り
事

業
年
度
終
了
後
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務

所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
五
週
間
以
内
に
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
理
事
の
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
等
の
登
記
）

（
削
る
）

第
七
十
七
条
の
二

組
合
の
理
事
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代

行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取

り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

い
て
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
併
の
登
記
）

（
解
散
登
記
）

第
七
十
八
条

組
合
が
合
併
を
す
る
と
き
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
の
認
可
が
あ
つ
た
日

第
七
十
八
条

組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解

か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
合
併
に
よ
つ
て
消

散
の
場
合
を
除
い
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従

滅
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
解
散
の
登
記
を
し
、
合
併
後
存
続
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
変

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

更
の
登
記
を
し
、
合
併
に
よ
つ
て
設
立
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
設
立
の
登
記
を
し
な
け

な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
解
散
の
登
記
）

（
合
併
登
記
）

第
七
十
九
条

第
六
十
二
条
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
七
十
九
条

組
合
が
合
併
を
し
た
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二

組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
、
合
併
後
存
続

て
、
解
散
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
組
合
に
つ
い
て
は
変
更
の
登
記
、
合
併
に
因
つ
て
消
滅
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
解

散
の
登
記
、
合
併
に
因
つ
て
設
立
し
た
組
合
に
つ
い
て
は
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
結
了
の
登
記
）

第
八
十
条

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
第
七
十
二
条
の
承
認
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に

第
八
十
条

削
除

、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
）

（
清
算
結
了
登
記
）

第
八
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
各
号
に
規
定
す
る
従
た
る
事
務
所
が
主

第
八
十
一
条

組
合
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
第
七
十
二
条
の
承
認
の
日
か
ら
主
た

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
二
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、

て
は
三
週
間
以
内
に
、
清
算
結
了
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
の
設
立
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
設
立
の
登
記
を
し
た
日
か
ら
二
週

間
以
内

二

合
併
に
よ
つ
て
設
立
す
る
組
合
が
合
併
に
際
し
て
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

第
六
十
五
条
第
二
項
の
認
可
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
週
間
以
内

三

組
合
の
成
立
後
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
場
合

従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
日
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か
ら
三
週
間
以
内

２

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の

管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

一

名
称

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

三

従
た
る
事
務
所
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
所
在
場
所

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
当
該
従
た

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
へ
の
従
た
る
事
務
所
の
移
転
の
登
記
）

（
管
轄
登
記
所
）

第
八
十
二
条

組
合
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た

第
八
十
二
条

組
合
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局

と
き
は
、
旧
所
在
地
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内

若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
が
管
轄
登
記

に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所
在
地

所
と
し
て
こ
れ
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
を
除
く

２

各
登
記
所
に
消
費
生
活
協
同
組
合
登
記
簿
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
登
記
簿

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
前
条
第
二
項
各
号
に

を
備
え
る
。

掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
新
た
に
従
た
る
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
新

所
在
地
に
お
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。
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（
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
変
更
の
登
記
等
）

（
設
立
登
記
の
手
続
）

第
八
十
三
条

第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

第
八
十
三
条

組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
定
款
並
び
に
出
資
の
総
口
数
及
び

規
定
す
る
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら

出
資
第
一
回
の
払
込
の
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
代
表
権
を
有
す
る
者
の
資
格

の
規
定
に
規
定
す
る
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
合
併
後
存
続
す
る
組

を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
は
、
第
八
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

２

合
併
に
よ
る
組
合
の
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、

生
じ
た
場
合
に
限
り
、
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告

を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
弁
済
し

、
若
し
く
は
担
保
を
供
し
、
若
し
く
は
信
託
を
し
た
こ
と
又
は
合
併
を
し
て
も
そ
の
債

権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
並
び
に
合
併
に
よ
つ
て
消
滅
す
る

組
合
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項

証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
簿
）

第
八
十
四
条

各
登
記
所
に
、
消
費
生
活
協
同
組
合
登
記
簿
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連

第
八
十
四
条

削
除

合
会
登
記
簿
を
備
え
る
。

（
設
立
の
登
記
の
申
請
）

（
事
務
所
の
新
設
、
移
転
及
び
変
更
登
記
手
続
）

第
八
十
五
条

設
立
の
登
記
は
、
組
合
を
代
表
す
べ
き
者
の
申
請
に
よ
つ
て
す
る
。

第
八
十
五
条

組
合
の
事
務
所
の
新
設
又
は
事
務
所
の
移
転
そ
の
他
第
七
十
四
条
第
二
項

２

設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
定
款
並
び
に
出
資
の
総
口
数
及
び
出
資
第
一
回
の
払

の
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
事
務
所
の
新
設
又
は
登
記
事
項
の
変
更
を
証

込
み
の
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
並
び
に
組
合
を
代
表
す
べ
き
者
の
資
格
を
証
す
る

す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
又
は
組
合
の
合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、

前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
第
四
十
九
条
（
第
六
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ

た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
弁
済
し
、
若
し
く
は
担
保
を
供
し
、
若
し

く
は
信
託
を
し
た
こ
と
又
は
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
若
し
く
は
合
併
を
し
て
も
そ
の

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

組
合
の
合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
合
併
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
組
合

（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
事
務
所
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明

書
を
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
登
記
の
申
請
）

（
解
散
登
記
手
続
）

第
八
十
六
条

第
七
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は

第
八
十
六
条

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散

、
当
該
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
事
由
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
中
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
に
よ
る
変

２

行
政
庁
が
組
合
の
解
散
を
命
じ
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
は
、
そ
の
行
政
庁
の

更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
ほ
か
、
第
四
十
九
条
第
二
項
の

嘱
託
に
因
つ
て
こ
れ
を
す
る
。

規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
供
し
若
し
く
は
そ
の
債
権

者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当

該
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
を
し
て
も
そ
の
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
）
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第
八
十
七
条

合
併
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

第
八
十
七
条

削
除

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

第
六
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
債

権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
供
し
若
し
く
は
そ
の
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併

を
し
て
も
そ
の
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

合
併
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
組
合
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
主
た
る
事
務
所

が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書

（
合
併
に
よ
る
設
立
の
登
記
の
申
請
）

第
八
十
八
条

合
併
に
よ
る
設
立
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定

第
八
十
八
条

削
除

す
る
書
面
の
ほ
か
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
の
登
記
の
申
請
）

（
清
算
結
了
登
記
手
続
）

第
八
十
九
条

第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
解
散
の
事
由

第
八
十
九
条

組
合
の
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
清
算
人
が
第
七
十
二
条
の
規

を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
に
よ
り
決
算
報
告
書
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

行
政
庁
が
組
合
の
解
散
を
命
じ
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
は
、
そ
の
行
政
庁
の

な
い
。

嘱
託
に
よ
つ
て
こ
れ
を
す
る
。

（
清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
）
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第
八
十
九
条
の
二

清
算
結
了
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
決

（
新
設
）

算
報
告
書
の
承
認
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

（
商
業
登
記
法
の
準
用
）

第
九
十
二
条

組
合
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二

第
九
十
二
条

組
合
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二

十
五
号
）
第
一
条
の
三
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条

十
五
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
か
ら

か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）

第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
（
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
、
第

、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
七

二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十

十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
並
び
に
第

三
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八

百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

十
三
条
並
び
に
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

同
法
第
二
十
五
条
中
「
訴
え
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
庁
に
対
す
る
請
求
」
と
、
同
条
第

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
五
条
中
「
訴
え
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
庁
に
対
す
る
請

三
項
中
「
そ
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
庁
」

求
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
」
と
あ
る

と
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の

の
は
「
行
政
庁
」
と
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百
三
十
条
第
二
項

は
「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
八
十
一
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
七
十
四
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
法

項
た
だ
し
書
中
「
会
社
法
第
四
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式

第
五
十
三
条
中
「
新
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
新
所
在
地

会
社
の
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
（
同
法
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に

に
お
い
て
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
七
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
す

あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
代
表
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
）
」

る
場
合
に
は
」
と
、
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
会
社
法
第
四
百
七
十
八

と
あ
る
の
は
「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
六
十
九
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
」
と

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
清
算
株
式
会
社
の
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
（
同
法
第

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
百
八
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
株

式
会
社
の
代
表
清
算
人
と
な
つ
た
も
の
）
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第

六
十
九
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
罰
）

（
行
政
罰
）
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第
百
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
組
合
の
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
清
算
人
は
、
こ
れ

第
百
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
組
合
の
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
清
算
人
は
、
こ
れ

を
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
同
上
）

十
三

第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
期
間
内
に
債
権
者
に
弁
済
を
し
た
と
き
。

十
三

第
七
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
組
合
の
財
産
を
分
配
し
た
と
き
。

十
四

第
七
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
を
怠
り

十
四

第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
期
間
内

、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

に
債
権
者
に
弁
済
を
し
た
と
き
。

十
五

第
七
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ

十
五

第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
同
法

た
と
き
。

第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

十
六

第
七
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
組
合
の
財
産
を
分
配
し
た
と
き
。

十
六

第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

十
七
、
十
八

（
略
）

十
七
、
十
八

（
同
上
）



- 407 -

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

改

正

案

現

行

第
六
条
の
十
一

１
、
２

（
略
）

第
六
条
の
十
一

１
、
２

（
同
上
）

３

都
道
府
県
等
は
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

３

都
道
府
県
等
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定

め
る
者
に
対
し
、
医
療
安
全
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、
医
療
安
全

る
。

支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

第
四
十
四
条

１
・
２

（
略
）

第
四
十
四
条

１
・
２
（
同
上
）

３

財
団
た
る
医
療
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地

（
新
設
）

又
は
理
事
の
任
免
の
方
法
を
定
め
な
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利

害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

３

（
同
上
）

５

（
略
）

４

（
同
上
）

６

（
略
）

５

（
同
上
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
同
上
）

２

医
療
法
人
は
、
成
立
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務

（
新
設
）

所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
の
四

（
略
）

第
四
十
六
条
の
四

（
同
上
）
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２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

医
療
法
人
の
業
務
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
理
事

（
新
設
）

の
過
半
数
で
決
す
る
。

４

理
事
は
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て

（
新
設
）

い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
医
療
法
人
の
業
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り

（
新
設
）

又
は
職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

医
療
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
は
、
代
理
権
を

（
新
設
）

有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ

り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

３

（
同
上
）

第
四
十
八
条
の
三

社
団
た
る
医
療
法
人
は
、
社
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
社
員
の
変
更
が

あ
る
ご
と
に
必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

第
四
十
八
条
の
三

１

（
同
上
）

３

（
略
）

２

（
同
上
）

４

（
略
）

３

（
同
上
）

５

（
略
）

４

（
同
上
）

６

社
員
総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
そ
の
社
員
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、

（
新
設
）

そ
の
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
新
設
）

７

社
団
た
る
医
療
法
人
の
業
務
は
、
定
款
で
理
事
そ
の
他
の
役
員
に
委
任
し
た
も
の
を
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除
き
、
す
べ
て
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
行
う
。

８

社
員
総
会
に
お
い
て
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に

（
新
設
）

つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９

（
略
）

５

（
同
上
）

（
略
）

６

（
同
上
）

10

（
略
）

７

（
同
上
）

11第
四
十
八
条
の
四

（
略
）

第
四
十
八
条
の
四

（
同
上
）

２

社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
つ
て
議
決
を
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
３

社
団
た
る
医
療
法
人
と
特
定
の
社
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合
に
は
、

（
新
設
）

そ
の
社
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

第
四
十
九
条
の
二

（
略
）

第
四
十
九
条
の
二

（
同
上
）

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

（
略
）

二

（
同
上
）

三

（
略
）

三

（
同
上
）

四

（
略
）

四

（
同
上
）

五

第
五
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

五

第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
事
由
に
よ
る
解
散

げ
る
事
由
に
よ
る
解
散

六

（
略
）

六

（
同
上
）
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２

（
略
）

２

（
同
上
）

第
五
十
条

１
〜
３

（
略
）

第
五
十
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
に
よ
り
、
残
余
財
産

４

第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
に
よ
り
、
残
余
財
産

の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
又
は
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
又
は
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

。

第
五
十
一
条
の
二

（
略
）

第
五
十
一
条
の
二

（
同
上
）

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
四
十
六
条
の
四
第
七
項
第
三
号
の
監
査
報
告
書
（
以
下
「
監
事
の
監
査
報
告
書

二

第
四
十
六
条
の
四
第
三
項
第
三
号
の
監
査
報
告
書
（
以
下
「
監
事
の
監
査
報
告
書

」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）

三

（
略
）

三

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
同
上
）

２

社
団
た
る
医
療
法
人
は
、
総
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
前
項
第

（
新
設
）

三
号
の
社
員
総
会
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。

２

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
左
の
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由

二

前
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由

４

医
療
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

（
新
設
）

つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
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、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

（
新
設
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

３

（
同
上
）

７

（
略
）

４

（
同
上
）

８

清
算
人
は
、
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由

５

清
算
人
は
、
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由

に
よ
つ
て
医
療
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な

に
よ
つ
て
医
療
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
二

解
散
し
た
医
療
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

（
新
設
）

清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
十
六
条
の
三

医
療
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定

（
新
設
）

に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
若
し
く

は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
社
員
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者

を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
六
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
五
十
六
条
の
六

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
都
道
府
県

（
新
設
）

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
七

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
八

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
判
明
し
て

い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
五
十
六
条
の
九

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
医
療
法

（
新
設
）
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人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
十

清
算
中
に
医
療
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な

（
新
設
）

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
医
療
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の

と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
医
療
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い

、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は

、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
五
十
六
条
の
十
一

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

（
新
設
）

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
十
二

医
療
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

医
療
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
医
療
法
人
の
業
務
を
監
督
す

る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
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述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
十
三

医
療
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事

（
新
設
）

件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

第
五
十
六
条
の
十
四

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

（
新
設
）

が
で
き
な
い
。

第
五
十
六
条
の
十
五

裁
判
所
は
、
第
五
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

（
新
設
）

た
場
合
に
は
、
医
療
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
十
六

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判

（
新
設
）

に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
十
七

裁
判
所
は
、
医
療
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査

（
新
設
）

を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
六
条
の
十
五
中
「
清
算
人
及
び
監
事

」
と
あ
る
の
は
、
「
医
療
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
七
条

１
〜
４

（
略
）

第
五
十
七
条

１
〜
４

（
同
上
）
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５

第
五
十
五
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
六
項
若
し
く

第
六
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
若
し
く

は
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
な
い
処
分
を
し
、
又
は
第
六
十
四
条

は
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
な
い
処
分
を
し
、
又
は
第
六
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
解
任
を
勧
告
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
処
分
の
名
あ

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
解
任
を
勧
告
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
処
分
の
名
あ

て
人
又
は
当
該
勧
告
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
指
名
し
た
職
員
又
は
そ
の
他
の
者
に
対

て
人
又
は
当
該
勧
告
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
指
名
し
た
職
員
又
は
そ
の
他
の
者
に
対

し
て
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府

し
て
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
又
は
当
該
勧
告
の
相
手
方
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め

県
知
事
は
、
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
又
は
当
該
勧
告
の
相
手
方
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め

、
書
面
を
も
つ
て
、
弁
明
を
す
る
べ
き
日
時
、
場
所
及
び
当
該
処
分
又
は
当
該
勧
告
を

、
書
面
を
も
つ
て
、
弁
明
を
す
る
べ
き
日
時
、
場
所
及
び
当
該
処
分
又
は
当
該
勧
告
を

す
る
べ
き
事
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
べ
き
事
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

第
六
十
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
六
十
八
条

民
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一

第

号
）
第
四
条
、
第
七
十
八
条
、
第
百
五
十
八
条
及
び
第
百
六
十
四
条
並
び
に

項
（
法
人
の
設
立
の
と
き
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第

会
社
法
第
六
百
六
十
二
条
、
第
六
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百

二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
二
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、

七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五

第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七

条
及
び
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
医
療
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二
項
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る

お
い
て
、
同
法
第
六
百
六
十
四
条
中
「
社
員
に
分
配
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
残
余
財

。
）
並
び
に
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
、
会
社
法
第
六
百
六
十
二
条
、
第
六

産
の
帰
属
す
べ
き
者
又
は
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
及
び
第
八
百
七
十
六
条
並
び
に

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三

十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
医
療
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
民
法
第
四
十
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
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関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係

人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
人
の
設
立
の

許
可
が
あ
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
法
人
の
成
立
の
時
」
と
、
同
法
第
六
十
五
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
法
第
七
十
四
条
中
「
破
産
手
続

開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定

に
よ
る
解
散
の
場
合
」
と
、
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官

庁
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
会
社
法
第
六
百
六
十
四
条
中
「
社
員
に
分

配
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
又
は
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

医
療
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
医
療
法
人
の
業
務
を
監
督
す

る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
の
二

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老

第
六
十
八
条
の
二

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老

人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

四
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
五

四
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十

条
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第

第
二
項
、
第
四
十
六
条
の
四
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第

四
十
六
条
の
四
第
三
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
条
第
一
項

一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
五
条

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項
（
第
五
十
七
条
第

第
六
項
、
第
七
項
（
第
五
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
八
項
、
第
五
十
六
条
の
六
、
第
五
十
六
条
の
十
一
、

項
、
第
五
十
七
条
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
、
第

第
五
十
六
条
の
十
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
七
条
第
四
項
、
第
五
十
八
条
、
第

六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
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六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
並
び
に
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
都
道

は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
所
在
地
の
都
道
府

府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号

県
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
の
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
四

中
「
所
在
地
の
都
道
府
県
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
の
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
」
と

十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
四
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第

、
同
条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
七
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項

二
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
医
療
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保

、
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
医
療
審
議
会
」

障
審
議
会
」
と
、
第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
認

と
あ
る
の
は
「
社
会
保
障
審
議
会
」
と
、
第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
第
四
十
六
条
の
二

可
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

る
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
」
と
、
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
都
道

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
」
と
、
第
六
十

府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
」
と
、
「
都
道

三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県

府
県
知
事
の
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
す
る
。

知
事
は
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
の
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四

よ
る
認
定
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四

十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
条
第
一
項

十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
条
第
一
項

、
第
五
十
五
条
第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
都

、
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
都

道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府

道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府

県
知
事
は
、
必
要
な
調
査
を
し
、
意
見
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

県
知
事
は
、
必
要
な
調
査
を
し
、
意
見
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
法
人
の
理

第
七
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
法
人
の
理

事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
こ
れ
を
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
そ

事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
こ
れ
を
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
行
為
に
つ
い
て
刑
を
科
す
べ
き
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
行
為
に
つ
い
て
刑
を
科
す
べ
き
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
と
き
。

一

こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
す
る
こ
と
を
怠
つ
た
と
き
。

二

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に

一
の
二

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。
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三

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず

二

第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
け
を
怠
り
、
そ
の
書
類
に
記
載
す

、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
の
理
由
が
な
い

四

第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
け
を
怠
り
、
そ
の
書
類
に
記
載
す

の
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
を
拒
ん
だ
と
き
。

べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
の
理
由
が
な
い

三

第
五
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
剰
余
金
の
配
当
を
し
た
と
き
。

の
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
を
拒
ん
だ
と
き
。

四

第
五
十
八
条
又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と

五

第
五
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
剰
余
金
の
配
当
を
し
た
と
き
。

き
。

六

第
五
十
五
条
第
五
項
又
は
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開

四
の
二

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き

七

第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

。

怠
り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。

五

第
六
十
四
条
第
二
項
又
は
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

八

第
五
十
八
条
又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と

し
て
業
務
を
行
つ
た
と
き
。

き
。

六

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

九

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

る
財
産
目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若

、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

十

第
六
十
四
条
第
二
項
又
は
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

七

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
又
は
第
八
十
一
条
第
一

し
て
業
務
を
行
つ
た
と
き
。

項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

八

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
。
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○

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
同
上
）

第
二
章

労
働
組
合
（
第
五
条
―
第
十
三
条
の
十
四
）

第
二
章

労
働
組
合
（
第
五
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章
〜
第
五
章

（
略
）

第
三
章
〜
第
五
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
代
表
者
）

（
準
用
規
定
）

第
十
二
条

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
に
は
、
一
人
又
は
数
人
の
代
表
者
を
置
か
な
け
れ
ば

第
十
二
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
（

な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
の
第
八
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
か
ら

２

代
表
者
が
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
法
人

第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
並
び
に
非

で
あ
る
労
働
組
合
の
事
務
は
、
代
表
者
の
過
半
数
で
決
す
る
。

訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で

の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
代
表
）

第
十
二
条
の
二

代
表
者
は
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
法

（
新
設
）

人
で
あ
る
労
働
組
合
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、
規
約
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ず

、
ま
た
、
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
表
者
の
代
表
権
の
制
限
）

第
十
二
条
の
三

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
の
代
表
権
に
加

（
新
設
）
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え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
代
表
者
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
十
二
条
の
四

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
は
、
規
約
又
は

（
新
設
）

総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他

人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
十
二
条
の
五

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
が
代
表
者
の
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
そ
の
他
代

（
新
設
）

表
者
以
外
の
者
と
の
間
に
お
い
て
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
と
代
表
者
と
の
利
益
が
相
反

す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
二
条
の
六

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

（
新
設
）

律
第

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
（
第
八
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
能
力
）

第
十
三
条

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

第
十
三
条

削
除

そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
十
三
条
の
二

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
代
表
者
が
そ
の
清
算
人

（
新
設
）

と
な
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
代
表
者

以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
十
三
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が

（
新
設
）

欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
請

求
に
よ
り
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
十
三
条
の
四

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ

（
新
設
）

り
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
及
び
解
散
の
登
記
）

第
十
三
条
の
五

清
算
人
は
、
解
散
後
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

（
新
設
）

い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
解
散
の
原
因
及
び
年
月
日
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
就
職
後
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
三
条
の
六

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）



- 422 -

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
十
三
条
の
七

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の

（
新
設
）

公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨

の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を
下

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
十
三
条
の
八

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
法
人
で
あ

（
新
設
）

る
労
働
組
合
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て

い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
十
三
条
の
九

清
算
中
に
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の

（
新
設
）

に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終

了
し
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
が
既
に
債
権

者
に
支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破

産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
十
三
条
の
十

解
散
し
た
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
財
産
は
、
規
約
で
指
定
し
た
者
に

（
新
設
）

帰
属
す
る
。

２

規
約
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を

定
め
な
か
つ
た
と
き
は
、
代
表
者
は
、
総
会
の
決
議
を
経
て
、
当
該
法
人
で
あ
る
労
働

組
合
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
特
別
代
理
人
の
選
任
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
十
三
条
の
十
一

次
に
掲
げ
る
事
件
は
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の

（
新
設
）

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。
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一

特
別
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
事
件

二

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
清
算
人
に
関
す
る
事
件

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
十
三
条
の
十
二

、

（
新
設
）

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は

不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
十
三
条
の
十
三

裁
判
所
は
、
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
あ
る
労
働
組
合

（
新
設
）

の
清
算
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て

支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、

当
該
清
算
人
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
十
三
条
の
十
四

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前

（
新
設
）

条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
清
算
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
三
十
三
条

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
の
清
算
人
が
第
十
二
条
で
準
用
さ
れ
た
民
法
の
規

る
場
合
に
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

定
に
違
反
し
て
同
法
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
行

一

第
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
登
記
を
怠
つ
た
と
き
。

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
清
算
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
料
と
同
一
の
範
囲
の
額
の

二

第
十
三
条
の
七
第
一
項
又
は
第
十
三
条
の
九
第
一
項
の
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正

過
料
に
処
す
る
。

の
公
告
を
し
た
と
き
。

三

第
十
三
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
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。
四

官
庁
又
は
総
会
に
対
し
、
不
実
の
申
立
て
を
し
、
又
は
事
実
を
隠
ぺ
い
し
た
と
き

。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
五
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
た
め

第
五
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
た
め

の
訓
練
及
び
指
導
等
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
精
神
障
害
者
の
社
会

の
訓
練
及
び
指
導
等
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
精
神
障
害
者
の
社
会

復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て

復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八

、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も

十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
促

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て

進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
個
に
限
り
、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
審
判
の
請
求
）

（
審
判
の
請
求
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二

市
町
村
長
は
、
精
神
障
害
者
に
つ
き
、
そ
の
福
祉
を
図
る
た

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二

市
町
村
長
は
、
精
神
障
害
者
に
つ
き
、
そ
の
福
祉
を
図
る
た

め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
民
法
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
二

第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、

項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第

第
八
百
七
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
判

八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
判
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
九
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
（
法
人
の
能
力

第

号
）
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定

）
及
び
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
等
）
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
準

は
、
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
。

（
財
産
目
録
の
作
成
及
び
備
置
き
）

第
三
十
四
条
の
二

社
会
福
祉
法
人
は
、
成
立
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ

（
新
設
）

を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
五
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
八
条
（
贈

第
三
十
五
条

民
法
第
四
十
一
条
（
贈
与
又
は
遺
贈
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
、
第
四
十

与
又
は
遺
贈
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
及
び
第
百
六
十
四
条
（
財
産
の
帰
属
時
期
）
の

二
条
（
寄
附
財
産
の
帰
属
時
期
）
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
（
財
産
目
録
）
（
法
人
の

規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

設
立
の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
に
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
人
の
設
立
の
許
可
が
あ

っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）
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第
三
十
九
条
の
二

理
事
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定

（
新
設
）

の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条
の
三

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は

職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条
の
四

社
会
福
祉
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

理
事
は
、
代
理
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
轄
庁
は
、
利
害
関
係
人

の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
四
十
五
条

削
除

第
四
十
五
条

民
法
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
、

仮
理
事
、
利
益
相
反
行
為
）
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号

）
第
三
十
五
条
第
一
項
（
裁
判
所
の
管
轄
）
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条
中
「
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議

」
と
あ
る
の
は
「
定
款
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所
は
、

利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
庁
（
社
会
福
祉
法
第

三
十
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
を
い
う
。
）
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権

で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
六
条
の
二

社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る

（
新
設
）

こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て

に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
社
会
福
祉
法
人
の
能
力
）

第
四
十
六
条
の
三

解
散
し
た
社
会
福
祉
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

（
新
設
）

そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
四
十
六
条
の
四

社
会
福
祉
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ

（
新
設
）

る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
四
十
六
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
四
十
六
条
の
六

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）
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検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
四
十
六
条
の
七

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
所
轄
庁
に

（
新
設
）

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
四
十
六
条
の
八

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
四
十
六
条
の
九

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
判
明
し
て

い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
四
十
六
条
の
十

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
社
会
福

（
新
設
）

祉
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な

い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
六
条
の
十
一

清
算
中
に
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に

（
新
設
）

足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の

申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
社
会
福
祉
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た

も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
社
会
福
祉
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支

払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財

人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
七
条
の
二

社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。

３

社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
業
務

を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
四
十
七
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
届
け

（
新
設
）

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
七
条
の
四

社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る

（
新
設
）

事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る

。（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
四
十
七
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
四
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
四
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
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を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
四
十
七
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
七
条
の
八

裁
判
所
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調

（
新
設
）

査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」

と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
等
）

第
五
十
五
条

削
除

第
五
十
五
条

民
法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
第

二
項
（
届
出
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
（

法
人
の
解
散
及
び
清
算
）
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十

六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
（
法
人
の
清
算
の
監
督
）
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
解

散
及
び
清
算
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第

八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
庁
（
社
会
福
祉
法
第
三
十
条
に
規

定
す
る
所
轄
庁
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
業
務

を
監
督
す
る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
社
会
福
祉
法

第
百
三
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
社
会
福
祉
法

人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記

二

第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産

載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

目
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
同
上
）

五

第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
破
産

五

第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

六

第
四
十
六
条
の
九
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

六

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
又
は
第
八
十
一
条
第
一

を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

項
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
怠
つ
た
と
き
。

七

第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
怠
り
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

別
表
（
第
百
二
十
七
条
関
係
）

別
表
（
第
百
二
十
七
条
関
係
）

都
道
府
県

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十

都
道
府
県

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十

六
条
第
四
項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

六
条
第
四
項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及

含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
五
十

び
第
四
項
（
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
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。
）
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四

第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第

十
六
条
の
七
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十

五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八
条
第

六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八
条
第
四
項

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
五

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八

十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十

条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
二
十

一
条
、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
並
び
に

一
条

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第
二
項

及
び
同
法
第
八
十
三
条

指
定
都
市
及
び

第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
第
一
項
及

指
定
都
市
及
び

第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十

中
核
市

び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、

中
核
市

六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項

第
四
十
六
条
の
七
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第

、
第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八

五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
五
十
八
条
第

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
五

第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百

十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百

二
十
一
条
、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
並

二
十
一
条

び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
第

二
項
及
び
同
法
第
八
十
三
条

（
略
）

（
同
上
）
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○

日
本
赤
十
字
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
十
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為

号
）
第
四
条
（
住
所
）
及
び
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠

能
力
等
）
及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
日
本
赤
十
字
社
に
つ
い
て
準

償
責
任
）
の
規
定
は
、
日
本
赤
十
字
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
中
「
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
」
と

同
条
中
「
代
表
理
事
そ
の
他
の
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
長
、
副
社
長
、
理
事
そ

あ
る
の
は
「
社
長
、
副
社
長
、
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
社
員

の
他
の
代
理
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

及
び
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
代
議
員
、
社
長
、
副
社
長
又
は
理
事
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
副
社
長
又
は
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）

第
十
七
条
の
二

副
社
長
又
は
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対

（
新
設
）

抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
仮
理
事
）

第
十
七
条
の
三

社
長
、
副
社
長
及
び
理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す

（
新
設
）

る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
利
害
関

係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
十
七
条
の
四

日
本
赤
十
字
社
と
社
長
、
副
社
長
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事

（
新
設
）
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項
に
つ
い
て
は
、
社
長
、
副
社
長
又
は
理
事
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
監
事
が
日
本
赤
十
字
社
を
代
表
す
る
。

（
民
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
六
条

民
法
第
五
十
四
条
（
理
事
の
代
理
権
の
制
限
）
、
第
五
十
六
条
（
仮
理
事

）
及
び
第
五
十
七
条
（
利
益
相
反
行
為
）
の
規
定
は
、
日
本
赤
十
字
社
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
副
社
長

又
は
理
事
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
中
「
理
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
社
長
、
副
社
長
及

び
理
事
が
」
と
、
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る

の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
、
同
法
第

五
十
七
条
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
「
社
長
、
副
社
長
又
は
理
事
」
と
、
「
裁
判
所
は

、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
が
法
人
を
代
表
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
清
算
中
の
基
金
の
能
力
）

第
百
四
十
六
条
の
二

解
散
し
た
基
金
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清

（
新
設
）

算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
等
）

（
清
算
）

第
百
四
十
七
条

１
〜
５

（
略
）

第
百
四
十
七
条

１
〜
５

（
同
上
）

（
削
る
）

６

第
百
二
十
一
条
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
七
十
三
条
及
び
第

七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
削
る
）

７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
解
散
し
た
基
金
の
清
算
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
百
四
十
七
条
の
二

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
分
配

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
百
四
十
七
条
の
三

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も

（
新
設
）

三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す

べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二

箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
百
四
十
七
条
の
四

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
基
金

（
新
設
）

の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産

に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
等
）

第
百
四
十
七
条
の
五

第
百
二
十
一
条
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

。
２

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
解
散
し
た
基
金
の
清
算
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。
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（
清
算
に
係
る
報
告
の
徴
収
等
）

第
百
四
十
八
条

（
略
）

第
百
四
十
八
条

（
同
上
）

（
清
算
）

（
清
算
）

第
百
六
十
八
条

１
、
２

（
略
）

第
百
六
十
八
条

１
、
２

（
同
上
）

３

第
百
四
十
六
条
の
二
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項

３

第
百
四
十
七
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並

並
び
に
第
百
四
十
七
条
の
二
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
連
合
会
の
清
算
に

び
に
第
百
四
十
八
条
の
規
定
は
、
連
合
会
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
組
合
を
代
表
す
る
理
事
）

（
組
合
を
代
表
す
る
理
事
）

第
三
十
四
条
の
二

１
、
２

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二

１
、
２

（
同
上
）

３

前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

４

組
合
を
代
表
す
る
理
事
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い

（
新
設
）

と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

組
合
を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
の
二
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

３

組
合
を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
の
二
、
民
法
第
四
十
四
条
第
一
項

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
七
十
八
条
並
び
に
会

、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
五
条
並
び
に
会
社
法
第
三
百
五
十
三
条
、
第
三
百
五
十
四

社
法
第
三
百
五
十
三
条
、
第
三
百
五
十
四
条
及
び
第
三
百
六
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す

条
及
び
第
三
百
六
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
百

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
百
五
十
三
条
中
「
第
三
百
四
十
九
条
第
四
項
」

五
十
三
条
中
「
第
三
百
四
十
九
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
生
活
衛
生
関
係
営
業
の

と
あ
る
の
は
、
「
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（

運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も

三
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
会
社
法
等
の
準
用
）

（
会
社
法
等
の
準
用
）

第
五
十
二
条

組
合
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号

第
五
十
二
条

組
合
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
は
会
社
法
第
四
百
七
十
五
条
（
第
三
号

を
除
く
。
）
、
第
四
百
七
十
六
条
、
第
四
百
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
百

を
除
く
。
）
、
第
四
百
七
十
六
条
、
第
四
百
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
百

七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
百
八
十

七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
百
八
十

一
条
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
百
八
十
四
条
、
第
四
百
八
十
五

一
条
、
第
四
百
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
百
八
十
四
条
、
第
四
百
八
十
五

条
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
百
九
十
九
条
か
ら
第
五
百
三

条
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
百
九
十
九
条
か
ら
第
五
百
三
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条
ま
で
、
第
五
百
七
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七

条
ま
で
、
第
五
百
七
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七

十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百

十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第

四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定

四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
並
び
に

を
、
組
合
の
清
算
人
に
つ
い
て
は
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
七

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
十
条
の
規
定
を
、
組
合
の

条
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
二
条
の
二
並
び
に
同
法
第

清
算
人
に
つ
い
て
は
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第

三
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
七
編
第
二
章
第
二
節
（
第
八
百
四
十
七
条
第
二
項
、
第
八

四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
二
条
の
二
並
び
に
会
社
法
第
三
百
六
十

百
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
百
五
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規

条
第
一
項
及
び
第
七
編
第
二
章
第
二
節
（
第
八
百
四
十
七
条
第
二
項
、
第
八
百
四
十
九

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
事
業
報
告
書
、
財

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
百
五
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用

産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
報
告
書
、
財
産
目
録

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録
、

及
び
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
報
告
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
」
と
、

対
照
表
」
と
、
同
法
第
四
百
七
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
衛
生

同
法
第
四
百
七
十
九
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と
あ

関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
」
と
、
同
法
第
四

る
の
は
「
総
組
合
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
組
合
員
」
と
、
同
法
第
四
百
九

百
七
十
九
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
次
に
掲
げ
る
株
主
」
と
あ
る
の
は
「

十
二
条
第
一
項
、
第
五
百
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項

総
組
合
員
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
た
組
合
員
」
と
、
同
法
第
四
百
九
十
二
条
第

中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一

一
項
、
第
五
百
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
法
務

項
中
「
官
報
に
公
告
し
」
と
あ
る
の
は
「
公
告
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
官

報
に
公
告
し
」
と
あ
る
の
は
「
公
告
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
五
十
七
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
生
活
衛
生
関
係
営

第
五
十
七
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
生
活
衛
生
関
係
営

業
（
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
の
健
全
化

業
（
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
の
健
全
化

を
通
じ
て
そ
の
衛
生
水
準
の
維
持
向
上
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
利
用
者
又
は
消
費
者
の
利

を
通
じ
て
そ
の
衛
生
水
準
の
維
持
向
上
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
利
用
者
又
は
消
費
者
の
利
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益
の
擁
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
に
規

益
の
擁
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
財
団
法
人
で

定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の

あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

申
出
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン

認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
一
を
限
つ
て
、
都
道
府

タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で

県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）

き
る
。

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

（
役
員
の
解
任
の
勧
告
）

（
役
員
の
解
任
の
勧
告
）

第
五
十
七
条
の
六

都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
の
役
員
が
、
法
令
の
規
定
、
法
令
の
規
定

第
五
十
七
条
の
六

都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
の
役
員
が
、
法
令
の
規
定
、
法
令
の
規
定

に
基
づ
く
処
分
又
は
定
款
に
違
反
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
指
導

に
基
づ
く
処
分
又
は
寄
附
行
為
に
違
反
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県

セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
そ
の
役
員
の
解
任
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
導
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
そ
の
役
員
の
解
任
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
五
十
七
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
連
合
会
の
健
全

第
五
十
七
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
連
合
会
の
健
全

な
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、
衛
生
水
準
の
維
持
向
上
及
び
利
用
者
又
は
消
費
者
の
利
益

な
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、
衛
生
水
準
の
維
持
向
上
及
び
利
用
者
又
は
消
費
者
の
利
益

の
擁
護
の
見
地
か
ら
生
活
衛
生
関
係
営
業
全
般
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

の
擁
護
の
見
地
か
ら
生
活
衛
生
関
係
営
業
全
般
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
事
業

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全

を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
出
に
よ
り

国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
全
国
指
導
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し

、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
全
国
指
導
セ

て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）



- 444 -

○

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
調
理
師
試
験
）

（
調
理
師
試
験
）

第
三
条
の
二

（
略
）

第
三
条
の
二

（
同
上
）

２

２

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
法
（
明
治
二
十

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、

又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
調
理
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試

調
理
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ

験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
あ
ら

る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機

か
じ
め
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
試
験
事
務
の
全
部
又

関
」
と
い
う
。
）
に
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
５

（
同
上
）

３
〜
５

（
略
）

（
届
出
）

（
届
出
）

第
五
条
の
二

（
同
上
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
法
第
三
十
四
条

２

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係

又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務
（

る
事
務
（
以
下
「
届
出
受
理
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と

以
下
「
届
出
受
理
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
（

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

者
（
以
下
「
指
定
届
出
受
理
機
関
」
と
い
う
。
）
に
届
出
受
理
事
務
の
全
部
又
は
一
部

以
下
「
指
定
届
出
受
理
機
関
」
と
い
う
。
）
に
届
出
受
理

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

（
同
上
）

３

（
略
）
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○

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）

第
二
十
四
条
の
二

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
二
十
四
条
の
三

理
事
は
、
規
約
又
は
組
合
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い

（
新
設
）

と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
二
十
四
条
の
四

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損

（
新
設
）

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ

り
又
は
職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
行
為
）

第
二
十
四
条
の
五

組
合
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
は
、

（
新
設
）

代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の

請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
決
権
の
な
い
場
合
）
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第
二
十
九
条
の
二

組
合
と
特
定
の
組
合
会
議
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合

（
新
設
）

に
は
、
そ
の
組
合
会
議
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
三
十
一
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
三
十
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
、
第
五
十
四
条

第

号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
の
規
定
は
、
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
五
条
中
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
、
「
総

会
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
会
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所

は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、

利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条
中
「
社
員
」
と
あ

る
の
は
「
組
合
会
議
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
三
十
二
条
の
二

解
散
し
た
組
合
の
財
産
は
、
規
約
で
指
定
し
た
者
に
帰
属
す
る
。

（
新
設
）

２

規
約
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を
定

め
な
か
つ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
組
合
の
目
的

に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組

合
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
清
算
中
の
組
合
の
能
力
）

第
三
十
二
条
の
三

解
散
し
た
組
合
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算

（
新
設
）

の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

第
三
十
二
条
の
四

組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の

（
新
設
）

場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

と
き
、
又
は
組
合
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
三
十
二
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
三
十
二
条
の
六

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
及
び
解
散
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
七

清
算
人
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
及
び
第
百
八
条
第
四
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
解
散
命
令
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
解
散
の
原
因
及
び
年

月
日
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
第
百
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
命
令
の
際
に
就
職
し
た
清
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算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
三
十
二
条
の
八

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
三
十
二
条
の
九

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三

（
新
設
）

回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ

き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇

月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）
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第
三
十
二
条
の
十

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
組
合
の

（
新
設
）

債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に

対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
二
条
の
十
一

組
合
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
組
合
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
十
二

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

（
新
設
）

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
三
十
二
条
の
十
三

組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
並
び
に
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は

（
新
設
）

、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）
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第
三
十
二
条
の
十
四

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

（
新
設
）

が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
三
十
二
条
の
十
五

裁
判
所
は
、
第
三
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

（
新
設
）

た
場
合
に
は
、
組
合
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
三
十
二
条
の
十
六

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判

（
新
設
）

に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
三
十
二
条
の
十
七

裁
判
所
は
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ

（
新
設
）

せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
の
十
五
中
「
清
算
人
及
び
監
事

」
と
あ
る
の
は
、
「
組
合
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
民
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
準
用
等
）

第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
四
条

民
法
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
（
届
出
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
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三
条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二

項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
四
条
中
「
定
款

」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
、
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
会
」
と
、
同
法
第
七
十

二
条
、
第
七
十
七
条
及
び
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知

事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
組
合
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
同
上
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
当
該
委
託
を

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
当
該
委
託
を

受
け
た
審
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審

受
け
た
審
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審

査
に
係
る
も
の
を
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
審
査
に
関
す
る

査
に
係
る
も
の
を
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、

組
織
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
当
該
事
務
を

審
査
に
関
す
る
組
織
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し

適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

臣
が
指
定
す
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
同
上
）

（
時
効
）

（
時
効
）
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第
百
十
条

（
略
）

第
百
十
条

（
同
上
）

２

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民

２

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時

法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。

効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。
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○

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
九
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
九
章

（
同
上
）

第
十
章

国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

第
十
章

国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

第
一
節

国
民
年
金
基
金

第
一
節

国
民
年
金
基
金

第
一
款
〜
第
六
款

（
略
）

第
一
款
〜
第
六
款

（
同
上
）

第
七
款

解
散
及
び
清
算
（
第
百
三
十
五
条
―
第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
）

第
七
款

解
散
及
び
清
算
（
第
百
三
十
五
条
―
第
百
三
十
七
条
）

第
二
節

国
民
年
金
基
金
連
合
会

第
二
節

国
民
年
金
基
金
連
合
会

第
一
款

通
則
（
第
百
三
十
七
条
の
二
の
五
―
第
百
三
十
七
条
の
四
）

第
一
款

通
則
（
第
百
三
十
七
条
の
二
―
第
百
三
十
七
条
の
四
）

第
二
款
〜
第
五
款

（
略
）

第
二
款
〜
第
五
款

（
同
上
）

第
三
節
・
第
四
節

（
略
）

第
三
節
・
第
四
節

（
同
上
）

附
則

附
則

（
時
効
）

（
時
効
）

第
百
二
条

１
〜
３

（
同
上
）

第
百
二
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
の
第
九
十
六
条
第
一
項

４

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
の
第
九
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

効
力
を
有
す
る
。

５

（
略
）

５

（
同
上
）
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（
清
算
中
の
基
金
の
能
力
）

第
百
三
十
六
条
の
二

解
散
し
た
基
金
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清

（
新
設
）

算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
等
）

（
清
算
）

第
百
三
十
七
条

１
〜
４

（
略
）

第
百
三
十
七
条

１
〜
４

（
同
上
）

（
削
る
）

５

第
百
二
十
六
条
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
七
十
三
条
及
び
第

七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
削
る
）

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
解
散
し
た
基
金
の
清
算
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
百
三
十
七
条
の
二

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
分
配

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
百
三
十
七
条
の
二
の
二

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く

（
新
設
）

と
も
三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出

を
す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
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、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
百
三
十
七
条
の
二
の
三

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、

（
新
設
）

基
金
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い

財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
等
）

第
百
三
十
七
条
の
二
の
四

第
百
二
十
六
条
の
規
定
は
、
基
金
の
清
算
人
に
つ
い
て
準
用

（
新
設
）

す
る
。

２

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
解
散
し
た
基
金
の
清
算
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
二
の
五

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
二

（
同
上
）

（
清
算
）

（
清
算
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
四

１
・
２

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
四

１
・
２

（
同
上
）
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３

第
百
三
十
六
条
の
二
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項

３

第
百
三
十
七
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の

並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
二
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
連
合
会

規
定
は
、
連
合
会
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
）

（
指
定
）

第
二
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
継
続
的
な

第
二
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
継
続
的
な

支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う

支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う

。
）
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

。
）
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年

で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正

ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
当
該

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
市
町

地
域
に
お
け
る
支
援
対
象
障
害
者
の
住
居
と
そ
の
就
業
の
場
所
と
の
地
理
的
関
係
そ
の

村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
当
該
地
域
に
お
け
る
支
援
対
象
障
害
者
の
住
居
と

他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
同
条
第
一
号
か
ら
第

そ
の
就
業
の
場
所
と
の
地
理
的
関
係
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場

め
る
基
準
に
従
い
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
円
滑
な
運
営
を

合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
）
に
一
を
限
つ
て
、

確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
二
以

同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
の
市
町
村
の
区
域
）
に
一
を
限
つ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）

（
指
定
）

（
指
定
）

第
三
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
就
業
及
び

第
三
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
就
業
及
び

こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の

こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。
）
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的

節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。
）
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
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律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促

第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進

進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
条
に
規

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
条
に
規
定

定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

（
時
効
）

（
時
効
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
同
上
）

２

機
構
が
行
う
納
付
金
そ
の
他
こ
の
款
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
第

２

機
構
が
行
う
納
付
金
そ
の
他
こ
の
款
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
第

五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号

五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。

ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。
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○

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
二

(
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
二

(

同
上
）

第
四
章
の
三

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
の
五
）

第
四
章
の
三

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
の
四
）

第
五
章
・
第
六
章

（
略
）

第
五
章
・
第
六
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
指
定
法
人
）

（
指
定
法
人
）

第
二
十
八
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
老
人
健
康
保
持
事
業
を
実
施
す
る
者
の
活
動

第
二
十
八
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
老
人
健
康
保
持
事
業
を
実
施
す
る
者
の
活
動

を
促
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
老
人
の
心
身
の
健
康
の
保
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

を
促
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
老
人
の
心
身
の
健
康
の
保
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し

て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国

る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請

を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て

が
で
き
る
。

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
）

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
）

第
三
十
条

そ
の
名
称
中
に
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
一
般
社
団

第
三
十
条

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
保
護
を
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法
人
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
有
料
老
人
ホ
ー

図
る
と
と
も
に
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

ム
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置

、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
を
会
員
と
し
、
そ
の
名
称
中
に
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協

者
を
社
員
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
会
員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
旨
の
定
款
の
定

会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と

め
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

（
新
設
）

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
成
立
し

た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し

を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

協
会
は
、
会
員
の
名
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
法
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会

員
の
名
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
）

(

新
設
）

第
三
十
一
条
の
三

協
会
の
業
務
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
適
正
な
実
施

を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関

し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
協
力
）

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
協
力
）

第
三
十
一
条
の
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め

第
三
十
一
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め

、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
規
定
に
基
づ
く
届
出
、
報
告
そ

、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
規
定
に
基
づ
く
届
出
、
報
告
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
会
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
会
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
立
入
検
査
等
）

（
立
入
検
査
等
）

第
三
十
一
条
の
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

第
三
十
一
条
の
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
協
会
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
て
報
告
若
し
く
は
資
料

い
て
、
協
会
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
て
報
告
若
し
く
は
資
料

の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
協

の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
協

会
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類

会
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入

２

第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
前
二
項
」

あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
一

と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と

条
の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず

四

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
の
提
出
を
し
、
又
は
同
項
の
規

、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
の
提
出
を
し
、
又
は
同
項
の
規

定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く

定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く

は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
四
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に

第
四
十
二
条

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
の
会
員
の
名
簿
を
公
衆

処
す
る
。

の
縦
覧
に
供
し
な
い
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
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二

第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
の
会
員
の
名
簿
を
公
衆
の
縦
覧

に
供
し
な
い
者

三

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
命
令
に
違
反
し
た
者
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○

労
働
災
害
防
止
団
体
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
人
格
、
住
所
等
）

（
人
格
、
住
所
等
）

第
九
条

１
〜
３

（
略
）

第
九
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

４

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力

号
）
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
労
働

等
）
の
規
定
は
、
労
働
災
害
防
止
団
体
に
準
用
す
る
。

災
害
防
止
団
体
に
準
用
す
る
。

（
業
務
）

（
業
務
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
同
上
）

２

中
央
協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
国
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
次
の
業
務
を
行

２

中
央
協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
国
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
次
の
業
務
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て

四

民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ

事
業
者
に
対
す
る
快
適
な
職
場
環
境
を
形
成
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
技
術
的
な
事

つ
て
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
事
業
者
に
対
す
る
快
適
な
職
場
環
境
を
形
成

項
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
援
助
そ
の
他
の
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
促
進
に
関
す

す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
技
術
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
援
助
そ
の
他
の
快

る
業
務
を
行
う
も
の
に
対
し
て
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
に
対
し
て
、
相
談
、
助

言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

３
、
４

（
略
）

３
、
４

（
同
上
）

（
創
立
総
会
）

（
創
立
総
会
）
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第
十
八
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
八
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
創
立
総
会
の
議
決
に
準
用
す
る
。

４

民
法
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
（
表
決
権
）
の
規
定
は
、
創
立
総
会
の
議
決
に

準
用
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二

総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て

（
新
設
）

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
総
会
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
の
招
集
の
通
知
）

第
二
十
八
条
の
三

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、

（
新
設
）

そ
の
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
総
会
の
議
決
事
項
）

（
総
会
の
議
決
事
項
）

第
二
十
九
条

（
同
上
）

第
二
十
九
条

（
同
上
）

２

総
会
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て

（
新
設
）

の
み
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
総
会
の
議
事
）

（
総
会
の
議
事
）

第
三
十
条

総
会
の
議
事
は
、
総
会
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
て
、
そ
の
出
席
者
の

第
三
十
条

総
会
の
議
事
は
、
総
会
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
て
、
そ
の
出
席
者
の

議
決
権
の
過
半
数
で
決
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

議
決
権
の
過
半
数
で
決
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
項
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の
事
項
に
係
る
議
事
は
、
総
会
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
て
、
そ
の
出
席
者
の
議

に
係
る
議
事
は
、
総
会
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
て
、
そ
の
出
席
者
の
議
決
権
の

決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

（
会
員
の
議
決
権
）

（
総
会
に
関
す
る
民
法
の
準
用
）

第
三
十
一
条

各
会
員
の
議
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

第
三
十
一
条

民
法
第
六
十
一
条
第
二
項
（
臨
時
総
会
招
集
請
求
権
）
、
第
六
十
二
条
（

２

総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
つ
て
議
決
を
す
る
こ
と

総
会
の
招
集
）
、
第
六
十
四
条
（
総
会
の
決
議
事
項
）
、
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六

が
で
き
る
。

条
（
表
決
権
）
の
規
定
は
、
中
央
協
会
の
総
会
に
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
議
決
権
の
な
い
場
合
）

第
三
十
一
条
の
二

中
央
協
会
と
特
定
の
会
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
決
を
す
る
場
合
に

（
新
設
）

は
、
そ
の
会
員
は
、
議
決
権
を
有
し
な
い
。

（
中
央
協
会
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
二
条
の
二

中
央
協
会
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と

（
新
設
）

が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ

り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
中
央
協
会
の
能
力
）

第
三
十
二
条
の
三

解
散
し
た
中
央
協
会
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

（
新
設
）

清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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（
清
算
人
）

（
清
算
人
）

第
三
十
三
条

清
算
人
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に

第
三
十
三
条

清
算
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
総
会

は
総
会
に
お
い
て
選
任
し
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
厚
生
労
働

に
お
い
て
選
任
し
、
同
条
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
厚
生
労
働
大

大
臣
が
選
任
す
る
。

臣
が
選
任
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
三
十
三
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
三
十
三
条
の
三

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
三
十
三
条
の
四

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
三
十
三
条
の
五

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
三
十
三
条
の
六

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
中
央
協

（
新
設
）

会
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
中
央
協
会
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
三
十
三
条
の
七

清
算
中
に
中
央
協
会
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な

（
新
設
）

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
中
央
協
会
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の
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と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
中
央
協
会
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い

、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は

、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
財
産
処
分
の
方
法
等
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
同
上
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
三
十
四
条
の
二

中
央
協
会
の
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

中
央
協
会
の
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め

、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣

（
新
設
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）
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第
三
十
四
条
の
四

中
央
協
会
の
清
算
の
監
督
及
び
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主

（
新
設
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
三
十
四
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
三
十
四
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
中
央
協
会
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
三
十
四
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

（
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
民
法
の
準
用
等
）

第
三
十
五
条

裁
判
所
は
、
中
央
協
会
の
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、

第
三
十
五
条

民
法
第
七
十
条
（
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、
第
七
十
三
条

検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

（
解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十
三
条
（
清
算
）
並
び
に
非
訟
事
件
手
続

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」

法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第

と
あ
る
の
は
、
「
中
央
協
会
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
十
条
ま
で
（
法
人
の
清
算
の
監
督
）
の
規
定
は
、
中
央
協
会
の
解
散
及
び
清
算
に
準
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用
す
る
。

２

中
央
協
会
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
中
央
協
会
の
業
務
を
監
督
す

る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
総
会
）

（
総
会
）

第
四
十
八
条

１
〜
３

（
略
）

第
四
十
八
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
三
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
か
ら

４

第
三
十
条
並
び
に
民
法
第
六
十
一
条
第
二
項
（
臨
時
総
会
招
集
請
求
権
）
、
第
六
十

第
三
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
の
総
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

二
条
（
総
会
の
招
集
）
、
第
六
十
四
条
（
総
会
の
決
議
事
項
）
、
第
六
十
五
条
及
び
第

、
第
三
十
条
た
だ
し
書
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
と
あ
る
の

六
十
六
条
（
表
決
権
）
の
規
定
は
、
協
会
の
総
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
「
第
四
十
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る

、
第
三
十
条
中
「
前
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八

も
の
と
す
る
。

条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
準
用
）

（
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
民
法
の
準
用
等
）

第
五
十
条

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
の
解
散
及
び
清
算
に

第
五
十
条

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
並
び
に
民
法
第
七
十
条
（
法
人
に
つ
い

準
用
す
る
。

て
の
破
産
手
続
の
開
始
）
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八

条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
（
解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
八

十
三
条
（
清
算
）
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
か

ら
第
四
十
条
ま
で
（
法
人
の
清
算
の
監
督
）
の
規
定
は
、
協
会
の
解
散
及
び
清
算
に
準

用
す
る
。

２

協
会
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
協
会
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

労
働
災
害
防
止
団
体
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

労
働
災
害
防
止
団
体
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。

す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
同
上
）

四

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

四

第
三
十
四
条
（
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申

を
受
け
な
い
で
財
産
処
分
を
し
た
と
き
。

立
て
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

五

第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

五

第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
の
規
定
に

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は

よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

六

第
三
十
四
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け

六

第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
の
規
定
に

な
い
で
財
産
処
分
を
し
た
と
き
。

よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

七
、
八

（
略
）

七
、
八

（
同
上
）
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○

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
六
条

１
〜
５

（
略
）

第
六
条

１
〜
５

（
同
上
）

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
母
子
福
祉
団
体
」
と
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
つ
て
民

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
母
子
福
祉
団
体
」
と
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
つ
て
民

法
第
八
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
配
偶

法
第
八
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
配
偶

者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
。
）
の
福
祉
若
し
く
は

者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
。
）
の
福
祉
若
し
く
は

こ
れ
に
併
せ
て
寡
婦
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人

こ
れ
に
併
せ
て
寡
婦
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人

又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
理
事
の
過
半
数
が
配

又
は
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
理
事
の
過

偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

半
数
が
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
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○

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

（
民
法
の
準
用
）

第
五
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

第
五
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
時
効
）

（
時
効
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
同
上
）

２

掛
金
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
第
二
十
二
条
に

２

掛
金
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
第
二
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民

お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時

法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。



- 475 -

○

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
代
表
）

（
法
人
の
代
表
）

第
二
十
五
条
の
十
五
の
二

１
〜
４

（
略
）

第
二
十
五
条
の
十
五
の
二

１
〜
４

（
同
上
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
労
務
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ

（
新
設
）

て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二
の
二

社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の

（
新
設
）

監
督
に
属
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
厚
生
労
働
大
臣

に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
連
合

（
新
設
）

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二
の
四

社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す

（
新
設
）

る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す

る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二
の
五

裁
判
所
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の

（
新
設
）

監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
検
査
役
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
が

当
該
検
査
役
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
法
人
及
び
検
査
役
の
陳
述
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

（
民
法
及
び
会
社
法
の
準
用
等
）

第
二
十
五
条
の
二
十
五

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

第
二
十
五
条
の
二
十
五

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
並
び
に

八
年
法
律
第

号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第

会
社
法
第
六
百
条
、
第
六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及

六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
社
会
保
険
労

び
第
六
百
二
十
二
条
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
に
つ
い
て
、
民
法
第
五
十
五
条

務
士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五

並
び
に
会
社
法
第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及

条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条

び
第
四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五
百
九
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、
第
五
百
九
十
六
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第

十
六
条
、
第
六
百
一
条
、
第
六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百

二
項
、
第
六
百
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
百
十
三
条
の
規

十
三
条
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条

定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百

か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に

六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行

業
務
を
執
行
す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

す
る
権
利
及
び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と

に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
法
第
六

、
同
法
第
六
百
十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百

百
十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
百
十
八
条
第
一

十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法

項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
十
七

第
六
百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
社
会
保
険

条
第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
（
社
会
保
険
労
務
士
法
第

労
務
士
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四

て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（

条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ

第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
社

る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

２

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百

２

民
法
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第

四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及

十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第

び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十

三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条

二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四

六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま

条
の
準
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条

第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に

ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八
百

限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第

）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七

八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
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十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清

第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条

第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十

の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

二
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四

合
に
お
い
て
、
民
法
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
全
国
社
会
保
険
労

号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項

務
士
会
連
合
会
」
と
、
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五

第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第

号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
」
と

六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百

、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ

六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
又

号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法

は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ

務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び

る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十

社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法

条
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
十
五
の
三
」
と
読
み
替
え
る

第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
労

も
の
と
す
る
。

務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第

一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
社

会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
十
五
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

３

会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
、
第
八
百
二
十
六
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

百
七
十
条
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
本
文
、
第
八
百

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
本
文
、
第
八
百
七

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九
百
四
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
の
命
令
に
つ
い

て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号

て
、
同
法
第
八
百
二
十
五
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
一
号
及
び
第
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四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及

四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
三
条
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
二
号
及

び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九

び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
、
第
八
百
七
十
六
条
、
第
九

百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四

百
五
条
及
び
第
九
百
六
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
百
二
十
四

条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
財
産
の
保
全

条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
財
産
の
保
全

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に
よ
っ
て
第
九
百

三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
っ
て

は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
及
び
従

た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
同
上
）

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

５

会
社
法
第
八
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
八
百
三
十
四
条
（
第
二
十
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

に
限
る
。
）
、
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
八
百
三
十
七
条
、
第
八
百
三
十
八
条
、

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
八
百
四
十
六
条
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

）
の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
本
店
（
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
決
議
に

よ
っ
て
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、
本
店
及
び
当
該
登
記
に
係
る
支
店
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る

事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
厚
生
労
働
大
臣

に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

６

（
略
）

８

（
同
上
）
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（
社
会
保
険
労
務
士
会
）

（
社
会
保
険
労
務
士
会
）

第
二
十
五
条
の
二
十
六

１
〜
３

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
六

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規

４

民
法
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
会
に
準
用
す
る
。

定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
会
に
準
用
す
る
。
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○

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
認
定
職
業
訓
練
の
実
施
）

（
認
定
職
業
訓
練
の
実
施
）

第
十
三
条

事
業
主
、
事
業
主
の
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
、
職
業
訓
練
法
人
若
し

第
十
三
条

事
業
主
、
事
業
主
の
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
、
職
業
訓
練
法
人
若
し

く
は
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
若
し
く
は
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
又
は
一
般
社

く
は
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
若
し
く
は
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
又
は
民
法
（

団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
、

し
な
い
法
人
で
、
職
業
訓
練
を
行
い
、
若
し
く
は
行
お
う
と
す
る
も
の
（
以
下
「
事
業

法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
、
職
業
訓
練
を
行
い

主
等
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
第
四
節
及
び
第
七
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

、
若
し
く
は
行
お
う
と
す
る
も
の
（
以
下
「
事
業
主
等
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
第
四

事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
が
職
業
訓
練
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
基
準
に
適
合

節
及
び
第
七
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
が
職
業

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
受
け
て
、
当
該
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

訓
練
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
受

る
。

け
て
、
当
該
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
託
募
集
の
特
例
）

（
委
託
募
集
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
六

（
略
）

第
二
十
六
条
の
六

（
同
上
）

２

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

２

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

承
認
中
小
事
業
主
団
体

事
業
協
同
組
合
、
協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の
特
別
の

二

承
認
中
小
事
業
主
団
体

事
業
協
同
組
合
、
協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の
特
別
の

法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
若
し
く
は
そ
の
連
合
会
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
若
し
く
は
そ
の
連
合
会
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
又
は
一
般
社
団
法
人
で
中
小
事
業
主
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
も

め
る
も
の
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
中
小
事
業

の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

主
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
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て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
事
業
主

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
で
あ

に
対
し
、
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
人
材
確

つ
て
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
事
業
主
に
対
し
、
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
適
切

保
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
申
請
に

か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
人
材
確
保
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
も
の
と

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
適
当
で
あ
る
と
承
認
し
た
も
の
を

し
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
定
め
る
基
準

い
う
。

に
よ
り
適
当
で
あ
る
と
承
認
し
た
も
の
を
い
う
。

３
〜
８

（
略
）

３
〜
８

（
同
上
）

（
設
立
等
）

（
設
立
等
）

第
三
十
五
条

１
〜
３

（
略
）

第
三
十
五
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

財
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
の

（
新
設
）

所
在
地
又
は
役
員
に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

４

（
同
上
）

（
財
産
目
録
及
び
社
員
名
簿
）

第
三
十
七
条
の
二

職
業
訓
練
法
人
は
、
成
立
の
時
及
び
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間

（
新
設
）

に
財
産
目
録
を
作
成
し
、
常
に
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
事
業
年
度
を
設
け
る
も
の
は
、
成
立
の
時
及
び
毎
事
業
年
度

の
終
了
の
時
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
は
、
社
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
社
員
の
変
更
が
あ
る
ご

と
に
必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
）
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第
三
十
七
条
の
三

職
業
訓
練
法
人
に
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
理
事
を
置
か
な
け
れ

（
新
設
）

ば
な
ら
な
い
。

２

理
事
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
な

い
と
き
は
、
職
業
訓
練
法
人
の
事
務
は
、
理
事
の
過
半
数
で
決
す
る
。

（
職
業
訓
練
法
人
の
代
表
）

第
三
十
七
条
の
四

理
事
は
、
職
業
訓
練
法
人
の
す
べ
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
職
業
訓
練

（
新
設
）

法
人
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、
定
款
の
規
定
又
は
寄
附
行
為
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
ま
た
、
社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
に
あ
つ
て
は
総
会
の
決
議
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）

第
三
十
七
条
の
五

理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
い
。

（
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
三
十
七
条
の
六

理
事
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ

（
新
設
）

て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
理
事
）

第
三
十
七
条
の
七

理
事
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
が
遅
滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損

（
新
設
）

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ

り
又
は
職
権
で
、
仮
理
事
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
利
益
相
反
行
為
）

第
三
十
七
条
の
八

職
業
訓
練
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

（
新
設
）

理
事
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害

関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
）

第
三
十
七
条
の
九

職
業
訓
練
法
人
に
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の
決
議
で
、
一

（
新
設
）

人
又
は
二
人
以
上
の
監
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
職
務
）

第
三
十
七
条
の
十

監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

職
業
訓
練
法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

二

理
事
の
業
務
の
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
。

三

財
産
の
状
況
又
は
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
令
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に

違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
会
又
は
都
道
府

県
知
事
に
報
告
を
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
。

（
通
常
総
会
）

第
三
十
八
条
の
二

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
理
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、

（
新
設
）

社
員
の
通
常
総
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
臨
時
総
会
）

第
三
十
八
条
の
三

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
理
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

（
新
設
）

き
は
、
い
つ
で
も
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
社
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
理
事
は
、
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
社
員
の

五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
こ
れ
と
異
な
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
三
十
八
条
の
四

総
会
の
招
集
の
通
知
は
、
そ
の
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前

（
新
設
）

に
、
そ
の
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
、
定
款
で
定
め
た
方
法
に
従
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
事
務
の
執
行
）

（
新
設
）

第
三
十
八
条
の
五

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
事
務
は
、
定
款
で
理
事
そ
の
他
の
役

員
に
委
任
し
た
も
の
を
除
き
、
す
べ
て
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
行
う
。

（
総
会
の
決
議
事
項
）

第
三
十
八
条
の
六

総
会
に
お
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め

（
新
設
）

通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
定
款
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
社
員
の
表
決
権
）
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第
三
十
八
条
の
七

各
社
員
の
表
決
権
は
、
平
等
と
す
る
。

（
新
設
）

２

総
会
に
出
席
し
な
い
社
員
は
、
書
面
で
、
又
は
代
理
人
に
よ
つ
て
表
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
表
決
権
の
な
い
場
合
）

第
三
十
八
条
の
八

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
と
特
定
の
社
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
議

（
新
設
）

決
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
社
員
は
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

（
職
業
訓
練
法
人
の
業
務
の
監
督
）

第
三
十
九
条
の
二

職
業
訓
練
法
人
の
業
務
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
職
業
訓
練
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
）

（
解
散
）

第
四
十
条

職
業
訓
練
法
人
は
、
次
の
理
由
に
よ
つ
て
解
散
す
る
。

第
四
十
条

職
業
訓
練
法
人
は
、
次
の
理
由
に
よ
つ
て
解
散
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
に
あ
つ
て
は
、
総
会
の
決
議

三

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
に
あ
つ
て
は
、
総
会
の
議
決

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
は
、
総
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、

（
新
設
）

解
散
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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４

（
略
）

３

（
同
上
）

（
職
業
訓
練
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
条
の
二

職
業
訓
練
法
人
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
理
事
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に

よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
理
事
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
立
の
認
可
の
取
消
し
）

第
四
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
訓
練
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
四
十
一
条

（
略
）

る
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
一
年
以
上
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
い
と
き
。

二

そ
の
運
営
が
法
令
若
し
く
は
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
し
、
又
は
著
し
く

不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
改
善
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
。

（
清
算
中
の
職
業
訓
練
法
人
の
能
力
）

第
四
十
一
条
の
二

解
散
し
た
職
業
訓
練
法
人
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

（
新
設
）

そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
四
十
一
条
の
三

職
業
訓
練
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ

（
新
設
）
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る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
定
款
若
し
く
は
寄

附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
四
十
一
条
の
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人

（
新
設
）

が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若

し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
四
十
一
条
の
五

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は

（
新
設
）

検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
届
出
）

第
四
十
一
条
の
六

清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
都
道
府
県

（
新
設
）

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
四
十
一
条
の
七

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
四
十
一
条
の
八

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
四
十
一
条
の
九

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
職
業
訓

（
新
設
）

練
法
人
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な

い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
職
業
訓
練
法
人
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
四
十
一
条
の
十

清
算
中
に
職
業
訓
練
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足

（
新
設
）

り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申

立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
職
業
訓
練
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た

も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
職
業
訓
練
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支

払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財

人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
四
十
二
条

解
散
し
た
職
業
訓
練
法
人
の
残
余
財
産
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め

第
四
十
二
条

（
略
）

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
帰
属
す
べ
き
者
に
帰
属
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
団

で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
に
係
る
出
資
者
に
帰
属
す
べ
き
残
余
財
産
の
額
は
、
当
該
出
資

者
の
出
資
額
を
限
度
と
す
る
。

２

社
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
残
余
財
産
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ

な
い
も
の
は
、
清
算
人
が
総
社
員
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受

け
て
定
め
た
者
に
帰
属
さ
せ
る
。

３

財
団
で
あ
る
職
業
訓
練
法
人
の
残
余
財
産
の
う
ち
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ

れ
な
い
も
の
は
、
清
算
人
が
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
て
、
他
の
職
業
訓
練
の
事

業
を
行
う
者
に
帰
属
さ
せ
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
残
余
財
産
は
、
都
道
府
県
に
帰
属
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
二
条
の
二

職
業
訓
練
法
人
の
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。
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２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

職
業
訓
練
法
人
の
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
職
業
訓
練
法
人
の
業
務
を
監
督
す

る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
四
十
二
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事

（
新
設
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
二
条
の
四

職
業
訓
練
法
人
の
清
算
の
監
督
及
び
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ

（
新
設
）

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
四
十
二
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
四
十
二
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
四
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
職
業
訓
練
法
人
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
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を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
四
十
二
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

（
新
設
）

対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
四
十
二
条
の
八

裁
判
所
は
、
職
業
訓
練
法
人
の
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ

（
新
設
）

る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」

と
あ
る
の
は
、
「
職
業
訓
練
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
の
処
理
）

第
四
十
二
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
業
訓
練
法

（
新
設
）

人
に
対
す
る
監
督
上
の
命
令
又
は
設
立
の
認
可
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
執

行
機
関
に
対
し
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

（
準
用
等
）

第
四
十
三
条

（
平
成
十
八
年
法
律

第
四
十
三
条

民
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
か
ら

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第

号
）
第
四
条
、
第
七
十
八
条
、
第
百
五
十
八
条
及
び
第
百
六
十
四
条
の
規
定

第
六
十
六
条
ま
で
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
四
条
の
二
第
二

は
、
職
業
訓
練
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

項
の
規
定
は
職
業
訓
練
法
人
の
設
立
、
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条

、
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二
項
（
届
出
に



- 493 -

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
（
解
散

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
非
訟

事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
（
解
散
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
職
業
訓
練
法
人
の

解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
四
十
条
、
第
五

十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と

、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
人
の
設
立
の
許
可
が
あ
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
「

職
業
訓
練
法
人
の
成
立
の
時
」
と
、
同
法
第
五
十
九
条
第
三
号
、
第
六
十
七
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
法
第
八
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
に
お
い

て
、
主
務
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
設
立
の
許
可
」
と
あ
る
の

は
「
設
立
の
認
可
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

職
業
訓
練
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
職
業
訓
練
法
人
の
業
務

を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主

第
四
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主

の
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
法

の
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の

法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
次

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
と
し
て
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
と
し
て
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
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試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
技
能
検
定
試
験
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
前
条
第
二
項

下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
技
能
検
定
試
験
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
前

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
以
外
の
も
の
（
合
格
の
決
定
に
関
す
る
も

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
以
外
の
も
の
（
合
格
の
決
定
に

の
を
除
く
。
以
下
「
試
験
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

関
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
試
験
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ

で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）

（
準
用
）

（
準
用
等
）

第
七
十
八
条

第
三
十
四
条
の
規
定
は
中
央
協
会
の
登
記
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
、
第

第
七
十
八
条

第
三
十
四
条
の
規
定
は
中
央
協
会
の
登
記
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
並
び

三
十
七
条
の
七
、
第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
四
及
び
第
三
十
八
条
の

に
民
法
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
二

六
か
ら
第
三
十
八
条
の
八
ま
で
並
び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

条
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
中
央
協
会
の
設
立
、
管
理
及
び

法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
中
央
協
会
の
設
立
、
管
理
及
び
運
営
に
つ
い

運
営
に
つ
い
て
、
同
法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第

て
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
四
、
第
四
十
一
条
の
五
、

七
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
（
解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及

第
四
十
一
条
の
七
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
の
二
か
ら
第
四
十
二

び
第
八
十
三
条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
（
解
散
に
係
る
部
分
を

条
の
八
ま
で
の
規
定
は
中
央
協
会
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

除
く
。
）
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
中
央
協
会
の
解
散
及
び
清

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
七
及
び
第
四
十
二
条

算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

の
三
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
四
十
一
条
の
四

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
民
法
第
五
十
六
条
中
「
裁
判
所
は
、
利

中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
」
と
、
第
四
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
職
業

害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
利
害
関

訓
練
法
人
の
業
務
を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と

係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
、
同
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は

、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
厚

「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
十
一
条
」
と
読

生
労
働
大
臣
は
、
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

中
央
協
会
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
中
央
協
会
の
業
務
を
監
督
す

る
官
庁
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
準
用
等
）

（
準
用
等
）

第
九
十
条

第
三
十
四
条
の
規
定
は
都
道
府
県
協
会
の
登
記
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
、

第
九
十
条

第
三
十
四
条
の
規
定
は
都
道
府
県
協
会
の
登
記
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
、

第
三
十
七
条
の
七
、
第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
四
、
第
三
十
八
条
の

第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
五
項
（

六
か
ら
第
三
十
八
条
の
八
ま
で
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、

理
事
長
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
理
事
長
に
係
る
部
分
を
除

第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
五
項
（
理
事
長
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
項
及
び
第

く
。
）
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
（
理
事
長
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十

八
項
（
理
事
長
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
（
理
事
長
に

六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
、
第
六
十
九
条
並
び
に
第
七
十
三
条
か

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
、
第

ら
第
七
十
五
条
ま
で
並
び
に
民
法
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十

六
十
九
条
並
び
に
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
並
び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一

一
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
都
道

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
都
道
府
県
協
会
の
設

府
県
協
会
の
設
立
、
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
及

立
、
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
四
十
一
条

び
第
七
十
五
条
並
び
に
同
法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条

の
四
、
第
四
十
一
条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
七
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
ま
で
、
第
四
十

、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
（
解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。

二
条
の
二
か
ら
第
四
十
二
条
の
八
ま
で
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
及
び
第
七

）
及
び
第
八
十
三
条
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
十
五
条
第
二
項
（
解
散
に
係
る
部

十
五
条
の
規
定
は
都
道
府
県
協
会
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
都
道
府
県
協
会
の
解

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
の
四
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
条
第

散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
」
と
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
第
二
項
、

条
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条

第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第

第
一
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
中
「
厚
生
労
働
大

七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の

臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
六
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
中
央
技

は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
六
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
中
央
技
能
検
定
委
員
」

能
検
定
委
員
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
技
能
検
定
委
員
」
と
、
第
七
十
二
条
第
三
項

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
技
能
検
定
委
員
」
と
、
第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
国
」
と
あ

中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
民
法
第
五
十
六
条
中
「
裁
判
所
は
、
利
害

る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
利
害
関
係
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人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
と
、
同
法
第
七
十
五
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
九
十
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
一
条
」
と
、
同
法
第
八
十
三
条
中
「
主
務
官
庁
」
と
あ
る

の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

（
削
る
）

４

都
道
府
県
協
会
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
都
道
府
県
協
会
の
業
務

を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
削
る
）

５

前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
中

第
百
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
中

央
協
会
又
は
都
道
府
県
協
会
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

央
協
会
又
は
都
道
府
県
協
会
の
発
起
人
、
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。

料
に
処
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
同
上
）

七

第
七
十
八
条
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
一
項
の

七

第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第

規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

八

第
七
十
八
条
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
条
の
二
第
二
項

八

第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条

又
は
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を

第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

し
な
か
つ
た
と
き
。

を
し
な
か
つ
た
と
き
。

九

第
七
十
八
条
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
一
条
の
八
第
一

九

第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九

項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告

条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公

を
し
た
と
き
。

告
を
し
た
と
き
。
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十

第
七
十
八
条
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
の
二
第
二

十

第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
二

項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

十
一

（
略
）

十
一

（
同
上
）

第
百
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
職

第
百
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
職

業
訓
練
法
人
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

業
訓
練
法
人
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
同
上
）

三

（
略
）

二
の
二

（
同
上
）

（
削
る
）

三

第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
な
い
で
残
余
財
産
を
処
分
し
た

と
き
。

四

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
目
録
を
備
え
て
置
か
な
い

四

第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違

と
き
。

反
し
て
、
財
産
目
録
を
備
え
て
置
か
な
い
と
き
。

五

第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府

五

第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
六
十
七
条
第
三
項
又
は
第
八
十

県
知
事
又
は
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
又
は
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

六

第
四
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破

六

第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一

産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

七

第
四
十
一
条
の
八
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

七

第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十

せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
不
正
の
公
告
を
し
た
と
き
。

八

第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
な
い
で
残
余
財
産
を
処
分
し
た

（
新
設
）

と
き
。

九

（
略
）

八

（
同
上
）
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○

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）

第
九
条
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
他
に
指
定
を
受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
申
請
者
が
、
一
般
社

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
他
に
指
定
を
受
け
た
者
が
な
く
、
か
つ
、
申
請
者
が
、
民
法
（

団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
試
験
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

あ
つ
て
、
試
験
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も

者
で
な
け
れ
ば
、
第
八
条
第
三
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
第
八
条
第
三

項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
定
）

（
指
定
）

第
十
二
条
の
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
業
者
の
業
務
の
改
善
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

第
十
二
条
の
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
業
者
の
業
務
の
改
善
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
か
つ
、
登
録
業
者
又
は
登
録
業
者
の
団
体
を
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
で

的
と
し
、
か
つ
、
登
録
業
者
又
は
登
録
業
者
の
団
体
を
社
員
と
す
る
民
法
第
三
十
四
条

あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
に

を
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
ご
と
に
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
そ
れ

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

ぞ
れ
、
次
項
に
に
規
定
す
る
業
務
を
全
国
的
に
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

事
業
ご
と
に
、
そ
の
申
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
項
に
規
定
す
る
業
務
を
全
国
的
に

る
。

行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）
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○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
四
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
定
年
退
職
者
そ
の
他
の
高
年
齢
退
職
者
の
希
望
に
応

第
四
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
定
年
退
職
者
そ
の
他
の
高
年
齢
退
職
者
の
希
望
に
応

じ
た
就
業
で
、
臨
時
的
か
つ
短
期
的
な
も
の
又
は
そ
の
他
の
軽
易
な
業
務
（
当
該
業
務

じ
た
就
業
で
、
臨
時
的
か
つ
短
期
的
な
も
の
又
は
そ
の
他
の
軽
易
な
業
務
（
当
該
業
務

に
係
る
労
働
力
の
需
給
の
状
況
、
当
該
業
務
の
処
理
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働

に
係
る
労
働
力
の
需
給
の
状
況
、
当
該
業
務
の
処
理
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
の
機
会
を
確
保

大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
の
機
会
を
確
保

し
、
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
就
業
を
援

し
、
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
就
業
を
援

助
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
能
力
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、

助
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
能
力
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、

も
つ
て
高
年
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は

も
つ
て
高
年
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第

一
般
財
団
法
人
（
次
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
年
齢
者
就
業
援
助
法

三
十
四
条
の
法
人
（
次
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
年
齢
者
就
業
援
助

人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に

合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第

適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
（
当
該
地
域
に
お
け
る
臨
時
的
か
つ
短
期
的
な

第
四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
（
当
該
地
域
に
お
け
る
臨
時
的
か
つ
短
期
的

就
業
の
機
会
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従

な
就
業
の
機
会
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に

い
、
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必

従
い
、
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
二
以
上
の
市
町
村
の
区

）
ご
と
に
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

域
）
ご
と
に
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
シ
ル
バ
ー
人

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
シ
ル
バ
ー

材
セ
ン
タ
ー
連
合
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
の
指
定
に
係
る
区
域
（
同
条
第
二
項
又

人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
の
指
定
に
係
る
区
域
（
同
条
第
二
項

は
第
四
項
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
区
域
。
以
下
「
連
合
の
指
定
区

又
は
第
四
項
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
区
域
。
以
下
「
連
合
の
指
定
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域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
の
指
定
に
係
る
区
域
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

区
域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
の
指
定
に
係
る
区
域
と
す
る
こ
と
は
で
き

い
。

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

（
指
定
）

（
指
定
）

第
四
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
及
び
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

第
四
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
及
び
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
と
も
に
、
定
年
退
職
者
そ
の
他
の
高
年
齢
退
職
者

タ
ー
連
合
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
と
も
に
、
定
年
退
職
者
そ
の
他
の
高
年
齢
退
職
者

の
能
力
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
年
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
資

の
能
力
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
年
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に

定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の

規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ

申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し

の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と

て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
格
等
）

（
法
人
格
等
）

第
七
条
の
六

１
〜
３

（
略
）

第
七
条
の
六

１
〜
３

（
同
上
）

４

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

４

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は

号
）
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
清
算
中
の
基
金
の
能
力
）

第
七
条
の
二
十
六
の
二

解
散
し
た
基
金
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

（
新
設
）

清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
）

（
清
算
）

第
七
条
の
二
十
七

清
算
人
は
、
第
七
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四

第
七
条
の
二
十
七

清
算
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
代
議
員
会
に
お
い
て
選
任
し
、
同
項
第
五

理
由
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
代
議
員
会
に
お
い
て
選
任
し
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
厚
生
労
働
大
臣
が
選
任
す
る
。

理
由
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
は
厚
生
労
働
大
臣
が
選
任
す
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
七
条
の
二
十
七
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清

（
新
設
）

算
人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係

人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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（
清
算
人
の
解
任
）

第
七
条
の
二
十
七
の
三

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し

（
新
設
）

く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
七
条
の
二
十
七
の
四

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
七
条
の
二
十
七
の
五

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も

（
新
設
）

三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す

べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二

月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
七
条
の
二
十
七
の
六

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
基

（
新
設
）

金
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
七
条
の
二
十
七
の
七

基
金
の
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

基
金
の
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又

は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
七
条
の
二
十
七
の
八

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働

（
新
設
）

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
七
条
の
二
十
七
の
九

基
金
の
清
算
の
監
督
及
び
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主

（
新
設
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。
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（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
七
条
の
二
十
七
の
十

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ

（
新
設
）

と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
七
条
の
二
十
七
の
十
一

裁
判
所
は
、
第
七
条
の
二
十
七
の
二
の
規
定
に
よ
り
清
算
人

（
新
設
）

を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
基
金
が
当
該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
清
算
人
及
び
監
事
の
陳

述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
七
条
の
二
十
七
の
十
二

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

（
民
法
の
準
用
等
）

第
七
条
の
二
十
八

裁
判
所
は
、
基
金
の
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、

第
七
条
の
二
十
八

民
法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八
条
か

検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
第
八
十
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
（
解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十
三
条

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ

並
び
に
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
（

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
二
十
七
の
十
一
中
「
清
算
人
及
び

解
散
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
基

監
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
金
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

金
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
七
十
五
条

中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
七
条
の
二
十
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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２

基
金
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
基
金
の
業
務
を
監
督
す
る
官
庁
に

対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
官
庁
は
、
同
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
基
金
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
基
金
の
役
員
又
は
清
算
人
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
同
上
）

五

第
七
条
の
二
十
七
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
偽
り
の
公
告

五

第
七
条
の
二
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定

を
し
た
と
き
。

に
よ
る
公
告
を
せ
ず
、
又
は
偽
り
の
公
告
を
し
た
と
き
。

六

第
七
条
の
二
十
七
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

六

第
七
条
の
二
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
裁
判
所
の
検
査
を
妨
げ
た
と
き
。

七
、
八

（
略
）

七
、
八

（
同
上
）
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○

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
七
十
五
条
の
三

（
略
）

第
七
十
五
条
の
三

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

き
は
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

一

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
同
上
）

（
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
）

（
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
）

第
八
十
七
条

そ
の
名
称
中
に
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
と
い
う
文
字
を

第
八
十
七
条

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
、
全
国
を
通
じ
て
一
の
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ

用
い
る
一
般
社
団
法
人
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
社
員
と
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ

ル
タ
ン
ト
会
と
称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

り
、
か
つ
、
全
国
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
品
位
の
保
持
及
び
そ
の
業
務
の
進
歩
改
善
に

き
る
。

資
す
る
た
め
、
社
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
全
国
的
に
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
品
位
の
保
持
及

び
そ
の
業
務
の
進
歩
改
善
に
資
す
る
た
め
、
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を

行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

第
一
項
の
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
」
と
い
う
。
）
は
、
成
立

(

新
設
）

し
た
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し
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を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の
業
務
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

（
新
設
）

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め

（
新
設
）

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
業
務
及
び
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の

財
産
の
状
況
を
検
査
し
、
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
監
督

上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
以
外
の
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル

３

第
一
項
の
法
人
以
外
の
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

タ
ン
ト
会
と
い
う
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

ト
会
の
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

す
る
。

一

第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、

一

第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、

第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六

第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六

条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
（

条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
（

第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第

第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第

三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、

三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、

第
四
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
六
十
六
条
の
三
、
第
六
十
六
条
の
六
、
第
八
十
七
条
第
六
項
、
第

第
三
項
ま
で
、
第
六
十
六
条
の
三
、
第
六
十
六
条
の
六
、
第
八
十
七
条
第
三
項
、
第

八
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

八
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
一
条
第
一
項
又
は
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
一
条
第
一
項
又
は
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
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反
し
た
者

反
し
た
者

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

第
百
二
十
二
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

（
新
設
）

し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。

一

第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と

き
。

二

第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
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○

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
名
称
の
使
用
制
限
）

（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
十
八
条

作
業
環
境
測
定
士
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
作
業
環
境
測
定
士
と
い
う

第
十
八
条

作
業
環
境
測
定
士
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
作
業
環
境
測
定
士
の
文
字

文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
同
上
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

申
請
者
が
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

申
請
者
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
同
上
）

（
日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
）

（
日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
）

第
三
十
六
条

そ
の
名
称
中
に
日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
一
般
社

第
三
十
六
条

作
業
環
境
測
定
士
及
び
作
業
環
境
測
定
機
関
は
、
全
国
を
通
じ
て
一
の
日

団
法
人
は
、
作
業
環
境
測
定
士
及
び
作
業
環
境
測
定
機
関
を
社
員
と
す
る
旨
の
定
款
の

本
作
業
環
境
測
定
協
会
と
称
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る

定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
全
国
の
作
業
環
境
測
定
士
の
品
位
の
保
持
並
び
に
作
業
環
境
測

こ
と
が
で
き
る
。

定
士
及
び
作
業
環
境
測
定
機
関
の
業
務
の
進
歩
改
善
に
資
す
る
た
め
、
社
員
の
指
導
及
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び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
全
国
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
り
、
設
立
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
は
、
作
業
環
境
測
定
士
の
品
位
の
保
持
並
び
に
作
業
環
境

測
定
士
及
び
作
業
環
境
測
定
機
関
の
業
務
の
進
歩
改
善
に
資
す
る
た
め
、
会
員
の
指
導

及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

第
一
項
の
一
般
社
団
法
人
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
成
立
し
た
と
き
は
、

（
新
設
）

成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し
を
添
え
て
、
そ

の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

協
会
の
業
務
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

(

新
設
）

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

（
新
設
）

認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
業
務
及
び
協
会
の
財
産
の
状
況
を
検
査
し
、
又
は

協
会
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
名
称
の
使
用
制
限
）

（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

２

協
会
以
外
の
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い

２

前
条
第
一
項
の
法
人
以
外
の
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
日
本
作
業
環
境
測
定
協
会
の
文

て
は
な
ら
な
い
。

字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

（
新
設
）

た
協
会
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と

き
。

二

第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
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又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
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○

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
二
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
港
湾
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
そ
の
他
の
港
湾
労
働
者

第
二
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
港
湾
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
そ
の
他
の
港
湾
労
働
者

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律

つ
て
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら

第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
業
務
を
行
う
者
と
し
て
各
港
湾
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
業

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
を
行
う
者
と
し
て
各
港
湾
に
つ
い
て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）
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○

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
三
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
労
働
者
等
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

第
三
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
労
働
者
等
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
業

と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人

務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り

で
あ
っ
て
、
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と

、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る

で
き
る
。

業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関

て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ

し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国

っ
て
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら

に
一
を
限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を

。

行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
援
助
を
行
う

第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
援
助
を
行
う

こ
と
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法

こ
と
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
第
十
五

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て

条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
三
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
年
齢
者
（
六
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
以
下
こ

第
三
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
年
齢
者
（
六
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
、
そ
の
職
業
経
験

章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
、
そ
の
職
業
経
験
を
通

を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
短
期
的
な
雇
用

じ
て
得
ら
れ
た
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
短
期
的
な
雇
用
に
よ
る

に
よ
る
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
年
齢
者
の
再
就

就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
年
齢
者
の
再
就
職
の
促
進

職
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め

第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る

ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
業

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
認
定
事
業
者
に
係
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
に
つ
い
て
の
特
例
）

（
認
定
事
業
者
に
係
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
二
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
（
公
益
社
団
法
人
又

第
二
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
（
民
法
（
明
治
二
十

は
公
益
財
団
法
人
に
限
る
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
そ

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
限
る
。
）

の
設
置
し
、
経
営
し
よ
う
と
す
る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
と
き
は

は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
そ
の
設
置
し
、
経
営
し
よ
う
と
す

、
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第
五
項
及
び
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か

る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
と
き
は
、
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第
五

か
わ
ら
ず
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
、
経
営

項
及
び
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
許
可
を
受

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
な
い
で
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
、
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
同
上
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
及
び

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
及
び

一
般
社
団
法
人
で
中
小
企
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
（
以
下
単
に
「
構
成
員
」

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

と
い
う
。
）
と
す
る
も
の
（
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

社
団
法
人
で
中
小
企
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
（
以
下
単
に
「
構
成
員
」
と
い

う
。

う
。
）
と
す
る
も
の
（
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
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○

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）

改

正

案

現

行

（
委
託
募
集
の
特
例
等
）

（
委
託
募
集
の
特
例
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
同
上
）

２

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
承
認
中
小
事
業
主
団
体
」
と
は
、
事
業
協
同
組
合
、

２

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
承
認
中
小
事
業
主
団
体
」
と
は
、
事
業
協
同
組
合
、

協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
若
し
く
は
そ
の
連

協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
若
し
く
は
そ
の
連

合
会
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
一
般
社
団
法
人
で
中
小
事
業
主
を

合
会
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八

直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
中
小
事
業
主
を
直
接

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

又
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
事
業
主
に
対
し
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
推
進
す
る
た

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
そ

め
の
人
材
確
保
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合

の
構
成
員
で
あ
る
中
小
事
業
主
に
対
し
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の

等
の
申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
適
当
で
あ
る
と
承
認

人
材
確
保
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の

し
た
も
の
を
い
う
。

申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
適
当
で
あ
る
と
承
認
し
た

も
の
を
い
う
。

３
〜
７

（
略
）

３
〜
７

（
同
上
）
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○

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
看
護
師
等
の
就
業
の
促
進
そ
の
他
の
看
護
師
等
の
確
保

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
看
護
師
等
の
就
業
の
促
進
そ
の
他
の
看
護
師
等
の
確
保

を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正

し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
で

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
都
道

あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

府
県
ご
と
に
一
個
に
限
り
、
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
都
道
府
県
ご
と
に
一
個
に
限
り
、
都
道
府
県
ナ
ー

ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
同
上
）

（
指
定
）

（
指
定
）

第
二
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
援
助

第
二
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
援
助

を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
と
も
に
、
看

を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
と
も
に
、
看

護
師
等
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一

護
師
等
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確

立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ

実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ

確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通

て
一
個
に
限
り
、
中
央
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
中
央
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と

じ
て
一
個
に
限
り
、
中
央
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
中
央
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団

第
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ

法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行

た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ

う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
に

っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務

を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
調
査
及
び
研
究
）

（
調
査
及
び
研
究
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
同
上
）

２

国
は
、
原
爆
放
射
能
影
響
調
査
研
究
の
促
進
を
図
る
た
め
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公

２

国
は
、
原
爆
放
射
能
影
響
調
査
研
究
の
促
進
を
図
る
た
め
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年

益
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
原
爆
放
射
能
影
響
調
査
研
究
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に

法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
原
爆

対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
行
う
原
爆
放
射
能
影
響
調
査
研
究
に

放
射
能
影
響
調
査
研
究
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
当
該
法
人
が
行
う
原
爆
放
射
能
影
響
調
査
研
究
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
清
算
中
の
基
金
の
能
力
）

第
八
十
八
条
の
二

解
散
し
た
基
金
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算

（
新
設
）

の
結
了
に
至
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
等
）

（
清
算
）

第
八
十
九
条

１
〜
７

（
略
）

第
八
十
九
条

１
〜
７

（
同
上
）

（
削
る
）

８

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
八
条
か
ら
第

八
十
条
ま
で
の
規
定
（
規
約
型
企
業
年
金
の
清
算
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
七
十
三
条
の

規
定
を
除
く
。
）
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
八
十
九
条
の
二

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済
（
規
約
型
企
業
年
金
に
あ
っ
て
は
、
確
定
給
付

企
業
年
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

残
余
財
産
の
分
配

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
八
十
九
条
の
三

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回

（
新
設
）

の
公
告
を
も
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き

旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を

下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
八
十
九
条
の
四

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
事
業
主

（
新
設
）

等
の
債
務
（
規
約
型
企
業
年
金
に
あ
っ
て
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
も
の
に
限

り
、
資
産
管
理
運
用
機
関
の
債
務
を
含
む
。
）
が
完
済
さ
れ
た
後
ま
だ
権
利
の
帰
属
す

べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
期
間
の
計
算
）

（
期
間
の
計
算
）

第
百
三
条

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
つ
い

第
百
三
条

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年

て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
民
法
の
期
間
に
関
す
る

法
律
第
八
十
九
号
）
の
期
間
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

規
定
を
準
用
す
る
。
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○

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
法
人
の
指
定
）

（
法
人
の
指
定
）

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
身
体
障
害

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
身
体
障
害

者
補
助
犬
の
種
類
ご
と
に
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
訓
練
又
は
研
究
を
目
的
と
す
る
一

者
補
助
犬
の
種
類
ご
と
に
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
訓
練
又
は
研
究
を
目
的
と
す
る
民

般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法

十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
で
あ
っ
て

人
又
は
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

、
次
条
に
規
定
す
る
認
定
の
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
認
定
の
業
務
を

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で

適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、

き
る
。

当
該
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
同
上
）
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○

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
配
慮
）

（
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
配
慮
）

第
六
条

国
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

第
六
条

国
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
の
福
祉
を
増
進
す

第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
の
福
祉
を
増
進
す

る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団

る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
受
注
に
係
る
業
務
を
行
う
者
が
主
と

（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ

し
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
る
も
の
の
受
注
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す

っ
て
、
そ
の
受
注
に
係
る
業
務
を
行
う
者
が
主
と
し
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
る
も
の
の

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
の
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は

受
注
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

、
予
算
の
適
正
な
使
用
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

て
、
国
の
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
の
適
正
な
使
用
に
留
意
す
る

も
の
と
す
る
。
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○

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
二
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

二

病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す
る
個
人
又
は
医
療
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し

「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す
る
個
人
又
は
医
療
法
人
、
民
法
（
明
治
二
十
九

く
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
（
第
四
号
に
お
い
て
「
病
院
等
の

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
そ
の
他
政
令
で

開
設
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
病
院
等
（
病
院
等
の
経
営
に
関
し
必
要
な
附
属
施

定
め
る
法
人
（
第
四
号
に
お
い
て
「
病
院
等
の
開
設
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
病

設
を
含
む
も
の
と
し
、
薬
局
に
あ
っ
て
は
、
調
剤
の
た
め
に
必
要
な
施
設
に
限
る
。

院
等
（
病
院
等
の
経
営
に
関
し
必
要
な
附
属
施
設
を
含
む
も
の
と
し
、
薬
局
に
あ
っ

）
の
設
置
、
整
備
又
は
経
営
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

て
は
、
調
剤
の
た
め
に
必
要
な
施
設
に
限
る
。
）
の
設
置
、
整
備
又
は
経
営
に
必
要

な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

三
〜
十
四

（
略
）

三
〜
十
四

（
同
上
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
同
上
）

（
長
期
借
入
金
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
債
券
）

（
長
期
借
入
金
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
債
券
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
略
）

第
十
七
条

１
〜
３

（
同
上
）

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の

に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
同
上
）
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附

則

附

則

第
八
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
人
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
旧
事
業
団
法
附
則

第
八
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
人
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
旧
事
業
団
法
附
則

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
社
会
福
祉
事
業
振

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
社
会
福
祉
事
業
振

興
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
附
則
第
八
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

興
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
附
則
第
八
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
独
立

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
、
「
独

行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
」
と
、
「
民
法
第

立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
」
と
す
る
。

三
十
四
条
（
公
益
法
人
）
の
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
」
と
、
「
及
び
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
、
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
」
と
す
る
。


